
安全研究プロジェクトの評価実施要領の改正案並びに 

それに基づく事後評価（案）及び中間評価（案）の修正 

令 和 ３ 年 ７ 月 ７ 日 

原 子 力 規 制 庁 

1．経緯 

令和 3年度第 13回原子力規制委員会（令和 3年 6月 16日）において、長官官房技術基

盤グループで実施する安全研究プロジェクトのうち、令和 2 年度（2020 年度）に終了し

たプロジェクト 7 件の事後評価（案）及び令和 5 年度（2023 年度）に終了するプロジェ

クト 2件の中間評価（案）を諮った。その際、事後評価について、プロジェクト評価を行

う観点から、成果の公表状況に係る評価においては、職員による公表に加え、委託先によ

る公表も評価対象に含めるように、評価方法を見直すべきとの指摘を受けた。 

また、令和 2年度第 52回原子力規制委員会（令和 3年 1月 27日）において、令和 3年

度から開始する新規プロジェクトの事前評価の結果を諮った際、事前評価による確認はよ

り早い時期に行う必要がある旨の指摘があった。 

2．評価実施要領の改正案 

１．の経緯及びこれまでの評価の運用経験を踏まえ、「安全研究プロジェクトの評価実

施要領」（平成 31年 4月 16日原子力規制庁長官決定。以下「評価実施要領」という。）の

改正案を別紙１のとおり作成した。改正のポイントは次のとおり。 

（１）事後評価において委託先の成果公表を評価対象に追加

事後評価の「②成果の公表等の状況」に係る評価において、委託先による公表も評価対象

に含めるように修正した。 

（２）事前評価で行っていた研究背景・目的等の確認の時期の変更

事前評価の項目のうち、研究の目的や位置付けを含む研究内容など、プロジェクトの開

始の可否に係わるものの確認は、「今後推進すべき安全研究の分野及びその実施方針」の策

定に合わせて実施することとした。 

（３）中間評価及び事後評価の項目の整理・統合

中間評価及び事後評価の項目として、「研究マネジメントの適切性」と「業務管理の適切

性」があったが、類似の項目であることからこれらを整理・統合し、新たに「研究マネジ

メント及び予算・契約管理の適切性」とした。

資料２ 

※【 】は別紙 1 における修正箇所 

【3.1(1)及び(4)、様式2】 

【別記 3②】 

【3.2(4)、3.3(4)、別記 1②、別記 3④、様式 3、様式 4】 
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（４）その他 

事後評価について、「②成果の公表等の状況」の基準及び「⑤成果の規制への活用の状況・

見通し」の評価方法の明確化を行った。その他、誤記訂正、表現の適正化等を行った。 

 

 

3．評価実施要領の改正案を踏まえた評価（案）の修正 

 

２．の評価実施要領の改正を前提として、令和 3 年度第 13 回原子力規制委員会（令和

3 年 6 月 16 日）に諮った 7 件の事後評価（案）及び 2 件の中間評価（案）について、自

己評価を見直した上で、それぞれ別紙２及び別紙３のとおり改めて取りまとめた。 

 

 

＜別紙、参考＞ 

別紙 1 安全研究プロジェクトの評価実施要領（改正案） 

 

別紙 2 安全研究に係る事後評価結果（案） 

別添 2-1 安全研究に係る事後評価結果（自己評価概要） 

別添 2-2 安全研究に係る事後評価結果（プロジェクトごとの自己評価） 

 

別紙 3 安全研究に係る中間評価結果（案） 

別添 3-1 安全研究に係る中間評価結果（自己評価概要） 

別添 3-2 安全研究に係る中間評価結果（プロジェクトごとの自己評価） 

 

参考 1 安全研究プロジェクトの企画・評価のフロー 

 

参考 2 令和３年度 13 回原子力規制委員会資料２「安全研究に係る事後評価（案）及

び中間評価（案）」（令和３年６月 16日原子力規制庁） 

 

【別記 3②、3.3(5)、別記 5、様式 4・5、注釈 1、別記 3⑤、様式 3 注釈】 
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安全研究プロジェクトの評価実施要領 

 

平成３１年４月１６日 

年 月 日 改正 

原子力規制庁 

 

１．目的 

この要領は、「原子力規制委員会における安全研究の基本方針」（原規技発第 1607064号

（平成 28 年 7 月 6 日原子力規制委員会決定）。以下「基本方針」という。）に基づき、安

全研究プロジェクトの評価（事前評価、中間評価及び事後評価）について、その評価手法、

評価項目及び評価基準を明確かつ具体的に定め、安全研究プロジェクトに関する目的及び

目標の達成状況の確認並びに後継安全研究プロジェクトの企画、見直し等による評価結果

の有効な活用に資することを目的とする。 

 

２．適用範囲 

この要領は、長官官房技術基盤グループが実施する安全研究プロジェクトの事前評価、

中間評価及び事後評価に適用する。 

 

３．安全研究プロジェクトの評価 

安全研究プロジェクトの評価は、事前評価（３．１）、中間評価（３．２）及び事後評

価（３．３）についてそれぞれ行う。この際、これらの評価に連続性と一貫性を持たせる

ため、以下の視点から一貫した評価を行う。 

・目標・成果の適切性 

・技術的妥当性 

・研究の管理の適切性 

 

３．１ 事前評価 

（１）事前評価の目的 

事前評価は、基本方針に基づき原則として毎年度作成する「今後推進すべき安全研

究の分野及びその実施方針」（以下「実施方針」という。）に従い計画された新規の安

全研究プロジェクト（後継の安全研究プロジェクトも含む。）について、その計画、成

果目標及び研究手法の技術的妥当性等を確認することを目的とする。 

なお、事前評価に先立ち、実施方針策定に併せて、研究の目的、研究計画の概要、成

果の活用の見通し等を確認し、計画の適切性について確認する。 

（２）事前評価結果の活用 

事前評価の結果は、安全研究プロジェクトの開始前に策定する研究計画（研究の背

景、目的、知見の活用先、研究概要、実施計画（成果の公表計画も含む。）等を定めた

ものをいう。以下同じ。）の変更の要否の判断等に活用する。 

（改正案） 別紙 1 
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（３）事前評価の実施時期 

事前評価は、安全研究プロジェクト開始の前年度の１２月以降に行う。また、事前

評価は、研究手法、成果の取りまとめ方法等の技術的妥当性の評価について客観性を

確保するため、技術評価検討会（外部専門家の評価及び意見並びに産業界等の専門的

な技術的知見を有する者（専門技術者）の意見を聴取するための公開会合をいう。以

下同じ。）1での議論を経た上で行うものとする。 

 

（４）事前評価の手法及び評価項目 

事前評価は、様式１による当該安全研究プロジェクトを実施するための研究計画を

作成した上で、次の評価項目についてその適否を判定することにより行う研究内容の

技術的妥当性について確認し、研究計画の変更の要否を評価する。 

 

ア．研究計画案の適切性（以下の観点を踏まえ判定する。） 

・研究計画案と実施方針の整合性 

・成果目標及び実施計画（成果の公表計画も含む。）の適切性 

・成果の活用先の有無等 

イ．研究内容の技術的妥当性 

 

（５）事前評価の手続 

安全研究プロジェクトを担当する安全技術管理官等（安全技術管理官又はその代理

として技術基盤グループ長が指名する者をいう。）（以下「担当安全技術管理官等」とい

う。）は、技術評価検討会での意見等を踏まえ、評価項目ごとに研究計画の適否につい

て評価を事前評価結果取りまとめ表（様式２）に記載して評価案を作成し、それを原子

力規制委員会へ諮るものとする。 

 

３．２ 中間評価 

（１）中間評価の目的 

中間評価は、研究計画と実施方針の整合性について改めて確認するとともに、研究

の進捗状況やその時点までの成果について、当該研究分野の最新動向等を踏まえた研

究計画の見直し等（研究の充実化、中断、中止、期間の短縮等の対応を含む。）の要否

の判断並びに研究手法及び研究計画の技術的妥当性の評価を行うことを目的とする。 

 

（２）中間評価結果の活用 

中間評価の結果は、安全研究業務のプロジェクトマネジメントの改善、次年度以降

                                                   
1技術評価検討会における外部専門家については、公正性及び中立性確保の観点から、利害関係者が評価に加わらないよ

う十分に配慮する。なお、評価の視点は、①国内外の過去の研究及び最新知見を踏まえているか、②解析実施手法、実

験方法が適切か、③解析実施手法及び実験方法解析結果の評価手法、実験結果の評価手法が適切か、並びに④重大な見

落とし（観点の欠落）がないかの４点とする。 
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の安全研究の実施方針の策定、予算等の資源配分を行う際の意思決定等に活用する。 

 

（３）中間評価の実施時期 

中間評価は、５年以上の期間にわたって行う長期の安全研究プロジェクトを対象と

し、原則としてプロジェクト開始の年度から起算して３年目の年度（その後３年ごと）

に実施する。ただし、安全研究プロジェクトの残りの研究期間を踏まえ、研究期間の

最終年度については中間評価を実施しないものとする。また、当該評価は、事前評価

と同様に技術評価検討会での議論を経た上で行うものとする。 

 

（４）中間評価の手法及び評価基準 

中間評価は、安全研究プロジェクトの活動内容、成果等を取りまとめた資料2を用い

て実施する。 

中間評価では、評価時における技術動向、規制動向等の情勢の変化及び先行安全研

究プロジェクトの事後評価からの改善状況（該当する場合に限る。）を踏まえ、当初計

画の見直し等の要否及び当該安全研究プロジェクトの継続可否を評価する3。 

次に、上記の評価において継続することとされた安全研究プロジェクトについて、評

価項目ごとに、別記１の基準による評価（別記１、別記２及び様式３において「項目別

評価」という。）を行い、その結果を表示する記号（別記２において「項目別評語」と

いう。）を付し、別記２の方法による評価（別記２及び様式３において「総合評価」と

いう。）を行い、中間評価の結果を総括的に表示する記号（３．２、別記２及び様式３

において「全体評語」という。）を付す。 

評価項目は、次の項目とする。ただし、安全研究プロジェクトの特性を踏まえて、

必要に応じて評価項目を追加することを可能とする。 

 

ア．研究の進め方に関する技術的適切性 

イ．研究マネジメント及び予算・契約管理の適切性 

ウ．業務管理の適切性 

 

（５）中間評価の手続 

担当安全技術管理官等は、技術動向を踏まえた当初計画の見直しの要否を評価し、

中間評価結果取りまとめ表（様式３）に記載するとともに、規制動向を踏まえた当初

計画の見直しの要否の評価については、評価年度の実施方針における研究の必要性や

研究課題に応じて、当該安全研究プロジェクトに関係する原子力規制部（以下「規制

部門」という。）の主管課等の長（以下「安全規制管理官等」という。）又は基準を所

管する主管課等の長に見直しの要否の評価を求めた上で、最終的な当初計画の見直し

                                                   
2当該資料は、技術基盤グループ長が別に定める「報告書作成要領」（平成 30年 9月 25日技術基盤グループ長決定）に

おける「安全研究成果報告」の構成によることを原則とする。ただし、安全研究計画の変更など評価において特に記載

すべき事項があれば、その記載事項を適宜追加又は変更することができるものとする。 
3「計画の見直しは不要」、「計画を見直した上で継続する」、「研究を中断する」、「研究を中止する」等を判断するものと

する。 
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の要否及び当該安全研究プロジェクトの継続可否を中間評価結果取りまとめ表の①

当初計画の適切性に関する評価欄に記載する。 

安全研究プロジェクトを継続すると評価した場合、担当安全技術管理官等は、中間

評価結果取りまとめ表（様式３）の②研究の実施状況の評価欄及び全体評語欄に評価

を記載し、安全研究プロジェクトごとの評価結果についてばらつきが生じないよう、

担当安全技術管理官等間で相互にレビュー・調整を行った上で、最終的な評価案を原

子力規制委員会へ諮る。 

 

３．３ 事後評価 

（１）事後評価の目的 

事後評価は、安全研究の成果を確認するとともに、成果目標の達成状況、成果の規

制への活用状況・見通し等について評価することを目的とする。 

 

（２）事後評価結果の活用 

事後評価の結果は、目的及び目標の達成状況の確認、後継安全研究プロジェクトの

企画や研究計画の見直し等（次年度以降の安全研究の実施方針の策定、後継安全研究

プロジェクトの中間評価、予算等の資源配分を行う際の意思決定等への反映を含む。）、

今後の安全研究業務のプロジェクトマネジメントの改善、国民への説明等に活用する。

なお、後継安全研究プロジェクトの中間評価の際にも当該評価の結果を活用する。 

 

（３）事後評価の実施時期 

事後評価は、安全研究プロジェクトの終了後、かつ、次年度以降の安全研究の実施方

針の策定前に行う。また、当該評価は、事前評価及び中間評価と同様に技術評価検討会

での議論を経た上で行うものとする。 

 

（４）事後評価の手法及び評価基準 

事後評価は、安全研究プロジェクトの活動内容、成果等を取りまとめた資料4を用い

て実施する。 

事後評価では、評価項目ごとに別記３の基準により評価を行い、その結果を表示する

記号（別記３及び別記４において「項目別評語」という。）を付す（３．３、別記３、

別記４及び様式４において「項目別評価」という。）。 

次に、別記４の方法により事後評価の結果を総括的に表示する記号（３．３、別記４

及び様式４において「全体評語」という。）を付す（別記３、別記４及び様式４におい

て「総合評価」という。）。 

評価項目は、次の項目とする。なお、安全研究プロジェクトの特性を踏まえて、必要に応

じて評価項目を追加することを可能とする。 

 

                                                   
4脚注２を参照。 
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ア．成果目標の達成状況 

イ．成果の公表等の状況 

ウ．研究の進め方に関する技術的適切性 

エ．研究マネジメント及び予算・契約管理の適切性 

オ．業務管理の適切性 

カオ．成果の規制への活用の状況・見通し 

 

（５）事後評価の手続 

担当安全技術管理官等は、項目別評価項目（成果の規制への活用の状況・見通しに

係る評価項目を除く。）ごとの評価を事後評価結果取りまとめ表（様式４）に記載す

るとともに、成果の規制への活用の状況・見通しに係る評価項目については、評価年

度の安全研究の実施方針における研究の必要性や研究課題に応じて、当該安全研究プ

ロジェクトに関係する規制部門の安全規制管理官等又は基準を所管する主管課等の

長に別記５の方法により評価の記載を求めた上で、全体評語案を記載する。その後、

安全研究プロジェクトごとの評価結果についてばらつきが生じないよう、担当安全技

術管理官等間で相互にレビュー・調整を行った上で、最終的な評価案を原子力規制委

員会へ諮る。 
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（別記１） 

中間評価における項目別評価基準 

 

中間評価のうち項目別評価における評価項目ごとの評価基準について、以下のとおり定

める。 

なお、安全研究プロジェクトの特性を踏まえて評価項目を追加するときの評価基準につ

いては、担当安全技術管理官等が別途定めることを可能とする。 

 

① 研究の進め方に関する技術的適切性 

研究手法（最新の知見が取り入れられているか、適切な研究実施手法が採られている

か）、成果の取りまとめ方法等についての技術的適切性を以下の区分に基づき評価する。

なお、評価に当たっては、外部専門家から意見等を聴取する目的で実施する技術評価検

討会における技術的な意見を参考とすること。 

Ｓ：技術的に優れている 

Ａ：技術的に適切である 

Ｂ：おおむね技術的に妥当であるが、一部見直しが必要である 

Ｃ：技術的に適切ではない 

 

② 研究マネジメント及び予算・契約管理の適切性 

安全研究プロジェクトの実施に当たり、研究計画（状況変化を踏まえて適切に対応し

ているか）、研究体制（研究体制が有効に機能しているか、研究者が能力を発揮できて

いるか）、進捗管理（研究の遅れが生じた場合に適切に対応できているか、国内外の規

制動向を把握し、その影響を踏まえ適切に対応できているか）等の研究マネジメントの

適切性並びに予算及び契約管理の適切性を以下の区分に基づき評価する。 

Ｓ：模範となる研究マネジメント管理の水準である 

Ａ：適切に研究マネジメント管理されている 

Ｂ：おおむね適切に研究マネジメント管理されているが、一部見直しが必要である 

Ｃ：研究マネジメント管理に問題がある 

 

③ 業務管理の適切性 

予算、契約等の執行管理を含む業務の遂行管理が適切に行われていることを以下の

区分に基づき評価する。 

Ｓ：模範となる水準で管理されている 

Ａ：適切に管理されている 

Ｂ：おおむね適切に管理されているが、一部見直しが必要である 

Ｃ：管理に問題がある 
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（別記２） 

中間評価における総合評価の方法及び評価基準 

 

総合評価における全体評語は、項目別評価した３２つの評価項目の項目別評語（Ｓ、

Ａ、Ｂ、Ｃ）を数字に換算（Ｓを 4点、Ａを 3点、Ｂを 2点、Ｃを 1点）した上で、そ

の平均をとったもの（別記２及び様式３において「総合点」という。）及びそれを再度

評語に変換（3.3点以上をＳ、3.0点以上～3.3点未満をＡ、2.0点以上～3.0点未満を

Ｂ、2.0点未満をＣ）したものを基礎とする。 

 

最終的な総合評価は、基礎とした総合点及び評語を基にして、以下の評価基準により

担当安全技術管理官等が実施する。この際、担当安全技術管理官等は、全体評語ととも

に、評価コメントを付すものとする。 

 

【総合評価の評価基準】 

Ｓ：模範となる水準で管理され、研究が行われている 

Ａ：適切に管理され、研究が行われている 

Ｂ：おおむね適切に管理されているが、一部見直しが必要である 

Ｃ：管理が不十分であり、研究体制も含め抜本的な見直しが必要である 
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事後評価における項目別評価基準 

 

事後評価のうち項目別評価における評価項目ごとの評価基準について、以下のとおり定

める。 

なお、安全研究プロジェクトの特性を踏まえて評価項目を追加するときの評価基準につ

いては、担当安全技術管理官等が別途定めることを可能とする。 

 

①成果目標の達成状況 

原子力規制委員会が毎年度決定する「今後推進すべき安全研究の分野及びその実施

方針」及び「安全研究計画」で示される成果目標に対する達成状況について以下の区分

に基づき評価する。 

Ｓ：設定した目標を大きく超える成果が得られている 

Ａ：設定した目標を達成した成果が得られている 

Ｂ：設定した目標をおおむね達成した成果が得られているが、一部十分ではない 

Ｃ：設定した目標を達成した成果が得られていない 

 

②成果の公表等の状況 

ＮＲＡ技術報告、国内外の査読付の論文又はそれらと同等と考えられる公表活動（下

記のＳ、Ａ、Ｂに該当するもの）についてを対象として、安全研究プロジェクト終了時

点における公表状況の有無及び内容を以下の区分に基づき評価する。ここでは、著者が

原子力規制庁職員であるか否かを問わず、安全研究プロジェクトの中で行われた成果

公表を評価対象とする。 

Ｓ：ＮＲＡ技術報告（２件以上）を公表した又は、学会から表彰を受けるなど学術的

価値が対外的に認められる査読付の論文等を発行公表した又は原子力の安全規制

に大きく貢献する成果を公表した 

Ａ：ＮＲＡ技術報告又は査読付の論文等を発行した（論文の場合、投稿先から受理さ

れる等発行が確実な場合を含む） 

Ｂ：ＮＲＡ技術報告又は査読付の論文等を発行していないものの、発行が確実に見込

まれる状況であるＮＲＡ技術報告の発行又は査読付の論文等の公表には至ってい

ないが、公表に向けて手続中であり、ＮＲＡ技術報告又は査読付の論文等の公表

が見込まれる状況である 

Ｃ：ＮＲＡ技術報告又は査読付の論文等を発行公表しなかった上に、今後の公表の見

込みが不透明である 

 

 

 

 

 

（別記３） 
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【項目別評価の目安】 

成果の公表等に関する項目別評価では、文書化された成果物5であるＮＲＡ技術報告、査読付の論文又は

それと同等の公表活動（論文投稿で行われる査読と同等以上のレベルで行われる査読付の口頭発表等）につ

いて評価し、そのうち上位の評価となったものを項目別評語として付すこととする。なお、本評価項目に

おいて、Ｓ又はＡと評価される場合であって、複数の査読付の論文を発行したときには、別記 4 の総合評

価において 1 点又は 2 点をその本評価項目の点数に加算できるものとする。また、論文の作成につながっ

た有益な口頭発表を行った場合には、その内容を考慮した上で、適宜点数をその評価項目に加算できるも

のとする。 

（具体例） 

Ｓ：ＮＲＡ技術報告を２件以上発行した場合、論文が表彰を受ける等の学術的価値が認められた場合又は

原子力の安全規制に大きく貢献する成果を公表したと判断される場合 

Ａ：ＮＲＡ技術報告又は査読付の論文を発行した場合 

Ｂ：プロジェクトの終了時点において、ＮＲＡ技術報告又は査読付の論文が庁内手続中である場合 

Ｃ：プロジェクトの終了時点において、ＮＲＡ技術報告又は査読付の論文の作成が未着手又は作成中であ

り発行に至っていない場合 

 

 

③研究の進め方に関する技術的適切性 

研究手法（最新の知見が取り入れられているか、適切な研究実施手法が採られている

か）、成果の取りまとめ方法等についての技術的適切性を以下の区分に基づき評価する。

なお、評価は、外部専門家から意見等を聴取する目的で実施する技術評価検討会におけ

る技術的意見を参考とすること。 

Ｓ：技術的に優れている 

Ａ：技術的に適切である 

Ｂ：おおむね技術的に妥当であるが、一部十分ではない 

Ｃ：技術的に適切ではない 

 

④研究マネジメント及び予算・契約管理の適切性 

安全研究プロジェクトの実施に当たり、研究計画（状況変化を踏まえて適切に対応し

たか）、研究体制（研究体制が有効に機能したか、研究者が能力を発揮できたか）、進捗

管理（研究の遅れが生じた場合に適切に対応できたか、国内外の規制動向を把握し、そ

の影響を踏まえ適切に対応できたか）等の研究マネジメントの適切性並びに予算及び

契約管理の適切性を以下の区分に基づき評価する。 

Ｓ：模範となる研究マネジメント管理の水準である 

Ａ：適切に研究マネジメント管理されている 

Ｂ：おおむね適切に研究マネジメント管理されているが一部十分ではない 

Ｃ：研究マネジメント管理に問題がある 

 

                                                   
5なお、平成 31年度までに終了予定のプロジェクトについては、研究成果の文書化が確実に行われる見

込みが確認できれば、Ａと判断することができる。 
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⑤業務管理の適切性 

予算、契約等の執行管理を含む業務の遂行管理が適切に行われていることを以下の

区分に基づき評価する。 

Ｓ：模範となる水準で管理されている 

Ａ：適切に管理されている 

Ｂ：おおむね適切に管理されているが、一部十分ではない 

Ｃ：管理に問題がある 

 

⑥⑤成果の規制への活用の状況・見通し 

規制課題へのに活用（規制基準、各種ガイド類等の整備・見直しの要否の判断、審査

及び検査への活用等）通じる知見できる研究成果（新たに抽出された規制課題を含む。）

が得られ、規制に活用されたかについて、実績・見込み及び関連部門との情報共有の状

況を以下の区分に基づき評価する。 

Ｓ：規制の高度化に大きく貢献した、又は今後大きく貢献することが確実に見込まれ

ている 

Ａ：規制活動に貢献する結果が得られた 

Ｂ：得られた結果による規制活動への貢献は限定的である 

Ｃ：規制活動に活用される結果が得られなかった 

【項目別評価の目安】 

成果の規制への活用の状況・見通しに関する項目別評価の具体例は以下のとおり。なお、Ｓ又はＡと

評価される場合であって、原子力の安全規制活動で引用されるような複数のＮＲＡ技術報告等の成果物

を発行した場合には、1点又は 2点をその評価項目に加算することができる。 

（具体例） 

Ｓ：安全研究で得られた最新知見に基づき、規制基準、基準解釈、ガイド等が改訂されるなど、規制活

動を大きく前進させるような成果が得られた場合 

Ａ：審査等で活用することのできる最新知見に基づいた判断根拠を整備するなど、期待していたとおり

の研究成果結果が得られ、規制活動に貢献した場合 

Ｂ：研究が計画どおりに進捗しなかった等の理由により、期待される成果の質又は量を満足せず、規制

活動への貢献が限定的である場合 

Ｃ：研究が大幅に遅延する等の理由により、期待していた成果が全く得られず、規制活動に活用する見

込みがない場合 
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（別記４） 

 

事後評価における総合評価の方法及び評価基準 

 

総合評価における全体評語は、項目別評価した６つの評価項目の項目別評語（ＳＡＢ

Ｃ）を数字に換算（Ｓを 4点、Ａを 3点、Ｂを 2点、Ｃを 1点）した上で、その平均を

とったもの（別記４及び様式４において「総合点」という。）及びそれを再度評語に変

換（3.3 点以上をＳ、3.0 点以上～3.3 点未満をＡ、2.0 点以上～3.0 点未満をＢ、2.0

点未満をＣ）したものを基礎とする。 

ただし、特に留意すべき評価項目である②成果の公表等の状況及び⑥成果の規制へ

の活用の状況・見通しに対して良好な成果が得られた場合には、1点又は 2点をその評

価項目に加算できるものとする。 

 

最終的な総合評価は、基礎とした総合点及び評語を基にして、以下の評価基準により

担当安全技術管理官等が実施する。この際、担当安全技術管理官等は、全体評語ととも

に、評価コメントを付すものとする。 

なお、②成果の公表等の状況又は⑥成果の規制への活用の状況・見通しで最下位の評

語（Ｃ）がある場合の全体評語は、総合評価の基礎として算出した評語がＳ又はＡのと

きはＢへ、ＢのときはＣへそれぞれ下げるものとする。 

 

【総合評価の評価基準】 

Ｓ：模範となる水準で管理され、期待以上の成果があった※ 

Ａ：適切に管理され、期待どおりの成果があった 

Ｂ：おおむね適切に管理され、期待どおりの成果があったが、一部十分ではなかった 

Ｃ：管理が不十分であり、期待された成果が得られなかった 

 

※全体評語がＳとなる条件は、項目別評語のＳが２つ以上あることとする。 
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（別記５） 

 

事後評価における「成果の規制への活用の状況・見通し」 

の評価方法 
 

項目別評価の項目のうち、「⑥成果の規制への活用の状況・見通し」に関する評価は、

関係する規制部門又は基準を所管する主官課等（以下「課室等」という。）が行う。 

部等6の総括課7は、部等において安全研究プロジェクトを評価する課室が複数ある場

合、様式５を用いて各課室等の評価の調整及び取りまとめを行うとともに、部等として

の評価結果を技術基盤グループに提出する。その際、１つの安全研究プロジェクトを評

価する課室等が複数あり、かつ、複数の課室等の評価が異なる場合、以下の考え方に基

づき、部等としての評価を決定する。 

安全研究の成果の規制への活用は、規制基準、審査、検査等といった規制分野や、実

用炉、試験研究炉、核燃料サイクル施設等といった規制対象の施設の違いなどよって、

活用される時期や必要性について差が生じると考えられる。安全研究の大きな目的の

一つは規制への貢献であり、いずれの規制分野、施設等であっても、そのうち一つにで

も研究成果が活用されれば、規制への活用という目的は達成されたと言える。以上か

ら、安全研究プロジェクトを評価する課室等が複数あり、かつ、複数の課室等による評

価が異なる場合は、各課室等の評価のうち最も上位の評価を当該プロジェクトの「⑥成

果の規制への活用の状況・見通し」に係る評価結果とする。 

なお、１つの安全研究プロジェクトを評価する課室等が複数あり、各課室等の評価が

同一の場合は、当該評価を評価結果とする。また、１つの安全研究プロジェクトを評価

する課室等が１つである場合は、当該課室等の評価を評価結果とする。 

 

  

                                                   
6 原子力規制委員会行政文書管理要領第 2条第 1項に規定される「部等」を示す。 
7 原子力規制委員会行政文書管理要領第 2条第 4項に規定される「総括課」を示す。 
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 様式１ 

研究計画 

 

１．プロジェクト 
 

 

担当部署  

担当責任者  

２．カテゴリー・

研究分野 
 主担当者  

３．背景 

 

 

 

４．目的 

 

 

 

５．知見の活用先 

 

 

 

６．安全研究概要 

実施行程表 

実施項目 〇〇年度 〇〇年度 〇〇年度 

（１）〇〇〇〇 〇〇（実施内容） 〇〇（実施内容） 成果の公表 

 

７．実施計画 

 

 

 

８．実施体制 

 

 

 

９．備考 

 

 

 

15



  

 
 

様式２ 

事前評価結果取りまとめ表 

 

 
・評価結果は、技術評価検討会で受けたコメント等を踏まえ記載する。 

 
 

評価項目 

評価結果 

担当安全技術管理官等による評価コメント 
評価（案） 

（適・否） 

研究計画案の適切性 

研究計画案と実施方針の整合

性 
                           

      
成果目標及び実施計画（成果

の公表計画も含む。）の適切性 
                           

成果の活用先の有無等                            

研究内容の技術的妥当性   

研究計画案への反映 

【担当安全技術管理官等による評価結果】 
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様式３ 

中間評価結果取りまとめ表 

①当初計画の適切性に関する評価 

評価項目 

評価結果 

担当安全技術管理官等又は担当規制部門の安全規制管理官等によるコメント 
見直し

の要否 

当初計画の

見直し 

技術動向の観点からの評価   

規制動向の観点からの評価 【関係する規制部門の安全規制管理官等による評価】  

先行安全研究プロジェクトにおける事後評

価からの改善状況 

  

安全研究プロジェクトの継続可否の評価 
【担当安全技術管理官等による評価結果】 

 

 

②研究の実施状況の評価 

評価項目 

評価結果 

担当安全技術管理官等によるコメント 
評価（案） 

（ＳＡＢＣ) 

項

目

別

評

価 

研究の進め方に関する技術

的適切性 
  

研究マネジメント及び予

算・契約管理の適切性 
  

業務管理の適切性                                              

総合評価 

【担当安全技術管理官等による評価コメント】 【 全 体 評 語

（ＳＡＢＣ）】 

【総合点】 

 当初計画の見直しに関する評価のうち、「規制動向の観点からの評価」は、当該安全研究プロジェクトに関係する規制部門の安全規制管理官等

又は基準を所管する主官管課等の長が行う。なお、関係する規制部門の安全規制管理官等が複数人の場合には、全ての者によるコメントを記載

する。ただし、見直しの要否欄については、関係する規制部門の安全規制管理官等が協議の上で記載するものとする。 

 ②研究の実施状況の評価は、①当初計画の適切性に関する評価において継続すると評価されたものを対象とする。 
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様式４ 

事後評価結果取りまとめ表 

 

 

 項目別評価の項目のうち、「成果の規制への活用の状況・見通し」に関する評価は、関係する規制部門の安全規制管理官等又は基準を所管

する主官課等の長が行う。なお、関係する規制部門の主管課等の長が複数人の場合には、全ての者によるコメントを記載する。ただし、評

価（案）欄については、関係する規制部門の安全規制管理官等が協議の上で記載するものとする。 

  

評価項目 

評価結果 

担当安全技術管理官等又は担当規制部門の安全規制管理官等によるコメント 
評価（案） 

（ＳＡＢＣ） 

項目

別評

価 

成果目標の達成状況   

成果の公表等の状況   

研究の進め方に関する

技術的適切性 

  

研究マネジメント及び

予算・契約管理の適切性 

  

業務管理の適切性                                               

成果の規制への活用の

状況・見通し 

【関係する規制部門の安全規制管理官等による評価】  

総合評価 
【担当安全技術管理官等による評価コメント】 【 全 体 評 語

（ＳＡＢＣ）】 

【総合点】 
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様式５ 

 

安全研究プロジェクトの事後評価の評価項目「⑥成果の規制への活用の状況・見通し」の評価について 

令和 年 月 日 
○○部 

 

No. プロジェクト名 評価担当課室等 評価コメント 
課室等の評価 

（SABC） 

部等の評価 

（SABC） 

1 ○○に関する研究（R○-R○） ○○課 

 

 

   

○○部門 

 

 

  

○○室 

 

 

  

2 ○○に関する研究（R○-R○） ○○課 
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安全研究に係る事後評価結果（案） 

 
令 和 ３ 年 ７ 月 ７ 日 

原 子 力 規 制 委 員 会 

 

１．事後評価の進め方 

1.1 評価の対象 

原子力規制庁長官官房技術基盤グループの安全研究プロジェクトのうち、事後評価

の対象となるプロジェクトは次に示す 7件である。 

 

事後評価対象プロジェクト 

No. プロジェクト名 実施期間（年度） 

1 津波ハザード評価の信頼性向上に関する研究 
H29 – R2 

(2017 - 2020) 

2 
地震・津波及びその他の外部事象等に係る施設・設備のフラジ
リティ評価に関する研究 

H29 – R2 
(2017 - 2020) 

3 火災防護に係る影響評価に関する研究 
H29 – R2 

(2017 - 2020) 

4 燃料健全性に関する規制高度化研究 
H19 – R2 

(2007 - 2020) 

5 
加工施設及び再処理施設の内部火災等に関するリスク評価手
法に関する研究 

H29 – R2 
(2017 - 2020) 

6 
廃棄物埋設に影響する長期自然事象の調査方法及びバリア特
性長期変遷の評価方法に関する研究 

H29 – R2 
(2017 - 2020) 

7 放射性廃棄物等の放射能濃度評価技術に関する研究 
H29 – R2 

(2017 - 2020) 

 

1.2 評価方法 

原子力規制庁が実施した自己評価（別添 2-1 及び 2-2）に基づき、評価プロセス及

び評価結果の妥当性を確認した。 

 

２．事後評価結果 

上記 7 件の安全研究プロジェクトについて原子力規制庁が実施した事後評価に係る自己

評価は妥当である。 

  

別紙 2 
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安全研究に係る事後評価結果（自己評価概要） 

 

令 和 ３ 年 ７ 月 ７ 日 

原 子 力 規 制 庁 

 

１．評価対象プロジェクト 

今回の事後評価の対象は、令和２年度に終了した安全研究プロジェクト７件である。自

己評価の全体概要を以下に、安全研究プロジェクトごとの評価結果を別添 1-2に示す。 

 

２．評価結果（自己評価概要） 

（１）「①成果目標の達成状況」、「③研究の進め方に対する技術的適切性」及び「④研究マ

ネジメント及び予算・契約管理の適切性」 

いずれのプロジェクトにおいても、適切な研究体制を構築する等により、研究マネジメ

ント及び予算・契約管理が行われるとともに、最新知見や外部専門家の意見を踏まえて技

術的適切性をもって研究が実施され、設定した成果目標が達成された。 

 

（２）「②成果の公表等の状況」 

いずれのプロジェクトにおいても、プロジェクト実施期間中に、原子力規制庁職員又は

委託先から学術論文等による積極的な研究成果の公表を行った。 

 

（３）「⑤成果の規制への活用の状況・見通し」 

「火災防護に係る影響評価に関する研究」（別表の No.3）の成果を基に、火災関係の各ガ

イドの見直しが予定されており、今後の審査支援における申請内容の妥当性の判断や火災

防護の検査にも活用できることが見込まれている。また、「放射性廃棄物等の放射能濃度評

価技術に関する研究」（別表の No.7）の成果が、「放射能濃度についての確認を受けようと

する物に含まれる放射性物質の放射能濃度の測定及び評価の方法に係る審査基準」（令和元

年 9月 11日原子力規制委員会決定）の策定に当たり活用された。その他のプロジェクトに

ついても、成果が活用されているか又は成果の活用が見込まれている。 

 

（４）結論 

以上のことから、令和２年度に終了したプロジェクトについては、いずれも計画的に実

施され、規制活動に貢献できる成果が得られている。 

別添 2-1 

21



 

 

別表 安全研究に係る事後評価結果（自己評価概要） 

評価項目 

1. 津波ハザ
ード評価の
信頼性向上
に関する 
研究 

2. 地震・津
波及びその
他の外部事
象等に係る
施設・設備
のフラジリ
ティ評価に
関する研究 

3. 火災防護
に係る影響
評価に関す
る研究 

4. 燃料健全
性に関する
規制高度化

研究 

5. 加工施設
及び再処理
施設の内部
火災等に関
するリスク
評価手法に
関する 
研究 

6. 廃棄物埋
設に影響す
る長期自然
事象の調査
方法及びバ
リア特性長
期変遷の評
価方法に関
する研究 

7. 放射性廃
棄物等の放
射能濃度評
価技術に関
する研究 

項
目
別
評
価
※
１ 

① 成果目標の達成状況 A（3） A（3） A（3） A（3） A（3） A（3） A（3） 

② 成果の公表等の状況 A（3） A（3） A（3） S（4） A（3） A（3） A（3） 

 

職
員 

 

NRA 技術報告 0 1 0 0 0 0 0 

 論文（査読付） 2 4 1 3 0 0 3 

 国際会議のﾌﾟﾛｼｰﾃﾞｨﾝｸﾞ（査読付） 0 1 1 7 0 0 0 

 委
託
先 

論文（査読付） 1 1 3 1 3 2 0 

 国際会議のﾌﾟﾛｼｰﾃﾞｨﾝｸﾞ（査読付） 0 2 0 1 0 0 0 

③ 研究の進め方に対する技術的適切性 A（3） A（3） A（3） A（3） A（3） A（3） A（3） 

④ 
研究マネジメント及び予算・契約管理の

適切性 
A（3） A（3） A（3） A（3） A（3） A（3） A（3） 

⑤ 成果の規制への活用の状況・見通し B（2） A（3） A（3） B（2） B（2） A（3） A（3） 

総
合
評
価
※
２ 

項目別評価結果の総合点 14 15 15 15 14 15 15 

項目別評価結果の平均点 2.8 3.0 3.0 3.0 2.8 3.0 3.0 

評価結果（全体評語） B A A A B A A 

※１ 項目別評価に示す括弧内の数字は、SABCによる項目別評価結果を数字に換算（Sを 4点、A を 3 点、Bを 2点、Cを 1点）したものを示す。 

※２ 総合評価の評価結果は、項目別評価結果の平均点が 3.3点以上を S、3.0点以上～3.3点未満を A、2.0点以上～3.0点未満を B、2.0点未満を Cとする。ただし、②又は⑤

が最下位の評語（C）である場合は、S又は Aのときは Bへ、Bのときは Cへそれぞれ下げる。
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安全研究に係る事後評価結果（プロジェクトごとの自己評価） 

 
令 和 ３ 年 ７ 月 ７ 日 

原 子 力 規 制 庁 

 

I.津波ハザード評価の信頼性向上に関する研究（H29～R2（2017～2020）） 

 

1. 研究プロジェクトの目的 

 原子力規制の継続的な高度化のためには、これらの要求事項に係る種々の評価手

法を継続的に改善していくことが重要である。これまでの安全研究では、主にプ

レート間地震を対象に津波波源モデルの改良等を実施してきたが、本研究プロジ

ェクトでは、地震の規模や発生頻度のモデル化に係る不確かさの取扱い、及び内

陸地殻内地震や地震以外の津波発生要因の特性も踏まえて、確率論的津波ハザー

ド評価（以下「PTHA」という。）手法に反映していくことにより、関連審査ガイド

及び安全評価の高度化に資すること、また、将来の規制活動への反映に向けた科

学的・技術的知見を蓄積することが目的である。 

 

2. 研究概要 

 津波波源の特性化、地震活動のモデル化等に係る不確かさ解析の検討を行い、

PTHAにおいて、津波の規模、発生頻度等に係る不確かさをより適切に評価するた

めの手法を検討した。 

 津波地震の観測事例及び水理実験を踏まえた津波発生メカニズムの解明とその

特徴を考慮した特性化波源モデルの設定方法を検討した（国立大学法人東北大学

及び東北学院大学との共同研究）。 

 平成 28 年度までに整備してきた津波痕跡データベースを活用し、中小規模及び

大規模のプレート間地震による津波を対象とした従来の特性化波源モデルの設

定方法について、その適用性を検討した。 

 海底斜面を模擬した模型実験等により、海底斜面の地震時安定性に関する既往モ

デルの適用性を検討し、不確かさを定量的に評価した。また、海底地すべり起因

の津波を考慮した PTHA 手法を検討した（学校法人日本大学工学部工学研究所へ

の委託研究を含む）。 

 

3. 研究成果 

 プレート間地震による津波を対象に、地震規模に係るスケーリング則、地震発生

頻度に係るグーテンベルグ・リヒター則の各モデル化上の不確かさを定量的に評

価して確率モデルを設定した。また、これらの確率モデルを取り入れた PTHA 手

法を提案した。さらに、福島県沖をモデルサイトとして提案手法を適用し、PTHA

結果に及ぼす不確かさ要因の影響を分析し、今回検討した不確かさ要因の中では、

別添 2-2 
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地震規模に係るスケーリング則の不確かさの影響が最も大きいことを確認した。 

 海底の地殻変動の水平変位を模擬した水理実験の結果、水平変位は津波初期水位

に影響すること及び地殻変動の速度が速いほどその影響が大きいことを確認し

た。また、Tanioka and Satake (1996)の解析手法による水平変位の寄与分を考

慮した場合の特性化波源モデルの設定方法を提案し、東北地方太平洋沖地震津波

に適用したところ、痕跡高を良好に再現することができた。 

 中小規模及び大規模（Mw8.8以下）のプレート間地震による津波について、南海

トラフで発生した 4つの地震（1854年安政東海地震、1854年安政南海地震、1707

年宝永地震及び 1944 年昭和東南海地震）を対象に、杉野ら(2014)の特性化波源

モデルを作成し、各津波の痕跡高の再現性を定量的に示した。 

 海底地すべりを模擬した遠心模型実験等により、従来の陸上斜面の安定解析に用

いられてきた修正フェレニウス法が海底環境でも適用可能であることを確認し

た上で、モデル化上の不確かさを定量的に把握した。そして、佐藤ら（2019）の

「海底地すべり危険度判定手法」と組み合わせて、海底地すべり起因の津波を対

象とした PTHA 手法を提案した。提案手法をモデル海域に適用したところ、地震

起因津波に比べて過大な結果となり、提案手法の課題とともに改良の必要性を示

した。 

 

4. 技術評価検討会における主な意見及びその対応 

 津波ハザード評価として、不確かさの幅を適切に把握しようという方向性は適切

と考えるが、確率論的地震動ハザード評価で用いられている専門家意見をはじめ

とした地震ハザード解析専門家委員会（Senior Seismic Hazard Analysis 

Committee、以下「SSHAC」という。）手法を参考に、改善の必要があるとの意見が

あった。本研究プロジェクトでは、従来の確率論的津波ハザード評価では取り扱

っていなかった不確かさの項目を示し、それらの項目がハザード解析結果に及ぼ

す影響の程度を感度解析的に把握しようとするものである。今後、これらの不確

かさの項目が広く認知され、SSHAC手法による確率論的津波ハザード評価に取り

込まれるよう、研究成果を論文で公表していく。 

 「津波地震による津波の特性化モデルの構築」において、同じインバージョン解

析手法で、津波の入力条件となる海底地殻変動について、水平変位の効果の考慮

方法の違いによるすべり量分布を比較した内容は、津波波源の評価における研究

として非常に興味深く、良い成果が得られたものと考えられると評価された。ま

た、海底勾配と水平効果の大きさの関係が整理されると津波波源設定に有用な知

見を与えるものと期待されるとの意見があった。令和 3年度からの後継プロジェ

クトにおいて、引き続き検討していく。 

 詳細は参考 2の別表 1-1参照。 
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5. 事後評価結果 

（１）項目別評価 

① 成果目標の達成状況： A 

 PTHA 手法における津波発生モデルの不確かさ評価手法、地殻変動の水平変位を

考慮したプレート間地震津波の特性化波源モデルの設定方法、中小規模及び大規

模プレート間地震津波の特性化波源モデルの適用性、並びに海底地すべり起因津

波の PTHA手法に関する知見を蓄積することができたことから目標を達成した。 

 

② 成果の公表等の状況： A 

 原子力規制庁から査読付論文 2件を公表した。 

 委託先から査読付論文 1件を公表した。 

 

③ 研究の進め方に対する技術的適切性： A 

 国内外の過去の研究や技術評価検討会の専門家意見を踏まえた上で、適切な実施

手法により必要な実験データや解析結果が得られていることから、技術的適切性

をもって研究が進められたと判断した。 

 

④ 研究マネジメント及び予算・契約管理の適切性： A 

 共同研究及び委託研究の相手も含め適切な実施体制を構築し、計画どおりに進捗

させ、目標を達成していることから、研究マネジメントは適切であると評価する。 

 予算執行、進捗管理及び検収を含めた契約業務を、法令等を遵守して実施してお

り、適切に業務管理が行われたと判断した。 

 

⑤ 成果の規制への活用の状況・見通し： B 

 「津波地震による津波の特性化波源モデルの構築」及び「海底地すべり起因要因

の津波の確率論的ハザード評価手法の整備」は、今後の規制活動の参考知見とな

るものの、規制への活用は限定的である。なお、今後、水理実験で得られた知見

についての適用範囲等がより明確に示されれば、規制へ活用できると考えられる。

（地震・津波審査部門） 

 

（２）総合評価 

 評価結果： B 

 評価コメント： 

計画どおりに調査・研究が進められ、確率論的津波ハザード評価における不確

かさ要因の取り扱いや地殻変動の水平変位を考慮したプレート間地震津波の特

性化波源モデルの設定方法等に係る知見を目標どおりに取得するとともに、研

究成果の一部については査読付論文として公表された。また、その他の研究成果

について、今後、査読付論文の公表が予定されており、規制活動への成果の活用

も期待される。 
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6. 評価結果の今後の活用 

 本研究プロジェクトで得た成果のうち未公表の内容については、技術評価検討会

でいただいた意見を踏まえて、関連の既往論文のレビューを適切に行い、また、

必要に応じて追加検討を行って、論文等にまとめる。 

 技術評価検討会でいただいた意見や内外の研究及び規制の動向を十分に考慮し、

後継の安全研究プロジェクト「津波評価手法及び既往津波の波源推定に関する研

究」（R3～R6年度）において、津波の初期水位の設定方法を精緻化し、関連審査

ガイドの改訂を検討する。 

 

（主な成果の公表）注1 

（１）原子力規制庁の職員による公表 

 論文（査読付） 

① 道口陽子、三戸部佑太、杉野英治、田中仁、地殻変動の水平変位による津波初期水位

への影響に関する実験的検討、土木学会論文集 B2（海岸工学）、Vol. 75、No. 2、pp. 

I_343-I_348、2019. 

② 佐藤太一、杉野英治、Mw8.8 以下のプレート間地震津波に対する特性化波源モデルの

再現性、土木学会論文集 B2（海岸工学）、Vol. 76、No. 2、pp. I_337-I_342、2020. 

 

（２）委託先による公表 

 論文（査読付） 

① 齋藤和寿、仙頭紀明、中村晋、動的な遠心載荷実験に基づく海底斜面の地震時安定性

評価、土木学会論文集 B3（海洋開発）、Vol. 76、No. 2、pp. I_1043-I_1048、2020. 

  

                                                  
注1 下線部は原子力規制庁職員。以降のプロジェクトについても同様。 

26



 

 

II.地震・津波及びその他の外部事象等に係る施設・設備のフラジリティ評価に関する 

研究（H29～R2（2017～2020）） 

 

1. 研究プロジェクトの目的 

 地震、津波及び衝撃等の外部事象に係る施設・設備のフラジリティの確率論的リ

スク評価(PRA)に関する科学的・技術的知見及び関連評価ガイド策定のための知

見の拡充を行う。また、将来の規制活動への反映に向けた知見を蓄積する。 

 

2. 研究概要 

 地震に対するフラジリティ評価については、建屋耐震評価に関して、原子炉建屋

の三次元有限要素法（FEM）解析を用いたパラメータスタディ及び地震観測記録

の再現解析による建屋解析の精緻化に係る検討を行った（国立研究開発法人日本

原子力研究開発機構への委託研究を含む）。また、地盤の液状化評価に関して、

礫質土地盤を対象に遠心載荷模型実験及び再現解析による液状化挙動の検討を

行った（国立大学法人東北大学への委託研究を含む）。さらに、設備の耐震耐力

評価に関して、既往試験に基づき設備の現実的耐力を整理するとともに、鋼製格

納容器を対象として、FEM 解析を用いた現実的な座屈評価耐力を求めた。また、

経年配管の地震時亀裂進展評価の既往評価手法の適用性について検討を行った

（国立研究開発法人日本原子力研究開発機構への委託研究を含む）。 

 津波に対する防潮堤のフラジリティ評価については、漂流物の衝突による荷重の

評価、防潮堤前面の砂丘が津波によって侵食された場合の津波波圧の評価及び越

波時も含めた最大持続波力評価の体系化に関して、防潮堤を模擬した実験及び再

現解析による検討を行った（大成建設株式会社及び国立大学法人京都大学への委

託研究を含む）。 

 衝撃に対するフラジリティ評価については、建屋耐衝撃評価に関して、大型衝突

実験及び再現解析に基づき衝撃挙動の把握や解析の再現性の検討を行った（鹿島

建設株式会社への委託研究を含む）。また、設備の耐力評価に関して、衝撃振動

試験を行い設備の衝撃損傷特性の検討を行った。さらに、核燃料輸送容器のスラ

ップダウン落下試験を行い落下時の挙動を把握するとともに、既往の評価手法の

適用性の検討を行った。 

 

3. 研究成果 

 地震に対するフラジリティ評価については、建屋耐震評価に関して、建屋－地盤

間の接触・剥離、減衰等のモデル化が建屋応答に比較的大きな影響を及ぼすこと

の知見を得た。また地震観測記録の再現解析では、水平方向の建屋応答について

観測記録との整合性がとれていることを確認した。地盤の液状化評価に関しては、

礫質地盤の場合は砂質土地盤よりも過剰間隙水圧の上昇及び消散が速く、全体の

蓄積量も小さいという知見を得た。さらに設備の耐力評価に関して、設計耐力と

現実的耐力の関係を整理するとともに格納容器の FEM 解析を用いた座屈評価に
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よる現実的耐力を把握した。また経年配管の地震時亀裂進展に係る評価方法に関

して、既往評価式の適用性を確認した。 

 津波に対する防潮堤のフラジリティ評価については、漂流物衝突荷重影響に関し

て、既往評価式の適用性を整理した。また砂移動荷重影響に関して、流体密度を

用いた評価の考え方を整理した。さらに最大持続波力評価に関して、越波時も含

めて防潮堤に生じる最大波力を評価する手法についての体系的な考え方を整理

した。 

 衝撃に対するフラジリティ評価については、建屋衝撃評価に関して、衝撃力の伝

播応答の挙動を把握し、解析の再現性を確認した。また周辺地盤への逸散効果を

確認した。さらに機器衝撃評価に関して、衝撃振動試験を行い電気品の衝撃損傷

特性を把握するとともに、衝撃振動に係る加振試験を行う上での留意事項を整理

した。輸送容器の落下による衝撃挙動に関しては、スラップダウン落下の応答が

大きいことを確認するとともに、既往の評価方法が当該実験よりも保守的な結果

であることを確認した。 

 

4. 技術評価検討会における主な意見及びその対応 

 耐津波・耐地震・耐衝撃研究全般については、おおむね適切であるとの評価を受

けた。その中で耐津波研究については、漂流物衝突荷重の評価における衝突位置

や、砂移動の評価における堤体前面水深や最大波力発生時刻等に係る考察が必要

ではないかとの意見があった。今後の論文化を進める中で、必要に応じて検討を

行う。 

 詳細は参考 2の別表 1-2参照。 

 

5. 事後評価結果 

（１）項目別評価 

① 成果目標の達成状況： A 

 津波・地震・衝撃に対するフラジリティ評価に関する研究において、それぞれの

分野で新たな知見を蓄積できたことから目標を達成した。 

 

② 成果の公表等の状況： A 

 原子力規制庁から、NRA技術報告 1件、査読付論文 4件及び国際会議のプロシー

ディング 1件の公表を行った。 

 委託先から査読付論文 1件、国際会議のプロシーディング 2件を公表した。 

 

③ 研究の進め方に対する技術的適切性： A 

 国内外の最新知見を踏まえた上で、適切な実施手法により実験結果や解析結果が

得られていることから、技術的適切性をもって研究が進められたと判断した。 
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④ 研究マネジメント及び予算・契約管理の適切性： A 

 委託先を含め適切な研究体制を構築し、部門内及び庁内外の関連部署や有識者に

意見照会を行いながら研究を実施して目標を達成しており、研究マネジメントは

適切であると評価する。 

 予算執行、進捗管理及び検収を含めた契約業務を、法令等を遵守して実施してお

り、適切に業務管理が行われたと判断した。 

 

⑤ 成果の規制への活用の状況・見通し： A 

 津波に対するフラジリティ評価手法の検討については、適合性審査において防潮

堤に作用する漂流物の衝突荷重及び津波波力を評価するための技術的な知見と

して活用され、今後とも活用される可能性が高い。地震に対するフラジリティ評

価手法の検討については、今後、適合性審査において建屋等の三次元地震挙動及

び埋立地盤の液状化の評価に関する技術的知見として活用が期待される。（地震・

津波審査部門） 

 本研究により、飛翔体等衝突時に建屋・設備に生じる衝撃現象に関する知見が蓄

積された。それらの知見は、実用炉審査に直ちに参照可能な状態には至っていな

いが、衝撃試験の追加実施等により技術的知見が拡充されれば、今後の審査にお

いて、事業者が講じる衝撃破損防止対策等の妥当性を確認する際に活用される見

込みがある。（実用炉審査部門） 

 本研究により、耐震及び耐津波に係る設計情報を用いて設計裕度の大きさにより

施設、設備に対する検査の優先度を評価する手法が検討されており、耐震及び耐

津波に係るリスク情報について、個別プラントの検査の現場で活用できる形で整

理、提供されれば、検査対象の選定等において活用される見込みがある。（検査

監督総括課） 

 飛翔体等の衝突による衝撃に対する設備のフラジリティ評価については、再処理

施設及び MOX 燃料加工施設の審査において直ちに参照可能な状態には至ってい

ないが、設備の耐力を評価するための技術的知見として活用される可能性がある。

（核燃料施設審査部門） 

 本研究では、約 15 年前に海外で実施された兼用キャスク実機大の試験体による

スラップダウン落下試験と同様のものを一つの設計事例について実験を行って

いる。本研究の成果から、審査において注視すべき事象が追認されるとともに審

査で考慮すべき新たな事項がないことが確認された。（核燃料施設審査部門） 

 

（２）総合評価 

 評価結果： A 

 評価コメント： 

計画どおりに調査・研究が進められ、津波・地震・衝撃に対するフラジリティ

評価手法に関する知見を目標どおりに取得するとともに、研究成果をまとめた

新知見情報及び NRA 技術報告や査読付論文の公表も行われた。また、本安全研
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究プロジェクトの成果の一部は規制に取り入れられることが検討中であり、そ

の他の成果も、今後、規制活動における活用も見込まれている。 

 

6. 評価結果の今後の活用 

 本安全研究プロジェクトで得た成果のうち未公表の内容の取りまとめ及び後続

の安全研究プロジェクト「外部事象に係る施設・設備のフラジリティ評価手法の

高度化に関する研究」（Ｒ３～Ｒ６年度）において、技術評価検討会でいただい

た意見、国内外の研究及び規制の動向を十分に考慮し、規制活動での活用を念頭

に研究の実施及び論文等への取りまとめを行う。 

 

（主な成果の公表） 

（１）原子力規制庁の職員による公表 

 NRA技術報告 

① 市原義孝、森谷寛、小林恒一ほか、原子炉施設の建屋三次元地震時挙動の精緻な推定

に資する影響因子の分析とそのモデル化に関する検討、NTEC-2021-4002、令和 3 年 3

月. 

 

 論文（査読付） 

① Y. Li, K. Azuma, K. Hasegawa, Failure bending moment of pipes containing 

multiple circumferential flaws with complex shape, International Journal of 

Pressure Vessels and Piping 171, pp. 305–310, 2019. 

② K. Azuma, S. Hidaka, Y. Yamazaki, Effects of crack closure on the fatigue 

crack growth rates of ferritic steels subjected to severe reversing loads, 

J. Pressure Vessel Technol., 142(6): 061503, 2020. 

③ 太田良巳、松澤遼、鈴木哲夫、吉田匡佑、国際ベンチマーク解析プロジェクト IRIS3

フェーズAに係る鉄筋コンクリート構造物の衝撃評価に関する基礎的研究、土木学会、

第 12回構造物の衝撃問題に関するシンポジウム論文集、2019． 

④ 太田良巳、澤田祥平、山田和彦ほか、衝撃作用を受ける構造物の衝撃挙動評価に関す

る取り組み、日本建築学会シンポジウム「耐衝撃設計の合理化に向けて－現状と新し

い流れ、今後の課題―」、pp. 135-144、2019． 

 

 国際会議のプロシーディング（査読付） 

① T. Toriyama, N. Ishida, A method for evaluating tsunami loading on seawalls 

during overflow, Proceedings of 37th Conference on Coastal Engineering, 2020. 

 

（２）委託先による公表 

 論文（査読付） 

① 相馬和貴、山田和彦、澤田祥平ほか、Riera の方法による柔飛翔体衝突時の強度分布

推定、土木学会、第 12回構造物の衝撃問題に関するシンポジウム論文集、2019. 
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 国際会議のプロシーディング（査読付） 

① Y. Oda, T. Honda, T. Omata, Experimental study on tsunami forces acting on 

vertical seawalls under overflow, Proceedings of 36th Conference on Coastal 

Engineering, structures. 37, 2018. 

② Y. Yamaguchi, J. Katsuyama, Y. Li, Crack growth prediction for cracked 

dissimilar metal weld joint in pipe under large seismic cyclic loading, 

Proceedings of the ASME 2018 Pressure Vessels and Piping Conference, 2018. 
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III.火災防護に係る影響評価に関する研究（H29～R2（2017～2020）） 

 

1. 研究プロジェクトの目的 

 これまでの火災防護に係る安全研究の成果を活用し制定された審査基準及びガ

イドの見直しの要否の検討に必要な知見を得るため、まだ十分に知見が得られて

いない高エネルギーアーク損傷（以下「HEAF」という。）の爆発現象に係る知見を

拡充する。また、電気ケーブルが加熱されることにより誤信号や短絡が発生する

可能性があることを踏まえ、電気ケーブルの熱劣化に関する知見等を拡充する。

さらに、今後の火災防護に係る規制の高度化等に資する火災影響評価手法・解析

コード等を整備する。 

 

2. 研究概要 

 HEAFの爆発現象については、電気盤を模擬した筐体を用いた HEAF試験を実施し、

爆発メカニズムに係る知見を取得した。 

 電気ケーブルの熱劣化については、コーンカロリメータ試験装置を用いた熱劣化

試験を実施し、電気ケーブルの絶縁低下に係る知見を取得した（国立大学法人筑

波大学への委託研究を含む）。 

 多段のケーブルトレイに敷設されたケーブル束の火災及び HEAF の爆発現象に係

る解析モデルの検証と妥当性確認を実施し、火災影響評価手法・解析コード等に

関する知見を取得した（国立大学法人山口大学及び金沢大学への委託研究を含

む）。 

 

3. 研究成果 

 HEAFの影響評価については、影響評価手法の整備に資する HEAFの爆発メカニズ

ムに係る知見を取得した。また、HEAFの爆発圧力には、空気の熱膨張による初期

のスパイク的な圧力上昇とその後の金属ヒュームの発生による圧力の 2 種類が

存在することを明らかにした。 

 電気ケーブルの熱劣化評価については、熱劣化評価手法の整備に資する電気ケー

ブルの絶縁低下に係る知見を取得した。 

 火災影響評価手法・解析コード等については、多段のケーブルトレイに敷設され

たケーブル束の火災及び HEAF の爆発現象に係る解析モデルに関する知見を取得

して、同事象による影響を評価するための事象進展評価モデルを改良・整備した。 

 

4. 技術評価検討会における主な意見及びその対応 

 電気ケーブルの熱劣化評価において、200℃以上の温度の結果だけで十分である

かとの意見があった。本研究では、4つの火災シナリオ及び電気ケーブルの破損

温度（NUREG/CR-6931）を参考に熱劣化温度を 200℃以上に設定しているが、評価

温度に関しては、今後、後継研究プロジェクトで検討する。 

 HEAFに係る解析モデルにおいて、空気加熱割合（kp）を時間変化させると試験結
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果と一致する原因・物理現象について詳細に考察すべきとの意見があった。試験

及び解析結果から、原因・物理現象としては、経過時間に伴い筐体内の空気密度

が下がり、空気への伝熱が起こりにくくなるためと考えているが、今後、後継研

究プロジェクトで kpが時間変化する原因・物理現象について詳細に検討する。 

 実際に原子炉施設で発生した事象に基づいて実験や解析などを実施しており、研

究成果は、原子炉施設の安全規格やガイドラインの制定・改訂に資するとの意見

があった。今後も国内外の火災防護規制/火災防護研究の現状把握、経済協力開

発機構／原子力機関（OECD/NEA）プロジェクト・仏国放射線防護・原子力安全研

究所（IRSN）等との情報交換等により情報を得て、それらの情報を後継研究プロ

ジェクトに反映させる。 

 詳細は参考 2の別表 1-3参照。 

 

5. 事後評価結果 

（１）項目別評価 

① 成果目標の達成状況： A 

 火災防護に係るガイド類の見直しの要否の検討に必要な情報として、「HEAFの影

響評価」、「電気ケーブルの熱劣化評価」及び「火災影響評価手法・解析コード等」

に関する知見を取得したことから、設定した目標を達成した。 

 

② 成果の公表等の状況： A 

 原子力規制庁から、査読付論文 1件及び国際会議のプロシーディング 1件を公表

した。 

 委託先から査読付論文 3件注2を公表した。 

 

③ 研究の進め方に対する技術的適切性： A 

 取得すべきデータに対して先進的かつ適切な試験を実施するとともに、詳細な試

験後分析、解析評価を実施しており、技術的適切性をもって研究が進められた。

また、OECD/NEA や米国原子力規制委員会（NRC）の研究動向等も踏まえるなど、

最新知見を踏まえて研究を進めた。 

 

④ 研究マネジメント及び予算・契約管理の適切性： A 

 委託先を含め適切な研究体制を構築し、計画どおりに進捗させ目標を達成してい

ることから、研究マネジメントが適切に行われたと判断した。 

 予算執行、進捗管理及び検収を含めた契約業務を、法令等を遵守して実施してお

り、適切に業務管理が行われたと判断した。 

 

 

                                                  
注2 3件のうち 1件は、原子力規制庁の職員が共著者として含まれる。 
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⑤ 成果の規制への活用の状況・見通し： A 

 本研究では HEAF の影響評価、電気ケーブルの熱劣化評価及び火災時の隣接区画

への熱・煙の影響の解析がされてきたが、これら技術的知見を基に火災関係の各

ガイドの見直しが予定されている。また、今後の審査支援における申請内容の妥

当性の判断や火災防護の検査にも活用することができる。（火災対策室） 

 HEAF 及び電気ケーブルの研究によるガイド類の見直し要否の検討を行うことを

予定していることから、今後、本知見がガイド改正等に活用されることが期待さ

れる。（技術基盤課） 

 本研究により、電気ケーブルの熱劣化に係る影響及び防火扉の損傷解析等に係る

火災影響評価手法等が整備され、得られた技術的知見について、検査官向けの手

引として、検査・研修に関する技術資料が作成、提供されれば、検査官が火災防

護に係る検査において活用できる見込みがある。（検査監督総括課） 

 

（２）総合評価 

 評価結果： A 

 評価コメント： 

火災防護に係る「HEAF の影響評価」、「電気ケーブルの熱劣化評価」及び「火

災影響評価手法・解析コード等」に関する知見を目標どおりに取得するとともに、

査読付論文や査読付プロシーディングによる成果の公表を行っている。また、今

後、規制活動への成果の活用が見込まれている。 

 

6. 評価結果の今後の活用 

 技術評価検討会で頂いた御意見については、安全研究プロジェクト「火災防護に

係る影響評価に関する研究（フェーズ 2）」（R3～R6年度）において活用していく。 

 

（主な成果の公表） 

（１）原子力規制庁の職員による公表 

 論文（査読付） 

① H. Kabashima, F. Kasahara, Experimental Study of High Energy Arcing Faults 

Using Medium Voltage Metalclad Switchgears, Nuclear Technology, Vol. 205, pp. 

694-707, 2019. 

 

 国際会議のプロシーディング（査読付） 

① H. Kabashima, Fire Safety Regulation on High Energy Arcing Faults (HEAF), 

Proceedings of the Technical and Scientific Support Organizations (TSOs) in 

Enhancing Nuclear Safety and Security: Ensuring Effective and Sustainable 

Expertise Challenges Faced by Technical and Scientific Support Organizations 

Conference 2018, Brussels, Belgium, Paper ID No. 93, 2018. 
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（２）委託先による公表 

 論文（査読付） 

① T. Takeshima, Y. Tanaka, Y. Uesugi, et al., Numerical Thermofluid Simulation 

of High Current Air Arcs at Fault Point Contaminated with Metal Vapor from 

Evaporation of Metal Electrode in Open Air, IEEJ Transactions on Electrical 

and Electronic Engineering, Vol. 14, Issue 11, 2018. 

② T. Takeshima, Y. Tanaka, Y. Nakano, et al., Numerical Thermofluid Simulation 

10kA-class High Current Fault Arcs in Air Contaminated with Metal Vapor from 

Evaporation of Metal Electrodes in Open Air, 2019 5th International Conference 

on Electric Power Equipment - Switching Technology (ICEPE-ST), 2019. 

③ 松田昭博、椛島一、石橋隆、笠原文雄、原子力発電所用電力・制御ケーブルの火災時

燃焼特性の実験的評価、日本原子力学会誌「アトモス」、60巻 7号、pp. 15-19、平成

30年. 
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IV.燃料健全性に関する規制高度化研究（H19～R2（2007～2020）） 

 

1. 研究プロジェクトの目的 

 燃料被覆管の外面割れ破損が運転時の異常な過渡変化時に系統的に起こり得る

かどうかを検討するため、その発生条件を明らかにする。また、高温における水

素化物による巨視的な被覆管の延性―脆性遷移の発生条件を明らかにする。 

 改良合金被覆管について、合金元素含有量等が照射成長挙動に及ぼす影響に関し

て技術的知見を拡充する。 

 上記の研究を実施することで、燃料健全性に係る判断基準の技術的妥当性の確認

及び適合性審査における判断の技術的根拠としての活用に資する。 

 

2. 研究概要 

 外面割れ破損に関する研究においては、使用済燃料被覆管を対象とした個別効果

試験を実施し、その発生条件について調べた。また、出力急昇時に発生する応力

緩和の影響を有限要素法（FEM）により解析的に評価した。 

 被覆管の巨視的な延性―脆性遷移に関する研究においては、水素吸収及び水素化

物再配向処理を施した高燃焼度 BWR 燃料被覆管を用いて内圧破裂試験を実施し、

被覆管の機械的性質を水素化物の析出状態と関連づけて整理した。 

 改良合金燃料被覆管の照射成長に関する研究においては、種々の改良合金燃料被

覆管を対象として試験炉での照射試験を実施し、照射成長挙動や水素吸収に関す

る基礎的な知見を拡充した（国立研究開発法人日本原子力研究開発機構等への委

託研究を含む）。 

 

3. 研究成果 

 外面割れ破損の発生条件を明らかにするとともに、既存の過渡解析との比較を行

うことで、外面割れ破損が運転時の異常な過渡変化時に系統的には発生しないと

考え得る成果を得た。 

 高温における巨視的な延性―脆性遷移が、被覆管破損時周方向塑性歪約 1%を境

に発生することを明らかにした。 

 合金元素含有量等が照射成長挙動に及ぼす影響を明らかにするとともに、改良合

金被覆管の照射成長は、ジルカロイ-4被覆管より小さいことを確認した。 

 

4. 技術評価検討会における主な意見及びその対応 

 各々の試験は系統的に行われており、また試験手法及び結果の評価方法について

も妥当であるとの意見が複数あった。 

 一連の研究においてこれまでに得られた貴重なデータを整理・分類し、そのデー

タを最新の情報科学技術に基づいて解析するなどといった新しい方向性を考え

ても良いとの意見があった。 

 蓄積したデータについては、今後、別の安全研究プロジェクトにおける活用も検
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討していく。 

 詳細は参考 2の別表 1-4参照 

 

5. 事後評価結果 

（１）項目別評価 

① 成果目標の達成状況： A 

 本研究の成果により、これまで破損モードとして検討されていなかった外面割れ

破損を考慮してもなお現行の燃料健全性判断基準が適用可能であることを確認

することができた。 

 被覆管破損の判断基準である 1%塑性歪基準について、策定当時より大幅に燃料

体の取出最大燃焼度が増大してもなお、当該基準が技術的に妥当であることを確

認することができた。 

 以上により現行の燃料健全性に係る判断基準の技術的妥当性を確認できたとと

もに、改良合金被覆管の照射成長挙動について適合性審査における判断の技術的

根拠の一つとして活用可能な技術的知見を拡充することができており、設定した

目標を達成した。 

 

② 成果の公表等の状況： S 

 原子力規制庁の職員が著者に含まれる査読付論文 3件を公表し、うち 1件が第 53

回日本原子力学会賞 論文賞を受賞した。また、国際会議のプロシーディング 7件

の公表を行った。 

 委託先から査読付論文 1件、国際会議のプロシーディング 1件を公表した。 

 

③ 研究の進め方に対する技術的適切性： A 

 目的及び取得すべきデータに対応して独創的かつ適切な試験手法を開発すると

ともに、詳細な試験後分析、解析評価を実施しており、技術的適切性をもって研

究が進められた。 

 

④ 研究マネジメント及び予算・契約管理の適切性： A 

 委託先を含め適切な研究体制を構築し、また、外的要因による研究計画修正にも

柔軟に対応し目標を達成していることから、研究マネジメントが適切に行われた

と判断した。 

 予算執行、進捗管理及び検収を含めた契約業務を、法令等を遵守して実施してお

り、適切に業務管理が行われたと判断した。 

 

⑤ 成果の規制への活用の状況・見通し： B 

 本研究により蓄積された外面割れ破損及び被覆管の巨視的な延性―脆性遷移に

関する知見により、現在の審査の妥当性を示す技術的根拠が拡充された。また、

本研究により蓄積された、改良合金被覆管の照射成長に関する知見は、実用炉審
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査に直ちに参照可能な状態には至っていないが、照射試験の追加実施等により技

術的知見が拡充されれば、改良合金被覆管燃料導入時の審査において、事業者の

申請内容の技術的論点抽出や論点対応整理の際に参照するなど、審査の有効性向

上等に活用される見込みがある。（実用炉審査部門） 

 

（２）総合評価 

 評価結果： A 

 評価コメント： 

燃料被覆管の外面割れ破損の発生条件、水素化物による高温での脆性-延性遷

移及び改良合金被覆管の照射成長挙動に係る技術的知見を目標どおり取得・拡

充するとともに、査読付論文の公表や国際会議等における成果の発表を積極的

に行った。また、得られた成果により現行の燃料健全性判断基準の技術的妥当性

を確認することができた。 

 

6. 評価結果の今後の活用 

 技術評価検討会で頂いた燃料研究実施において有用な御意見については、安全研

究プロジェクト「事故時炉心冷却性に対する燃料破損影響評価研究」（R1～R5年

度）において活用していく。 

 

（主な成果の公表） 

（１）原子力規制庁の職員による公表 

 論文（査読付） 

① K. Une, K. Ogata, T. Baba, et al., The Terminal Solid Solubility of Hydrogen 

in Irradiated Zircaloy-2 and Microscopic Modelling of Hydrogen Behavior, 

Journal of Nuclear Materials, 389, pp. 127-136, 2009. 

② T. Kubo, S. Yamanaka, K. Ogata, et al., In-Situ Scanning Electron Microscope 

Observation and Finite Element Method Analysis of Delayed Hydride Cracking 

Propagation in Zircaloy-2 Fuel Cladding Tubes, Journal of ASTM International, 

Vol. 8, No. 3, 2011. 

③ A. Yamauchi, K. Ogata, A study on macroscopic fuel cladding ductile-to-

brittle transition at 300oC induced by radial hydrides, Journal of Nuclear 

Science and Technology, Vol. 57, No. 3, pp. 301-311, 2020. (第 53回日本原子

力学会賞 論文賞受賞) 

 

 国際会議のプロシーディング（査読付） 

① K. Ogata, M. Aomi, T. Baba, et al., Progress in the Research Programs to 

Elucidate Axial Cracking Fuel Failure at High Burnup, Proc. 2007 International 

LWR Fuel Performance Meeting, San Francisco, Sep. 30–Oct. 3, 2007. 

② K. Ogata, T. Baba, K. Kamimura, et al., Separate Effects of Factors Affecting 
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Outside-in Cracking of High Burnup Fuel Cladding, Proc. 2008 Water Reactor 

Fuel Performance Meeting, Seoul, Korea, Oct. 19-23, 2008. 

③ K. Ogata, T. Baba, K. Kamimura, et al., Effects of Heat Flux on Hydrogen 

Diffusion and Hydride Induced Crack Propagation in Zr-lined Zircaloy-2 

Cladding Tube, Proc. Top Fuel 2009, Paris, France, Sep. 6-10, 2009. 

④ K. Ogata, T. Baba, K. Kamimura, et al., Hydrogen Thermal Diffusion and Crack 

Propagation Behaviors in Irradiated Zircaloy-2 Cladding Tubes, Proc. 2010 LWR 

Fuel Performance Meeting, Orlando, USA, Sep. 26-29, 2010. 

⑤ K. Ogata, T. Baba, K. Kamimura, et al., Hydrogen-Induced Crack Initiation 

and Propagation in Zr-Lined Zircaloy-2 Cladding Tubes, 2011 Water Reactor 

Fuel Performance Meeting, Chengdu, China, Sep. 11-14, 2011. 

⑥ K. Ogata, T. Baba, K. Kamimura, et al., Effect of Increased Hydrogen Content 

on the Mechanical Performance of Irradiated Cladding Tubes, Proc. Top Fuel 

2012, Manchester, UK, Sep. 2-6, 2012. 

⑦ K. Ogata, T. Baba, K. Kamimura, et al., Conditions to Cause Cladding Failure 

by Hydrogen-Induced Cracking, Proc. 2013 LWR Fuel Performance Meeting, 

Charlotte, USA, Sep. 15-19, 2013. 

 

（２）委託先による公表 

 論文（査読付） 

① 垣内一雄、天谷政樹、燃料被覆管用改良合金の照射成長挙動、日本原子力学会和文論

文誌、Vol. 19、No. 1、pp. 24-33、2020. 

 

 国際会議のプロシーディング（査読付） 

① M. Amaya, T. Mihara, K. Kakiuchi, Irradiation Growth Behavior of Improved 

Zr-Based Alloys for Fuel Cladding, Top Fuel 2019, Seattle, USA, September 

2019. 
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V.加工施設及び再処理施設の内部火災等に関するリスク評価手法に関する研究 

（H29～R2（2017～2020）） 

 

1. 研究プロジェクトの目的 

 MOX燃料加工施設及び再処理施設に係るリスク評価手法は現在その手法が必ずし

も成熟しておらず、順次適切なリスク評価手法を検討しておくことが重要である。

加工施設及び再処理施設において重要な事象である内部火災を起因とするリス

ク評価実施手法の整備のため、当該評価手順の素案を検討する。リスク評価では、

事故シナリオをより適切なものとするとともに評価に伴う不確かさを低減する

ため、火災又は爆発、蒸発乾固事象及び機器の経年劣化の各事象について評価手

法の整備又は関係するデータ取得を行う。 

 

2. 研究概要 

 MOX燃料加工施設及び再処理施設の内部火災リスク評価手順を検討した。 

 MOX燃料加工施設のグローブボックス（以下「GB」という。）火災に関するデータ

を取得した（国立研究開発法人日本原子力研究開発機構への委託研究を含む。）

ほか、火災影響評価を行う上での留意点・着眼点及び課題を抽出した。また、再

処理施設の有機溶媒火災について、ばい煙によるフィルタの目詰まりに関するデ

ータを取得した（国立研究開発法人日本原子力研究開発機構への委託研究）。 

 再処理施設の高レベル濃縮廃液の蒸発乾固事象について、揮発性 Ru の気相への

移行挙動及び乾固物への注水による影響に関する知見を得た（国立研究開発法人

日本原子力研究開発機構への委託研究）。 

 再処理施設における機器の経年劣化に関し、同施設の Ta を用いた異材接合継手

について、保全活動の除染作業時に適用されるアルカリ洗浄による機械特性及び

耐食性への影響について知見を得た（国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

への委託研究）。 

 

3. 研究成果 

 MOX 燃料加工施設及び再処理施設の内部火災リスク評価手順の素案を作成した。 

 MOX燃料加工施設のグローブボックス火災について、GBパネル材等の熱分解及び

燃焼特性データ、ばい煙によるフィルタへの目詰まりデータ等を得たほか、仮想

的な GB 火災シナリオに対する火災解析コード及び上述のデータを用いた火災進

展解析により、GB火災影響評価を行う上での留意点・着眼点及び課題点を抽出し

た。また、再処理施設の有機溶媒火災について、ばい煙負荷量に対するフィルタ

の差圧上昇の関係について知見を得た。 

 再処理施設の高レベル濃縮廃液の蒸発乾固事象について、NOX を含む様々な気相

条件下での揮発性 Ruの熱分解、水蒸気の凝縮等による揮発性 Ruの液相への移行

挙動、高レベル濃縮廃液中の共存物質が影響を及ぼす Ru の気相への移行挙動に

係る知見を取得した。また、乾固物への注水時における放射性物質（Ru、Cs及び
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その他の FP物質）の移行挙動及び昇温特性に関する知見を得た。 

 Taを用いた異材接合継手に及ぼす NaOH溶液の影響について、NaOH溶液による腐

食の状況、腐食に伴って発生する水素の吸収量及び水素吸収量が機械的特性に及

ぼす影響について知見を得た。 

 

4. 技術評価検討会における主な意見及びその対応 

 本安全研究で得た基礎データは大変価値の高いものと評価を受けた一方、その成

果は、試験及び解析の前提条件等の情報も含めて公開する努力をすべきであると

の意見があった。本安全研究の成果は論文等による公表を予定しているほか、試

験委託先へも論文等による公表を促している。これらの公表の際には、技術評価

検討会で得た意見を踏まえていく。 

 本安全研究で得られたデータは小・中規模の試験によるものであるため、実体系

への適用に際しては解析コードによるシミュレーション等を用いた検討が必要

であるとの意見があった。指摘された検討については、解析コードを含め、様々

な手段を用いて検討を行っていく。 

 本安全研究で得られた知見は、規制への応用及び事業者の保安活動への活用の観

点から系統的な整理が必要であるほか、本安全研究で対象としなかった事象も含

めて、継続的に核燃料施設のリスク情報の収集と分析が必要との意見があった。

本研究で得られた知見は、具体的な規制活動に活用できるリスク情報として整理

していく予定である。また、本研究で対象とした事象に限らず、施設全体のリス

クについては、今後、分析を実施していく予定である。 

 詳細は参考 2の別表 1-5参照 

 

5. 事後評価結果 

（１）項目別評価 

① 成果目標の達成状況： A 

 MOX燃料加工施設及び再処理施設の内部火災を起因とするリスク評価の実施手法

の検討を行い、内部火災リスク評価の手順案を作成し目標を達成した。 

 GB火災に関しては、目的としていた試験データの取得、火災影響評価を実施する

上での留意点・着眼点及び課題点の抽出及び有機溶媒火災によるフィルタの目詰

まりに関する知見の取得を行ったことから目標を達成した。 

 再処理施設の高レベル濃縮廃液の蒸発乾固事象について、揮発性 Ru の気相への

移行挙動及び乾固物への注水による影響に関する知見を取得し、目標を達成した。 

 再処理施設で用いられている Ta を用いた異材接合継手について、アルカリ洗浄

による機械特性及び耐食性への影響について知見の取得により目標を達成した。 

 

② 成果の公表等の状況： A 

 原子力規制庁においては、プロジェクト終了時点において、査読付論文等の公表

の手続きに至っていないが、蒸発乾固事象及び経年劣化について得られた成果を

41



 

 

論文として取りまとめて令和 3年度中の公表に向けて準備を進めている。 

 委託先から査読付論文 3件を公表した。 

 

③ 研究の進め方に対する技術的適切性： A  

 研究に必要な試験の実施においては、委託先において有識者による専門委員会を

設置し、実施内容及び進捗に関してレビューを受けながら試験を実施した。また、

解析を含め、国内外の最新知見及び海外研究機関との意見交換から得られた知見

を踏まえて研究を進めた。以上より、技術的適切性をもって研究が進められたと

判断した。 

 

④ 研究マネジメント及び予算・契約管理の適切性： A 

 委託先を含め適切な研究体制を構築し、計画どおりに進捗させ目標を達成した。 

 予算執行、進捗管理及び検収を含めた契約業務を、法令等を遵守して実施してお

り、適切に業務管理が行われた。 

 

⑤ 成果の規制への活用の状況・見通し： B 

 本研究の成果の一部を、日本原燃株式会社再処理事業所再処理施設及び同事業所

MOX燃料加工施設の新規制基準適合性に係る審査のための技術的な判断材料とし

て活用した。また、再処理施設及び MOX燃料加工施設を対象に実施される原子力

規制検査等における確認のための技術的根拠の一部として活用できるものと考

えられる。（核燃料施設審査部門） 

 本研究により得られる加工施設及び再処理施設の内部火災等を対象としたリス

ク評価に係る技術的知見、情報について、検査官用資料として整理、提供されれ

ば、リスク情報を活用した検査の実施及び検査指摘事項の重要度評価手法の検討

に必要なリスクの抽出と定性的な評価基準の設定等において活用される見込み

がある。（検査監督総括課） 

 

（２）総合評価 

 評価結果： B 

 評価コメント： 

計画どおりに試験及び解析を実施して、目的とした知見を取得し、目標を達成

している。 

 

6. 評価結果の今後の活用 

 本研究で得られた科学的・技術的知見は、再処理施設及び MOX燃料加工施設を対

象に実施される原子力規制検査等に活用されるよう関係部門と共有していく。 

 今後の研究に当たっては、本研究で抽出された課題について知見の拡充を図る一

方、本研究における知見の取得状況や、再処理施設及び MOX燃料加工施設の新規

制基準適合性に係る審査の知見を踏まえた上で、施設全体でのリスクの所在等を
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考慮した知見の取得について、更なる検討を進めていく。 

 

（主な成果の公表） 

（１）原子力規制庁の職員による公表 

 論文（査読付） 

なし 

 

（２）委託先による公表 

 論文（査読付） 

① 吉田一雄、玉置等史、吉田尚生ほか、再処理施設の高レベル廃液蒸発乾固事故での FP

硝酸塩の脱硝に伴い発生する NOxの化学的挙動解析、日本原子力学会和文論文誌、Vol. 

18、No. 2、pp. 69-80、2019. 

② N. Yoshida, T. Ono, R. Yoshida, et al., Decomposition behavior of gaseous 

ruthenium tetroxide under atmospheric conditions assuming evaporation to 

dryness accident of high-level liquid waste, Journal of Nuclear Science and 

Technology, 2020. 

③ R. Yoshida, Y. Amano, N. Yoshida, H. Abe, Restraint effect of coexisting 

nitrite ion in simulated high level liquid waste on releasing volatile 

ruthenium under boiling condition, Journal of Nuclear Science and Technology, 

2020. 
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VI.廃棄物埋設に影響する長期自然事象の調査方法及びバリア特性長期変遷の評価方法に

関する研究（H29～R2（2017～2020）） 

 

1. 研究プロジェクトの目的 

 中深度処分の規制基準等の整備、適合性審査及び後続規制の確認の際の判断に必

要な知見の収集・整備のため、廃棄物埋設地の位置に係る自然事象の長期評価、

廃棄物埋設におけるバリアの性能評価手法及び地質環境及び水理環境のモニタ

リングに係る科学的・技術的知見の蓄積を行う。 

 

2. 研究概要 

 自然事象の長期評価については、隆起・侵食、断層、地下水流動に関する評価手

法、岩盤の力学・水理学的特性及び核種の収着・移行現象を検討した（国立研究

開発法人産業技術総合研究所への委託研究並びに国立大学法人埼玉大学、国立研

究開発法人産業技術総合研究所、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構及び

国立大学法人東京大学との共同研究を含む）。 

 廃棄物埋設の性能評価手法については、人工バリアの長期性能及び天然バリアの

水理特性の評価手法を検討した（国立研究開発法人日本原子力研究開発機構への

委託研究を含む）。 

 地質環境及び水理環境モニタリングに関する研究では、モニタリング施設の閉鎖

措置及びその確認の手法等を検討した（国立研究開発法人日本原子力研究開発機

構及び産業技術総合研究所への委託研究並びに公益財団法人原子力環境整備促

進・資金管理センターへの委託調査）。 

 

3. 研究成果 

 本研究では、中深度処分の基準作りに活用する科学的・技術的知見のみならず、

中深度処分、ピット処分及びトレンチ処分の認可申請の審査において妥当性を判

断するための科学的・技術的知見を取得し、以下のような成果を得た。 

 隆起・侵食量評価手法の廃棄物処分への適用性について整理し、青森県東部地域

において、適用し、傾向を確認した。 

 物理探査を使った断層の長さの評価手法を比較、検討し、適切な断層長判定のた

めの認定フロー（案）を作成した。 

 地下水流動評価のために必要となる地下水年代をボーリングコアの間隙水試料

から把握する手法を構築した。 

 掘削影響領域（EDZ）における透水性の判定において、孔観察、透水試験、弾性波

探査試験等の手法の組合せの重要性が明らかとなった。 

 岩石中の空隙が微小なほど放射性核種の収着量が増加することが示唆された。 

 ベントナイト系人工バリアの物質移行-変質連成解析のため、見かけの拡散係数

データベースの作成及び設定すべき二次鉱物の抽出を行った。セメント系人工バ

リアの長期の漏出抑制性能を評価するため、①細孔構造の変遷と物質移行性、②
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セメント結晶（非晶質含む）の変遷と物質移行性についての試験法の整理を行っ

た。 

 地形変化評価手法を整理し、典型的な集水域を対象とした過去から将来の地形変

化の評価を行うとともに、非定常三次元地下水流動・核種移行評価を行った。 

 モニタリングに関する諸外国の規制制度等の整理、モニタリング装置の配置及び

モニタリング項目・期間等の設定のための知見を取得した。また、モニタリング

孔閉鎖時に、孔自体及びその周辺が水みちとならないよう閉鎖すること並びにそ

の確認に資する科学的・技術的視点を整理した。 

 

4. 技術評価検討会における主な意見及びその対応 

 セメント硬化体に対する研究は空隙構造の基礎的な特性の試験であり、人工バリ

アの長期性能評価につながるよう検討することが望まれるとの意見があった。今

後、拡散場、移流場及び吸着の検討を組み合わせて、移行性を体系的に評価する。 

 瑞浪深地層研究所が埋戻しとなり試験の実施が困難となることから、代替試験法

の検討が必要との意見があった。共同研究で、岩石試料の力学特性と水理学的特

性を同時に取得する室内試験を進めており、原位置試験と合わせて検討を進める。 

 長期の地形変化を伴う地下水流動・核種移行について、継続的検討が望まれると

の意見があった。この評価手法には解決困難な仮定があるため、現象理解の一方、

不確かさを含む現在の理解を評価へ反映するロジックの構築等を検討する。 

 評価に用いているモデル、バックデータについて論文として積極的に公表すべき

との意見があった。研究成果を規制へ反映する立場で取りまとめること、規制庁

の職員自身が技術的検討を行うことを進めており、今後公表を行っていく。 

 詳細は参考 2の別表 1-6参照 

 

5. 事後評価結果 

（１）項目別評価 

① 成果目標の達成状況： A 

 廃棄物埋設地の位置に係る自然事象の長期評価に関する研究については、隆起及

び侵食、断層、地下水流動、岩盤の力学・水理特性等の現象における評価の視点

に関する科学的・技術的知見を抽出し、当初の目的を達成した。 

 廃棄物埋設における性能評価手法に関する研究については、ベントナイト系人工

バリアの淡水―塩水混合系地下水環境の廃棄物埋設地が位置する環境における

長期評価手法の妥当性及びセメント系人工バリアの長期性能評価手法に関連す

る細孔構造の計測法、結晶安定性評価の手法に関する科学的・技術的妥当性を抽

出し、当初の目的を達成した。 

 地質環境及び水理環境モニタリングに関する研究では、諸外国及び国内における

地下水モニタリング技術の現状及び問題点を明確にした。また、ボーリング孔の

閉鎖確認について、原位置試験及び室内試験を行い、漏えい等の確認における問

題点の抽出を行い、当初の目的を達成した。 
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② 成果の公表等の状況： A 

 原子力規制庁においては、プロジェクト終了時点において、査読付論文等の公表

の手続きに至っていないが、得られた成果を論文として取りまとめて公表に向け

て準備を進めている。 

 委託先から査読付論文 2件を公表した。 

 

③ 研究の進め方に対する技術的適切性： A 

 取得すべき知見に対応して調査、各種試験（室内試験、原位置試験）及び解析を

組み合わせて、技術的適切性をもって研究が進められた。 

 

④ 研究マネジメント及び予算・契約管理の適切性： A 

 委託先及び共同研究先を含め適切な研究体制を構築し、目標達成に向けて研究を

着実に実施し目標を達成した。 

 予算執行、進捗管理及び検収を含めた契約業務を、法令等を遵守して実施してお

り、適切に業務管理が行われた。 

 

⑤ 成果の規制への活用の状況・見通し： A 

 廃棄物埋設に係る自然事象の長期評価に関する研究成果は、中深度処分に係る規

制基準等における要求事項（令和２年度第 17 回原子力規制委員会資料２及び同

年第 55回原子力規制委員会資料３））を策定するに当たり、中深度処分の自然条

件等（火山等、深度、鉱物資源等及び断層等）に関する技術的情報として活用さ

れた。（研究炉等審査部門） 

 既に申請されたピット処分の事業変更許可の審査において、本研究により蓄積さ

れた科学的・技術的知見を用いた基盤 Gの技術支援を受けた。 

また、将来の中深度処分の事業許可及び今後のトレンチ処分の事業許可等におい

て、本研究により蓄積された科学的・技術的知見を用いて行われる技術支援等を

審査に活用する見込みである。（核燃料施設審査部門） 

 廃棄物埋設に係る自然事象の長期評価に関する研究により得られる技術的知見

について、検査官用資料として整理、提供されれば、廃棄物埋設施設及び廃棄物

を対象に実施される原子力規制検査等における確認のための技術的根拠の一部

として活用できるものと考えられる。（検査監督総括課） 

 

（２）総合評価 

 評価結果： A 

 評価コメント： 

計画どおりに調査・研究が進められ、中深度処分の規制基準等の整備、適合性

審査及び後続規制の確認の際の判断に必要な知見の収集・整備における自然事

象の長期評価、性能評価手法及びモニタリングに係る科学的・技術的知見の蓄積
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が行われた。これらの知見を反映した規則の改正が令和 3 年度に予定されてい

る。また、現在行われているトレンチ処分及びピット処分の事業許可の審査にお

いて、既にこれらの知見が反映されている。 

 

6. 評価結果の今後の活用 

 今後の研究プロジェクトでは計画的に成果を論文等により公表していく。 

 技術評価検討会でいただいた意見や内外の研究及び規制の動向を十分に考慮し、

後継の安全研究プロジェクト「廃棄物埋設における長期性能評価に関する研究」

（R3～R6年度）において、より具体的に中深度処分の条件を設定し、審査におけ

る判断に適用できる検討を進める。 

 

（主な成果の公表） 

（１）原子力規制庁の職員による公表 

 論文（査読付） 

なし 

 

（２）委託先による公表 

 論文（査読付） 

① M. Takeda, M. Manaka, K. Ito, A Method for Estimating Geologic Pressure in 

Argillaceous Formations Based on the State of Dynamic Equilibrium between 

Chemical Osmosis and Advection, Journal of Hydrology, Vol. 579, 2019. 

② 村上裕晃、岩月輝希、竹内竜史、西山成哲、放射性廃棄物の処分分野における地下水

モニタリングの方法、原子力バックエンド研究、27、1、pp. 22-33、令和 2年. 
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VII.放射性廃棄物等の放射能濃度評価技術に関する研究（H29～R2（2017～2020）） 

 

1. 研究プロジェクトの目的 

 原子力規制委員会による種々の放射性廃棄物等の放射能濃度評価の確認におい

て事業者の申請の妥当性を判断するために、測定装置の特性及び対象物の性状に

応じた放射能濃度評価精度に影響するパラメータ等を把握する。 

 

2. 研究概要 

 廃棄物確認に関して、今後埋設処分が想定される廃棄体等について、非破壊測定

の精度に影響を与える因子及びその影響の度合いを定量的に評価した（公益財団

法人原子力環境整備促進・資金管理センターへの委託研究を含む）。 

 クリアランスの確認に関して、従来の放射能濃度確認対象物以外の対象物の極め

て低い放射能を性状に応じて適切に測定・評価する技術及び複数の材料から構成

される対象物中の放射能を適切に評価する技術を整理した（国立研究開発法人日

本原子力研究開発機構への委託研究及び学校法人五島育英会東京都市大学との

共同研究を含む）。 

 廃止措置終了確認に関して、サイト解放後の公衆の被ばく線量の評価コードを整

備するとともに評価条件の具体的設定方法を整理した（国立研究開発法人日本原

子力研究開発機構への委託研究を含む）。 

 長半減期放射性核種等の分析における信頼性確保に資する科学的・技術的知見を

蓄積した（国立大学法人東京大学、国立大学法人東京工業大学、国立研究開発法

人量子科学技術研究開発機構及び国立研究開発法人日本原子力研究開発機構と

の共同研究）。 

 

3. 研究成果 

 廃棄物確認に関して、トレンチ処分対象廃棄物については、今後発生が見込まれ

る新たな廃棄体等を対象に、非破壊測定による放射能濃度評価に対して、現実的

な廃棄物配置モデルを作成し、シミュレーション計算により放射能濃度評価に影

響を与える要因を整理した。中深度処分対象廃棄体については、放射化計算等に

基づく放射能濃度評価手法の適用が想定されることから、放射化前の微量な親元

素濃度の評価方法について検討するとともに、放射化計算の妥当性を確認するた

めの放射化核種の分析において留意すべき事項を整理した。 

 クリアランスの確認に関して、新規クリアランス対象物の放射能濃度設定の妥当

性及びその測定可能性の評価を行った。また、低濃度の放射能測定において考慮

が必要な測定の不確かさを用いた適合性評価の導入の妥当性の評価を行った。 

 廃止措置終了確認に関して、廃止措置終了後の公衆の被ばく線量を評価するため

に必要となるフォールアウトを考慮した BG の設定方法及び評価対象エリアの放

射能濃度分布に基づくサイト固有条件を考慮した被ばく線量評価方法を検討し、

廃止措置被ばく評価コードシステム CDecom を整備した。また、廃止措置終了確

48



 

 

認の一連の手順を整備した。 

 長半減期放射性核種等の分析における信頼性確保に関して、放射性核種分析方法

の妥当性を確認するために必要な広範な要素技術、すなわち試料の採取、試料か

らの対象核種の抽出、溶解等の前処理、化学分離、測定等に係る基礎データを取

得するために 93Zr、129I、135Cs、ウラン同位体などの長半減期放射性核種等の分析

方法に関する科学的・技術的知見を蓄積した。 

 

4. 技術評価検討会における主な意見及びその対応 

 廃棄物確認に関して、ドラム缶や角型容器に収納された廃棄物の放射能濃度の保

守的評価手法について具体的な手順とともに評価における留意事項が適切に示

されていると評価を受けた一方、実廃棄物に応じたモデル設定の方法等について、

もう少し幅広の検討が必要であるとの意見があった。今後は、実廃棄物の状態を

踏まえたより詳細な検討を進めていく。 

 クリアランスの確認に関して、新規対象物の測定評価手法の整備は規制側の確認

だけでなく、事業者側にとっても有益な成果であると評価された一方、不確かさ

の扱いについて、必要に応じて国際的な考え方との整合性の観点から、継続的な

改善を期待したいとの意見があった。今後は、国際的な動向を踏まえ、適宜後継

の安全研究にて必要な検討を進めていく。 

 廃止措置終了確認に関して、整備された廃止措置終了確認フローの統合システム

は素晴らしい成果であると評価を受けた一方、数学的に高度な内容を含んでおり、

実際の運用を念頭に置いた検討が必要であるとの意見があった。今後は、規制プ

ロセスにおける実際の運用を念頭に置いた取りまとめを進めていく。 

 長半減期放射性核種等の分析における信頼性確保に関して、取り扱われている長

半減期核種や分析手法の選定は妥当であると評価を受けた一方、これまでに蓄積

した知見やノウハウを活用するために、化学分離に影響を及ぼすメカニズムの整

理等が必要との意見があった。今後は、化学形態、吸脱着機構、溶出機構等の化

学的現象の理解も考慮した上で検討を進めていく。 

 詳細は参考 2の別表 1-7参照 

 

5. 事後評価結果 

（１）項目別評価 

① 成果目標の達成状況： A 

 原子力規制委員会による種々の放射性廃棄物等の放射能濃度評価の確認におい

て事業者の申請の妥当性を判断するために、測定装置の特性及び対象物の性状に

応じた放射能濃度評価精度に影響するパラメータ等を把握することに関連する

科学的・技術的知見等を整備したことから、設定した目標を達成した。 

 

② 成果の公表等の状況： A 

 原子力規制庁職員を著者とする査読付論文 3件を公表し、積極的かつ速やかな研
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究成果の発信に努めた。 

 委託先においては、プロジェクト終了時点において、査読付論文等の公表には至

っていないものの、先行して学会で口頭発表を複数回行った内容も含め、得られ

た成果を論文等として取りまとめて公表の準備を進めている。 

 

③ 研究の進め方に対する技術的適切性： A 

 取得すべきデータに対応して調査、各種試験及び統計解析を組み合わせて的確な

データを取得して評価を行い、技術的適切性をもって研究が進められた。 

 

④ 研究マネジメント及び予算・契約管理の適切性： A 

 委託先及び共同研究先を含め適切な研究体制を構築するとともに、研究を取り巻

く環境の変化にも対応し、研究内容及び研究スケジュールを随時見直すなど、目

標達成に向けて研究を柔軟にかつ着実に実施し目標を達成していることから、研

究マネジメントが適切に行われたと判断した。 

 予算執行、進捗管理及び検収を含めた契約業務を、法令等を遵守して実施してお

り、適切に業務管理が行われたと判断した。 

 

⑤ 成果の規制への活用の状況・見通し： A 

 クリアランスの確認に関する研究成果は、放射能濃度についての確認を受けよう

とする物に含まれる放射性物質の放射能濃度の測定及び評価の方法に係る審査

基準（原規規発第 1909112号）の策定に当たり、不確かさを考慮した放射能濃度

の決定に活用された。（研究炉等審査部門） 

 既に申請されたクリアランス認可の審査において、本研究による放射線測定の不

確かさの考慮に関する科学的・技術的知見を用いた基盤 G の技術支援を受けた。

また、将来の新規クリアランス対象物に関する認可等において、本研究により蓄

積された科学的・技術的知見を用いて行われる技術支援等を審査に活用する見込

みである。（核燃料施設審査部門） 

 

（２）総合評価 

 評価結果： A 

 評価コメント： 

計画どおりに調査・研究が進められ、放射性廃棄物等の放射能濃度評価の確認

に係る知見を目標どおりに蓄積するとともに、研究成果をまとめた査読付論文

の公表も行われた。また、本安全研究成果の一部は既に規制へ反映されており、

その他の成果は、今後、規制活動への成果の活用も見込まれている。 

 

6. 評価結果の今後の活用 

 技術評価検討会で頂いた意見や内外の研究及び規制の動向を十分に考慮し、後継

の安全研究プロジェクト「放射性廃棄物の放射能濃度等の定量評価技術に関する
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研究」（R3～R7年度）において、放射性廃棄物等の放射能濃度評価の定量化に係

る知見の蓄積を進める。 

 

（主な成果の公表） 

（１）原子力規制庁の職員による公表 

 論文（査読付） 

① H. Sakai, T. Yoshii, F. Takasaki, J. Kawarabayashi, Evaluation of the 

detection limit of net count in peak for the energy spectrum of CZT detector, 

Applied Radiation and Isotopes, Vol. 169, 109569, 2021. 

② H. Sakai, T. Yoshii, S. Kawasaki, Derivation of uncertainty propagation for 

clearance measurement, Applied Radiation and Isotopes, Vol. 170, 106930, 2021. 

③ K. Yamamoto, H. Asanuma, H. Takahashi, T. Hirata, In situ isotopic analysis 

of uranium using a new data acquisition protocol for 1013 ohm Faraday 

amplifiers, Journal of Analytical Atomic Spectrometry, Vol. 36, pp. 668-675, 

2021. 

 

（２）委託先による公表 

 論文（査読付） 

なし 
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安全研究に係る中間評価結果（案） 
 

令 和 ３ 年 ７ 月 ７ 日 

原 子 力 規 制 委 員 会 

 

１．中間評価の進め方 

1.1 評価の対象 

原子力規制庁長官官房技術基盤グループで実施している安全研究プロジェクトの

うち、中間評価の対象となるプロジェクトは次に示す 2件である。 

 

中間評価対象プロジェクト 
No. プロジェクト名 実施期間（年度） 

1 大規模噴火プロセス等の知見の蓄積に係る研究 
R1 -  R5 

(2019 - 2023) 

2 事故時炉心冷却性に対する燃料破損影響評価研究 
R1 -  R5 

(2019 - 2023) 

 

1.2 評価方法 

原子力規制庁が実施した自己評価（別添 3-1 及び 3-2）に基づき、評価プロセス及

び評価結果の妥当性を確認した。 

 

２．中間評価結果 

上記 2 件の安全研究プロジェクトは、適切に管理され、研究が行われていることを確認

した。また、これまでの研究により一定の成果が得られ、成果の公表も適宜行われている

ことを確認した。今後の研究の進め方に関する技術的妥当性も確認できた。これらのこと

から、いずれも計画どおりに行うことが適切である。 

 

  

別紙 3 
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安全研究に係る中間評価結果（自己評価概要） 

 
令 和 ３ 年 ７ 月 ７ 日 

原 子 力 規 制 庁 

 

１．評価対象プロジェクト 

今回中間評価の対象としたのは、令和５年度に終了する安全研究プロジェクト２件であ

る。自己評価の全体概要を以下に、安全研究プロジェクトごとの評価結果を別添 2-2 に示

す。 

 

２．評価結果（自己評価概要） 

（１）「当初計画の適切性」 

「大規模噴火プロセス等の知見の蓄積に係る研究」（別表の No.1）については、火山ガイ

ド等の改定の要否の判断に資する知見や火山の活動性評価の考え方に関する知見が得られ

つつある。また、「事故時炉心冷却性に対する燃料破損影響評価研究」（別表の No.2）につ

いては、規制基準見直しの要否の検討等に活用できるデータが取得できている。これらの

ことから、いずれのプロジェクトについても継続し、計画どおり研究を行うことが適切で

あると評価している。 

 

（２）「①研究の進め方に対する技術的適切性」、「②研究マネジメント及び予算・契約管理

の適切性」 

いずれのプロジェクトにおいても、適切な研究体制を構築する等により、研究管理及び

業務管理が行われるとともに、最新知見や外部専門家の意見を踏まえて技術的適切性をも

って研究が実施されている。 

 

（３）結論 

以上のことから、令和５年度に終了する安全研究プロジェクトについては、いずれも計

画的に実施され、計画どおりに行うことが適切であることの評価が得られている。 

  

別添 3-1 
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別表 安全研究に係る中間評価結果（自己評価概要） 

評価項目 
1. 大規模噴火プロセス等の

知見の蓄積に係る研究 

2. 事故時炉心冷却性に対す

る燃料破損影響評価研究 

当初計画の適切性 
計画どおりに行うことが 

適切である 

計画どおりに行うことが 

適切である 

研究の 

実施状況 

項目別評価 

※１ 

①研究の進め方に対する技術的適切性 A（3） A（3） 

②研究マネジメント及び予算・契約管理

の適切性 
A（3） A（3） 

総合評価 

※２ 

項目別評価結果の総合点 6 6 

項目別評価結果の平均点 3 3 

評価結果（全体評語） A A 

※１ 項目別評価に示す括弧内の数字は、SABCによる項目別評価結果を数字に換算（S を 4点、A を 3点、B を 2点、C を 1点）したものを示す。 

※２ 総合評価の評価結果は、項目別評価結果の平均点が 3.3点以上を S、3.0点以上～3.3点未満を A、2.0点以上～3.0 点未満を B、2.0点未

満を Cとする。 
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安全研究に係る中間評価結果（プロジェクトごとの自己評価） 

 
令 和 ３ 年 ７ 月 ７ 日 

原 子 力 規 制 庁 

 

Ⅰ．大規模噴火プロセス等の知見の蓄積に係る研究（R1～R5（2019～2023）） 

 

1. 研究プロジェクトの目的 

 本研究プロジェクトでは、巨大噴火を起こした火山を中心に、過去の大規模噴火

に至るまでの準備・開始プロセス、現在までの活動の詳細な活動履歴や噴火シー

ケンス及びマグマの変遷について調査し、過去のマグマ・火山活動に関するデー

タを蓄積する。さらに、国内の活動的なカルデラ火山の現在の地下構造やマグマ

活動に伴う種々の事象を観測し、現状の火山活動を捉えるための観測項目及び過

去の火山活動に関する蓄積された知見との関係についての考え方の整理・提案を

行うことを目的としている。 

 

2. 研究概要 

 地質学的手法による火山噴火準備及び進展過程に関する調査・研究として、過去

の火山活動に関する詳細な噴火履歴を調べるため、噴出物の分布や層序を地質調

査やボーリング調査から詳細に解析し、噴火進展プロセス等の火山の特性につい

て知見を蓄積する（国立研究開発法人産業技術総合研究所及び国立大学法人茨城

大学への委託研究を含む）。また、降灰時の火山灰の空間密度、凝集効果と粒径

に関する特性を地質調査や観測から詳細に解析し（国立研究開発法人産業技術総

合研究所及び国立大学法人京都大学防災研究所との共同研究を含む）、降灰時の

プロセス等の知見を蓄積する。 

 岩石学的手法によるマグマプロセスに関する調査・研究として、過去に大規模な

噴火（カルデラ形成噴火）を起こした火山が噴火に至るまでのマグマプロセスを

解明するため、マグマの温度・圧力条件や組成の変化からマグマの時空間変化を

調べ、噴火の準備段階におけるマグマ状態の変化（深さ、滞留時間）に関する知

見を蓄積する（国立研究開発法人産業技術総合研究所への委託研究及び国立大学

法人東北大学との共同研究を含む）。 

 地球物理学及び地球化学的手法による観測手法に関する調査・研究として、カル

デラ火山の観測手法に関する知見を蓄積する（国立大学法人京都大学防災研究所

及び国立研究開発法人産業技術総合研究所への委託研究）。具体的には、地震波

トモグラフィやネットワーク MT（Magnetotelluric）法による地球物理学的手法

と、深部流体等の分析手法に基づく地球化学的手法に関する調査・研究を実施し、

カルデラ火山の観測に有効な探査手法に関する知見を蓄積する。また、地表で観

測される地殻変動からマグマの状態変化を評価するためのシミュレーションモ

別添 3-2 
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デルを構築する。さらに、海底下や湖底下の地下構造を観測する手法を検討する。 

 観測項目及び過去の火山活動に関する蓄積された知見との関係についての考え

方の検討として、上記の知見に基づいて、過去に巨大噴火を起こしたカルデラ火

山の長期的な活動を評価するとともに観測項目の検討及び火山活動に関する蓄

積された知見との関係についての考え方の検討を行う。 

 

3. 現状の研究成果 

 過去に巨大噴火を起こした火山について、噴出物の分布や層序を地質調査やボー

リング調査から詳細に解析し、姶良カルデラ、洞爺・支笏火山エリア及び阿蘇カ

ルデラでの調査・研究を行った結果、巨大噴火に至る過程で、珪長質マグマが巨

大噴火の数千年前から断続的に噴出するパターン（入戸火砕流噴火）、巨大噴火

の直前に断続的に噴出するパターン（阿蘇 4 噴火）、巨大噴火直前には噴出しな

いようなパターン（洞爺噴火）について、先行研究での知見と併せて検討したこ

とで整理することができた。 

 過去に巨大噴火を起こした火山のマグマの温度・圧力条件や組成の変化から噴火

の準備段階におけるマグマ状態の変化（深さ、滞留時間）として、姶良カルデラ、

洞爺・支笏火山エリア、十和田カルデラ、阿蘇カルデラ及び鬼界カルデラでの調

査・研究の結果、巨大噴火に関連するマグマ溜まりの温度は、740～770℃（姶良）、

810℃以上ないし 890℃以上（鬼界）、圧力条件は、50-150 MPa（姶良）、100-230 

MPaないし 110-190 MPa（鬼界）が得られ、マグマ溜まりの深さとしてはいずれ

も深さ 10 kmより浅い位置に形成していたことが示唆された。 

 地球物理学的手法による地下構造探査、地殻変動シミュレーション及び深部流体

等の分析手法について調査・研究を実施した結果、姶良カルデラでの地震波観測

データから地震波低速度領域の体積推定の精度が向上した。また、姶良カルデラ

における長期の地殻変動データから、変動力源の時空間変化をシミュレーション

モデルにより体積変化率について検討した。地球化学的手法については、これま

でマグマの種別判別方法の一つとして提案されているマグマ起源の炭素・塩素比

法（C/Cl法）に、希土類元素組成分析等を組み合わせた方法を検討した。 

 令和 2年度までに得られた知見に基づいて、過去に巨大噴火を起こした火山の噴

火に至る準備過程の検討、過去に巨大噴火を起こした火山の現状評価の検討、カ

ルデラ火山の静穏な状態からの変化の有無を判断するための観測項目及び単成

火山群の活動評価に関する考え方の検討を行い、現時点での巨大噴火の準備過程

シナリオ、姶良カルデラを事例とした現状評価、観測項目及び単性火山群の活動

評価に関する考え方を示した。 

 

4. 技術評価検討会における主な意見及びその対応 

 巨大噴火に至る準備過程の検討では、単純化せずに多様なシナリオを提示するこ

とが必要であるとの意見があった。本研究では、巨大噴火に至る活動履歴につい

てはいくつかのパターンを示した。一方で、巨大噴火を起こす火山には特徴があ
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ることを示唆する知見が蓄積されつつあることから、本研究を継続することによ

り巨大噴火に至る共通の事象を抽出し、評価のための考え方を検討していく。 

 種々の制約条件がある中でカルデラ火山の地下構造探査や観測は、難度が高く時

間を要すると考えられるため、本研究フェーズで得られる知見とさらに必要とな

る知見を得るための方策を本研究フェーズから検討してほしいとの意見があっ

た。現在は、本研究フェーズの 2/5を経過した段階であるが、巨大噴火に至る準

備過程に関する知見や活動的なカルデラ火山において 10～15 km の深度のマグ

マ溜まりを捉えうる地下構造探査の事例が示されつつある。本研究の継続により、

観測項目及び過去の火山活動に関する蓄積された知見との関係についての考え

方をとりまとめることが期待できる。今後、さらに必要となる知見とそれらを得

るための方策を検討していく。 

 詳細は参考 2の別表 2-1参照 

 

5. 中間評価結果 

（１）当初計画の適切性に関する評価 

① 技術動向の観点からの評価 

 巨大噴火に至る準備過程に関する知見や活動的なカルデラ火山において 100 km3

程度のマグマ溜まりを捉えうる地下構造探査の事例が示され、当初計画の目標を

着実に達成しつつある。研究を継続することにより、巨大噴火に至る準備過程（マ

グマプロセス）のより詳細な知見やカルデラ火山での観測項目に関する知見が得

られ、観測項目及び過去の火山活動に関する蓄積された知見との関係についての

考え方をとりまとめることが期待できると判断した。 

 

② 規制動向の観点からの評価 

 現状では規制に反映できる研究成果は極めて限定的であることから、個々の研究

項目について、当該安全研究で扱うべき研究であるかどうかという観点から再確

認を行うとともに研究の最終的な成果を明確化した上で原子力規制にどのよう

に結びつくのか検討をされたい。（関係する規制部門（地震・津波審査部門）に

よる評価） 

 

③ 上記評価を踏まえた当初計画の見直し等の要否に係る評価 

 評価結果： 計画どおりに行うことが適切である 

 評価コメント： 

本研究でこれまでに得られた知見については、直ちに規制に活用できる状態に

は至っていないが、火山ガイド等の改定の要否の判断に資する知見や火山の活動

性評価の考え方に関する知見が得られつつあることから、計画どおり研究を行う

ことが適切である。 
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（２）研究の実施状況の評価（項目別評価） 

① 研究の進め方に対する技術的適切性： A 

 国内外の過去の研究や技術評価検討会の専門家意見を踏まえた上で、適切な実施

手法により必要な調査結果や解析結果が得られていることから、技術的適切性を

もって研究が進められたと判断した。 

 

② 研究マネジメント及び予算・契約管理の適切性： A 

 共同研究及び委託研究の相手も含め適切な実施体制を構築し、計画どおりに進捗

させ、目標を達成していることから、研究マネジメントは適切であると評価する。 

 予算執行、進捗管理及び検収を含めた契約業務を、法令等を遵守して実施してお

り、適切に業務管理が行われている。 

 

（３）総合評価 

 評価結果： A 

 評価コメント： 

おおむね計画どおりの成果が得られていると評価できる。また、研究マネジメ

ント及び業務管理も適切に行われている。 

 

6. 研究計画（案）への反映 

 プラントの安全評価に資する知見を求める意見が出されており、降灰現象等の火

山事象に関する知見に基づいて次の研究フェーズでの計画を検討する。 

 現時点では、当初目標とする知見が得られる予定であるが、今後、さらに必要と

なる知見とそれらを得るための方策を検討していく。 

 

（主な成果の公表） 

 論文 

① K. Nishiki, N. Nagata, Y. Hiroi, A Test of Methods for Estimating the Total 

Grain Size Distribution of Tephra-fall Deposits Using the Isopach Map, 

Journal of Volcanology and Geothermal Research（投稿中） 

 

 口頭発表 

① 広井良美、安池由幸、「十和田火山八戸噴火のマグマ溜まりの温度圧力条件の推定」、

日本火山学会 2019 年秋季大会 神戸大学、令和元年 9 月（一部前フェーズの成果

を含む） 

② 西来邦章、永田直己、広井良美、「等層厚線図を利用したテフラの初生粒径分布の

推定手法の検討」、日本火山学会 2019年秋季大会 神戸大学、令和元年 9月（一部

前フェーズの成果を含む） 

③ 佐藤勇輝、広井良美、宮本毅、「十和田火山におけるマグマ活動史：その 1 カルデ

ラ形成期の岩石学的検討」、日本火山学会 2020年秋季大会 オンライン、令和 2年
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10月 

④ 広井良美、佐藤勇輝、宮本毅、「十和田火山におけるマグマ活動史：その 2 カルデ

ラ形成期の中規模噴火」、日本火山学会 2020年秋季大会 オンライン、令和 2年 10

月  
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Ⅱ．事故時炉心冷却性に対する燃料破損影響評価研究（R1～R5（2019～2023）） 

 

1. 研究プロジェクトの目的 

 事故時及びその後の炉心冷却性維持の評価をより確かなものとすることを目的

として、近年、事故模擬試験にて確認されている、現行指針類策定当時には観察

されていなかった燃料破損挙動について知見を取得するとともに、事故後の長期

冷却性等、研究事例が少ない状況下での燃料特性・挙動についても知見を取得す

る。 

 

2. 研究概要 

 冷却材喪失事故（Loss of Coolant Accident: LOCA）時の燃料ペレット細片化に

よる燃料ペレットの燃料棒内再配置及び棒外放出（ Fuel Fragmentation 

Relocation Dispersal: FFRD）に関するデータを取得するために、高燃焼度まで

使用された燃料の LOCA 模擬試験等を実施する（国立研究開発法人日本原子力研

究開発機構への委託研究）。 

 LOCA 後長期冷却中の燃料耐震性を評価するために、LOCA 時の温度履歴を経験し

た燃料被覆管を対象とした機械試験を実施する。また、地震を想定した燃料の振

動解析を実施する（国立研究開発法人日本原子力研究開発機構への委託研究及び

同機構との共同研究を含む）。 

 従来と異なる破損の発生原因を調べるために、原子炉安全性研究炉（NSRR）での

反応度事故（Reactivity Initiated Accident: RIA）模擬試験を行う。また、RIA

模擬試験時及びベース照射時の燃料挙動解析を行う（国立研究開発法人日本原子

力研究開発機構への委託研究）。 

 NSRR実験での被覆管応力条件の把握や破損挙動の評価のために、RIA時の被覆管

応力を模擬した被覆管多軸引張試験を実施する（国立研究開発法人日本原子力研

究開発機構への委託研究。一部、同機構との共同研究を含む）。 

 LOCA 基準の 1200℃を超えた温度条件での燃料損傷状態について、既往研究等を

調査するとともに、調査結果に基づき、NSRRを用いた燃料高温試験の条件等を検

討する（国立研究開発法人日本原子力研究開発機構への委託研究）。 

 

3. 現状の研究成果 

 FFRDを調べるための LOCA模擬試験装置をホットセルに設置し、性能確認試験を

実施した。今後、試験を継続し、データを取得していく。 

 地震時の振動を模擬した変形を被覆管試料に負荷する試験装置を製作し、コール

ドの実験室に設置した。また、地震を想定した振動時に、LOCA後被覆管に発生す

る応力を解析した。今後、解析結果を基に、試験条件を設定して、試験を実施、

データを取得していく。 

 NSRRでの RIA模擬試験及び試験後観察を実施した。今後も試験を継続し、データ

を取得していく。 
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 高燃焼度被覆管を模擬した被覆管試料を作成し、多軸引張試験を実施した。試験

結果を基に、RIA模擬試験での燃料破損原因を考察した。 

 既往研究の調査を行い、1200℃を超えた温度条件での燃料挙動について整理した。 

 

4. 技術評価検討会における主な意見及びその対応 

 LOCA 時のペレットの細粒化については、FP ガス放出との関係を把握することが

重要との意見があった。本研究では、細粒化と FP ガス放出の関係に着目し、FP

ガス放出に関わるデータも取得していることから、引き続き、考察を進めていく。 

 海外知見の確認が若干物足りないとの意見があった。ペレットの細粒化について

は、海外の研究プロジェクトでも同様の試験が実施されおり、それらの結果と比

較し、FPガス放出の他、被覆管拘束等の影響についても考察していく。 

 プロジェクト名が「事故時炉心冷却性に対する燃料破損影響評価研究」となって

いるが、炉心冷却性への影響評価が分かりにくいとの意見があった。現在までは、

従来観察されていなかった燃料破損形態の発生原因等を中心に調べ、データを蓄

積したが、今後は、燃料破損形態の変化が炉心冷却性にどのような影響を与える

かについても考察していく。 

 被覆管破損の原因である半径方向水素化物について、その生成原因及び定量化方

法について、さらに検討を進めるようコメントがあった。生成原因については、

ベース照射中の応力が一因と考えられるが、今後、被覆管断面金相観察も進むこ

とから、それらの結果と併せて考察していく。定量化方法については、いくつか

異なる方法があるため、被覆管破損の評価に最適な定量化について、検討してい

く。 

 詳細は参考 2の別表 2-2参照 

 

5. 中間評価結果 

（１）当初計画の適切性に関する評価 

① 技術動向の観点からの評価 

 平成 30 年度に実施した RIA 模擬試験において 10×10 型 BWR 燃料(OS-1)が PCMI

破損しきい値未満で破損した原因に関して、計画どおり、知見を取得できており、

今後得られる観察結果等と併せて、その原因を明らかにできる見込みである。 

 FFRDについては、個別試験として実施している加熱試験から、細粒化メカニズム

に関するデータが得られている。今後、ホットセルに設置した LOCA 模擬試験装

置を用いた試験を実施してデータを取得することにより、計画どおり、FFRD発生

条件や原因を明らかにできる見込みである。 

 上記以外の試験の準備や解析も計画どおりに進捗し、試験装置の設置完了や試験

結果を考察する上で有用な解析結果等、成果を得ている。 

 

② 規制動向の観点からの評価 

 規制基準の見直し要否検討等に活用できるデータが得られており、本プロジェク
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トを継続して、OS-1の破損原因とともに、国内で使用されている燃料への影響を

技術情報検討会に報告することが望まれる。また、LOCA後の長期炉心冷却及び炉

心損傷判断に関係する研究結果についても、適宜共有することが望まれる。（基

準を所管する主管課（技術基盤課）による評価） 

 

③ 上記評価を踏まえた当初計画の見直し等の要否に係る評価 

 評価結果： 計画どおりに行うことが適切である 

 評価コメント： 

現行指針類策定当時には観察されていなかった燃料破損挙動及び規制基準値

より低い条件での燃料破損について知見を取得できており、規制基準等の見直し

要否を検討するためには、研究事例の少ない、事故後の長期冷却性に関する研究

等も含め、計画どおりに研究を行うことが適切である。 

 

（２）研究の実施状況の評価（項目別評価） 

① 研究の進め方に対する技術的適切性： A 

 従来から実施している信頼性の高い試験、新たな試験装置を用いた試験及び解析

を実施して、多面的に課題解決に取り組んでおり、技術的観点から適切に研究を

進めている。 

 

② 研究マネジメント及び予算・契約管理の適切性： A 

 委託先を含め適切な研究体制を構築している。また、コロナ禍の影響によりホッ

トセル試験では一部遅れが生じたが、今後の工程調整等を行い、全体当初計画の

5ヶ年内で完了できる見込みを得ており、適切にマネジメントを行っている。 

 予算執行、進捗管理及び検収を含めた契約業務を、法令等を遵守して実施してお

り、適切に業務管理が行われている。 

 

（３）総合評価 

 評価結果： A 

 評価コメント： 

試験及び解析を通して、目標とした知見が得られつつあり、また、新たな試験

装置の設置も進んでいる。コロナ禍の影響により一部遅れが生じているが、全体

当初計画の 5ヶ年内で完了できる見込みを得ている。以上のことから、技術的観

点及びマネジメントの観点から適切に研究が進められ、成果が得られていると評

価できる。 

 

6. 研究計画（案）への反映 

 実施内容については、評価委員等のコメントを参考にし、試験、解析及び結果の

考察において不足がないように研究を進めるようにする。工程については、今後

も、コロナ禍の影響があり得るので、委託先と緊密に連携して事業管理を行い、
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当初計画の 5ヶ年内で完了できるよう努める。 

 

（主な成果の公表） 

 なし 
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追跡評価

 規制課題や最新の技術動向を踏ま
え、今後推進すべき安全研究の分野
及びその実施方針を策定。

 次年度からの新規安全研究プロジェ
クトの目的、研究計画の概要、成果
活用の見通し等を確認。

実施方針

 次年度からの・・・
 研究内容の技術的妥当性を確認し、

研究計画の変更の要否を評価。

 当初計画の見直しの要否及び継続
可否を評価。

 プロジェクト終了時点での成果目標
の達成状況、成果の規制への活用
状況・見通し等を評価。

 プロジェクト終了後の成果の活用状
況等について、委員会に報告。

安全研究プロジェクトの企画・評価のフロー
（評価実施要領の改正案に従う場合）

参考１

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

実
施
期
間

中間評価※

事後評価

※５年以上の安全研究プロジェクトを対象とし、
３年目の年度（その後３年ごと）に実施。

事前評価

移動

概算要求

「成果の公表等の状況」の評価で、
規制庁職員の公表に加え、委託先
による公表も評価対象に含める。

改正のポイント（２）

改正のポイント（１）

政府案閣議決定
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安全研究に係る事後評価（案）及び中間評価（案） 
 

令和３年６月１６日 

原 子 力 規 制 庁 

 

1．趣旨 

「原子力規制委員会における安全研究の基本方針」（改正令和元年 5月 29日原子力規制

委員会決定。以下「基本方針」という。）及び「安全研究プロジェクトの評価実施要領」

（平成 31年 4月 16日原子力規制庁長官決定。以下「評価実施要領」という。）に基づき、

長官官房技術基盤グループで実施する安全研究プロジェクトを対象に、事前、中間評価及

び事後評価を行うこととなっている。 

長官官房技術基盤グループで実施している安全研究プロジェクトのうち、令和 2 年度

（2020 年度）に終了した安全研究プロジェクト 7 件について事後評価に係る自己評価を

実施した。また、令和 5 年度（2023 年度）に研究が終了する 2 件について中間評価に係

る自己評価を実施した。 

これらの自己評価を基に、事後評価（案）及び中間評価（案）をそれぞれ別紙 1及び別

紙 2のとおり取りまとめたので、原子力規制委員会に諮る。 

 

2．自己評価の方法 

基本方針及び評価実施要領に基づき、下記のとおり自己評価を実施した。なお、評価に

おいては、研究手法、成果の取りまとめ方法等の技術的妥当性の評価に客観性を加味する

観点から、技術評価検討会を開催し、外部の専門家の意見を聴取した。 

 

2. 1 事後評価 

事後評価は、安全研究プロジェクトの実施期間に行った活動内容・成果をとりまとめ

た「安全研究成果報告」
1に基づき、①成果目標の達成状況、②成果の公表等の状況、

③研究の進め方に対する技術的適切性、④研究マネジメントの適切性、⑤業務管理の適

切性及び⑥成果の規制への活用の状況・見通しの各評価項目について評価を行い、その

結果を基に総合評価を実施した。 

 

2. 2 中間評価 

中間評価は、安全研究プロジェクトのこれまでの成果を取りまとめた資料2に基づき、

技術動向、規制動向等の情勢の変化も踏まえ、当初計画の適切性や見直し（研究期間の

短縮、研究の中断、中止等を含む。）の要否を判断した上で、①研究の進め方に関する

                                                   
1 令和 2年度（2020年度）に終了した安全研究プロジェクトの成果報告書として原子力規制委員会のホームページに掲載済

（https://www.nsr.go.jp/activity/anzen/seika/anzen_houkoku.html）。 
2 安全研究プロジェクトの中間評価用資料を示す。「大規模噴火プロセス等の知見の蓄積に係る研究」は第１２回地震・津波技術評価検討

会 資料３－３として、「事故時炉心冷却性に対する燃料破損影響評価研究」は第４回燃料技術評価検討会 資料３－２として原子力規制委

員会のホームページに掲載済。 

資料２ 

参考２ 
令和３年度第 13回原子力規制委員会資料２ 
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技術的適切性、②研究マネジメントの適切性及び③業務管理の適切性の各評価項目に

ついて評価を行い、その結果を基に総合評価を実施した。 

 

＜別紙、参考等＞3 

別紙 1 安全研究に係る事後評価結果（案） 

別添 1-1 安全研究に係る事後評価結果（自己評価概要） 

別添 1-2 安全研究に係る事後評価結果（プロジェクトごとの自己評価） 

別表 1-1 津波ハザード評価の信頼性向上に関する研究に対する外部専門家及

び専門技術者の評価意見並びにその回答 

別表 1-2 地震・津波及びその他の外部事象等に係る施設・設備のフラジリテ

ィ評価に関する研究に対する外部専門家及び専門技術者の評価意

見並びにその回答 

別表 1-3 火災防護に係る影響評価に関する研究に対する外部専門家及び専門

技術者の評価意見並びにその回答 

別表 1-4 燃料健全性に関する規制高度化研究に対する外部専門家及び専門技

術者の評価意見並びにその回答 

別表 1-5 加工施設及び再処理施設の内部火災等に関するリスク評価手法に関

する研究に対する外部専門家及び専門技術者の評価意見並びにそ

の回答 

別表 1-6 廃棄物埋設に影響する長期自然事象の調査方法及びバリア特性長期

変遷の評価方法に関する研究に対する外部専門家及び専門技術者

の評価意見並びにその回答 

別表 1-7 放射性廃棄物等の放射能濃度評価技術に関する研究に対する外部専

門家及び専門技術者の評価意見並びにその回答 

別表 1-8 安全研究プロジェクトの事後評価の項目別評価⑥「成果の規制への

活用の状況・見通し」の評価 

別紙 2 安全研究に係る中間評価結果（案） 

別添 2-1 安全研究に係る中間評価結果（自己評価概要） 

別添 2-2 安全研究に係る中間評価結果（プロジェクトごとの自己評価） 

別表 2-1 大規模噴火プロセス等の知見の蓄積に係る研究に対する外部専門家

及び専門技術者の評価意見並びにその回答 

別表 2-2 事故時炉心冷却性に対する燃料破損影響評価研究に対する外部専門

家及び専門技術者の評価意見並びにその回答 

 

参考 1 「安全研究プロジェクトの評価実施要領」（平成 31 年 4 月 16 日原子力規制庁

長官決定）（抜粋） 

参考 2 技術評価検討会名簿 

 

                                                   
3 別表 1-1～1-7、別表 2-1及び 2-2に示す内容は、技術評価検討会の資料として原子力規制委員会ホームページに掲載済。 
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安全研究に係る事後評価結果（案） 

 
令 和 ３ 年 ６ 月 １ ６ 日 

原 子 力 規 制 委 員 会 

 

１．事後評価の進め方 

1.1 評価の対象 

原子力規制庁長官官房技術基盤グループの安全研究プロジェクトのうち、事後評価

の対象となるプロジェクトは次に示す 7件である。 

 

事後評価対象プロジェクト 

No. プロジェクト名 実施期間（年度） 

1 津波ハザード評価の信頼性向上に関する研究 
H29 – R2 

(2017 - 2020) 

2 
地震・津波及びその他の外部事象等に係る施設・設備のフラジ
リティ評価に関する研究 

H29 – R2 
(2017 - 2020) 

3 火災防護に係る影響評価に関する研究 
H29 – R2 

(2017 - 2020) 

4 燃料健全性に関する規制高度化研究 
H19 – R2 

(2007 - 2020) 

5 
加工施設及び再処理施設の内部火災等に関するリスク評価手
法に関する研究 

H29 – R2 
(2017 - 2020) 

6 
廃棄物埋設に影響する長期自然事象の調査方法及びバリア特
性長期変遷の評価方法に関する研究 

H29 – R2 
(2017 - 2020) 

7 放射性廃棄物等の放射能濃度評価技術に関する研究 
H29 – R2 

(2017 - 2020) 

 

1.2 評価方法 

評価実施要領（参考 1）に則って原子力規制庁が実施した自己評価（別添 1-1 及び

1-2）に基づき、評価プロセス及び評価結果の妥当性を確認した。 

 

２．事後評価結果 

上記 7 件の安全研究プロジェクトについて原子力規制庁が実施した事後評価に係る自己

評価は妥当である。 

  

別紙１ 
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安全研究に係る事後評価結果（自己評価概要） 

 
令 和 ３ 年 ６ 月 １ ６ 日 

原 子 力 規 制 庁 

 

１．評価対象プロジェクト 

今回の事後評価の対象は、令和２年度に終了した安全研究プロジェクト７件である。自

己評価の全体概要を以下に、安全研究プロジェクトごとの評価結果を別添 1-2に示す。 

 

２．評価結果（自己評価概要） 

（１）「①成果目標の達成状況」、「③研究の進め方に対する技術的適切性」、「⑤業務管理の

適切性」について 

いずれのプロジェクトにおいても、法令等を遵守して適切に業務管理が行われた。また、

最新知見や外部専門家の意見を踏まえて技術的適切性をもって研究が実施され、設定した

成果目標が達成された。 

 

（２）「②成果の公表等の状況」について 

5件（別表の No.1～4及び 7）のプロジェクトで実施期間中に、原子力規制庁から学術論

文等による積極的な研究成果の公表を行った。一方、その他 2件（別表の No.5及び 6）に

ついては、成果公表の準備を進めたものの、プロジェクト終了までに公表に至らなかった。 

 

（３）「④研究マネジメントの適切性」について 

いずれのプロジェクトにおいても、適切な研究体制を構築する等により、目標を達成し

た。一方、（２）に示すように、2件のプロジェクトで学術論文等の公表に至らなかったこ

とから、研究マネジメントに一部改善の余地が見られた。 

 

（４）「⑥成果の規制への活用の状況・見通し」について 

成果の規制への活用については、「火災防護に係る影響評価に関する研究」（別表の No.3）

の成果を基に、火災関係の各ガイドの見直しが予定されており、今後の審査支援における

申請内容の妥当性の判断や火災防護の検査にも活用できることが見込まれている。また、

「放射性廃棄物等の放射能濃度評価技術に関する研究」（別表の No.7）の成果が、「放射能

濃度についての確認を受けようとする物に含まれる放射性物質の放射能濃度の測定及び評

価の方法に係る審査基準」（令和元年 9 月 11 日原子力規制委員会決定）の策定に当たり活

用された。その他のプロジェクトについても、成果が活用されているか又は成果の活用が

見込まれている。 

 

（５）結論 

以上のことから、令和２年度に終了した安全研究プロジェクトについては、いずれも計

画的に実施され、規制活動に貢献できる成果が得られている。一方、プロジェクト終了時

点で成果の公表に至らなかったプロジェクトについては、今後、速やかな公表を目指す。 

別添 1-1 
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別表 安全研究に係る事後評価結果（自己評価概要） 

評価項目 

1. 津波ハ

ザード評価

の信頼性向

上に関する

研究 

2. 地震・

津波及びそ

の他の外部

事象等に係

る施設・設

備のフラジ

リティ評価

に関する研

究 

3. 火災防

護に係る影

響評価に関

する研究 

4. 燃料健

全性に関す

る規制高度

化研究 

5. 加工施

設及び再処

理施設の内

部火災等に

関するリス

ク評価手法

に関する 

研究 

6. 廃棄物

埋設に影響

する長期自

然事象の調

査方法及び

バリア特性

長期変遷の

評価方法に

関する研究 

7. 放射性

廃棄物等の

放射能濃度

評価技術に

関する研究 

項
目
別
評
価
※
１ 

①成果目標の達成状況 A（3） A（3） A（3） A（3） A（3） A（3） A（3） 

②成果の公表等の状況 A（3） A（3） A（3） S（4） C（1） C（1） A（3） 

③研究の進め方に対する技術的適切性 A（3） A（3） A（3） A（3） A（3） A（3） A（3） 

④研究マネジメントの適切性 A（3） A（3） A（3） A（3） B（2） B（2） A（3） 

⑤業務管理の適切性 A（3） A（3） A（3） A（3） A（3） A（3） A（3） 

⑥成果の規制への活用の状況・見通し B（2） A（3） A（3） B（2） B（2） A（3） A（3） 

総
合
評
価
※
２ 

項目別評価結果の総合点 17 18 18 18 14 15 18 

項目別評価結果の平均点 2.8 3.0 3.0 3.0 2.3 2.5 3.0 

評価結果（全体評語） B A A A C C A 

※１ 項目別評価に示す括弧内の数字は、SABCによる項目別評価結果を数字に換算（Sを 4点、Aを 3点、Bを 2点、Cを 1点）したものを示す。 

※２ 総合評価の評価結果は、項目別評価結果の平均点が 3.3 点以上を S、3.0 点以上～3.3 点未満を A、2.0 点以上～3.0 点未満を B、2.0 点未

満を Cとする。ただし、②又は⑥で最下位の評語（C）がある場合は、S又は A のときは Bへ、Bのときは Cへそれぞれ下げる。

5
69



 

 

安全研究に係る事後評価結果（プロジェクトごとの自己評価） 

 
令 和 ３ 年 ６ 月 １ ６ 日 

原 子 力 規 制 庁 

 

I.津波ハザード評価の信頼性向上に関する研究（H29～R2（2017～2020）） 

 

1. 研究プロジェクトの目的 

 原子力規制の継続的な高度化のためには、これらの要求事項に係る種々の評価手

法を継続的に改善していくことが重要である。これまでの安全研究では、主にプ

レート間地震を対象に津波波源モデルの改良等を実施してきたが、本研究プロジ

ェクトでは、地震の規模や発生頻度のモデル化に係る不確かさの取扱い、及び内

陸地殻内地震や地震以外の津波発生要因の特性も踏まえて、確率論的津波ハザー

ド評価（以下「PTHA」という。）手法に反映していくことにより、関連審査ガイド

及び安全評価の高度化に資すること、また、将来の規制活動への反映に向けた科

学的・技術的知見を蓄積することが目的である。 

 

2. 研究概要 

 津波波源の特性化、地震活動のモデル化等に係る不確かさ解析の検討を行い、

PTHAにおいて、津波の規模、発生頻度等に係る不確かさをより適切に評価するた

めの手法を検討した。 

 津波地震の観測事例及び水理実験を踏まえた津波発生メカニズムの解明とその

特徴を考慮した特性化波源モデルの設定方法を検討した。 

 平成 28 年度までに整備してきた津波痕跡データベースを活用し、中小規模及び

大規模のプレート間地震による津波を対象とした従来の特性化波源モデルの設

定方法について、その適用性を検討した。 

 海底斜面を模擬した模型実験等により、海底斜面の地震時安定性に関する既往モ

デルの適用性を検討し、不確かさを定量的に評価した。また、海底地すべり起因

の津波を考慮した PTHA手法を検討した。 

 

3. 研究成果 

 プレート間地震による津波を対象に、地震規模に係るスケーリング則、地震発生

頻度に係るグーテンベルグ・リヒター則の各モデル化上の不確かさを定量的に評

価して確率モデルを設定した。また、これらの確率モデルを取り入れた PTHA 手

法を提案した。さらに、福島県沖をモデルサイトとして提案手法を適用し、PTHA

結果に及ぼす不確かさ要因の影響を分析し、今回検討した不確かさ要因の中では、

地震規模に係るスケーリング則の不確かさの影響が最も大きいことを確認した。 

 海底の地殻変動の水平変位を模擬した水理実験の結果、水平変位は津波初期水位

別添 1-2 
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に影響すること及び地殻変動の速度が速いほどその影響が大きいことを確認し

た。また、Tanioka and Satake (1996)の解析手法による水平変位の寄与分を考

慮した場合の特性化波源モデルの設定方法を提案し、東北地方太平洋沖地震津波

に適用したところ、痕跡高を良好に再現することができた。 

 中小規模及び大規模（Mw8.8以下）のプレート間地震による津波について、南海

トラフで発生した 4つの地震（1854年安政東海地震、1854年安政南海地震、1707

年宝永地震及び 1944 年昭和東南海地震）を対象に、杉野ら(2014)の特性化波源

モデルを作成し、各津波の痕跡高の再現性を定量的に示した。 

 海底地すべりを模擬した遠心模型実験等により、従来の陸上斜面の安定解析に用

いられてきた修正フェレニウス法が海底環境でも適用可能であることを確認し

た上で、モデル化上の不確かさを定量的に把握した。そして、佐藤ら（2019）の

「海底地すべり危険度判定手法」と組み合わせて、海底地すべり起因の津波を対

象とした PTHA 手法を提案した。提案手法をモデル海域に適用したところ、地震

起因津波に比べて過大な結果となり、提案手法の課題とともに改良の必要性を示

した。 

 

4. 技術評価検討会における主な意見及びその対応 

 津波ハザード評価として、不確かさの幅を適切に把握しようという方向性は適切

と考えるが、確率論的地震動ハザード評価で用いられている専門家意見をはじめ

とした地震ハザード解析専門家委員会（Senior Seismic Hazard Analysis 

Committee、以下「SSHAC」という。）手法を参考に、改善の必要があるとの意見が

あった。本研究プロジェクトでは、従来の確率論的津波ハザード評価では取り扱

っていなかった不確かさの項目を示し、それらの項目がハザード解析結果に及ぼ

す影響の程度を感度解析的に把握しようとするものである。今後、これらの不確

かさの項目が広く認知され、SSHAC手法による確率論的津波ハザード評価に取り

込まれるよう、研究成果を論文で公表していく。 

 「津波地震による津波の特性化モデルの構築」において、同じインバージョン解

析手法で、津波の入力条件となる海底地殻変動について、水平変位の効果の考慮

方法の違いによるすべり量分布を比較した内容は、津波波源の評価における研究

として非常に興味深く、良い成果が得られたものと考えられると評価された。ま

た、海底勾配と水平効果の大きさの関係が整理されると津波波源設定に有用な知

見を与えるものと期待されるとの意見があった。令和 3年度からの後継プロジェ

クトにおいて、引き続き検討していく。 

 詳細は別表 1-1参照。 
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5. 事後評価結果 

（１）項目別評価 

① 成果目標の達成状況： A 

 PTHA 手法における津波発生モデルの不確かさ評価手法、地殻変動の水平変位を

考慮したプレート間地震津波の特性化波源モデルの設定方法、中小規模及び大規

模プレート間地震津波の特性化波源モデルの適用性、並びに海底地すべり起因津

波の PTHA手法に関する知見を蓄積することができたことから目標を達成した。 

 

② 成果の公表等の状況： A 

 原子力規制庁から査読付論文 2件を公表した。 

 

③ 研究の進め方に対する技術的適切性： A 

 国内外の過去の研究や技術評価検討会の専門家意見を踏まえた上で、適切な実施

手法により必要な実験データや解析結果が得られていることから、技術的適切性

をもって研究が進められたと判断した。 

 

④ 研究マネジメントの適切性： A 

 共同研究及び委託研究の相手も含め適切な実施体制を構築し、計画どおりに進捗

させ、目標を達成していることから、研究マネジメントは適切であると評価する。 

 

⑤ 業務管理の適切性： A 

 予算執行、進捗管理及び検収を含めた契約業務を、法令等を遵守して実施してお

り、適切に業務管理が行われたと判断した。 

 

⑥ 成果の規制への活用の状況・見通し： B 

 「津波地震による津波の特性化波源モデルの構築」及び「海底地すべり起因要因

の津波の確率論的ハザード評価手法の整備」は、今後の規制活動の参考知見とな

るものの、規制への活用は限定的である。なお、今後、水理実験で得られた知見

についての適用範囲等がより明確に示されれば、規制へ活用できると考えられる。

（地震・津波審査部門） 

 

（２）総合評価 

 評価結果： B 

 評価コメント： 

計画どおりに調査・研究が進められ、確率論的津波ハザード評価における不確

かさ要因の取り扱いや地殻変動の水平変位を考慮したプレート間地震津波の特

性化波源モデルの設定方法等に係る知見を目標どおりに取得するとともに、研

究成果の一部については査読付論文として公表された。また、その他の研究成果

について、今後、査読付論文の公表が予定されており、規制活動への成果の活用
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も期待されることから上記評価とした。 

 

6. 評価結果の今後の活用 

 本研究プロジェクトで得た成果のうち未公表の内容については、技術評価検討会

でいただいた意見を踏まえて、関連の既往論文のレビューを適切に行い、また、

必要に応じて追加検討を行って、論文等にまとめる。 

 技術評価検討会でいただいた意見や内外の研究及び規制の動向を十分に考慮し、

後継の安全研究プロジェクト「津波評価手法及び既往津波の波源推定に関する研

究」（R3～R6年度）において、津波の初期水位の設定方法を精緻化し、関連審査

ガイドの改訂を検討する。 

 

（主な成果の公表） 

 論文（査読付） 

① 道口陽子、三戸部佑太、杉野英治、田中仁、“地殻変動の水平変位による津波初期水位

への影響に関する実験的検討”、土木学会論文集 B2（海岸工学）、Vol. 75、No. 2、pp. 

I_343-I_348、2019. 

② 佐藤太一、杉野英治、“Mw8.8以下のプレート間地震津波に対する特性化波源モデルの

再現性”、土木学会論文集 B2（海岸工学）、Vol. 76、No. 2、pp. I_337-I_342、2020. 
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II.地震・津波及びその他の外部事象等に係る施設・設備のフラジリティ評価に関する研

究（H29～R2（2017～2020）） 

 

1. 研究プロジェクトの目的 

 地震、津波及び衝撃等の外部事象に係る施設・設備のフラジリティの確率論的リ

スク評価(PRA)に関する科学的・技術的知見及び関連評価ガイド策定のための知

見の拡充を行う。また、将来の規制活動への反映に向けた知見を蓄積する。 

 

2. 研究概要 

 地震に対するフラジリティ評価については、建屋耐震評価に関して、原子炉建屋

の三次元有限要素法（FEM）解析を用いたパラメータスタディ及び地震観測記録

の再現解析による建屋解析の精緻化に係る検討を行った。また地盤の液状化評価

に関して、礫質土地盤を対象に遠心載荷模型実験及び再現解析による液状化挙動

の検討を行った。さらに設備の耐震耐力評価に関して、既往試験に基づき設備の

現実的耐力を整理するとともに、鋼製格納容器を対象として、FEM解析を用いた

現実的な座屈評価耐力を求めた。また、経年配管の地震時亀裂進展評価の既往評

価手法の適用性について検討を行った。 

 津波に対する防潮堤のフラジリティ評価については、漂流物の衝突による荷重の

評価、防潮堤前面の砂丘が津波によって侵食された場合の津波波圧の評価及び越

波時も含めた最大持続波力評価の体系化に関して、防潮堤を模擬した実験及び再

現解析による検討を行った。 

 衝撃に対するフラジリティ評価については、建屋耐衝撃評価に関して、大型衝突

実験及び再現解析に基づき衝撃挙動の把握や解析の再現性の検討を行った。また、

設備の耐力評価に関して、衝撃振動試験を行い設備の衝撃損傷特性の検討を行っ

た。さらに、核燃料輸送容器のスラップダウン落下試験を行い落下時の挙動を把

握するとともに、既往の評価手法の適用性の検討を行った。 

 

3. 研究成果 

 地震に対するフラジリティ評価については、建屋耐震評価に関して、建屋－地盤

間の接触・剥離、減衰等のモデル化が建屋応答に比較的大きな影響を及ぼすこと

の知見を得た。また地震観測記録の再現解析では、水平方向の建屋応答について

観測記録との整合性がとれていることを確認した。地盤の液状化評価に関しては、

礫質地盤の場合は砂質土地盤よりも過剰間隙水圧の上昇及び消散が速く、全体の

蓄積量も小さいという知見を得た。さらに設備の耐力評価に関して、設計耐力と

現実的耐力の関係を整理するとともに格納容器の FEM 解析を用いた座屈評価に

よる現実的耐力を把握した。また経年配管の地震時亀裂進展に係る評価方法に関

して、既往評価式の適用性を確認した。 

 津波に対する防潮堤のフラジリティ評価については、漂流物衝突荷重影響に関し

て、既往評価式の適用性を整理した。また砂移動荷重影響に関して、流体密度を
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用いた評価の考え方を整理した。さらに最大持続波力評価に関して、越波時も含

めて防潮堤に生じる最大波力を評価する手法についての体系的な考え方を整理

した。 

 衝撃に対するフラジリティ評価については、建屋衝撃評価に関して、衝撃力の伝

播応答の挙動を把握し、解析の再現性を確認した。また周辺地盤への逸散効果を

確認した。さらに機器衝撃評価に関して、衝撃振動試験を行い電気品の衝撃損傷

特性を把握するとともに、衝撃振動に係る加振試験を行う上での留意事項を整理

した。輸送容器の落下による衝撃挙動に関しては、スラップダウン落下の応答が

大きいことを確認するとともに、既往の評価方法が当該実験よりも保守的な結果

であることを確認した。 

 

4. 技術評価検討会における主な意見及びその対応 

 耐津波・耐地震・耐衝撃研究全般については、おおむね適切であるとの評価を受

けた。その中で耐津波研究については、漂流物衝突荷重の評価における衝突位置

や、砂移動の評価における堤体前面水深や最大波力発生時刻等に係る考察が必要

ではないかとの意見があった。今後の論文化を進める中で、必要に応じて検討を

行う。 

 詳細は別表 1-2参照。 

 

5. 事後評価結果 

（１）項目別評価 

① 成果目標の達成状況： A 

 津波・地震・衝撃に対するフラジリティ評価に関する研究において、それぞれの

分野で新たな知見を蓄積できたことから目標を達成した。 

 

② 成果の公表等の状況： A 

 原子力規制庁から、NRA技術報告 1件、査読付論文 4件及び国際会議のプロシー

ディング 1件の公表を行った。 

 

③ 研究の進め方に対する技術的適切性： A 

 国内外の最新知見を踏まえた上で、適切な実施手法により実験結果や解析結果が

得られていることから、技術的適切性をもって研究が進められたと判断した。 

 

④ 研究マネジメントの適切性： A 

 委託先を含め適切な研究体制を構築し、部門内及び庁内外の関連部署や有識者に

意見照会を行いながら研究を実施して目標を達成しており、研究マネジメントは

適切であると評価する。 
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⑤ 業務管理の適切性： A 

 予算執行、進捗管理及び検収を含めた契約業務を、法令等を遵守して実施してお

り、適切に業務管理が行われたと判断した。 

 

⑥ 成果の規制への活用の状況・見通し： A 

 津波に対するフラジリティ評価手法の検討については、適合性審査において防潮

堤に作用する漂流物の衝突荷重及び津波波力を評価するための技術的な知見と

して活用され、今後とも活用される可能性が高い。地震に対するフラジリティ評

価手法の検討については、今後、適合性審査において建屋等の三次元地震挙動及

び埋立地盤の液状化の評価に関する技術的知見として活用が期待される。（地震・

津波審査部門） 

 本研究により、飛翔体等衝突時に建屋・設備に生じる衝撃現象に関する知見が蓄

積された。それらの知見は、実用炉審査に直ちに参照可能な状態には至っていな

いが、衝撃試験の追加実施等により技術的知見が拡充されれば、今後の審査にお

いて、事業者が講じる衝撃破損防止対策等の妥当性を確認する際に活用される見

込みがある。（実用炉審査部門） 

 本研究により、耐震及び耐津波に係る設計情報を用いて設計裕度の大きさにより

施設、設備に対する検査の優先度を評価する手法が検討されており、耐震及び耐

津波に係るリスク情報について、個別プラントの検査の現場で活用できる形で整

理、提供されれば、検査対象の選定等において活用される見込みがある。（検査

監督総括課） 

 飛翔体等の衝突による衝撃に対する設備のフラジリティ評価については、再処理

施設及び MOX 燃料加工施設の審査において直ちに参照可能な状態には至ってい

ないが、設備の耐力を評価するための技術的知見として活用される可能性がある。

（核燃料施設審査部門） 

 本研究では、約 15 年前に海外で実施された兼用キャスク実機大の試験体による

スラップダウン落下試験と同様のものを一つの設計事例について実験を行って

いる。本研究の成果から、審査において注視すべき事象が追認されるとともに審

査で考慮すべき新たな事項がないことが確認された。（核燃料施設審査部門） 

 

（２）総合評価 

 評価結果： A 

 評価コメント： 

計画どおりに調査・研究が進められ、津波・地震・衝撃に対するフラジリティ

評価手法に関する知見を目標どおりに取得するとともに、研究成果をまとめた

新知見情報及び NRA 技術報告や査読付論文の公表も行われた。また、本安全研

究プロジェクトの成果の一部は規制に取り入れられることが検討中であり、そ

の他の成果も、今後、規制活動における活用も見込まれていることから上記評価

とした。 
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6. 評価結果の今後の活用 

 本安全研究プロジェクトで得た成果のうち未公表の内容の取りまとめ及び後続

の安全研究プロジェクト「外部事象に係る施設・設備のフラジリティ評価手法の

高度化に関する研究」（Ｒ３～Ｒ６年度）において、技術評価検討会でいただい

た意見、国内外の研究及び規制の動向を十分に考慮し、規制活動での活用を念頭

に研究の実施及び論文等への取りまとめを行う。 

 

（主な成果の公表） 

 NRA技術報告 

① 市原義孝、森谷寛、小林恒一ほか、「原子炉施設の建屋三次元地震時挙動の精緻な推定

に資する影響因子の分析とそのモデル化に関する検討」、NTEC-2021-4002、令和 3 年

3月 

 論文（査読付） 

① Y. Li, K. Azuma, K. Hasegawa, “Failure bending moment of pipes containing 

multiple circumferential flaws with complex shape”, International Journal 

of Pressure Vessels and Piping 171, pp. 305–310, 2019. 

② K. Azuma, S. Hidaka, Y. Yamazaki, “Effects of crack closure on the fatigue 

crack growth rates of ferritic steels subjected to severe reversing loads”, 

J. Pressure Vessel Technol., 142(6): 061503, 2020. 

③ 太田良巳、松澤遼、鈴木哲夫、吉田匡佑、“国際ベンチマーク解析プロジェクト IRIS3

フェーズ A に係る鉄筋コンクリート構造物の衝撃評価に関する基礎的研究”、土木学

会、第 12回構造物の衝撃問題に関するシンポジウム論文集、2019． 

④ 太田良巳、澤田祥平、山田和彦ほか、“衝撃作用を受ける構造物の衝撃挙動評価に関す

る取り組み”、日本建築学会シンポジウム「耐衝撃設計の合理化に向けて－現状と新

しい流れ、今後の課題―」、pp.135-144、2019． 

 

 国際会議のプロシーディング（査読付） 

① T. Toriyama and N. Ishida, “A method for evaluating tsunami loading on 

seawalls during overflow”, Proceedings of 37th Conference on Coastal 

Engineering, 2020. 
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III.火災防護に係る影響評価に関する研究（H29～R2（2017～2020）） 

 

1. 研究プロジェクトの目的 

 これまでの火災防護に係る安全研究の成果を活用し制定された審査基準及びガ

イドの見直しの要否の検討に必要な知見を得るため、まだ十分に知見が得られて

いない高エネルギーアーク損傷（以下「HEAF」という。）の爆発現象に係る知見を

拡充する。また、電気ケーブルが加熱されることにより誤信号や短絡が発生する

可能性があることを踏まえ、電気ケーブルの熱劣化に関する知見等を拡充する。

さらに、今後の火災防護に係る規制の高度化等に資する火災影響評価手法・解析

コード等を整備する。 

 

2. 研究概要 

 HEAFの爆発現象については、電気盤を模擬した筐体を用いた HEAF試験を実施し、

爆発メカニズムに係る知見を取得した。 

 電気ケーブルの熱劣化については、コーンカロリメータ試験装置を用いた熱劣化

試験を実施し、電気ケーブルの絶縁低下に係る知見を取得した。 

 多段のケーブルトレイに敷設されたケーブル束の火災及び HEAF の爆発現象に係

る解析モデルの検証と妥当性確認を実施し、火災影響評価手法・解析コード等に

関する知見を取得した。 

 

3. 研究成果 

 HEAFの影響評価については、影響評価手法の整備に資する HEAFの爆発メカニズ

ムに係る知見を取得した。また、HEAFの爆発圧力には、空気の熱膨張による初期

のスパイク的な圧力上昇とその後の金属ヒュームの発生による圧力の 2 種類が

存在することを明らかにした。 

 電気ケーブルの熱劣化評価については、熱劣化評価手法の整備に資する電気ケー

ブルの絶縁低下に係る知見を取得した。 

 火災影響評価手法・解析コード等については、多段のケーブルトレイに敷設され

たケーブル束の火災及び HEAF の爆発現象に係る解析モデルに関する知見を取得

して、同事象による影響を評価するための事象進展評価モデルを改良・整備した。 

 

4. 技術評価検討会における主な意見及びその対応 

 電気ケーブルの熱劣化評価において、200℃以上の温度の結果だけで十分である

かとの意見があった。本研究では、4つの火災シナリオ及び電気ケーブルの破損

温度（NUREG/CR-6931）を参考に熱劣化温度を 200℃以上に設定しているが、評価

温度に関しては、今後、後継研究プロジェクトで検討する。 

 HEAFに係る解析モデルにおいて、空気加熱割合（kp）を時間変化させると試験結

果と一致する原因・物理現象について詳細に考察すべきとの意見があった。試験

及び解析結果から、原因・物理現象としては、経過時間に伴い筐体内の空気密度
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が下がり、空気への伝熱が起こりにくくなるためと考えているが、今後、後継研

究プロジェクトで kpが時間変化する原因・物理現象について詳細に検討する。 

 実際に原子炉施設で発生した事象に基づいて実験や解析などを実施しており、研

究成果は、原子炉施設の安全規格やガイドラインの制定・改訂に資するとの意見

があった。今後も国内外の火災防護規制/火災防護研究の現状把握、経済協力開

発機構／原子力機関（OECD/NEA）プロジェクト・仏国放射線防護・原子力安全研

究所（IRSN）等との情報交換等により情報を得て、それらの情報を後継研究プロ

ジェクトに反映させる。 

 詳細は別表 1-3参照。 

 

5. 事後評価結果 

（１）項目別評価 

① 成果目標の達成状況： A 

 火災防護に係るガイド類の見直しの要否の検討に必要な情報として、「HEAFの影

響評価」、「電気ケーブルの熱劣化評価」及び「火災影響評価手法・解析コード等」

に関する知見を取得したことから、設定した目標を達成した。 

 

② 成果の公表等の状況： A 

 原子力規制庁から、査読付論文 2件及び国際会議のプロシーディング 1件を公表

した。 

 

③ 研究の進め方に対する技術的適切性： A 

 取得すべきデータに対して先進的かつ適切な試験を実施するとともに、詳細な試

験後分析、解析評価を実施しており、技術的適切性をもって研究が進められた。

また、OECD/NEA や米国原子力規制委員会（NRC）の研究動向等も踏まえるなど、

最新知見を踏まえて研究を進めた。 

 

④ 研究マネジメントの適切性： A 

 委託先を含め適切な研究体制を構築し、計画どおりに進捗させ目標を達成してい

ることから、研究マネジメントが適切に行われたと判断した。 

 

⑤ 業務管理の適切性： A 

 予算執行、進捗管理及び検収を含めた契約業務を、法令等を遵守して実施してお

り、適切に業務管理が行われたと判断した。 

 

⑥ 成果の規制への活用の状況・見通し： A 

 本研究では HEAF の影響評価、電気ケーブルの熱劣化評価及び火災時の隣接区画

への熱・煙の影響の解析がされてきたが、これら技術的知見を基に火災関係の各

ガイドの見直しが予定されている。また、今後の審査支援における申請内容の妥

15
79



 

 

当性の判断や火災防護の検査にも活用することができる。（火災対策室） 

 HEAF 及び電気ケーブルの研究によるガイド類の見直し要否の検討を行うことを

予定していることから、今後、本知見がガイド改正等に活用されることが期待さ

れる。（技術基盤課） 

 本研究により、電気ケーブルの熱劣化に係る影響及び防火扉の損傷解析等に係る

火災影響評価手法等が整備され、得られた技術的知見について、検査官向けの手

引として、検査・研修に関する技術資料が作成、提供されれば、検査官が火災防

護に係る検査において活用できる見込みがある。（検査監督総括課） 

 

（２）総合評価 

 評価結果： A 

 評価コメント： 

火災防護に係る「HEAF の影響評価」、「電気ケーブルの熱劣化評価」及び「火

災影響評価手法・解析コード等」に関する知見を目標どおりに取得するとともに、

査読付論文や査読付プロシーディングによる成果の公表を行っている。また、今

後、規制活動への成果の活用が見込まれていることから上記評価とした。 

 

6. 評価結果の今後の活用 

 技術評価検討会で頂いた御意見については、安全研究プロジェクト「火災防護に

係る影響評価に関する研究（フェーズ 2）」（R3～R6年度）において活用していく。 

 

（主な成果の公表） 

 論文（査読付） 

① 松田昭博、椛島一、石橋隆、笠原文雄、「原子力発電所用電力・制御ケーブルの火災時

燃焼特性の実験的評価」、日本原子力学会誌「アトモス」、60巻 7号, pp.15-19, 平成

30年. 

② H. Kabashima and F. Kasahara,“Experimental Study of High Energy Arcing Faults 

Using Medium Voltage Metalclad Switchgears”, Nuclear Technology, Vol. 205, 

pp. 694-707 (2019). 

 

 国際会議のプロシーディング（査読付） 

① H. Kabashima,“Fire Safety Regulation on High Energy Arcing Faults (HEAF)”, 

Proceedings of the Technical and Scientific Support Organizations (TSOs) in 

Enhancing Nuclear Safety and Security: Ensuring Effective and Sustainable 

Expertise Challenges Faced by Technical and Scientific Support Organizations 

Conference 2018, Brussels, Belgium, Paper ID No. 93, (2018). 
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IV.燃料健全性に関する規制高度化研究（H19～R2（2007～2020）） 

 

1. 研究プロジェクトの目的 

 燃料被覆管の外面割れ破損が運転時の異常な過渡変化時に系統的に起こり得る

かどうかを検討するため、その発生条件を明らかにする。また、高温における水

素化物による巨視的な被覆管の延性―脆性遷移の発生条件を明らかにする。 

 改良合金被覆管について、合金元素含有量等が照射成長挙動に及ぼす影響に関し

て技術的知見を拡充する。 

 上記の研究を実施することで、燃料健全性に係る判断基準の技術的妥当性の確認

及び適合性審査における判断の技術的根拠としての活用に資する。 

 

2. 研究概要 

 外面割れ破損に関する研究においては、使用済燃料被覆管を対象とした個別効果

試験を実施し、その発生条件について調べた。また、出力急昇時に発生する応力

緩和の影響を有限要素法（FEM）により解析的に評価した。 

 被覆管の巨視的な延性―脆性遷移に関する研究においては、水素吸収及び水素化

物再配向処理を施した高燃焼度 BWR 燃料被覆管を用いて内圧破裂試験を実施し、

被覆管の機械的性質を水素化物の析出状態と関連づけて整理した。 

 改良合金燃料被覆管の照射成長に関する研究においては、種々の改良合金燃料被

覆管を対象として試験炉での照射試験を実施し、照射成長挙動や水素吸収に関す

る基礎的な知見を拡充した。 

 

3. 研究成果 

 外面割れ破損の発生条件を明らかにするとともに、既存の過渡解析との比較を行

うことで、外面割れ破損が運転時の異常な過渡変化時に系統的には発生しないと

考え得る成果を得た。 

 高温における巨視的な延性―脆性遷移が、被覆管破損時周方向塑性歪約 1%を境

に発生することを明らかにした。 

 合金元素含有量等が照射成長挙動に及ぼす影響を明らかにするとともに、改良合

金被覆管の照射成長は、ジルカロイ-4被覆管より小さいことを確認した。 

 

4. 技術評価検討会における主な意見及びその対応 

 各々の試験は系統的に行われており、また試験手法及び結果の評価方法について

も妥当であるとの意見が複数あった。 

 一連の研究においてこれまでに得られた貴重なデータを整理・分類し、そのデー

タを最新の情報科学技術に基づいて解析するなどといった新しい方向性を考え

ても良いとの意見があった。 

 蓄積したデータについては、今後、別の安全研究プロジェクトにおける活用も検

討していく。 
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 詳細は別表 1-4参照 

 

5. 事後評価結果 

（１）項目別評価 

① 成果目標の達成状況： A 

 本研究の成果により、これまで破損モードとして検討されていなかった外面割れ

破損を考慮してもなお現行の燃料健全性判断基準が適用可能であることを確認

することができた。 

 被覆管破損の判断基準である 1%塑性歪基準について、策定当時より大幅に燃料

体の取出最大燃焼度が増大してもなお、当該基準が技術的に妥当であることを確

認することができた。 

 以上により現行の燃料健全性に係る判断基準の技術的妥当性を確認できたとと

もに、改良合金被覆管の照射成長挙動について適合性審査における判断の技術的

根拠の一つとして活用可能な技術的知見を拡充することができており、設定した

目標を達成した。 

 

② 成果の公表等の状況： S 

 原子力規制庁の職員が著者に含まれる査読付論文 3件を公表し、うち 1件が第 53

回日本原子力学会賞 論文賞を受賞した。また、国際会議のプロシーディング 7件

の公表を行った。 

 

③ 研究の進め方に対する技術的適切性： A 

 目的及び取得すべきデータに対応して独創的かつ適切な試験手法を開発すると

ともに、詳細な試験後分析、解析評価を実施しており、技術的適切性をもって研

究が進められた。 

 

④ 研究マネジメントの適切性： A 

 委託先を含め適切な研究体制を構築し、また、外的要因による研究計画修正にも

柔軟に対応し目標を達成していることから、研究マネジメントが適切に行われた

と判断した。 

 

⑤ 業務管理の適切性： A 

 予算執行、進捗管理及び検収を含めた契約業務を、法令等を遵守して実施してお

り、適切に業務管理が行われたと判断した。 

 

⑥ 成果の規制への活用の状況・見通し： B 

 本研究により蓄積された外面割れ破損及び被覆管の巨視的な延性―脆性遷移に

関する知見により、現在の審査の妥当性を示す技術的根拠が拡充された。また、

本研究により蓄積された、改良合金被覆管の照射成長に関する知見は、実用炉審
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査に直ちに参照可能な状態には至っていないが、照射試験の追加実施等により技

術的知見が拡充されれば、改良合金被覆管燃料導入時の審査において、事業者の

申請内容の技術的論点抽出や論点対応整理の際に参照するなど、審査の有効性向

上等に活用される見込みがある。（実用炉審査部門） 

 

（２）総合評価 

 評価結果： A 

 評価コメント：燃料被覆管の外面割れ破損の発生条件、水素化物による高温での

脆性-延性遷移及び改良合金被覆管の照射成長挙動に係る技術的知見を目標ど

おり取得・拡充するとともに、査読付論文の公表や国際会議等における成果の発

表を積極的に行った。また、得られた成果により現行の燃料健全性判断基準の技

術的妥当性を確認することができており、上記評価とした。 

 

6. 評価結果の今後の活用 

 技術評価検討会で頂いた燃料研究実施において有用な御意見については、安全研

究プロジェクト「事故時炉心冷却性に対する燃料破損影響評価研究」（R1～R5年

度）において活用していく。 

 

（主な成果の公表） 

 論文（査読付） 

① K. Une, K. Ogata, T. Baba, et al., The Terminal Solid Solubility of Hydrogen 

in Irradiated Zircaloy-2 and Microscopic Modelling of Hydrogen Behavior, 

Journal of Nuclear Materials, 389, pp. 127-136, 2009. 

② T. Kubo, S. Yamanaka, K. Ogata, et al., In-Situ Scanning Electron Microscope 

Observation and Finite Element Method Analysis of Delayed Hydride Cracking 

Propagation in Zircaloy-2 Fuel Cladding Tubes, Journal of ASTM 

International, Vol. 8, No. 3, 2011. 

③ A. Yamauchi and K. Ogata, A study on macroscopic fuel cladding ductile-to-

brittle transition at 300oC induced by radial hydrides, J. Nucl. Sci. 

Technol., Vol. 57, No. 3, pp. 301-311, 2020. (第 53回日本原子力学会賞 論

文賞受賞) 

 

 国際会議のプロシーディング（査読付） 

① K. Ogata, M. Aomi, T. Baba, et al., Progress in the Research Programs to 

Elucidate Axial Cracking Fuel Failure at High Burnup, Proc. 2007 

International LWR Fuel Performance Meeting, San Francisco, Sep. 30–Oct. 3, 

2007. 

② K. Ogata, T. Baba, K. Kamimura, et al., Separate Effects of Factors 

Affecting Outside-in Cracking of High Burnup Fuel Cladding, Proc. 2008 
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Water Reactor Fuel Performance Meeting, Seoul, Korea, Oct. 19-23, 2008. 

③ K. Ogata, T. Baba, K. Kamimura, et al., Effects of Heat Flux on Hydrogen 

Diffusion and Hydride Induced Crack Propagation in Zr-lined Zircaloy-2 

Cladding Tube, Proc. Top Fuel 2009, Paris, France, Sep. 6-10, 2009. 

④ K. Ogata, T. Baba, K. Kamimura, et al., Hydrogen Thermal Diffusion and 

Crack Propagation Behaviors in Irradiated Zircaloy-2 Cladding Tubes, Proc. 

2010 LWR Fuel Performance Meeting, Orlando, USA, Sep. 26-29, 2010. 

⑤ K. Ogata, T. Baba, K. Kamimura, et al., Hydrogen-Induced Crack Initiation 

and Propagation in Zr-Lined Zircaloy-2 Cladding Tubes, 2011 Water Reactor 

Fuel Performance Meeting, Chengdu, China, Sep. 11-14, 2011. 

⑥ K. Ogata, T. Baba, K. Kamimura, et al., Effect of Increased Hydrogen Content 

on the Mechanical Performance of Irradiated Cladding Tubes, Proc. Top Fuel 

2012, Manchester, UK, Sep. 2-6, 2012. 

⑦ K. Ogata, T. Baba, K. Kamimura, et al., Conditions to Cause Cladding Failure 

by Hydrogen-Induced Cracking, Proc. 2013 LWR Fuel Performance Meeting, 

Charlotte, USA, Sep. 15-19, 2013. 

  

20
84



 

 

V.加工施設及び再処理施設の内部火災等に関するリスク評価手法に関する研究 

（H29～R2（2017～2020）） 

 

1. 研究プロジェクトの目的 

 MOX燃料加工施設及び再処理施設に係るリスク評価手法は現在その手法が必ずし

も成熟しておらず、順次適切なリスク評価手法を検討しておくことが重要である。

加工施設及び再処理施設において重要な事象である内部火災を起因とするリス

ク評価実施手法の整備のため、当該評価手順の素案を検討する。リスク評価では、

事故シナリオをより適切なものとするとともに評価に伴う不確かさを低減する

ため、火災又は爆発、蒸発乾固事象及び機器の経年劣化の各事象について評価手

法の整備又は関係するデータ取得を行う。 

 

2. 研究概要 

 MOX燃料加工施設及び再処理施設の内部火災リスク評価手順を検討した。 

 MOX燃料加工施設のグローブボックス（以下「GB」という。）火災に関するデータ

を取得したほか、火災影響評価を行う上での留意点・着眼点及び課題を抽出した。

また、再処理施設の有機溶媒火災について、ばい煙によるフィルタの目詰まりに

関するデータを取得した。 

 再処理施設の高レベル濃縮廃液の蒸発乾固事象について、揮発性 Ru の気相への

移行挙動及び乾固物への注水による影響に関する知見を得た。 

 再処理施設における機器の経年劣化に関し、同施設の Ta を用いた異材接合継手

について、保全活動の除染作業時に適用されるアルカリ洗浄による機械特性及び

耐食性への影響について知見を得た。 

 

3. 研究成果 

 MOX 燃料加工施設及び再処理施設の内部火災リスク評価手順の素案を作成した。 

 MOX燃料加工施設のグローブボックス火災について、GBパネル材等の熱分解及び

燃焼特性データ、ばい煙によるフィルタへの目詰まりデータ等を得たほか、仮想

的な GB 火災シナリオに対する火災解析コード及び上述のデータを用いた火災進

展解析により、GB 火災影響評価を行う上での留意点・着眼点及び課題点を抽出し

た。また、再処理施設の有機溶媒火災について、ばい煙負荷量に対するフィルタ

の差圧上昇の関係について知見を得た。 

 再処理施設の高レベル濃縮廃液の蒸発乾固事象について、NOX を含む様々な気相

条件下での揮発性 Ruの熱分解、水蒸気の凝縮等による揮発性 Ruの液相への移行

挙動、高レベル濃縮廃液中の共存物質が影響を及ぼす Ru の気相への移行挙動に

係る知見を取得した。また、乾固物への注水時における放射性物質（Ru、Cs及び

その他の FP物質）の移行挙動及び昇温特性に関する知見を得た。 

 Taを用いた異材接合継手に及ぼす NaOH溶液の影響について、NaOH溶液による腐

食の状況、腐食に伴って発生する水素の吸収量及び水素吸収量が機械的特性に及
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ぼす影響について知見を得た。 

 

4. 技術評価検討会における主な意見及びその対応 

 本安全研究で得た基礎データは大変価値の高いものと評価を受けた一方、その成

果は、試験及び解析の前提条件等の情報も含めて公開する努力をすべきであると

の意見があった。本安全研究の成果は論文等による公表を予定しているほか、試

験委託先へも論文等による公表を促している。これらの公表の際には、技術評価

検討会で得た意見を踏まえていく。 

 本安全研究で得られたデータは小・中規模の試験によるものであるため、実体系

への適用に際しては解析コードによるシミュレーション等を用いた検討が必要

であるとの意見があった。指摘された検討については、解析コードを含め、様々

な手段を用いて検討を行っていく。 

 本安全研究で得られた知見は、規制への応用及び事業者の保安活動への活用の観

点から系統的な整理が必要であるほか、本安全研究で対象としなかった事象も含

めて、継続的に核燃料施設のリスク情報の収集と分析が必要との意見があった。

本研究で得られた知見は、具体的な規制活動に活用できるリスク情報として整理

していく予定である。また、本研究で対象とした事象に限らず、施設全体のリス

クについては、今後、分析を実施していく予定である。 

 詳細は別表 1-5参照 

 

5. 事後評価結果 

（１）項目別評価 

① 成果目標の達成状況： A 

 MOX燃料加工施設及び再処理施設の内部火災を起因とするリスク評価の実施手法

の検討を行い、内部火災リスク評価の手順案を作成し目標を達成した。 

 GB火災に関しては、目的としていた試験データの取得、火災影響評価を実施する

上での留意点・着眼点及び課題点の抽出及び有機溶媒火災によるフィルタの目詰

まりに関する知見の取得を行ったことから目標を達成した。 

 再処理施設の高レベル濃縮廃液の蒸発乾固事象について、揮発性 Ru の気相への

移行挙動及び乾固物への注水による影響に関する知見を取得し、目標を達成した。 

 再処理施設で用いられている Ta を用いた異材接合継手について、アルカリ洗浄

による機械特性及び耐食性への影響について知見の取得により目標を達成した。 

 

② 成果の公表等の状況： C 

 原子力規制庁において、蒸発乾固事象及び経年劣化について得られた成果を査読

付論文として取りまとめて令和 3 年度中の公表に向けて準備を進めているもの

の、プロジェクト終了時点において、査読付論文等の公表の手続きに至っていな

いため上記評価とした。 
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③ 研究の進め方に対する技術的適切性： A  

 研究に必要な試験の実施においては、委託先において有識者による専門委員会を

設置し、実施内容及び進捗に関してレビューを受けながら試験を実施した。また、

解析を含め、国内外の最新知見及び海外研究機関との意見交換から得られた知見

を踏まえて研究を進めた。以上より、技術的適切性をもって研究が進められたと

判断した。 

 

④ 研究マネジメントの適切性： B 

 委託先を含め適切な研究体制を構築し、計画どおりに進捗させ目標を達成したが、

成果の公表がなかったことから B評価と判断した。 

 

⑤ 業務管理の適切性： A 

 予算執行、進捗管理及び検収を含めた契約業務を、法令等を遵守して実施してお

り、適切に業務管理が行われたと判断した。 

 

⑥ 成果の規制への活用の状況・見通し： B 

 本研究の成果の一部を、日本原燃株式会社再処理事業所再処理施設及び同事業所

MOX燃料加工施設の新規制基準適合性に係る審査のための技術的な判断材料とし

て活用した。また、再処理施設及び MOX燃料加工施設を対象に実施される原子力

規制検査等における確認のための技術的根拠の一部として活用できるものと考

えられる。（核燃料施設審査部門） 

 本研究により得られる加工施設及び再処理施設の内部火災等を対象としたリス

ク評価に係る技術的知見、情報について、検査官用資料として整理、提供されれ

ば、リスク情報を活用した検査の実施及び検査指摘事項の重要度評価手法の検討

に必要なリスクの抽出と定性的な評価基準の設定等において活用される見込み

がある。（検査監督総括課） 

 

（２）総合評価 

 評価結果： C 注1  

 評価コメント： 

計画どおりに試験及び解析を実施して、目的とした知見を取得し、目標を達成

している。成果の査読付論文等による公表がプロジェクト期間中に行われなか

ったことから上記評価とする。 

 

 

 

 

                                                   
注1 ②成果の公表等の状況に関する評語が最下位（Ｃ）であったため、評価実施要領に従い、総合評価

の基礎として算出した評語（Ｂ）を一段階下げＣとなる。 
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6. 評価結果の今後の活用 

 今後の研究プロジェクトでは計画的に成果を論文等により公表していく。 

 本研究で得られた科学的・技術的知見は、再処理施設及び MOX燃料加工施設を対

象に実施される原子力規制検査等に活用されるよう関係部門と共有していく。 

 今後の研究に当たっては、本研究で抽出された課題について知見の拡充を図る一

方、本研究における知見の取得状況や、再処理施設及び MOX燃料加工施設の新規

制基準適合性に係る審査の知見を踏まえた上で、施設全体でのリスクの所在等を

考慮した知見の取得について、更なる検討を進めていく。 

 

（主な成果の公表） 

 論文（査読付） 

なし 
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VI.廃棄物埋設に影響する長期自然事象の調査方法及びバリア特性長期変遷の評価方法に

関する研究（H29～R2（2017～2020）） 

 

1. 研究プロジェクトの目的 

 中深度処分の規制基準等の整備、適合性審査及び後続規制の確認の際の判断に必

要な知見の収集・整備のため、廃棄物埋設地の位置に係る自然事象の長期評価、

廃棄物埋設におけるバリアの性能評価手法及び地質環境及び水理環境のモニタ

リングに係る科学的・技術的知見の蓄積を行う。 

 

2. 研究概要 

 自然事象の長期評価については、隆起・侵食、断層、地下水流動に関する評価手

法、岩盤の力学・水理学的特性及び核種の収着・移行現象を検討した。 

 廃棄物埋設の性能評価手法については、人工バリアの長期性能及び天然バリアの

水理特性の評価手法を検討した。地質環境及び水理環境モニタリングに関する研

究では、モニタリング施設の閉鎖措置及びその確認の手法等を検討した。 

 

3. 研究成果 

 本研究では、中深度処分の基準作りに活用する科学的・技術的知見のみならず、

中深度処分、ピット処分及びトレンチ処分の認可申請の審査において妥当性を判

断するための科学的・技術的知見を取得し、以下のような成果を得た。 

 隆起・侵食量評価手法の廃棄物処分への適用性について整理し、青森県東部地域

において、適用し、傾向を確認した。 

 物理探査を使った断層の長さの評価手法を比較、検討し、適切な断層長判定のた

めの認定フロー（案）を作成した。 

 地下水流動評価のために必要となる地下水年代をボーリングコアの間隙水試料

から把握する手法を構築した。 

 掘削影響領域（EDZ）における透水性の判定において、孔観察、透水試験、弾性波

探査試験等の手法の組合せの重要性が明らかとなった。 

 岩石中の空隙が微小なほど放射性核種の収着量が増加することが示唆された。 

 ベントナイト系人工バリアの物質移行-変質連成解析のため、見かけの拡散係数

データベースの作成及び設定すべき二次鉱物の抽出を行った。セメント系人工バ

リアの長期の漏出抑制性能を評価するため、①細孔構造の変遷と物質移行性、②

セメント結晶（非晶質含む）の変遷と物質移行性についての試験法の整理を行っ

た。 

 地形変化評価手法を整理し、典型的な集水域を対象とした過去から将来の地形変

化の評価を行うとともに、非定常三次元地下水流動・核種移行評価を行った。 

 モニタリングに関する諸外国の規制制度等の整理、モニタリング装置の配置及び

モニタリング項目・期間等の設定のための知見を取得した。また、モニタリング

孔閉鎖時に、孔自体及びその周辺が水みちとならないよう閉鎖すること並びにそ
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の確認に資する科学的・技術的視点を整理した。 

 

4. 技術評価検討会における主な意見及びその対応 

 セメント硬化体に対する研究は空隙構造の基礎的な特性の試験であり、人工バリ

アの長期性能評価につながるよう検討することが望まれるとの意見があった。今

後、拡散場、移流場及び吸着の検討を組み合わせて、移行性を体系的に評価する。 

 瑞浪深地層研究所が埋戻しとなり試験の実施が困難となることから、代替試験法

の検討が必要との意見があった。共同研究で、岩石試料の力学特性と水理学的特

性を同時に取得する室内試験を進めており、原位置試験と合わせて検討を進める。 

 長期の地形変化を伴う地下水流動・核種移行について、継続的検討が望まれると

の意見があった。この評価手法には解決困難な仮定があるため、現象理解の一方、

不確かさを含む現在の理解を評価へ反映するロジックの構築等を検討する。 

 評価に用いているモデル、バックデータについて論文として積極的に公表すべき

との意見があった。研究成果を規制へ反映する立場で取りまとめること、規制庁

の職員自身が技術的検討を行うことを進めており、今後公表を行っていく。 

 詳細は別表 1-6参照 

 

5. 事後評価結果 

（１）項目別評価 

① 成果目標の達成状況： A 

 廃棄物埋設地の位置に係る自然事象の長期評価に関する研究については、隆起及

び侵食、断層、地下水流動、岩盤の力学・水理特性等の現象における評価の視点

に関する科学的・技術的知見を抽出し、当初の目的を達成した。 

 廃棄物埋設における性能評価手法に関する研究については、ベントナイト系人工

バリアの淡水―塩水混合系地下水環境の廃棄物埋設地が位置する環境における

長期評価手法の妥当性及びセメント系人工バリアの長期性能評価手法に関連す

る細孔構造の計測法、結晶安定性評価の手法に関する科学的・技術的妥当性を抽

出し、当初の目的を達成した。 

 地質環境及び水理環境モニタリングに関する研究では、諸外国及び国内における

地下水モニタリング技術の現状及び問題点を明確にした。また、ボーリング孔の

閉鎖確認について、原位置試験及び室内試験を行い、漏えい等の確認における問

題点の抽出を行い、当初の目的を達成した。 

 

② 成果の公表等の状況： C 

 原子力規制庁において、得られた成果を査読付論文として取りまとめて公表に向

けて準備を進めているものの、プロジェクト終了時点において、査読付論文等の

公表の手続きに至っていないため上記評価とした。 
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③ 研究の進め方に対する技術的適切性： A 

 取得すべき知見に対応して調査、各種試験（室内試験、原位置試験）及び解析を

組み合わせて、技術的適切性をもって研究が進められた。 

 

④ 研究マネジメントの適切性： B 

 委託先及び共同研究先を含め適切な研究体制を構築し、目標達成に向けて研究を

着実に実施し目標を達成したが、成果の公表がなかったことから B評価と判断し

た。 

 

⑤ 業務管理の適切性： A 

 予算執行、進捗管理及び検収を含めた契約業務を、法令等を遵守して実施してお

り、適切に業務管理が行われたと判断した。 

 

⑥ 成果の規制への活用の状況・見通し： A 

 廃棄物埋設に係る自然事象の長期評価に関する研究成果は、中深度処分に係る規

制基準等における要求事項（令和２年度第 17 回原子力規制委員会資料２及び同

年第 55回原子力規制委員会資料３））を策定するに当たり、中深度処分の自然条

件等（火山等、深度、鉱物資源等及び断層等）に関する技術的情報として活用さ

れた。（研究炉等審査部門） 

 既に申請されたピット処分の事業変更許可の審査において、本研究により蓄積さ

れた科学的・技術的知見を用いた基盤 Gの技術支援を受けた。 

また、将来の中深度処分の事業許可及び今後のトレンチ処分の事業許可等におい

て、本研究により蓄積された科学的・技術的知見を用いて行われる技術支援等を

審査に活用する見込みである。（核燃料施設審査部門） 

 廃棄物埋設に係る自然事象の長期評価に関する研究により得られる技術的知見

について、検査官用資料として整理、提供されれば、廃棄物埋設施設及び廃棄物

を対象に実施される原子力規制検査等における確認のための技術的根拠の一部

として活用できるものと考えられる。（検査監督総括課） 

 

（２）総合評価 

 評価結果： C 注2 

 評価コメント： 

計画どおりに調査・研究が進められ、中深度処分の規制基準等の整備、適合性

審査及び後続規制の確認の際の判断に必要な知見の収集・整備における自然事

象の長期評価、性能評価手法及びモニタリングに係る科学的・技術的知見の蓄積

が行われた。これらの知見を反映した規則の改正が令和 3 年度に予定されてい

る。また、現在行われているトレンチ処分及びピット処分の事業許可の審査にお

                                                   
注2 ②成果の公表等の状況に関する評語が最下位（Ｃ）であったため、評価実施要領に従い、総合評価

の基礎として算出した評語（Ｂ）を一段階下げＣとなる。 
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いて、既にこれらの知見が反映されている。一方、②研究成果の公表等の状況の

評価が Cであることから、上記の評価とした。 

 

6. 評価結果の今後の活用 

 今後の研究プロジェクトでは計画的に成果を論文等により公表していく。 

 技術評価検討会でいただいた意見や内外の研究及び規制の動向を十分に考慮し、

後継の安全研究プロジェクト「廃棄物埋設における長期性能評価に関する研究」

（R3～R6年度）において、より具体的に中深度処分の条件を設定し、審査におけ

る判断に適用できる検討を進める。 

 

（主な成果の公表） 

 論文（査読付） 

なし 

  

28
92



 

 

VII.放射性廃棄物等の放射能濃度評価技術に関する研究（H29～R2（2017～2020）） 

 

1. 研究プロジェクトの目的 

 原子力規制委員会による種々の放射性廃棄物等の放射能濃度評価の確認におい

て事業者の申請の妥当性を判断するために、測定装置の特性及び対象物の性状に

応じた放射能濃度評価精度に影響するパラメータ等を把握する。 

 

2. 研究概要 

 廃棄物確認に関して、今後埋設処分が想定される廃棄体等について、非破壊測定

の精度に影響を与える因子及びその影響の度合いを定量的に評価した。 

 クリアランスの確認に関して、従来の放射能濃度確認対象物以外の対象物の極め

て低い放射能を性状に応じて適切に測定・評価する技術及び複数の材料から構成

される対象物中の放射能を適切に評価する技術を整理した。 

 廃止措置終了確認に関して、サイト解放後の公衆の被ばく線量の評価コードを整

備するとともに評価条件の具体的設定方法を整理した。 

 長半減期放射性核種等の分析における信頼性確保に資する科学的・技術的知見を

蓄積した。 

 

3. 研究成果 

 廃棄物確認に関して、トレンチ処分対象廃棄物については、今後発生が見込まれ

る新たな廃棄体等を対象に、非破壊測定による放射能濃度評価に対して、現実的

な廃棄物配置モデルを作成し、シミュレーション計算により放射能濃度評価に影

響を与える要因を整理した。中深度処分対象廃棄体については、放射化計算等に

基づく放射能濃度評価手法の適用が想定されることから、放射化前の微量な親元

素濃度の評価方法について検討するとともに、放射化計算の妥当性を確認するた

めの放射化核種の分析において留意すべき事項を整理した。 

 クリアランスの確認に関して、新規クリアランス対象物の放射能濃度設定の妥当

性及びその測定可能性の評価を行った。また、低濃度の放射能測定において考慮

が必要な測定の不確かさを用いた適合性評価の導入の妥当性の評価を行った。 

 廃止措置終了確認に関して、廃止措置終了後の公衆の被ばく線量を評価するため

に必要となるフォールアウトを考慮した BG の設定方法及び評価対象エリアの放

射能濃度分布に基づくサイト固有条件を考慮した被ばく線量評価方法を検討し、

廃止措置被ばく評価コードシステム CDecom を整備した。また、廃止措置終了確

認の一連の手順を整備した。 

 長半減期放射性核種等の分析における信頼性確保に関して、放射性核種分析方法

の妥当性を確認するために必要な広範な要素技術、すなわち試料の採取、試料か

らの対象核種の抽出、溶解等の前処理、化学分離、測定等に係る基礎データを取

得するために 93Zr、129I、135Cs、ウラン同位体などの長半減期放射性核種等の分析

方法に関する科学的・技術的知見を蓄積した。 
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4. 技術評価検討会における主な意見及びその対応 

 廃棄物確認に関して、ドラム缶や角型容器に収納された廃棄物の放射能濃度の保

守的評価手法について具体的な手順とともに評価における留意事項が適切に示

されていると評価を受けた一方、実廃棄物に応じたモデル設定の方法等について、

もう少し幅広の検討が必要であるとの意見があった。今後は、実廃棄物の状態を

踏まえたより詳細な検討を進めていく。 

 クリアランスの確認に関して、新規対象物の測定評価手法の整備は規制側の確認

だけでなく、事業者側にとっても有益な成果であると評価された一方、不確かさ

の扱いについて、必要に応じて国際的な考え方との整合性の観点から、継続的な

改善を期待したいとの意見があった。今後は、国際的な動向を踏まえ、適宜後継

の安全研究にて必要な検討を進めていく。 

 廃止措置終了確認に関して、整備された廃止措置終了確認フローの統合システム

は素晴らしい成果であると評価を受けた一方、数学的に高度な内容を含んでおり、

実際の運用を念頭に置いた検討が必要であるとの意見があった。今後は、規制プ

ロセスにおける実際の運用を念頭に置いた取りまとめを進めていく。 

 長半減期放射性核種等の分析における信頼性確保に関して、取り扱われている長

半減期核種や分析手法の選定は妥当であると評価を受けた一方、これまでに蓄積

した知見やノウハウを活用するために、化学分離に影響を及ぼすメカニズムの整

理等が必要との意見があった。今後は、化学形態、吸脱着機構、溶出機構等の化

学的現象の理解も考慮した上で検討を進めていく。 

 詳細は別表 1-7参照 

 

5. 事後評価結果 

（１）項目別評価 

① 成果目標の達成状況： A 

 原子力規制委員会による種々の放射性廃棄物等の放射能濃度評価の確認におい

て事業者の申請の妥当性を判断するために、測定装置の特性及び対象物の性状に

応じた放射能濃度評価精度に影響するパラメータ等を把握することに関連する

科学的・技術的知見等を整備したことから、設定した目標を達成した。 

 

② 成果の公表等の状況： A 

 原子力規制庁職員を著者とする査読付論文 3件を公表し、積極的かつ速やかな研

究成果の発信に努めた。 

 

③ 研究の進め方に対する技術的適切性： A 

 取得すべきデータに対応して調査、各種試験及び統計解析を組み合わせて的確な

データを取得して評価を行い、技術的適切性をもって研究が進められた。 
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④ 研究マネジメントの適切性： A 

 委託先及び共同研究先を含め適切な研究体制を構築するとともに、研究を取り巻

く環境の変化にも対応し、研究内容及び研究スケジュールを随時見直すなど、目

標達成に向けて研究を柔軟にかつ着実に実施し目標を達成していることから、研

究マネジメントが適切に行われたと判断した。 

 

⑤ 業務管理の適切性： A 

 予算執行、進捗管理及び検収を含めた契約業務を、法令等を遵守して実施してお

り、適切に業務管理が行われたと判断した。 

 

⑥ 成果の規制への活用の状況・見通し： A 

 クリアランスの確認に関する研究成果は、放射能濃度についての確認を受けよう

とする物に含まれる放射性物質の放射能濃度の測定及び評価の方法に係る審査

基準（原規規発第 1909112号）の策定に当たり、不確かさを考慮した放射能濃度

の決定に活用された。（研究炉等審査部門） 

 既に申請されたクリアランス認可の審査において、本研究による放射線測定の不

確かさの考慮に関する科学的・技術的知見を用いた基盤 G の技術支援を受けた。

また、将来の新規クリアランス対象物に関する認可等において、本研究により蓄

積された科学的・技術的知見を用いて行われる技術支援等を審査に活用する見込

みである。（核燃料施設審査部門） 

 

（２）総合評価 

 評価結果： A 

 評価コメント： 

計画どおりに調査・研究が進められ、放射性廃棄物等の放射能濃度評価の確認

に係る知見を目標どおりに蓄積するとともに、研究成果をまとめた査読付論文

の公表も行われた。また、本安全研究成果の一部は既に規制へ反映されており、

その他の成果は、今後、規制活動への成果の活用も見込まれていることから上記

評価とした。 

 

6. 評価結果の今後の活用 

 技術評価検討会で頂いた意見や内外の研究及び規制の動向を十分に考慮し、後継

の安全研究プロジェクト「放射性廃棄物の放射能濃度等の定量評価技術に関する

研究」（R3～R7年度）において、放射性廃棄物等の放射能濃度評価の定量化に係

る知見の蓄積を進める。 
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（主な成果の公表） 

 論文（査読付） 

① H. Sakai, T. Yoshii, F. Takasaki, J. Kawarabayashi, Evaluation of the 

detection limit of net count in peak for the energy spectrum of CZT detector, 

Applied Radiation and Isotopes, Vol. 169, 109569, 2021. 

② H. Sakai, T. Yoshii, S. Kawasaki, Derivation of uncertainty propagation for 

clearance measurement, Applied Radiation and Isotopes, Vol. 170, 106930, 2021. 

③ K. Yamamoto, H. Asanuma, H. Takahashi, T. Hirata, In situ isotopic analysis 

of uranium using a new data acquisition protocol for 1013 ohm Faraday 

amplifiers, Journal of Analytical Atomic Spectrometry, Vol. 36, pp. 668-675, 

2021. 
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津波ハザード評価の信頼性向上に関する研究に対する外部専門家及び専門技術者の評価意

見並びにその回答 

 

No. 評価項目 評価意見 回答 

糸井 達哉 氏 

1 ①国内外の

過 去 の 研

究、最新知

見を踏まえ

ているか。

②解析実施

手法、実験

方法が適切

か。③解析

結果の評価

手法、実験

結果の評価

手法が適切

か。④重大

な見落とし

（観点の欠

落）がない

か。 

報告書の P5 について、S の標準偏差

と書かれているが、S の標準偏差は M0

に依存し、logS の標準偏差は M0 に依存

しないと仮定することが一般的ではな

いでしょうか。そのあたりが不明瞭な記

載になっていますので、誤解のない記載

に報告書を修正することが必要かと思

います。 

拝承いたします。ご指摘を踏まえ、報

告書の該当箇所の記載を以下のように

修正します。 

「原論文中では、log(S)の標準偏差σlog(S)

が Mo に依存しないと仮定してσlog(S)は

1.54 と示されている。ここでは S の関数

とし、log(Mo)の標準偏差σlog(Mo)が S に

依存しないと仮定することでσ log(Mo)は

1.91 となる。」 

2 報告書の P18 について、ロジックツリ

ー（図 2.1.7a,b）で、対数正規分布とロ

ジックツリーとして書かれていますが、

対数標準偏差の値をロジックツリーの

分岐として記載するのが適切なロジッ

クツリーの書き方ではないでしょうか。 

ご指摘のように、対数標準偏差の値を

ロジックツリーの分岐とすることも考

えられますが、本研究では、各スケーリ

ング則が固有の値を持つと考え、それぞ

れ 1 つ設定することとしました。そのた

め、分岐のないロジックツリーとして表

現することにしました。 

3 報告書の P60 について、技術的にそれ

ほど難しくない最大加速度に対する確

率論的地震ハザード評価をなぜ実施せ

ず、式 2.4.10 の式変換を用いた評価とし

ているかが理解できません。研究計画と

して委託先等の能力に起因する手法の

選択でしょうか。具体的には、海底の堆

積物による地盤の増幅を考えた後に、そ

の波が正弦波に近似できるとして、式

2.4.10 を適用することは、近似的には成

り立つかもしれませんが、工学的基盤の

最大速度に式 2.4.10 を適用することは

適切ではないと思われます。また、加え

て、海底の堆積物による地盤増幅率が考

えられていないことの妥当性に関して

も懸念があります。 

ご指摘ありがとうございます。本研究

では、海底地すべり起因の確率論的津波

ハザード評価手法の整備を目的として

います。その中で、同手法の可用性を確

認するためにモデル海域として駿河湾

を対象としましたが、実際の地盤物性値

の情報を入手することが困難な状況で

あることを踏まえ、地震加速度も含め

て、評価に必要なデータを仮定すること

でモデル海域での試解析としました。ご

指摘のように最大加速度を指標とした

確率論的地震ハザード解析を実施する

ことは、技術的に困難ではありません

が、モデル海域での試解析のための仮定

のデータを得るために人的・費用的リソ

ースを投入することの効果は小さいと

判断しました。その代りに、公的機関の

公表データ（最大速度のハザード曲線）

別表 1-1 
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No. 評価項目 評価意見 回答 

の利用を考えました。 

しかし、ご指摘を踏まえまして、手法

の精緻化のためには海底の堆積物を含

めた地盤増幅率を考慮する必要がある

と考え、地盤物性値の取得や地盤モデル

の設定と合わせて、今後の課題とさせて

いただきます。報告書には、その旨を記

載いたします。 

4  津波ハザード評価として、不確かさの

幅を適切に把握しようという方向性は

適切と考えます。一方、確率論的地震動

ハザード評価では、諸外国では専門家意

見をはじめとした SSHAC 手法により、

技術的な妥当な範囲の中心や分布、範囲

を評価することが標準的になっていま

す。これは、評価者によって不確かさの

評価幅を異なることを避けるためです。

確率論的津波ハザード評価も不確かさ

の特徴は、地震動ハザードと同じである

ことから、同様な枠組みを志向すること

が、国際的な整合性等の観点から適切で

はないかと考えられます。一方、本プロ

ジェクトでは、不確かさを適切にとらえ

ようという試みも含まれていますが、従

前の best estimate のハザード評価を行

う枠組みを暗黙の前提としているよう

に感じます。実際、求められた平均ハザ

ード曲線が、適切であることを示すこと

ができていません。以上より、「不確か

さ」の取り扱いの改善という研究背景を

踏まえると、必ずしも十分ではない部分

もあり、今後の改善が必要であると考え

られます。 

確率論的地震ハザード評価における

SSHAC 手法の複数専門家意見を取り入

れる枠組みを確率論的津波ハザード評

価にも志向することが適切であるとの

ご意見、拝承いたします。 

しかしながら、本研究のスコープは、

従来（土木学会の津波評価技術など）の

確率論的津波ハザード評価では取り扱

っていなかった不確かさの項目を示し、

その反映方法を提案するとともに、それ

らの項目がハザード解析結果に及ぼす

影響の程度を感度解析的に把握しよう

とするものです。ご指摘のありました

best estimate を志向したというよりも、

一専門家としての意見を具体化したも

のになります。 

まずは、本研究の知見を論文等により

公表し、これらの不確かさの項目が広く

認知され、そして将来的には SSHAC 手

法による確率論的津波ハザード評価に

おいて、一専門家の意見として本研究で

取り上げた不確かさ項目が認識論的あ

るいは偶然的不確かさの項目として組

み込まれることを期待します。 

5  委託研究を規制庁の研究の成果とす

ることについて、規制庁側がそれを受け

てどのような技術的解釈を加えてまと

めたのかについて、明確化が必要かと考

えられます。 

本研究プロジェクトのうち、「2.4 海底

地すべり起因津波の確率論的津波ハザ

ード評価手法の整備」の一部（2.4.2 項）

を委託研究による実施体制で進めてき

ました。 
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No. 評価項目 評価意見 回答 

規制庁の委託研究では、規制庁が研究

課題、目的、大まかな仕様を提示して、

委託先を公募によって決定し、研究を進

めてきました。その際、規制庁職員も目

的を共有し、定期的な打合せを行い、研

究に関わることで、成果を共有していま

す。 

ただし、本報告書の中では、委託先が

実施主体であることに配慮して、研究結

果を記載しましたが、ご指摘を踏まえ

て、2.4.2 項のまとめとして、新たに「(3)

海底斜面の地震時安定性評価における

修正フェレニウス法の適用性について」

を立て、委託先による実験及び解析結果

を踏まえた規制庁の考えを記載するよ

う修正いたします。 

（以下 No.6～9は、上記 No.1～5の評価意見と回答を踏まえ、糸井達哉氏よりいただいた再評価。） 

6 ①国内外の

過 去 の 研

究、最新知

見を踏まえ

ているか。 

おおむね踏まえているものと考えら

れる。 

拝承いたします。 

7 ②解析実施

手法、実験

方法が適切

か。 

細かい部分で必ずしも適切でないも

のも見られるが、今後の課題として整理

されており問題ない。 

拝承いたします。 

8 ③解析結果

の 評 価 手

法、実験結

果の評価手

法 が 適 切

か。 

今後の課題として明記されており、問

題ない。 

拝承いたします。 

9 ④重大な見

落とし（観

点の欠落）

がないか。 

ないものと考えられる。 

 

 

 

 

 

拝承いたします。 
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No. 評価項目 評価意見 回答 

岩田 知孝 氏 

1 ①国内外の

過 去 の 研

究、最新知

見を踏まえ

ているか。 

報告書からは本内容に関して読み取

ることが困難であるが，そうされている

のであろう． 

評価項目の①「国内外の過去の研究、

最新知見を踏まえているか。」について、

読み取り難いとのこと、大変失礼いたし

ました。各研究課題の実施にあたって踏

まえた既往研究を以下のとおり整理い

たします。 

 

「2.1 津波発生・伝播モデルの不確かさ

評価手法の整備」では、確率論的津波ハ

ザード評価手法に関する既往研究の主

なものとして、杉野ら(2015)2.1.2、土木学

会(2016)2.1.1、地震本部(2020)2.1.3 を取り

上げました。これらの既往研究では考慮

されていなかった不確かさ項目を指摘

し、さらに、これらの不確かさ項目に関

わる既往研究（Murotani et al.20132.1.5, 

田 島 ら 20132.1.6, 藤 原 ら 20152.1.7, 

Gutenberg and Richter19442.1.10, 

Kagan20022.1.11など）について調査・分

析し、確率論的津波ハザード評価手法へ

の導入方法を提案しました。 

 

「2.2 津波地震による津波の特性化波源

モデルの構築」では、津波評価に関する

最近の動向として地震本部の津波レシ

ピ (2017)2.2.1 とその中で導入された

Tanioka and Satake(1996)2.2.2 の方法

（地殻の水平変位の寄与分を考慮した

津波初期水位の設定方法）に着目し、こ

の方法を採用したときの特性化波源モ

デルの設定方法はどうあるべきか、とい

う点に研究課題を見出して研究に取り

組みました。 

 

「2.3 中小規模及び大規模津波の特性化

波源モデルの適用性検証」では、既往研

究として著者らの論文（杉野ら 20142.3.1)
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No. 評価項目 評価意見 回答 

を取り上げて、この論文中で提案したプ

レート間地震津波の特性化波源モデル

のうち、Mw8.8 以下の特性化波源モデル

を対象に実津波の痕跡高の再現性を定

量的に評価しました。 

 

「2.4 海底地すべり起因津波の確率論的

津波ハザード評価手法の整備」では、既

往研究として、Grilli ら(2009)2.4.3 や鴫

原・Horrillo(2014)2.4.4を踏まえ、既往研

究では考慮されていなかった不確かさ

項目の導入及び、陸域斜面で実績のある

斜面安定性評価手法の海底環境下での

適用性把握を研究課題として設定し、研

究に取り組みました。 

 

上述のとおり、各研究課題に関連する

既往研究を踏まえて研究を遂行すると

ともに、報告書の各節において、その旨

を記載しております。 

2 ②解析実施

手法、実験

方法が適切

か。 

適切性についての自己評価がないた

め正確にはわからないが，そうであろ

う． 

評価項目の②「解析実施手法、実験方

法が適切か。」について、適切性に関する

自己評価がないため正確には分からな

いとのこと、大変失礼いたしました。各

研究課題について、当該評価項目に関す

る自己評価を以下のとおり整理いたし

ます。 

 

「2.1 津波発生・伝播モデルの不確かさ

評価手法の整備」では、一例ですが、地

震規模と断層面積に関するスケーリン

グ則の確率モデルを設定し確率論的津

波ハザード評価手法に導入しました。上

記の確率モデルの設定においては、原論

文の結果をトレースした上で、元の地震

データを精査し、必要に応じて一部訂正

した。確率論的津波ハザード解析コード

では、上記の確率モデルの導入に必要と
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No. 評価項目 評価意見 回答 

なる乱数生成には、科学技術分野で実績

のある MATLAB のライブラリーを使用

し、適切な確率分布が生成されているこ

とを確認すること、サンプリング数の多

寡や乱数の種の影響を考慮してサンプ

リング数を決定したことから、解析方法

は適切であると考えます。 

 

「2.2 津波地震による津波の特性化波源

モデルの構築」では、プレート間地震に

よる地殻変動の水平変位による津波初

期水位の生成を模擬した水理模型実験

を実施し、初期水位に関するデータを取

得しました。模型作成に際し、水槽と可

動式斜面模型の間には低摩擦シート、模

型の動作には PC 制御による電動アクチ

ュエーターを採用し、極めて再現性の高

い実験装置であることを確認していま

す。また、実験方法及び結果については、

土木学会論文集 B2（道口ら 20192.2.4）に

掲載されており、技術的査読を経たもの

であることから、実験方法は適切である

と考えます。また、東北地方太平洋沖地

震津波の波源推定に用いたインバージ

ョン解析手法及び津波伝播解析につい

ても既発表論文（杉野ら 20132.2.10）で用

いた手法と同様であることから、適切で

あると考えます。 

 

「2.3 中小規模及び大規模津波の特性化

波源モデルの適用性検証」では、既往津

波の再現のための津波伝播解析を実施

しており、前述の 2.2 節と同様であり、

適切であると考えます。 

 

「2.4 海底地すべり起因津波の確率論的

津波ハザード評価手法の整備」では、海

底斜面を模擬した遠心模型実験を実施
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No. 評価項目 評価意見 回答 

しました。この実験は、類似の実験を行

った経験のある日本大学への委託で実

施し、実験結果及び解析結果は、委託先

から日本地震工学会論文集に発表し、技

術的査読を経たものであることから、実

験方法及び解析方法は適切であると考

えます。また、本研究で使用した確率論

的津波ハザード解析手法の基本モジュ

ールは、既発表論文（杉野ら 20152.1.2）

のものを使用していることから、同解析

手法についても適切であると考えます。 

3 ②解析実施

手法、実験

方法が適切

か。 

 ご質問させていただいたように，これ

までと異なる津波評価手法での震源モ

デリングでは，幾何平均，幾何標準偏差

が向上したというご説明をうけたが，波

形や観測量に戻って何がよくなったか

ということを示していただかないと，こ

ういった高度なモデルの優越性や結果

に意味があるかどうかはわからないと

考えるが如何か．もちろんそれらも見て

おられての結果の導出とは考えるが． 

拝承いたします。本研究で推定した 2

つの津波波源モデル（TS 法モデルと従

来法モデル）による解析値と観測値の比

較図を追記させていただきます。比較図

は、遡上高や浸水高などの津波高さと沖

合の津波水位波形といたします。 

なお、誤解されている可能性があるの

で、念のため、本研究の目的を補足説明

いたします。本研究では、上記 2 つのモ

デルの再現性について、優劣を判定する

ことが目的ではありません。むしろ、ど

ちらも同程度の再現性であることを確

認した上で、TS 法を導入したことによ

り推定される津波波源モデルのすべり

分布がどのように変化するのかを確認

することが目的です。 

4 ④重大な見

落とし（観

点の欠落）

がないか。 

東北地方太平洋沖地震の津波に関し

ては海底じすべりの可能性は完全に否

定されたのか？ 

小平ほか(2012)の論文によれば、東北

地方太平洋沖地震の後の海底地形の調

査により、海溝軸沿いの一部で海底地す

べり跡が発見されており、海底地すべり

が発生していた可能性は高いと考えま

す。 

本研究（項目 2.2）では、海底地すべりが

発生していた可能性を指摘する報告が

あるものの海溝軸沿いの全容が判明し

ていないことから、津波初期水位の生成

が全てプレート間地震による海底の地
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No. 評価項目 評価意見 回答 

形変化によると仮定して検討を進めま

した。本報告書では、その旨を記載して

いなかったため、誤解を招くことになり

ました。上記の内容を報告書に記載させ

ていただきます。 

 

【参考文献として追加】 

・小平ほか、2011 年東北地方太平洋沖地

震：海底地形データから明らかにされた

海底変動、地質学雑誌、110、9、530-534、

2012． 

梅木 芳人 氏 

1 ①国内外の

過 去 の 研

究、最新知

見を踏まえ

ているか。

②解析実施

手法、実験

方法が適切

か。③解析

結果の評価

手法、実験

結果の評価

手法が適切

か。④重大

な見落とし

（観点の欠

落）がない

か。 

2.3 中小規模及び大規模津波の特性化波

源モデルの適用性検証 

今回検討された既往地震再現モデル

の（K,κ）を、東北地震津波の（K,κ）

と比較するためには、痕跡データの精度

等による影響の程度を考察することに

加えて、最適な既往地震再現モデルを追

求することが重要と考える。そのことな

しに、「PTHA の計算津波高の不確かさ

を地震規模に応じて変化させることの

必要性が示唆された。」（p.74）との結論

には、少し飛躍があるように思う。 

 

 

 

本研究（2.3 節）の目的は、著者らの既

発表論文（杉野ら 20142.3.1）で提案した

プレート間地震津波の特性化波源モデ

ルのうち、Mw8.8 以下の特性化波源モデ

ルの設定方法について実津波の痕跡高

の再現性を定量的に評価することです。

そのため、設定方法を固定した上で、許

容される範囲で、波源の位置や不均一す

べりの配置を変化させて、複数の特性化

波源モデルを設定し、できるだけ最適な

再現モデルを探求する、という方法を取

りました。 

ご指摘の主旨は、杉野ら(2014) 2.3.1 の

方法に固執するのではなく、新たな設定

方法を追求する必要がある、と解釈いた

しますが、これは上述した本研究の目的

を超えていると考えます。ただし、結論

には飛躍があるとのご指摘を踏まえ、以

下のように修正いたします。 

「今回得られた（K,κ）は、確率論的

津波ハザード評価（PTHA）の不確かさ

の設定パラメータβ=ln(κ)として利用

できるものの、杉野ら(2014) 2.3.1 の特性

化波源モデルを採用する場合には、計算

40
104



 

 

No. 評価項目 評価意見 回答 

津波高の不確かさを地震規模に応じて

変化させることの必要性が示唆され

た。」（下線付きが追記した箇所です。） 

2  海底地すべり起因津波の確率論的津

波ハザード評価手法の整備において、

「海底地すべり起因津波の確率論的ハ

ザード手法が提案できた」という結論に

なっているが、提案というには、本当に

その方法が最適なのかという検証が不

十分と考えられるため、実用化のための

精度向上だけではなく、手法そのものの

再検討も課題として挙げられた方が良

いと思う。 

拝承いたします。本プロジェクト期間

内での検討では、ご指摘のとおり、提案

した手法では不十分な点がありますの

で、確率論的津波ハザード解析手法を構

成する各種要素の手法についてさらな

る検討が必要であることを追記いたし

ます。 

3  今後に向けての課題抽出はされてい

るが、「津波ハザードの信頼性向上」の

（現時点での）最終目標を想定したうえ

で、そのための課題、検討の優先順位、

というような、理想像でも良いので今後

の研究計画も含めた全体像を示してい

ただけるとよいと思う。 

プロジェクト期間を終えた現時点に

おいて、開始時点の目標は達成したと考

えている。ただし、研究を遂行したとこ

と各研究課題において新たな課題が見

つかったので、これらの解決が最終目標

と考えます。ただし、費用対効果や人的

リソースを考慮して、次期プロジェクト

で優先的に解決すべき課題として 2.2 節

の課題（p.76）を選定しました。今後 4

年間での解決を目指します。 

土志田 潔 氏 

1 ② 解 析 実

施手法、実

験 方 法 が

適切か。③

解 析 結 果

の 評 価 手

法、実験結

果 の 評 価

手 法 が 適

切か。 

7.今後の展開について、②・③の観点

からコメントする。2020 年 10 月に開催

された前回の検討会にて、松山専門技術

者からコメントがあったとおり、波の伝

播速度と、試験設備で模擬されている海

底地形の変形速度との関係に依存して、

波高は大幅に変化し得ると考えられる。

この点を考慮した試験条件の設定と、解

析結果の評価を行う必要があると考え

られる。 

また、図面の説明資料では、Tanioka 

and Satake 論文の著者名について、誤

記(Sateke)が混在している。 

 以上 

ご指摘いただいたように、本研究（項

目 2.2）の水理実験によって生じる水位

は、波の伝播速度（波速）と斜面模型の

移動速度との関係に依存すると考えま

す。そのため、表 2.2.1 に示した実験条

件のとおり、波速を変えるため 2 種の水

深を設定し、また、斜面模型の移動速度

も数ケース設定して、実験データを取得

しました。 

図 2.2.12 の縦軸の数値が 1.0 を超えた

Case6 の例では、斜面模型の中央位置で

の水深 15.5cm から波速は 123cm/s、斜

面模型の移動平均速度は約 11.1cm/s で

あり、その比 0.09 となる。このように移
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No. 評価項目 評価意見 回答 

動速度が波速に比べて遅いケースでも

縦軸の数値が 1.0 を超えるため、やはり

波速と移動速度との関係だけでは実験

の現象を説明することができません。 

そこで、地殻（実験では斜面模型）の

移動速度に係る運動エネルギーが関係

しているのではと考えており、R3 年度か

ら開始する研究 PJ の中でその効果を解

明していく予定です。その際、ご指摘を

踏まえて、幅広く実験条件を設定し、現

象を解明して、津波初期水位の設定方法

の改良につなげていきたいと考えてお

ります。 

説明資料中で誤記がありましたこと、

失礼いたしました。訂正させていただき

ます。 

松山 昌史 氏 

1 ① 国 内 外

の 過 去 の

研究、最新

知 見 を 踏

ま え て い

るか。②解

析 実 施 手

法、実験方

法 が 適 切

か。 

2.1.1(3)砕波指標に基づく限界波高モデ

ル 

沿岸の津波高に一定の限界的なもの

があるのではないという観点の研究は

津波リスクを評価する上で重要であり、

この観点の必要性は十分にあると考え

られます。しかし、研究の内容には書き

に示すように複数の疑問があります。 

[観点①②] 

ここで引用している合田の限界波高

モデルは、通常の波浪や台風時の高波浪

を対象としたものである。実験や観測で

対象とした波動の周期は、現地換算(実規

模)で 10 秒から 20 秒である。よって、

津波の主たる周期と考えられる周期数

分から 60 分といった長い周期の水面波

動を対象としていない。この点にきちん

と言及した上で、津波のような長周期波

に適用する上で、考え方や課題を記載し

た上で研究をすすめるべきであるが、そ

のような記載が本報告書では見られな

 

 

 

 

 

 

 

 

 

拝承いたします。 

本研究（2.1 節）では、地震規模と断層

面積のスケーリング則のモデル化上の

不確かさを考慮したとき、現実的ではな

いと考えられる極めて高い津波高を推

定することが予想されたので、なんらか

の限界値を設定することができないか

検討しました。そこで、合田の限界波高

モデルの採用を試みました。ご指摘のと

おり、このモデルは津波を対象としたも

のではなく、波浪等を対象とした実験式

です。それでも、このモデルが水深波長
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い。是非に追記していただきたい。 

[観点①] 

また、津波のような長周期波が沿岸の

到達した場合には、遠浅海岸では砕波現

象が発生するが、例えば三陸沿岸などの

遠浅ではない沿岸では水面の盛り上が

り時間が数分かかるため砕波現象は発

生しないことがある。例えば、2011 年東

北地方太平洋沖地震による津波につい

て、女川原子力発電所の港湾で得られた

水位記録によると水位上昇開始から最

大水位上昇(約 13.8mの津波高)まで数分

かかっており、このような長時間では砕

波現象は発生しない。このような沿岸地

形の特徴と砕波についても触れるであ

る。 

[観点②] 

さらに、遠浅海岸では津波の前面波形

が発達して、水の壁のような状況で押し

寄せている状態では、その水面波形の連

続性が失われており、砕波現象が起きて

いると考えられる。しかし、前面波形の

背後には数 km に及ぶ水塊も押し寄せて

いるので、砕波による波高の減衰は期待

できないのではないでしょうか。そのよ

うな観点で限界波高という考え方は沿

岸の津波高には適用は難しいと考えて

おります。 

比をパラメータとしていることから、本

研究では試行的に適用範囲を超えて外

挿した形での導入となりました。ご指摘

を踏まえ、津波の限界波高と砕波を関連

づけることに無理があり、さらなる検討

が必要であるとの認識に至り、2.1.1(3)に

係る検討項目を報告書から削除いたし

ます。 

2  それから、報告書の 17 ページの下か

ら 2 行目で、「砕波現象を適切に取り入

れた研究」が「極めて高い津波高を推定

する結果」に対して必要と書かれていま

すが、上記の3点の課題などもあるので、

「砕波現象を適切に取り入れた研究」が

この観点で必要という記載は不適当で

はないでしょうか。 

拝承いたします。 

津波高の限界と砕波現象を関連付け

た表現を修正いたします。 

3 ① 国 内 外

の 過 去 の

2.2 津波地震による津波の特性化モデル

の構築 
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No. 評価項目 評価意見 回答 

研究、最新

知 見 を 踏

ま え て い

るか。 

【観点①】 

本研究では「プレート間地震の津波の

特性化モデルの構築」のタイトルが適切

と考えます。タイトルにあります「津波

地震」の用語は誤解を生む可能性がある

ので不適当です。「津波地震」は金森先生

の論文などにあるよう、”地震のマグニ

チュードに対して津波のマグニチュー

ドが大きい地震”や 1894 年明治三陸地

震津波のように“地震による震度が 2、

3 程度と小さいが沿岸で数 m 以上の津

波高となる大きな津波となる地震”のこ

とを指します。渡辺偉夫著の日本被害津

波総覧第 2 版などを参照してください。

津波地震は「海溝軸付近で発生するプレ

ート間地震の一つ」ではありますが、定

義とはかけ離れた表現です。 

ご指摘いただきありがとうございま

す。研究開始時点では水平変位の寄与分

の効果が出るのは海溝軸沿いのプレー

ト間地震と想定しており、地震本部等で

も「海溝寄りのプレート間地震（津波地

震等）」との記載があることから対象を

分かりやすくするために「津波地震」を

タイトルに使用しました。しかし、ご指

摘いただいたように、「津波地震」とは

“地震のマグニチュードから期待され

る津波発生地震と異なり、異常に大きな

津波を発生させる地震”であり、また、

発生メカニズムも地震だけではありま

せん。ご指摘を踏まえ、「プレート間地震

津波の特性化波源モデルの改良」に修正

いたします。 

 

4  2.2.3 津波地震による津波の特性化モデ

ルの構築 

同じインバージョン解析手法で、津波

の入力条件となる海底地殻変動につい

て、水平変位の効果の考慮の有無の違い

によるすべり量分布の違いを比較され

た内容は、津波波源の評価における研究

として非常に興味深く、良い成果を得ら

れたものと考えます。報告書でも言及さ

れていますが、海底勾配と水平効果の大

きさの関係が整理されると今後の津波

波源設定に有用な知見を与えるものと

期待されます。 

 

コメントいただき、ありがとうござい

ます。今後、海底勾配と水平変位の寄与

分の効果の大きさの関係も整理してい

きたいと思います。 

 

5  2.3.2 内陸地殻内地震による津波の特性

化波源モデルの再現性 

53 ページに以下の文書があります。

「今回得られた（K，κ）は、PTHA の

不確かさの設定パラメータβ=ln(κ)と

して利用できる。」は、この特性化モデル

の特徴を踏まえて記載すべきです。この

βは既往津波記録について最適と考え

 

本研究（2.3 節）の目的は、著者らの既

発表論文（杉野ら 20142.3.1）で提案した

プレート間地震津波の特性化波源モデ

ルのうち、Mw8.8 以下の特性化波源モデ

ルの設定方法について実津波の痕跡高

の再現性を定量的に評価することです。

そのため、設定方法を固定した上で、許
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No. 評価項目 評価意見 回答 

られる波源モデルによる津波高におけ

る不確かさで、波源モデルは最適である

が数値計算や使用する地形データ、実測

データ等に関する不確かさを反映した

ものです。よって、特性化モデルを複数

試した中で最も実測津波記録と調和的

な特性化モデルは、最適モデルとはまだ

言えないのではないでしょうか。よっ

て、特性化モデルに関するβをβt とす

れば、最適モデルにおける不確かさβs

よりβt は少なくとも大きい。言い換え

ればβt は、βs の上限値として使えると

いうことではないでしょうか。「利用で

きる」という点は同意しますが、最適モ

デルにおけるβと同等に扱うことはで

きないと考えます。 

なお、βs を探索する試みとすれば、

対応する既往津波についてインバージ

ョン解析による波源モデル(断層モデル)

を構築して、その最適と考えられる断層

モデルを分析するアプローチも有力で

はないでしょうか。 

 

容される範囲で、波源の位置や不均一す

べりの配置を変化させて、複数の特性化

波源モデルを設定し、できるだけ最適な

再現モデルを探求する、という方法を取

りました。 

ご指摘にあるように、本報告書の βは、

波源モデルや地形モデル、数値計算モデ

ル、実測データなど数多くの不確かさに

依存しており、いずれも最適な、あるい

は精緻なモデルやデータを用いること

によって小さくなるものであると考え

ます。もちろん、地形モデルを津波発生

時のものに精緻化する方法や、インバー

ジョン解析を用いてより最適な波源モ

デルを探索する方法も考えられますが、

前述のとおり、本研究の目的に沿って、

特性化波源モデルの設定方法を固定し、

プロジェクト期間内で実施可能な範囲

の検討結果であると考えます。 

従いまして、ご指摘も踏まえ、当該文

章については、以下のように修正いたし

ます。 

「今回得られた（K,κ）は、確率論的津

波ハザード評価（PTHA）の不確かさの

設定パラメータβ=ln(κ)として利用で

きるものの、杉野ら(2014) 2.3.1 の特性化

波源モデルを採用する場合には、計算津

波高の不確かさを地震規模に応じて変

化させることの必要性が示唆された。」

（下線付きが追記した箇所です。） 

6 ② 解 析 実

施手法、実

験 方 法 が

適切か。 

2.4.1 海底地すべり起因津波の確率論的

津波ハザード評価手法の提案とモデル

解析での試解析 

［観点②］ 

「②津波初期水位の算定」において、

Watts, et. al.の手法を用いています。こ

の方法で断面 2次元的な設定は可能です

が、幅方向の設定はどのようにされてい

 

 

 

Watts, et. al.の手法には、断面 2 次元

の設定を 3 次元の設定に拡張する手法も

示されています。本研究ではその手法を

採用しました。具体的には、地すべり幅

w は、Slide 型では w=0.25×斜面長、
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No. 評価項目 評価意見 回答 

るのか記載が必要と考えます。東北地方

太平洋沖地震の津波に関しては海底じ

すべりの可能性は完全に否定されたの

か？ 

Slump 型では w=1.0×斜面長としまし

た。ご指摘を踏まえ、上記の内容を報告

書に追記いたします。 

（以下 No.7 は、上記 No.1～6の評価意見と回答を踏まえ、松山昌史氏よりいただいた再評価。） 

7 ①国内外の

過 去 の 研

究、最新知

見を踏まえ

ているか。

②解析実施

手法、実験

方法が適切

か。 

コメントに対して、p.12「2.1.1(3)に係

る検討項目を報告書から削除いたしま

す。」とあります。しかし、削除ではなく、

このような検討の動機と、今回の検討内

容に限界があることがわかった旨を記

載しておくことを希望します。 

この研究の動機として回答欄に記載

いただいた「自身規模と断層面積のスケ

ーリング則のモデル化上の不確かさを

考慮したとき、現実的ではないと考えら

れる極めて高い津波高を推定すること

が予想されたので、なんらかの限界値を

設定することができないか」は、重要な

観点と私は認識しております。よって、

今後も同様の動機を基にした研究が行

われる可能性があります。今回の検討内

容と考察は、このような今後の研究には

有用な内容であり、今後の原子力発電所

の安全研究の成果の一つとしてふさわ

しいと考えます。 

削除してしまうと、このような観点での

研究活動がなかったものとなるのは、安

全研究の知見の蓄積の観点からもった

いないことではないでしょうか。 

拝承いたします。 

ご指摘を踏まえ、「検討項目を報告書

から削除」する方針を改めることとし、

本研究における動機と、合田の限界波高

モデルを導入することの前提条件、検討

内容及び考察を適宜、追加補強して、報

告書にまとめることとします。 

ご指摘いただきまして、ありがとうござ

いました。 
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地震・津波及びその他の外部事象等に係る施設・設備のフラジリティ評価に関する研究に

対する外部専門家及び専門技術者の評価意見並びにその回答 

 

No. 評価項目 評価意見 回答 

糸井 達哉 氏 

1 ①国内外の

過 去 の 研

究、最新知

見を踏まえ

ているか。

②解析実施

手法、実験

方法が適切

か。③解析

結果の評価

手法、実験

結果の評価

手法が適切

か。④重大

な見落とし

（観点の欠

落）がない

か。 

誤記や不明瞭な記載が多く報告書とし

て体裁が整っていない部分が散見され

ます。以下に適切でない例を示します。 

 

・報告書に誤記（鹿島建設の略称の誤記、

「確率論的リスク評」など）があります。 

・2.1.2 の z、d、ξ、ｈなどの文字が定

義されていません。 

・文章中で変数がイタリックになってい

たり、全角と半角が混在しているものが

多くみられます。 

・表 2.14 など表の字がつぶれていて読

めません表が多くみられます。 

・2.1.2 エネルギーＥと漂流物Ｅ、ヤン

グ率Ｅが同じ文字が使われており、報告

書の理解の妨げになります。 

・式 2.1.2 およびその周辺：Eξのξは下

付き文字でしょうか。ξをかけているの

でしょうか。前者かと思いますが、その

場合、このような記載は適切ではありま

せん。 

・報告書 P20「Δt=1」、「1/√80」など単

位がありません。 

・表 2.1.9 などの防潮堤位置ですが、原

点、座標軸の記載がなく、数字から位置

が特定できないのではと思います。 

・報告書 P35、ρに単位がありません。 

・報告書 P35 で、「今回の試験結果では、

ばらつきの定量評価まではできなかっ

たものの、最大持続波荷重の比率は最大

でも 1.11 であり、1.15 倍程度の余裕を

見込めば保守的に評価できると考えら

れる。」と記したうえで、「1.2 倍程度（ρ

=1.2）の余裕を含めることで、保守的に

コメントありがとうございます。 

誤記や脱字は、改めて全章について確認

をいたします。 

御指摘の箇所については、分かりやす

い表記となるように見直します。特に、

津波波力（水の密度）の評価については、

実験で得られた事実を述べる様に記載

を見直します。また、委託事業の液状化

実験について規制庁が考察した部分を

明確にし、設備耐震の評価については

JEAG4601 の位置付けを記載いたしま

す 

  

別表 1-2 
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No. 評価項目 評価意見 回答 

評価可能であることが分かった。」と記

載がありますが、ばらつきの定量評価で

きないのに、1.2 倍で保守的であると結

論づけるのはやや乱暴な論理に感じま

す。 

・報告書 P44「上式は、フルード数（FrE）

及び最大比エネルギー（Emax）の 2 つ

の変数を有する式となっている。」とあ

りますが、上式がどの式を指すのかわか

りません。 

・報告書 P71 結果示す→結果を示す 

・報告書 2.3.2 の冒頭に「本節では、委

託事業において実施した実験概要につ

いて示すとともに、実験結果に対する規

制庁の考察を示す。」と記載されていま

すが、本節内は実験に関する客観的な事

実の記載にとどまっており、規制庁の考

察に相当するものがどの部分に相当す

るのか、明確にしていただくことが必要

かと思われます。 

・報告書中に JEAG4601 と記載する場

合には、発行年を常に併記することが必

要かと思います。基準地震動が S2 と記

載されている箇所もありますが、古い

JEAG をしているためと思われます。な

ぜ、古い JEAG を参照するのか理由を記

載する必要があるように思います。 

（以下 No.2～5は、上記 No.1の評価意見と回答を踏まえ、糸井達哉氏よりいただいた再評価。） 

2 ①国内外の

過 去 の 研

究、最新知

見を踏まえ

ているか。 

一部項目で特に海外の文献について、

調査がされていないのではないかと思

われる。 

コメントありがとうございます。今後

研究を進めるにあたっては、国内外の知

見を幅広に収集して進める様にいたし

ます。 

3 ②解析実施

手法、実験

方法が適切

か。 

おおむね適切ではないかと思われる。 拝承いたします。 
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No. 評価項目 評価意見 回答 

4 ③解析結果

の 評 価 手

法、実験結

果の評価手

法 が 適 切

か。 

おおむね適切ではないかと思われる。 拝承いたします。 

5 ④重大な見

落とし（観

点の欠落）

がないか。 

おおむね適切ではないかと思われる。 拝承いたします。 

岩田 知孝 氏 

1 ①国内外の

過 去 の 研

究、最新知

見を踏まえ

ているか。 

報告書からは本内容に関して読み取

ることが困難であるが，そうされている

のであろう． 

 コメントありがとうございます。わか

り難い資料で申し訳ありませんでした。 

 

１．津波に対する防潮堤のフラジリティ

評価 

防潮堤は、津波防護施設の一つであ

り、原子力発電所敷地内への津波の浸水

を抑制する重要な構造物である。そのた

め、津波の波圧特性等を適切に把握し、

防潮堤の津波に対する構造健全性を評

価する必要があることから、防潮堤に作

用する(1)漂流物衝突荷重影響、(2)砂移動

荷重影響、(3)最大持続波力評価の体系化

に係る水理試験を基に検討を実施した。 

(1) 漂流物の衝突により生じる荷重評

価については、これまで複数の評価式が

提案されており、運動方程式に基づく

FEMA(2012) 2.1.3 の式や、河川の橋脚を

被衝突物とする道路橋示方書(2002) 2.1.4

の式等が、比較的よく知られている。ま

た、漂流物の剛性 x.x.x や、既往の評価式

の適用性 y.y.y、津波波力と衝突力の重畳

z.z.zに着目した既往研究も行われている。 

一方、特に被衝突物近傍海域における

津波の特性を踏まえた、各評価式の適用

条件や適用範囲についての知見は十分

には得られていない。 
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No. 評価項目 評価意見 回答 

これより本研究では、原子力発電所の

防潮堤に作用する漂流物衝突荷重につ

いて、近傍海域における津波の特性も考

慮した既往評価式の適用条件や適用範

囲に係る、体系的な漂流物衝突荷重評価

の考え方を整理した。 

(2) 砂を含む津波が防潮堤に作用した

際の作用波圧は、真水の場合の算出値に

流体密度を乗じて評価するのが一般的

である。流体密度としては複数の値が提

示されており、例えば、FEMA(2008) 2.1.5

及び FEMA(2019) 2.1.6では、設定した浮

遊砂濃度を踏まえ、それぞれ真水密度の

1.2 倍及び 1.128 倍を使うこととされて

いる。 

一方、防潮堤前面の砂丘等の砂が、津

波によって移動した際の防潮堤に対す

る作用荷重の評価に係る知見は十分に

は得られていない。 

これより本研究では、前面に砂丘等を

有する原子力発電所の防潮堤に作用す

る砂移動荷重について、一般的な流体密

度を用いた評価の適用性をはじめとし

た考え方を整理した。 

(3) 防潮堤に作用する津波波圧には段

波波圧と持続波圧があり、設計条件範囲

内（防潮堤を津波は越流しない）におけ

る両者の防潮堤の構造健全性に与える

影響については、概して持続波圧による

影響の方が大きいことを、NRA 技術報告

（2015）2.1.7にて報告している。 

一方、設計条件から設計条件を超え防

潮堤を越流する津波までを対象とした

場合の、防潮堤の構造健全性に与える影

響についての知見は十分には得られて

いない。 

これより本研究では、防潮堤のフラジ

リティ評価に必要となる設計条件から
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No. 評価項目 評価意見 回答 

設計条件を超え防潮堤を越流する津波

までを対象に、防潮堤に生じる現実的な

最大波力/波圧を評価する手法について

の体系的な考え方を整理した。 

 

２．地震に対する建屋のフラジリティ評

価 

規制部門から要望があった研究課題、

現在実施されている新規制基準適合性

に係る審査状況等から、建屋の三次元挙

動に係る評価手法に関する技術的知見

の更なる蓄積が必要という課題を抽出

した。その課題に対して、三次元 FEM 解

析による原子炉施設の地震応答解析に

関する最新の国内外の文献を調査・分析

し、地震時の建屋の三次元挙動に係る評

価において留意すべきモデル化因子の

候補を選定し 2.2.4 JAEA 委託報告書、2.2.5 NRA 技

報、それら因子に対して、原子炉建屋の三

次元 FEM モデルを用いた感度解析を実

施し、各因子が地震時の建屋応答に与え

る影響を整理した。 

 

３．地震に対する地盤の液状化に係るフ

ラジリティ評価 

液状化に関する既往の研究では、主に

飽和した砂質土を対象に、学協会を中心

に多くの研究、開発が進められている。

また、1995 年兵庫県南部地震では、人工

埋立地における大粒径の礫を含む地盤

の液状化や液状化に伴う沿岸地盤の流

動現象等が発生し、これらを踏まえ関係

する指針類において、礫分に対する考え

方を踏まえた見直しも行われている 2.3.1

松尾、2.3.2 土木研究所。 

これら既往の研究においては、材料挙

動に関する検討例はあるものの、原子力

発電所敷地沿岸部の様な複雑な地盤条
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No. 評価項目 評価意見 回答 

件における礫質土地盤の詳細挙動を対

象とした検討例は少なく、特に、発電所

の地盤のような密に締め固められた礫

質土地盤の液状化に伴う変形挙動等に

関する知見は十分に得られていない。 

そこで、既往の研究状況を踏まえ、発

電所敷地沿岸部を想定し密な礫質土地

盤を対象とした研究を計画し、遠心模型

実験及びその結果を対象とした数値シ

ミュレーション解析による礫質土地盤

の過剰間隙水圧の蓄積や変形挙動等を

確認した。 

 

４．地震に対する設備の耐力評価に係る

フラジリティ評価 

放射性物質の拡散を防護する観点よ

り選定した設備の現実的耐力値につい

ては、外部の有識者で構成された委員会

で検討して原子力工学試験センター及

び原子力安全基盤機構が実施した耐震

試験に基づいた。さらに、耐力の余裕が

最も小さい設備について、既往の知見

2.4.1～2.4.7高速増殖炉の座屈設計に係る研究を踏まえて

詳細評価を実施した。 

 

５．地震に対する設備の亀裂進展に係る

フラジリティ評価 

米国機械学会規格委員会において、地

震等の交番荷重下におけるフェライト

鋼の疲労亀裂進展則の妥当性が議論さ

れていることを踏まえ 2.5.2ASME、国内の

鋼材を用いた試験計画を立案した。試験

条件の設定の際には、米国機械学会が疲

労亀裂進展則を策定した当時の試験条

件を確認し、本研究の試験結果と比較が

出来るように設定した。また、フラジリ

ティ評価においては、国内の規制基準で

規定される維持管理及び亀裂評価の手
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No. 評価項目 評価意見 回答 

法に準じて、解析条件を設定した。 

 

６．飛翔体等の衝突による衝撃に対する

建屋のフラジリティ評価 

新規制基準では、原子力施設に対して

竜巻飛来物や火山噴石等の衝突に係る

評価が追加され、衝突に伴う構築物の構

造評価および衝撃評価が必要となった。

原子力分野においては、古くからトルネ

ードミサイルやタービンミサイル等の

衝突に係る研究が行われ、構造物の局部

損傷（貫入・貫通・裏面剥離）に係る知

見は多数報告されており、様々な局部損

傷評価式が既往研究で整理されている

2.6.5 Q.M.Li 

一方、衝撃評価に必要となる衝撃荷重

の作用により構造物内を伝播する応力

波に関する研究はあまり無いが、規制庁

が参加している国際ベンチマークプロ

ジェクトでは、再現解析における境界条

件や減衰等が課題となっている 2.6.8 

OECD/NEA。 

本研究では当該プロジェクトで得ら

れた知見を反映しつつ、様々な床を有す

る構造物が衝撃作用を受けた際の挙動

を明確にするための大型衝突実験を実

施するとともに、その実験結果の再現解

析から解析手法を確認した。さらに、衝

撃挙動に対する構造物の周辺地盤の影

響についても検討を行うものとした。 

 

７．飛翔体等の衝突による衝撃に対する

設備のフラジリティ評価 

原子力施設で使用されている設備に

ついて、建屋への航空機衝突による衝撃

振動に対する耐力評価の先行研究とし

ては、米国原子力エネルギー協会（NEI）

によるものが、ほぼ唯一の事例である
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No. 評価項目 評価意見 回答 

2.7.2 NEI。上記に加えて、米国電力研究所

（EPRI）による高周波地震動に対する

設備の耐力評価の研究を、衝撃振動に対

する評価対象設備の選定や、設備の弱部

を検討する上で参考とした 2.7.4 EPRI。以

上の先行研究を踏まえて研究計画を立

案した。 

 

８．落下による衝撃に対する核燃料輸送

容器のフラジリティ評価 

過去 20 年間に実施された核燃料輸送

容器の落下試験及び解析に係る文献調

査を行い、ドイツ連邦材料研究所（BAM）

のスラップダウン落下試験に係る文献

2.8.4 B.Drosteに着目し、試験･解析の実施状

況を整理した。 

 

※本回答欄において、添字は、報告書本

文で参照としている文献番号（なお

xxx,yyy,zzz は、今後本文に追記する文

献） 

2 ②解析実施

手法、実験

方法が適切

か。 

適切性についての自己評価がないた

め正確にはわからないが，そうであろ

う． 

コメントありがとうございます。わか

り難い資料で申し訳ありませんでした。 

 

１．津波に対する防潮堤のフラジリティ

評価 

(1) 漂流物の衝突荷重に係る水理試験

では、測定結果に津波による荷重と漂流

物衝突による荷重の両者が含まれるこ

とから、防潮堤を試験水路の横断方向に

短冊状の部位に分割し、衝突が生じた部

位の荷重と衝突が生じなかった部位の

荷重を比較し、衝突荷重成分を特定し

た。 

(2) 砂移動荷重影響に係る水理試験で

は、防潮堤の前面に砂を用いた砂丘形状

の移動床と、木製の砂丘形状の固定床を

同一水路内に並べて設け、両者の防潮堤
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No. 評価項目 評価意見 回答 

へ作用する荷重を比較することで、移動

床における砂移動に伴う津波波力荷重

の増分を求めた。 

(3) 最大持続波力評価の体系化に係る

水理試験では、設計条件を超える津波と

して、入力津波高さを大幅に超える津波

までを模擬し、入力津波高さを超えると

越流が生じる防潮堤及び越流が生じな

い防潮堤を用いて両者に作用する最大

波力/波圧を比較し、越流に係る試験結果

の整理を行った。 

 

２．地震に対する建屋のフラジリティ評

価 

研究及び実務で実績のある複数の解

析コードを用いて解析的検討を実施し

た。また、採用した解析手法は、原子炉

建屋で計測された地震観測記録のシミ

ュレーション解析等を行うことで妥当

性を検証した。 

 

３．地震に対する地盤の液状化に係るフ

ラジリティ評価 

本研究では、地形条件や地盤条件等に

対する模型寸法の影響を極力抑えるた

めに、国内で最大規模の遠心載荷試験装

置を用いて遠心模型実験を実施した。ま

た、遠心模型実験では計測が難しい地盤

内のひずみ性状について、遠心模型実験

による応力状態を模擬した中空ねじり

試験の結果により確認した。実験結果に

対する再現解析においては、複数の解析

コードを用いて解析を実施することで、

解析結果の信頼性を高めた。 

 

４．地震に対する設備の耐力評価に係る

フラジリティ評価 

FEM を用いた容器の詳細座屈評価手
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法の適用性については、国より委託され

た高速増殖炉の座屈設計に基づく既往

研究で確認されている。また研究に用い

た FEM モデルは、座屈変形を適切に表

現するために，既往研究に基づき座屈モ

ードの波長に対して十分に小さいメッ

シュサイズとなるように設定した． 

 

５．地震に対する設備の亀裂進展に係る

フラジリティ評価 

既往研究により、交番荷重下の疲労亀

裂進展速度には亀裂の開閉口挙動が大

きく影響することが知られている 2.5.5 

J.M.Bloom。そのため、本研究では試験片と

して、亀裂の開閉口挙動を精度良く観測

することが出来る中央切り欠き平板試

験片を採用した。また、比較のため、試

験片に載荷する交番荷重は、既往研究で

用いられている負荷レベルと同程度と

なるように設定した。 

 

６．飛翔体等の衝突による衝撃に対する

建屋のフラジリティ評価 

本研究では、衝撃挙動の伝播特性をと

らえるため、試験体は可能な限り大きな

ものとし、構造部材は様々な固有周期を

有する床となるように設計した。衝突物

である飛翔体は、剛飛翔体と柔飛翔体

（ステンレス製・樹脂製）を製作し、衝

突物の剛性の差異による影響を検討し

た。 

実験の実施場所については、国内外の

様々な実験場について調査し、実験目的

に応じて試験場を選定した。計測機器に

ついては、衝撃挙動が一般の計測機器で

は対象としない高周波成分の振動であ

るため、複数社の機器を用いた予備実験

を実施し、実験に最適な機器選定を行っ
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た。 

解析手法の確認における再現解析に

は、衝撃解析で一般的に用いられる LS-

DYNAとAbaqusの二つのコードを用い

て様々な検討を実施した。主な検討項目

としては、構造物の境界条件、地盤剛性、

摩擦係数、減衰モデル、衝撃荷重曲線等

とした。 

 

７．飛翔体等の衝突による衝撃に対する

設備のフラジリティ評価 

NEI の事例では、衝撃振動として考慮

すべき卓越周期帯、設備耐力に関する記

述はあるものの、具体的な耐力の評価方

法は明らかにされていない。そこで、設

備の衝撃振動に対する耐力評価の方法

としては、EPRI の事例と同様に、既往

の耐震試験に倣った設備の振動試験を

実施することで、対象設備の機能維持・

機能損傷する加速度レベルを確認する

こととした。 

設備の加振条件としては、入力波の加

速度レベル、卓越周波数、加速度時刻歴

波形を考慮して、設備の状態、動作を確

認した。振動試験における振動台上の入

力波の加速度レベル、卓越周波数の設定

に関しては、NEI の知見を参照した。加

速度時刻歴波形については、衝撃振動の

伝播における極初期の振動を想定した

作用時間の極めて短いショック波、それ

以降の建屋の自由振動を想定した作用

時間の長いランダム波を使用した。 

 

８．落下による衝撃に対する核燃料輸送

容器のフラジリティ評価 

落下試験は、IAEA の技術助言文書 2.8.5 

IAEA が定める落下高さや落下地盤の剛性

等に係る要件を満足する条件を用いた。
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また、落下姿勢についても事前解析によ

って保守的となる落下角度を求めて試

験を実施した。なお、事前解析では、過

去の類似事例において用いられている

動的解析コードLS-DYNAによる有限要

素解析を用いた。 

3 ③解析結果

の 評 価 手

法、実験結

果の評価手

法 が 適 切

か。 

 適切なのであろう． コメントありがとうございます。わか

り難い資料で申し訳ありませんでした。 

 

１．津波に対する防潮堤のフラジリティ

評価 

本研究で得られた成果は、外部専門家

や課内におけるレビュー及び規制部説

明会等から意見をいただく等の確認を

行った上で、査読論文等として公開し、

妥当性の評価がされている。 

 

２．地震に対する建屋のフラジリティ評

価 

解析的検討は複数の解析コードを用

いて実施しており、互いの結果を比較す

ることで妥当性を検証した。また、それ

らの評価手法は外部専門家会合や課内

レビュー、規制部説明会等から意見をい

ただく等の確認を行った。 

 

３．地震に対する地盤の液状化に係るフ

ラジリティ評価 

毎年度の研究成果については、委託先

において専門家会合を実施し、実験・解

析に係る方針および整理についてコメ

ントを受け、そのコメントを踏まえた成

果の取りまとめ、次年度以降の研究計画

へフィードバック等を行ってきた。ま

た、成果が纏まった段階で学会発表等を

行い、広く専門家からの意見をいただい

た。さらに、課内レビューや規制部への

説明会を実施して、意見をいただいた。 
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４．地震に対する設備の耐力評価に係る

フラジリティ評価 

研究の実施過程において、外部専門家

会合や課内レビュー及び規制部への説

明会を行って意見をいただくことで、研

究成果の信頼性向上を図った。 

 

５．地震に対する設備の亀裂進展に係る

フラジリティ評価 

研究の実施過程において、外部専門家

を招聘した検討会や課内レビュー及び

規制部への説明会を行って意見をいた

だくことで、研究成果の信頼性向上を図

った。また、研究成果を学術論文やプロ

シーディングス等として投稿し、外部査

読を受けることで、結果の妥当性を担保

するよう努めた。 

 

６．飛翔体等の衝突による衝撃に対する

建屋のフラジリティ評価 

研究の実施に際しては、委託先におい

て専門家会合（土木分野１名、建築分野

1 名、機械分野 2 名）を年 2 回実施し、

実験・解析に係る方針および整理につい

てレビューを受けた。さらに、課内レビ

ューや規制部への説明会を開催して意

見をいただいた。また、研究成果は学会

発表等に諮り、専門家の意見を受けた。 

 

７．飛翔体等の衝突による衝撃に対する

設備のフラジリティ評価 

研究の実施にあたり、試験計画の立案

から試験の実施、結果の確認に至る研究

の各ステップで、地震・津波研究部門内

の設備の耐震設計、耐震試験の経験者を

中心としたレビューを実施することで、

一連の実施内容を確認した。また、外部
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有識者を複数名招聘して、試験計画、詳

細手順、試験実施時のデータ計測の観点

及び試験結果等に関して意見をいただ

き、試験の実施、試験結果のまとめに反

映した。さらに、課内レビューを行うと

共に、設備の衝撃評価等に関係している

原子力規制庁内の関係者に試験の実施

内容やその結果について適宜説明して

意見をいただいた。 

 

８．落下による衝撃に対する核燃料輸送

容器のフラジリティ評価 

事前解析や試験計画の立案時、供試体

の設計時、落下試験実施時及び事後解析

実施時等の各過程において外部専門家

会合を実施し、コメント等をいただき研

究を実施した。最終成果に対しても同様

に外部専門家会合において評価を受け

た。また、ドイツ連邦材料研究所（BAM）

の専門家とも研究成果の妥当性につい

て、議論を行った。 

さらに、課内レビュー及び規制部への

説明会を行い、意見をいただいた。 

4 ④重大な見

落とし（観

点の欠落）

がないか。 

わからない． コメントありがとうございます。わか

り難い資料で申し訳ありませんでした。 

 

１．津波に対する防潮堤のフラジリティ

評価 

①～③を実施したことで研究を確実

に進めており、重大な見落としは無いも

のと考える。今後の課題として、東北地

方太平洋沖地震で発生が報告されたヘ

ドロ状の堆積物が混入した津波（「黒津

波」という）の発生条件等について検討

する必要があると考えられる。 

 

２．地震に対する建屋のフラジリティ評

価 
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①～③を実施したことで研究を確実

に進めており、重大な見落としは無いと

考えている。今後の課題として、建屋の

三次元 FEM モデルを用いた地震応答解

析では、建屋－地盤間の接触・剥離現象

に係るモデル化手法、原子炉建屋の RC

造耐震壁の非線形特性に関するモデル

化手法について、より多くの観測記録を

分析する等、技術的知見を更に蓄積する

必要があると考えられる。 

 

３．地震に対する地盤の液状化に係るフ

ラジリティ評価 

①～③を踏まえた研究を遂行し、密な

礫質土地盤の液状化時の変形挙動等に

関する技術的知見が得られたことから、

重大な見落としは無いものと考える。た

だし、礫質土地盤の解析結果において

は、特に、水平変位や過剰間隙水圧で実

験結果と差異がみられたことから、有効

応力解析の礫質土への適用にあたって

は、更なる検討が必要と考えられる。 

 

４．地震に対する設備の耐力評価に係る

フラジリティ評価 

①～③を踏まえて研究を実施してお

り、重大な見落としは無いものと考え

る。今後は、新規制基準への対応より新

たに導入された設備に対する耐力を整

理することが必要となる。 

 

５．地震に対する設備の亀裂進展に係る

フラジリティ評価 

①～③を踏まえて研究を実施してお

り、重大な見落としは無いものと考え

る。今後の研究では、上記のような試験

片で観測される疲労亀裂進展挙動と、実

機を想定した設備の耐震裕度との関係
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を整理することが必要となる。 

 

６．飛翔体等の衝突による衝撃に対する

建屋のフラジリティ評価 

①～③を踏まえた研究を遂行し、衝撃

作用を受ける構造物の挙動を確認した。

本研究の成果は、論文等で公表済みであ

り、本研究に対して重大な見落としは無

いものと考える。 

今後の課題として、原子力施設には、

様々な設置状況の構造物が存在する。ま

た、構造物は複雑な形状を有している。

その様な原子力施設の状況を踏まえ、設

置状況や形状特性を考慮したより現実

的な耐衝撃評価に係る技術的知見を蓄

積していく必要があると考えられる。 

 

７．飛翔体等の衝突による衝撃に対する

設備のフラジリティ評価 

①～③を実施したことで研究を確実

に進めており、重大な見落としは無いも

のと考える。 

今後の課題としては、(a)設備の設置状

況を踏まえた、設備への入力と設備の応

答の関係に着目した各々の評価方法に

ついて既往評価手法の適用性を検討、 

(b)衝撃振動と部材の材質の関係に着目

した検討、がある。 

 

８．落下による衝撃に対する核燃料輸送

容器のフラジリティ評価 

①～③を実施したことで研究を確実

に進めており、重大な見落としは無いも

のと考える。 

梅木 芳人 氏 

1 ①国内外の

過 去 の 研

究、最新知

2.1 津波に対する防潮堤のフラジリティ

評価 

2.1.2 漂流物衝突荷重影響 

コメントありがとうございます。 

・漂流物の衝突位置については、各サイ

ト固有の海岸地形や防潮堤形状等の条
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No. 評価項目 評価意見 回答 

見を踏まえ

ているか。

②解析実施

手法、実験

方法が適切

か。③解析

結果の評価

手法、実験

結果の評価

手法が適切

か。④重大

な見落とし

（観点の欠

落）がない

か。 

漂流物衝突荷重に対して、今回のレポ

ートでは衝突荷重に対する評価が中心

となっているが、実際の施設に対する荷

重評価では衝突位置との関係が重要に

なるため、衝突位置について何らかの言

及（今後の検討課題等）したほうが良い。 

件に左右されるため、事業者が検討する

のが妥当と思われますので、本研究では

研究の対象外とさせていただきました。 

 

2 2.1.2 砂移動荷重影響 

P25：試験装置について、移動床と固

定床の幅が異なっているが、中央で仕切

らなかった理由、およびそれが試験結果

に与える影響の有無について考察を加

えたほうが良い。 

P32,34,35：荷重比（移動床/固定床）

を算出しているが、代表で時刻歴を示し

ているケース（図 2.1.15 および図

2.1.16）を見ると堤体前面浸水深の大き

さが固定床と移動床では異なっている。

また、表 2.1.14 にて最大密度と荷重比の

整理をしているが、図 2.1.16 と図 2.1.17

との比較において波力最大と密度最大

の時刻が一致しておらず、両者の関係に

ついて丁寧な考察を加えたほうが良い。

例えば、最大堤体前面浸水深で無次元化

するなどして、波力を比較すれば、浮遊

砂による密度増分の影響がより明確に

なると考えられる。 

・砂移動の試験装置の仕切りの位置を、

左右非対称とした理由を報告書に記載

いたします。 

・固定床と移動床の代表時間の差異や密

度の寄与率の考察等については、今後の

論文化を進める中で検討したいと考え

ております。 

・感想をいただきありがとうございま

す。今後研究を進める上で参考にさせて

いただきます。 

3 その他 事前説明時に、設計と PRA 等の設計

超過の両方を考慮したフラジリティ評

価を検討したとのご説明がありました。

設計に用いる場合と PRA 評価に用いる

場合とでは、用いる評価手法の観点が異

なると考えられるため、その点を意識し

た報告書のまとめ方をされると良いと

思う。 

今後に向けての課題抽出はされてい

るが、各研究項目の（現時点での）最終

目標を想定したうえで、そのための課

題、検討の優先順位、というような、理
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No. 評価項目 評価意見 回答 

想像でも良いので今後の研究計画も含

めた全体像を示していただけるとよい

と思う。 

「2.1.2 砂移動荷重影響」の試験に関

して、実スケールで 16mm の粒径となる

との記載があるが、砂の粒径に対する実

験スケールの設定の考え方や設計に落

とし込むときの留意点があるとよいと

思う。 

土志田 潔 氏 

1 ②解析実施

手法、実験

方法が適切

か。 

7.今後の展開について、②の観点から

コメントする。(1)津波に対するフラジリ

ティ評価手法の検討では、「黒津波」を対

象とした検討が計画されており、数値解

析の実施が挙げられている。多量の堆積

物を巻き込んだ津波を対象に解析を計

画されている場合には、今回終了するフ

ェーズで防潮堤前面に砂丘がある条件

での数値解析を実施されており、その知

見を活用することが可能と考えられる。 

コメントありがとうございます。今回

得られた知見は、今後の研究の参考にし

たいと考えております。 

松山 昌史 氏 

1 ①国内外の

過 去 の 研

究、最新知

見を踏まえ

ているか。 

津波漂流物の研究成果については、電

中研で大型実験などに取り組んでおり

ます。その成果も踏まえていただくこと

が必要と考えます。 

 

大規模水理実験による津波フラジリテ

ィ評価手法の高度化(その２)－津波漂流

物の衝突力評価手法の適用性検証－、高

畠ほか、O15003、2015． 

原子力発電所における津波漂流物の影

響評価技術-現状調査とその適用に関す

る考察-、甲斐田他、O16010、2017． 

津波波力と漂流物衝突力を受けるコン

クリート壁の応答評価法の提案、柴山ほ

か、O17002、2018． 

コメントありがとうございます。御提

示いただいた文献は、本研究に係る既往

の知見として参考としておりますので、

参考文献一覧に加えさせていただきま

す。 
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火災防護に係る影響評価に関する研究に対する外部専門家及び専門技術者の評価意見並び

にその回答 

 

No. 評価項目 評価意見 回答 

北田 孝典 氏 

1 ② 解 析 実

施手法、実

験 方 法 が

適切か。 

ケーブルの熱劣化評価において、

200℃以上の温度だけの結果だけで十分

であるのか不明。また経年劣化の模擬に

あたり、可燃物の量が減少していること

が経年劣化に相当するのか、ということ

も含めて、130℃以下での加熱を用いて

いることの妥当性が不明。 

・電気ケーブルの熱劣化評価につきまし

ては、火災源近傍、煙プルーム中、高温

ガス中、トレイ内火災の 4 つの火災シナ

リオの条件に設定しているため、また、

一般的に火災時に加熱される電気ケーブ

ルの破損温度は 200℃以上とされている

ため(NUREG/CR-6931)、本試験の熱劣

化温度を 200℃以上としました。火災時

に加熱される電気ケーブルの温度につき

ましては適時見直して参ります。 

・経年劣化の模擬の電気ケーブルにおい

て、総発熱量が低下した原因は、主に絶

縁体等の有機物が部分的に酸化したため

と考えています。また、通常運転時の温

度範囲（20℃～60℃）を踏まえた加速試

験の実績（120℃前後）から経年劣化模擬

の温度範囲を設定しています。 

2 ③ 解 析 結

果 の 評 価

手法、実験

結 果 の 評

価 手 法 が

適切か。 

ケーブルの熱劣化評価において、アレ

ニウスの式で整理できることは新たな知

見であるが、200℃以上であることを踏

まえるべき。繰り返し疲労と同様に、熱

劣化が実質的に進まない加減温度が存在

するのではないか。関連して、経年劣化

したケーブルの絶縁抵抗の低下温度が低

い、という記述は正しいか疑問が残る（温

度測定ではなく加熱時間の違いで温度に

換算されているが、経年劣化模擬ケーブ

ルが新品ケーブルと同じ温度で上昇して

いるか不明である）。 

解析コード等の整備において、空気加

熱割合 kp を経時変化させることで実測

結果に一致することは一つの知見である

が、kp を細かく経時変化させれば実験結

果に合う結果と出来ることは当然である

・200℃以下の熱劣化温度でもアレニウ

スの式で整理できる知見を得ておりま

す。 

・新品と熱劣化模擬の電気ケーブルは、

同じ製品であり、同じ寸法のものになり

ます。試験では、電気ケーブルの温度と

ともに絶縁抵抗を同時に測定しており、

経年劣化模擬ケーブルは新品ケーブルよ

りも、低い温度で早期に絶縁抵抗が低下

しております。 

 

 

 

・空気加熱割合 kp を経時変化とともに

小さくする場合に解析値と試験値が一致

する理由としては、経時変化に伴い空気

密度が下がり、空気への伝熱が起こりに

別表 1-3 
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No. 評価項目 評価意見 回答 

と考える。むしろ、そのような調整を必

要とする原因・物理現象を考え、そのよ

うな事象を考慮に入れることを考えるべ

きではないか。 

くくなるためと考えております。空気加

熱に係る物理現象に関しましては、後継

研究プロジェクトで検討して参ります。 

3 ④ 重 大 な

見 落 と し

（ 観 点 の

欠落）がな

いか。 

先行研究プロジェクト成果の活用で作

成された基準・ガイド類の見直しの要否

に必要な技術知見の取得として、HEAF、

ケーブルの熱劣化、解析コード等の整備、

が必要であることはわかるが十分である

か、またその他がある場合の優先順位が

判断できない。 

・国内外の火災防護規制、火災防護研究

の現状については、IAEA 標準作成の

WG、OECD/NEA プロジェクトへの参

画、米国 NRC/仏国 IRSN 等との情報交

換・共同研究等により情報を得ており、

それらを踏まえて本プロジェクトの研究

計画を策定していますので、基準・ガイ

ド類の見直しの要否に必要な技術的知見

の取得として、十分だと考えております。 

4 その他 質疑の中で回答がありましたが、成果

の活用における「熱劣化評価の知見」の

「ケーブルの系統分離対策の確認」への

活用が良くわかりませんでした（どのケ

ーブルが劣化しやすいかは評価できると

思いますが、この評価結果が系統分離対

策の確認につながる活用方法が良くわか

りませんでした。 

後継研究プロジェクトにおける

HEAF 評価に関して、電気故障の一つで

ある HEAF は避けられないため「爆発現

象緩和」に関して進められるとのことだ

が、深層防護を踏まえれば「爆発現象緩

和」だけでなく「爆発現象発生防止」に

ついても進めるべきではないか、と考え

ます。 

後継研究プロジェクトにおけるケーブ

ルの熱劣化評価に関して、熱劣化評価結

果とケーブル火災の関連を定量的に明ら

かにするべきであると考えます。（例えば

熱劣化の程度とケーブル火災の発生確率

の関連など） 

・ケーブルの系統分離対策について、事

業者は延焼防止の観点から対策を実施し

ていますが、施工不良等により熱影響の

防護の不適合箇所が多数見つかってお

り、その箇所ではケーブルは熱の影響を

受け、その熱によって絶縁低下が起こり

誤信号発生等の原因になります。そのた

め「熱劣化評価の知見」は、そこに敷設

されているケーブルの熱劣化が原子炉の

安全停止に直接又は間接的に影響を及ぼ

すか否かの判断材料になります。 

 

・後継研究プロジェクトにおいて「爆発

発生防止」についても検討いたします。 

 

・後継研究プロジェクトにおいて、熱劣

化評価結果とケーブル火災の関連を定量

的に評価いたします。 

五福 明夫 氏 

1 ① 国 内 外

の 過 去 の

本研究プロジェクトでは，実際に原子

力施設で発生した事象に基づいて実験や

・拝承 
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No. 評価項目 評価意見 回答 

研究、最新

知 見 を 踏

ま え て い

るか 

解析などを実施しており，原子力施設の

安全規格やガイドラインの制定・改訂に

資する重要かつ地道な研究と理解致しま

す。本研究プロジェクトに関連する

OECD/NEA のプロジェクトの取り組み

や成果の情報収集を行っていることか

ら，これらのプロジェクトの動向も踏ま

えていると推察され，国内外の過去の研

究や原子力分野での最新知見を踏まえて

いると評価される。なお，既に参考にさ

れているかもしれませんが，HEAF は一

般産業の電気設備でも発生し得ることか

ら，電気設備関連業界の情報も参考にす

るとより良いと思われます。 

2 ② 解 析 実

施手法、実

験 方 法 が

適切か。 

実際に発生した事象を出発点として実

験や解析の体系や方法を設定しており，

その意味では手法や方法は妥当と評価さ

れます。その一方で，規格やガイドライ

ンの観点で明らかにすべき点や実験や解

析の精度がどの程度であるべきかの規制

側の要求事項と手法や方法の対応が，報

告書等でもあまり説明されておらずやや

不明確です。今回の研究プロジェクトの

場合では，HEAF の爆発メカニズム、ケ

ーブルの熱劣化の詳細や知見が不明な段

階での規格やガイドラインでは，保守的

に規定されている部分があると想像しま

すが，そのような部分を意識した解析や

実験の計画の立て方もあると考えます。

また，得られたデータや知見により改訂

や補足が必要となる部分が出てきた場合

には，ベンダーやユーティリティへの迅

速な情報提供として報告書で言及いただ

くことも必要と考えます。 

・拝承 

3 ③ 解 析 結

果 の 評 価

手法、実験

結 果 の 評

実験結果の解釈においていくつか質問

があります。1) HEAF において爆発後数

秒間の安定的な圧力は金属ヒュームの発

生によるとされていますが，金属ヒュー

以下回答いたします。 

1) 金属ヒュームの発生量に関しまして

は、ほぼ一定に推移すると考えています。

その理由といたしましては、アーク放電
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No. 評価項目 評価意見 回答 

価 手 法 が

適切か。 

ムの発生量は爆発後数秒間にわたって同

程度で推移するのでしょうか？ 2) ま

た，今回の実験では被覆のあるケーブル

は使用されていないのかもしれません

が，実際の電源盤では被覆ケーブルが用

いられていることから、被覆部分も燃焼

あるいは昇華すると思いますが，その影

響も加味されて安定的な圧力となってい

るのではないでしょうか？ 3) 空気加

熱割合を時間的に変化させることにより

解析結果が実験結果と良く一致したとの

ことですが，何故時間的に変化させると

良いかの背景となる物理メカニズムまで

考察いただくと，予測（実験結果の無い）

解析の精度が上がると考えます。多分、

爆発と燃焼による筐体内圧力上昇により

爆発前の空気が排出されたことや，温度

上昇による空気の熱膨張により，見かけ

の空気加熱割合が変化していると思われ

ます。 

時間に応じて金属母線の損失量（溶融・

蒸発による）が直線的に変化することが

試験的に確認されたためです。 

2) 今回の試験では、爆発現象にフォーカ

スしているため、筐体内外にケーブルは

設置しておりません。そのため実電源盤

におきましても圧力スパイク以外の部分

におきましては、安定的な圧力となって

いるものと考えられます。 

3) 拝承、圧力上昇によって筐体内の空気

が排出されるため、また、加熱によって

空気が熱膨張するために空気の希薄化が

起こり、空気加熱割合を変化させる必要

があるものと考えております。今後、空

気の排出による希薄化と熱膨張による希

薄化について整理し、見かけの空気加熱

割合が変化していることについて考察し

て参ります。 

 

4 ④ 重 大 な

見 落 と し

（ 観 点 の

欠落）がな

いか。 

特に大きな点は無いと考えます。なお，

ケーブルの劣化に関しては，熱による劣

化だけではなく，ケーブル材料の熱や燃

焼による化学変化による劣化もあると考

えられ，今後の研究プロジェクトでは是

非取り上げていただきたい。 

・燃焼に伴う化学変化によるケーブル劣

化は NRC や OECD/NEA の試験研究で

多くのデータが得られておりますので、

それらを活用した後継研究プロジェクト

の「火災影響評価手法・解析コード等の

整備」にて研究実施中です。 

5 その他 報告書にはグラフから求めたデータ

（例えば，ケーブル劣化の TR）の求め方

が明記されていませんので，結果が正し

く解釈されて活用されない場合が出てく

ることが予想されます。将来にわたって

貴重な実験データを有効活用するには，

データの求め方（計算方法）は報告書あ

るいは内部詳細資料で正確に記述してお

くことが肝要と思います。 

ケーブル被覆の材料は年々進歩します

が，そのデータ収集と規格やガイドライ

ンへの反映の仕組みを構築しておくこと

・拝承 
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No. 評価項目 評価意見 回答 

も必要と考えます。 

蛇足かもしれませんが，いくつかの実

験や解析は外部に委託されていますが，

外部委託による成果に関しては，詳細な

情報（実験方法や実験結果の整理方法な

ど）を十分に引き継いでおくようにして

下さい。 

山路 哲史 氏 

1 ① 国 内 外

の 過 去 の

研究、最新

知 見 を 踏

ま え て い

るか 

これまでに日本が OECD/NEA の

HEAF プロジェクトの活動等を国際的

にもリードしており、米国 NRC の動向

等も踏まえて規制に必要な研究開発に取

り組んでいるとの説明があり、最新知見

が反映されていることが確認できた。尚、

系統分離対策が徹底されている日本では

米国が実施しているような回路解析は不

要との説明があったが、これに限らず、

従来前提としていた条件や考え方等に将

来、変化があった場合には必要に応じて

速やかに新たな課題を抽出できるように

しておくのが望ましい。 

・拝承 

・日本では米国が実施しているような回

路解析は不要とは考えておりませんが、

系統分離の徹底が行われていることを踏

まえて、現在の規制基準の中では回路解

析までは要求しておりません。 

2 ② 解 析 実

施手法、実

験 方 法 が

適切か。 

HEAF の爆発現象の把握及びメカニ

ズム解明、ケーブル熱劣化試験方法の検

討及びプレ試験、ケーブルトレイ火災評

価のケーブル束のモデル化、空気の爆発

現象のモデル化についての解析・実験方

法はいずれも適切であったと評価でき

る。尚、空気の爆発現象のモデル化に用

いられている空気加熱割合は解析結果に

対する感度が高いため、今後、さらにモ

デルの精緻化・妥当性の検討が進むこと

（物理的な現象の理解との対応が進むこ

と）が期待される。 

・拝承 

3 ③ 解 析 結

果 の 評 価

手法、実験

結 果 の 評

HEAF の爆発現象の把握及びメカニ

ズム解明、ケーブル熱劣化試験方法の検

討及びプレ試験、ケーブルトレイ火災評

価のケーブル束のモデル化、空気の爆発

現象のモデル化についての解析・実験結

・拝承 
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価 手 法 が

適切か。 

果の評価はいずれも適切であったと評価

できる。電気ケーブルの熱劣化評価につ

いては、絶縁低下速度など熱劣化に関す

る基礎的な知見等が得られているが、後

継研究プロジェクトでさらにそれらの理

解が深まることが期待される。 

4 その他 プロジェクト期間中に多くの外部発表

があり、評価できる。プロジェクト終了

後も成果を積極的に学術論文誌等で発表

されることが期待される。 

・拝承 

新井 健司 氏 

1 ① 国 内 外

の 過 去 の

研究、最新

知 見 を 踏

ま え て い

るか 

火災防護に関しては国際的に共通の課

題として研究が進められている分野であ

り、今回得られた技術成果やその規制上

の意義について海外の規制機関や火災防

護専門家とも議論を重ねていただきたい

と考えます。また、これらの議論の経緯、

内容については適宜公開していただくこ

とを希望します。 

・拝承 

2 ③ 解 析 結

果 の 評 価

手法、実験

結 果 の 評

価 手 法 が

適切か。 

HEAF に係る爆発解析モデル整備改

良：空気加熱割合を変更することで試験

結果との一致が改良していますが、この

知見が一般性のある知見かどうか、現象

のメカニズム検討やその他の試験条件に

おける解析など実施も含めて検討を深め

るべきと考えます。 

・一般的には空気加熱割合(kp)を一定に

して解析が行われています。従いまして、

kp を経時変化させながら解析を実施す

る手法は新しい解析手法になります。 

・これまでの HEAF 試験では、爆発圧力

データのバラツキが大きいため、試験値

と解析値の差違にはあまり着目されてこ

なかったと存じております。一方で、規

制庁の HEAF 試験は爆発現象にフォー

カスした要素試験であるため、また、電

気盤ではなく筐体を用いた HEAF 試験

であるため、バラツキが少ないのはもち

ろんのこと、種々のパラメータを変化さ

せた場合の爆発圧力データの取得が可能

になっております。 

上記のことを踏まえて、後継研究プロジ

ェクトでは kp 可変解析の妥当性につい

て、爆発メカニズムの検討やその他の試

験条件における解析など実施して参りま
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す。 

3 その他 次フェーズの開始に当たっては、「基準

及びガイド類の見直し要否の検討に必要

な技術的知見を取得する」という研究目

的に照らして、どこまでの知見が得られ

れば研究が完了するのか、火災解析モデ

ルの整備ではどこまでの整備をもって完

了とするのか、定量的なゴールの設定が

望ましいと考えます。これにより達成度

評価が可能となります。 

・拝承、後継研究プロジェクトでは、各

項目に対して定量的なゴールを設定し、

達成度を確認しながら進めて参ります。 

溝上 伸也 氏 

1 ① 国 内 外

の 過 去 の

研究、最新

知 見 を 踏

ま え て い

るか 

HEAF については、我が国が国外に比

較して先行している状況であり、最先端

の取り組みとして評価できる。また、ケ

ーブルの熱劣化に対しては OECD/NEA

の枠組みを活用して国際協調により過去

知見も含め進めていると考える。 

・拝承 

2 ② 解 析 実

施手法、実

験 方 法 が

適切か。 

HEAF の実験については、爆発現象が

閉空間の体積、開口部からの流出のしや

すさの影響を受けることから試験体の体

積、開口部の面積を変更できる実験を実

施したことは適切であったと考える。一

方で、実験結果として示されたのは 1 ケ

ースのみであったため、実験自体が適切

であったかに若干の疑問が残る。特に、

爆発のように進展にランダム性が伴う事

象に対しては、同一条件であっても完全

な同一結果となるとは限らないため、1

実験条件に対する不確かさの確認が必

要。 

また、爆発実験の初期の圧力スパイク

がアーク放電の熱によって生じた空気の

熱膨張のためとあるが、この現象理解は

適切か？アーク放電に伴う局所的かつ急

激な空気膨張（爆発）の下で生じた圧力

波の伝播による圧力の急昇、そしてその

後の圧力波の反射／吸収／拡散による減

衰が、空気流出による減圧に重なること

・拝承 

・論文投稿等も控えておりますので、代

表的な HEAF 試験の結果１ケースのみ

の説明とさせていただきました。 

・HEAF 試験に関しましては、種々のパ

ラメータを系統的に変化させてデータを

取得し、それらを基に解析を行っており

ます。また、再現性を確認する試験も別

途実施しておりますが、規制庁の筐体を

用いた要素試験ではデータのバラツキが

小さいものとなっておりますので適切な

試験を実施したものと考えております。 

・爆発の形態としては物理的爆発と化学

的爆発に区分されます。これまでの規制

庁の要素試験から爆発現象は、アーク放

電に起因する空気の熱膨張と金属ヒュー

ムの発生であることが解析結果から示唆

されており、それらは２つとも物理的爆

発であるといえます。加熱による気体等

の急速な熱膨張等は、その速度が音速を

超えるものではないと考えておりますの
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で、圧力スパイクとして現れたのではな

いか？ 

ケーブルの熱劣化の実験については、

OECD/NEA の PJ で実施されたものを

活用しているとの事であり、実験方法の

適切性評価の対象外との認識である。 

で、衝撃波が発生するものではないと整

理しております。また、規制庁の要素試

験では衝撃波の測定も行って参りました

が、これまでに衝撃波が観測されたケー

スはございませんでした。 

・ケーブルの熱劣化につきましては、規

制庁の研究になります。多段ケーブルト

レイ火災の試験に関しましては、解析は

規制庁ですが、試験自体は OECD/NEA

の PJ で実施されたものになります。 

3 ③ 解 析 結

果 の 評 価

手法、実験

結 果 の 評

価 手 法 が

適切か。 

実験結果の評価に対しては、②に述べ

た通り実験結果の代表性に関する評価が

不足しており、また、2.2.4 に記載された

メカニズムについては、定性的な評価に

とどまっているものの、実験の観測結果

からすれば、おおむね爆発現象を説明で

きるものと考える。 

ただし、解析結果については、圧力挙

動への感度の大きい空気加熱割合 kp を

時間変化させることで再現が可能との結

論であるが、現象理解に即したメカニズ

ムに従った機構論的なモデルを構築し、

その適用性に係る検討を行ったうえで丁

寧に結論付けることが望ましい。このよ

うな検討を通じて様々な試験条件に対し

てモデルの適用性を確証できるようにす

る必要がある。現状のままでは、kp は単

なる調整パラメータに過ぎないことにな

り、再現解析ごとに再調整しなければな

らなくなるだけでなく、予測解析におけ

る kp も実施前に設定できなくなること

が懸念される。 

・種々のパラメータを系統的に変化させ

た試験及び再現性を確認する試験を複数

回実施しておりますので、試験結果の代

表性に関しましては、問題ないと考えて

おります。 

 

 

 

・一般的には空気加熱割合(kp)を一定に

して解析が行われていますので、kp を経

時変化させながら解析を実施する手法に

つきましては、その妥当性や物理現象に

つきまして、丁寧に説明して参ります。 

・爆発現象の解析には、種々の爆発解析

が可能な商用コードである AUTODYN

を使用しております。 

4 ④ 重 大 な

見 落 と し

（ 観 点 の

欠落）がな

いか。 

②③に述べた点は観点の欠落に相当す

るが、最終的な結論を大きく覆すほどの

ものではないため、重大な見落としはな

いと考える。 

・拝承 
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燃料健全性に関する規制高度化研究に対する外部専門家及び専門技術者の評価意見並びに

その回答 

 

No. 評価項目 評価意見 回答 

有馬 立身 氏 

1 ②解析実施

手法、実験

方法が適切

か。 

・被覆管外面割れに至るプロセス①水

素の拡散・析出、②亀裂進展の個別効果

試験の統合試験として、ハルデン炉の

試験に替えて FEM 数値解析を行って

いるが、その妥当性、数値解析による評

価の定量性、信頼性について言及して

ほしい。 

本研究で用いた FEM 解析手法の予測

性能については、2.1.2(1)で検討してお

り、2.1.1(2)で実施した試験における破損

時間と比較し、当該モデルが一定の予測

性能を有することを示しております。 

2 ④重大な見

落とし（観

点の欠落）

がないか。 

・被覆管外面割れ破損に関して、BWR

被覆管では割れは見られたが、PWR 被

覆管では見られなかった、という結果

に対する検討として、温度を主たる原

因としているが、それ以外の要因、例え

ば被覆管自体の性質、冷却水の性質な

どが主たる原因としでは排除できる理

由を整理していただければと思いま

す。 

系統的に調べられたわけではありませ

んが、IAEA により、再結晶焼鈍処理（主

に BWR 被覆管に適用されている）材の

遅れ水素化物割れ（以下「DHC」という。）

亀裂進展速度は、バラツキがあるものの、

応力除去焼鈍処理（主に PWR 被覆管に

適用されている）材のそれより小さい傾

向があるというデータが報告されていま

す。 

これは、材料的観点では PWR 被覆管

の方が亀裂進展性が高いことを示唆する

データであり、材料自体の機械的性質に

起因して、PWR 被覆管において外面割れ

破損（DHC 破損）が見られなかったわけ

ではないと考えられます。 

また、外面割れ破損のメカニズムであ

る DHC は、化学的な相互作用に起因す

る応力腐食割れとは対照的に、物理的な

相互作用に起因する亀裂進展現象であ

り、その点を踏まえると冷却水中の微量

な化学成分組成が与える影響は小さいと

考えております。 

3 その他 ・初期亀裂の発生メカニズムに対して

は、FEM ソフトウェアとして ANSYS、

統合試験の模擬試験としては 、

ABAQUS が数値解析に使用されてい

ます。それらを選定した理由があれば

それぞれの検討時期が平成 22 年度、令

和元年度と期間が空いていることが背景

としては大きく、それぞれの検討の際に、

汎用ソフトウェアの中から最適なものを

選択したというのが理由です。 

別表 1-4 
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簡単で結構ですのでお示しください。 

・各々の試験は系統的に行われており、

試験条件も十分網羅されている。また、

規制基準との整合性・関係性も明確に

示されていると感じました。 

拝承 

 黒崎 健 氏 

1 ①国内外の

過 去 の 研

究、最新知

見を踏まえ

ているか。 

踏まえているといえる。しいて言う

と、海外における同様の研究の最新知

見を十分に確認しているかという点で

は、若干物足りなさを感じる。 

拝承、水素化物による被覆管脆化に関

しては先行研究について十分確認し、代

表的と考えられる文献を報告書の序論等

で引用しております。 

外面割れ及び改良合金の照射成長に関

しては海外での先行研究の報告例が限ら

れていたため、引用という形で明確には

現れていませんが、既往研究及び最新知

見は逐次確認しながら研究を進めて参り

ました。 

2 ②解析実施

手法、実験

方法が適切

か。 

適切であるといえる。とくに、外面割

れ破損に関する研究では、照射試験が

実施できないという状況下で、個別の

要素試験と計算機シミュレーション

（FEM 解析）を組み合わせることで、

うまく総合的な評価につなげている。

FEM 解析に際して、妥当な物性データ

が用いられている。 

拝承 

 

3 ③解析結果

の 評 価 手

法、実験結

果の評価手

法 が 適 切

か。 

適切であるといえる。例えば、外面割

れ破損に関する研究で行われた FEM

解析に際して、妥当な物性データが用

いられている。一方、改良合金被覆管の

照射成長に関する研究では、試験方法

や試験結果は妥当なように見えるが、

結論（例えば、従来材被覆管と比べて改

良合金被覆管の照射成長量は小さい）

を導くにはデータ数が若干少ないよう

にも思う。 

拝承 

照射成長に関しては、ハルデン炉が閉

鎖されたことを受けデータ数が限られて

おりますが、主要な改良合金被覆管材料

について約 8x1025 n/m2 までのデータを

取得できたことが今回の研究の一つの重

要な成果であると考えております。 

 

4 その他 この一連の研究において、これまで

非常にたくさんの実験データ・解析結

果等が得られているものと思われる。

それらの貴重なデータをきちんと整

蓄積されたデータを今回一度まとめた

わけですが、ご指摘のようにこれで終わ

りというわけではなく、それらを踏まえ、

例えば別の安全研究プロジェクトで活用
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理・分類・有効活用することが重要であ

る。近年、情報科学やデータ科学の分野

が大きな発展を遂げている。整理・分類

された膨大なデータを、そういった最

新の技術で解析するというような、新

しい方向性を今後考えてもよいのでは

ないか。 

委託先だけでなく、規制庁が主体的に

論文発表していることは高く評価でき

る。発表されている論文の学術的な質

も高いように思われる。 

する等に繋げるということもあり得ると

考えており、検討致します。 

拝承。 

 

大塚 康介 氏 

1 ③解析結果

の 評 価 手

法、実験結

果の評価手

法 が 適 切

か。 

出力急昇試験は実施できなかったわ

けだが、解析などによって補完するこ

とによって、本研究の目的を達成でき

たことや本研究で導き出された結論に

問題ないことをきちんと論理だてして

説明した方がよいと考えます。 

ご指摘ありがとうございます。本研究

では、出力急昇試験で確認できなかった

応力緩和の効果について FEM 解析によ

り補完しました。 

報告書においては、本研究で用いた

FEM 解析手法の予測性能について

2.1.2(1)で一定の予測性能を有すること、

その手法を用いた検討（2.1.2(2)）により、

応力緩和を踏まえても個別効果試験の結

果が十分保守的であるということを確認

し、示しております。 

また、これを踏まえ、保守的なデータ

である個別効果試験の結果と設置変更許

可申請における過渡解析の結果を比較

し、外面割れ破損が系統的には起こらな

いだろうという結論に繋げております。 

2 その他 外面割れ破損が発生する時間につい

ては、亀裂が生じるまでの時間と亀裂

が進展する時間に分解して整理した方

が良いと考えます。 

ご指摘ありがとうございます。個別効

果試験においては、亀裂が生じるまでの

時間と亀裂が進展する時間に分解して試

験結果を整理しております。 

FEM 解析についても、同様に分解して

検討致しました。 

高畠 勇人 氏 

1 その他 ①ppt９ページ：左図の曲線は引用文献

にあるモデルで計算されたものと考え

るので、試験データをプロットするな

ご指摘を踏まえ、図に試験データを合

わせてプロットする修正を行いました。 
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No. 評価項目 評価意見 回答 

ど、45kW/m でも 20 分程度を要すると

いう結論が試験結果から導出される過

程がわかるようにするべき。（右図はそ

の点、わかりやすい。） 

②同上：ppt８ページを見るとヒーター

到達出力は 25kW/m～45kW/m で設定

されたように見えるが、９ページの左

図の曲線は 60kW/m まで描かれてい

る。60kW/m 相当まで試験をされてい

るのであれば、その旨、８ページにも記

載された方が良いと考えるし、BWR の

過渡条件は承知していませんが、

45kW/m で十分であれば、その先は試

験で検証されていないので曲線を止め

ておくべきではないか。 

 

 

 

9 ページ左図の曲線は、解析的な評価

の結果であり、過渡条件を包絡する観点

で 60 kW/m まで表示しております。 

試験については、ご推察のとおり、

25kW/m～45kW/m で設定しておりま

す。 

 

平井 睦 氏 

1 ②解析実施

手法、実験

方法が適切

か。 

ペレットの熱膨張による歪支配の現

象と考えられる水素化物外面割れを理

解・評価するにあたり、BWR 燃料で実

施したような現象をモデル化しメカニ

ズム理解を行う目的の内圧支配試験と

PWR燃料で実施したような発生を調べ

る目的の歪支配試験を目的に応じて適

切に選択して実施していると思われ

る。 

拝承。 
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加工施設及び再処理施設の内部火災等に関するリスク評価手法に関する研究に対する外部

専門家及び専門技術者の評価意見並びにその回答 

 

No. 評価項目 評価意見 回答 

榎田 洋一 氏 

1 ①国内外の

過 去 の 研

究、最新知

見を踏まえ

ているか 

これまでに技術的専門分野で知りえ

た範囲において，国内外の過去の研究、

最新知見を十分に踏まえていると評価

します． 

 

2 ②解析実施

手法、実験

方法が適切

か。 

これまでに技術的専門分野で知りえ

た範囲において，解析実施手法と実験

方法が適切であると評価します． 

 

3 ③解析結果

の 評 価 手

法、実験結

果の評価手

法 が 適 切

か。 

基盤研究で得られた基礎データは安

全研究企画段階で想定された水準と量

を満足し，大変価値が高いと認評価し

ますが，規制庁が担当すべき規制への

応用並びに事業者が利用すべき保安活

動への適用性の観点からは，より系統

的な整理が行われるべきであり，今後

の安全研究活動での更なる評価と利用

促進の工夫が必要であると評価しま

す．特に，GB 火災における発生ｶﾞｽ種

に係る基礎データのモデル・シミュレ

ーション評価における活用や高レベル

放射性廃液蒸発乾固事象に係る四酸化

ルテニウムの分解性・安定性の知見の

放出量評価における活用について，今

後の更なる活用に係る進展が国民の期

待する原子力安全向上の観点から期待

されます． 

本安全研究で得られた成果は、今後の

安全研究等において、具体的な規制活動

に活用できるようなリスク情報として整

理する予定です。GB 火災においては、一

連の事象進展（熱分解における可燃性ガ

スの発生を含む。）について、本安全研究

の基礎データから得られたモデル及び解

析コードを用いたシミュレーションによ

る事象進展解析の手順を整備し、この手

順を踏まえることで、必要なリスク情報

を得ることができるよう検討を進めま

す。同様に高レベル放射性廃液蒸発乾固

事象に係る四酸化ルテニウムの分解性・

安定性の知見を、同事象の放出量評価に

活用することにより、必要なリスク情報

を得ることができるよう検討を進めま

す。 

4 ④重大な見

落とし（観

点の欠落）

がないか。 

当該安全研究に係る基礎・基盤デー

タの十分性や貴重性については優れて

いるが，対象プロジェクトは「リスク評

価手法」に関するものであるので，現時

点での成果として，評価手法の高度化

または核燃料サイクル施設への適用に

対して，より明確で具体的なアウトプ

本安全研究で得られた成果は、評価手

法の高度化又は核燃料サイクル施設への

適用について検討し、今後、論文又は規

制庁の NRA 技術報告書等により公表す

る予定です。 

別表 1-5 
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No. 評価項目 評価意見 回答 

ットの姿が明示されるとよりよいもの

と評価します． 

村松 健 氏 

1 ①国内外の

過 去 の 研

究、最新知

見を踏まえ

ているか 

本研究を進めるに当たっては、再処

理施設の溶媒火災に関する試験研究、

再処理施設の蒸発乾固事象に関する解

析及び実験研究等に関する先駆的な試

験研究、再処理施設の配管等材料の腐

食研究に豊富な実績･経験を有する

JAEA 等のスタッフ及び施設を活用し

ていること、グローブボックスを含め

原子力施設の火災研究を幅広く行って

いる仏国 IRSN との密接な協力関係を

構築し,計算コード等を入手して活用し

ていることなど、国内外の過去の研究、

最新知見を採り入れる体制を構築して

いる。また、研究成果報告書（案）に示

された内容からも、この研究は、国内外

の過去の研究及び最新知見を適切に踏

まえて計画/実施されたことについて、

特に不足と考える事項はない。 

 

2 ②解析実施

手法、実験

方法が適切

か。 

核燃料施設の火災リスク評価手法整

備については,核燃料施設に関する内的

事象等のリスク評価手法、軽水炉の火

災リスク評価手法等をベースに行って

いる。GB 火災については、国内の状況

を調査の上対象材料を選定するととと

もに、試験方法等については経験のあ

る手法をベースとして用いている。蒸

発乾固試験については、本研究開始前

までに行ってきた基礎的試験の経験を

ベースに、試験方法を構築している。研

究成果報告書（案）についても特に不適

切と考える事項はない。なお、水素によ

る材料劣化については、学会等で多数

の発表を行っており、手法の適切さや

結果についてタイムリーに専門家のレ

ビューを受ける努力をしていると評価
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No. 評価項目 評価意見 回答 

できる（この点は③への回答でもあ

る。） 

3 ③解析結果

の 評 価 手

法、実験結

果の評価手

法 が 適 切

か。 

火災リスク評価手法検討、GB 火災試

験、蒸発乾固試験、水素による材料劣化

試験の各研究のいずれにおいても、原

子力規制委員会が事業者による重大事

故対策、継続的安全性向上、検査等をレ

ビューする際に参考となる多数の知見

が得られており、全体として大きい成

果が得られている。その意味で、解析結

果、実験結果は全体として適切に評価

されているものと考える。 

ただし、得られた結果を現実の意思

決定に参考とする際には、実験条件と

現実の条件との相違や現実の条件のば

らつき、研究成果としての定量的情報

の不確実さなどを、対象とする現実問

題の条件に応じて見直しつつ適用する

ことが肝要である。その意味では、研究

の委託を受けた実施機関には、行った

実験や解析の前提条件、実施方法、実施

結果、結果を活用する際に注意すべき

事項などを明確かつ丁寧に記録し、公

開文献として残す努力を期待したい。

また、原子力規制庁においては、そのよ

うな公開報告書や論文が作成されるよ

う可能な方法で奨励していただきた

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本安全研究で得られた成果について、

試験委託先へは、論文等による公表を促

してまいりますが、その際、御指摘いた

だいた左記留意点につきまして委託先と

も共有いたします。 

また、規制庁においても、論文又は

NRA 技術報告書等により公表を行って

いく予定です。 

4 ④重大な見

落とし（観

点の欠落）

がないか。 

重大な欠陥と見なすような気づき事

項はない。以下は欠陥の指摘ではなく、

適切にまとめられているという意味で

の補足である。 

火災リスク評価手法の整備において

は、電源盤や制御盤の火災のように一

つの機器等から多岐に渡る設備に影響

が波及するようなシナリオなど、まだ

十分な検討がなされていない課題が残

されているが、それらについては、報告
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No. 評価項目 評価意見 回答 

書案でも明確に断っており、さらにス

クリーニングを行って最終結果への影

響が顕著となる可能性のあるものに絞

って詳細に検討すべきであることな

ど、対応への基本的考え方が示されて

おり、手順書案としては適切な取り扱

いである。 

また、GB 火災や蒸発乾固試験につい

ては得られた試験結果や解析モデルを

用いて、実プラントで想定される具体

的なシナリオに関する事故影響評価を

試みることにより、さまざまな現象の

定量的な影響を理解しておくことが望

ましいが、これらについては、それぞれ

に関する研究を今後も継続し、解析手

法やデータを従実しつつ検討されるも

のと考えられる。 

さらに、水素による材料劣化につい

ては、重大事故の起因事象を発生させ

る要因の一つとして位置付けて実施さ

れ、良い成果が得られている。しかしな

がら、起因事象となる現象は他にも多

数存在する。この研究は、今回で終了す

るとのことであるが、起因事象となる

事象/現象の発生要因や発生頻度に関す

る知見を引き続き収集し、分析してお

くことは、施設の安全を評価する上で

極めて重要である。今後もそのような

意味での情報収集と分析を何らかの形

で継続し、現実のトラブル事象に対す

る専門的な分析能力を維持／向上させ

ていくことが重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

GB火災及び蒸発乾固試験については、

これらの事象の定量的な影響を理解する

ため、引き続き新しい安全研究プロジェ

クトで研究を継続します。 

 

 

 

 

 

 

 

水素による材料劣化も含め、機器の経

年劣化につきましては、引き続き、継続

的に情報や知見を収集します。 

また、施設全体のリスクについて、今

後も継続して分析を実施していく予定で

あり、その分析の中で起因事象となる事

象/現象の発生要因や発生頻度に関する

知見を収集するほか、トラブル事象に対

する専門的な分析能力を維持／向上させ

てまいります。 

5 その他 安全研究の実施方針（配布された資

料１）に述べられているように「知見の

共有と情報の発信」は重要である。これ

は成果が国民の共有財産であるためば

かりでなく、③に書いたように、安全規

制の場で成果を適切に活用するために

今後、蒸発乾固事象のほか、機器の経

年劣化及び GB 火災につきましても、論

文又は NRA 技術報告書等により公表を

行っていく予定です。 

なお、本研究の中で委託した試験につ

いては、その結果を取りまとめた委託報
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No. 評価項目 評価意見 回答 

も重要である。本研究では査読付き論

文が蒸発乾固関連に限られている。成

果の詳細情報が長く保存され、かつ一

般の技術者／研究者／公衆からのアク

セスが容易な、研究機関の公開報告書

やジャーナル論文の形で公開されるよ

う一層の努力をお願いしたい。 

火災リスク評価手法の整備について

は、今回で終了するが、作成された実施

手順案は、学会等におけるリスク評価

手法に関する標準の策定においても参

考となると期待できる。規制庁におい

ても、事業者によるリスク評価やリス

ク情報活用のレビューなどの規制実務

の中で活用し、実務から得られる知見

を随時反映して改良を継続するととも

に、手順案の改良版も順次公開してい

ただきたい。 

告書として公開しているほか、昨年度実

施分につきましては今後公開する予定で

す。 

 

 

 

 

 

 

内部火災リスク評価手法の整備につき

ましては、上述の御指摘にもありました

ように、課題も抽出されていますので、

対象施設の新規制基準適合性に係る審査

の結果等を踏まえ、引き続き、その内容

について検討していく予定です。 

 

浅沼 徳子 氏 

1 ①国内外の

過 去 の 研

究、最新知

見を踏まえ

ているか 

１．内部火災等を起因としたリスク評

価手法の検討について 

文献調査を踏まえてこれまでの経緯を

十分に把握したうえで、参考となる発

電炉のリスク評価手法に基づいて

MOX 燃料加工施設と再処理施設の評

価手順案を作成しており、十分妥当で

ある。 

２．リスク評価に向けた重大事故等に

関する技術的検討について 

①火災又は爆発の GB 火災解析では、過

去の試験研究や調査に基づき試解析が

なされている。②蒸発乾固事象や③機

器の経年劣化に関する研究について

は、国内外においても情報が少ない、す

なわち本質的な研究があまり行われて

いない状況であったと思われる。その

ような中で、独自の取り組みがなされ

ていると評価する。 
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No. 評価項目 評価意見 回答 

2 ②解析実施

手法、実験

方法が適切

か。 

２．リスク評価に向けた重大事故等に

関する技術的検討について 

①火災又は爆発の GB 火災評価試験や

有機溶媒火災に関する試験では、基礎

的なデータに加えて実際の燃焼環境を

想定した試験も行われており、特に事

象進展にかかる時間の情報が得られて

いることは大きな成果であると考え

る。②蒸発乾固事象では、ルテニウムを

中心とした放射性物質の移行挙動につ

いて、系統的に詳細な検討が行われて

おり、得られた情報の価値は高いと考

える。③機器の経年劣化では、実際の除

染条件を模擬した材料を用いて、電気

化学的データや材料試験データを取得

しており、得られた結果から実際に即

した判断が可能と考えられる。 

 

3 ③解析結果

の 評 価 手

法、実験結

果の評価手

法 が 適 切

か。 

２．リスク評価に向けた重大事故等に

関する技術的検討について 

①火災又は爆発の GB 火災解析では、具

体的な条件を設定した試解析が行われ

ている。ただし、得られた知見として、

影響評価を実施する際の留意点や着眼

点、課題点をまとめたとあるが、具体的

に読み取れない。より明確に示されて

いるとなお良い。②蒸発乾固事象では、

MERCOR に よ る 熱 流 動 解 析 や

SCHERN による化学挙動解析が行わ

れ、ルテニウム吸収速度と亜硝酸濃度

の相間関係を把握すると共に、実規模

の仮想施設におけるルテニウム移行挙

動の試解析が行われており、実試験と

解析を組み合わせた評価検討が着実に

なされている。③機器の経年劣化では、

インサート材として使用されるタンタ

ルの水素吸収脆化に関する本質的なデ

ータが取得され、機械的特性に影響す

る要因も評価されており、除染作業や

 

 

GB 火災解析で得られた留意点や着眼

点、課題点につきましては、今後、NRA

技術報告書等で公表する予定です。 
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No. 評価項目 評価意見 回答 

計画に影響する重要な結果を得てい

る。 

4 ④重大な見

落とし（観

点の欠落）

がないか。 

全体を通して見落としや観点の欠落

は無いと思われる。一方、実際の試験を

行った際の様々な経験や気づきなど

は、担当者の経験値として蓄積される

ものの、報告書や成果発表などの公表

資料では明らかにならないこともあ

る。火災や蒸発乾固のように過酷な事

象を扱う試験では、技術や経験の継承

を目的として映像資料の保存なども重

要ではないか。 

技術伝承の観点からも重要と考え、い

ただいた具体的な継承の方法も含めて検

討します。 

 

5 その他 内部火災等を起因としたリスク評価

手法の検討のところで課題として上げ

られているように、MOX 加工施設や再

処理施設に関する発生頻度などの不足

情報について、今後どのように情報を

収集し整備していくのか。また、蒸発乾

固事象における解析手法についても、

課題点や今後整備すべき情報などを整

理しておく必要がある。リスク評価手

法の信頼性を上げるためにも継続的な

取り組みが必要と考える。 

MOX 加工施設や再処理施設に関する

発生頻度などの不足情報につきまして

は、調査、研究による蓄積が必要ですが、

これが困難な場合として、海外からの情

報の入手や一般産業の類似した機器のデ

ータを活用していくことを考えておりま

す。 

蒸発乾固事象につきましては、まず現

象面について、網羅性の観点から今後必

要な研究項目を抽出しており、新規の安

全研究プロジェクトで実施してまいりま

す。また、解析手法についても、研究の中

で、課題点や今後整備すべき情報などを

整理します。 

本間 俊司 氏 

1 ①国内外の

過 去 の 研

究、最新知

見を踏まえ

ているか 

これまでの研究を適切にレビューし

ており、国内外の過去の研究、最新知見

を踏まえていると認められる。 

 

2 ②解析実施

手法、実験

方法が適切

か。 

解析実施手法および実験方法に関し

て特に不適切な点はない。温度等の実

験条件も概ね適切であると考えられ

る。 

 

3 ③解析結果

の 評 価 手

 解析結果の評価手法および実験結果

の評価手法に関して特に不適切な点は

実規模事象については、海外からの試

験データを入手する予定であり、新規の
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No. 評価項目 評価意見 回答 

法、実験結

果の評価手

法 が 適 切

か。 

ない。ただし、GB 火災については小規

模ならびに中規模試験の結果を実規模

事象へ適用できるかどうか火災解析コ

ードの利用等により検討する必要があ

ると考えられる。 

 

安全研究の中で、これを踏まえたベンチ

マーク解析等により知見を取得する予定

です。 その際、御指摘のような適用性

について検討します。 

4 ④重大な見

落とし（観

点の欠落）

がないか。 

重大な見落としや観点の欠落は特に

ない。 

 

5 その他  蒸発乾固事象および機器の経年劣化

に関する成果については、論文および

講演による外部発表が行われており、

高く評価できる。 

 火災または爆発事象に関する研究

は、その重要性の高さから GB 火災を中

心に扱っているが、今後は爆発事象に

関する研究成果も期待したい。 

 

 

 

 

水素爆発、レッドオイル爆発、その他

の爆発等については、国外の研究機関と

の情報交換や文献調査等により情報を収

集しており、今後も継続して情報収集を

図り、その結果を踏まえて研究の必要性

を検討します。 

中林 弘樹 氏 

1 ①国内外の

過 去 の 研

究、最新知

見を踏まえ

ているか 

加工施設及び再処理施設を対象とし

た内部火災リスク評価手法の検討にお

いては、先行している国内発電炉の動

向について事業者が実施している内容

も踏まえた検討となっており、さらに

米国や仏国などの海外の知見について

も参考とするなど、十分に最新知見を

踏まえたものとなっている。 

なお、加工施設の重大事故（火災）を

対象としたリスク評価において枢要な

技術情報となるグローブボックス火災

に関する基礎データの拡充のために

GB 構成材料（アクリルやポリカーボネ

ート）の火災試験を行っているが、これ

らについては一般にも広く用いられて

いる材料であることから、一般品の特

性と原子力仕様品との差違の有無・比

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グローブボックス火災に関するコメン

トでいただいた材料の特性について、整

理し成果の公表の際に記載いたします。 
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No. 評価項目 評価意見 回答 

較についても記載しておくことが望ま

しい。 

2 ②解析実施

手法、実験

方法が適切

か。 

GB 構成材料（アクリルやポリカーボ

ネート）の火災評価試験においては、火

災時に想定される現象に基づき、熱分

解による重量減少・ガスの発生速度・組

成分析を行い、燃焼経過による酸素濃

度の変化の影響を理解するために試験

手法を改良するなど適切な実験方法が

用いられている。 

蒸発乾固時に放出される Ru の挙動

については、その複雑な化学的挙動を

把握するために、共存する化学種の影

響や移行経路の物理的特性を考慮でき

るように試験方法が工夫されており、

適切な試験方法となっている。なお、実

際の系に比べてスケールが小さいこと

によって得られた収支の誤差が大きく

なっているものも認められることか

ら、シミュレーション等との比較評価

を進めることが望まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

御指摘のとおり、こうした小規模な試

験のデータを実プラントの評価に使用す

る際には、スケールの相違について十分

な検討が必要と考えています。そのよう

な検討の手段として解析コードを使用す

ることも考えられますが、それに限定せ

ず、様々な対応を検討していく予定です。 

3 ③解析結果

の 評 価 手

法、実験結

果の評価手

法 が 適 切

か。 

GB 火災、蒸発乾固について実施され

た実験結果として、目的としている事

象進展の解析のために必要な基礎デー

タを適切に取得・評価している。蒸発乾

固の挙動を模擬した試験において、亜

硝酸による Ru の気相への移行挙動や

蒸発乾固後の注水を模擬した試験にお

ける Ru/Cs の挙動などは定性的な解釈

とも合致するものであることが示され

ており、その妥当性が認められる。 

なお、バラツキによる影響は決定論

的手法では保守側に内包して扱うが、

リスク評価においては陽に扱うため、

目的としている事象進展解析において

感度の高い因子は何か、その因子が持

つバラツキはどのような確率モデルに

従うかについての考察について今後の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いずれも新規の安全研究の中で確認し

てまいります。GB 火災については解析

コード等を用いた感度解析、蒸発乾固事

象についてはあらかじめ重要と考えるパ

ラメータに着目して、試験の中でその感
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No. 評価項目 評価意見 回答 

研究に組み入れられることを期待す

る。 

度を確認してまいります。 

4 ④重大な見

落とし（観

点の欠落）

がないか。 

当該研究は目的に対して慎重に計画

され、段階的に展開されてきたもので

あり、実施事項や結果の考察において

重大な見落としはないものと考えられ

る。 

 

5 その他 機器の経年劣化の研究において、再

処理施設特有の Zr異材継手の材料信頼

性に関して、Zr 固有の水素吸収脆化と

異材との界面挙動を併せてその高経年

化への影響を定量的に示した成果は有

意義なものである。着目している除染

作業時に発生する水素以外に、プロセ

ス中に微量に発生する放射線分解水素

の影響も考慮することで、今後の施設

の保全や高経年化影響評価といった再

処理施設の長期的な安全性に貢献する

ことが期待される。 

 

 

 

 

 

放射線分解による水素の影響につきま

しては、平成 28 年度までに実施した安全

研究「商用再処理施設の経年変化に関す

る研究」にて知見を取得済みです。 
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廃棄物埋設に影響する長期自然事象の調査方法及びバリア特性長期変遷の評価方法に関す

る研究に対する外部専門家及び専門技術者の評価意見並びにその回答 

 

No. 評価項目 評価意見 回答 

小崎 完 氏 

1 ①国内外の

過 去 の 研

究、最新知

見を踏まえ

ているか 

国内外の過去の研究を丁寧に調査

し、最新知見を踏まえた研究が実施さ

れていると評価できます。ただし、成

果報告書 37 ページにおいて「（セメン

ト中の）物質移行性能に関する研究は、

水密コンクリート等の特殊構造物の設

計において拡散性等を実験等で計測し

て品質確認する程度で、メカニズム解

明等の研究は行われていないことが既

往の研究調査から判明した」と述べて

いるのに対し、38 ページの「①細孔構

造の変遷と物質移行性」において移行

メカニズムの概要が説明されていま

す。評価対象核種ではありませんが、

HTO の拡散メカニズムを考察した論

文等が過去にあることなどから、37 ペ

ージでは「詳細なメカニズムの解明に

は至っていない」程度の記述が妥当で

はないでしょうか。いずれにせよ、今

後のご研究の成果に期待しておりま

す。 

ご指摘のとおり廃棄物分野で HTO によ

る拡散試験等に関する論文等が存在する

ことは認識しておりますが、材種や空隙

構造等を考慮したメカニズム解明までは

至っていないと考えていますので。「詳細

なメカニズムの解明には至っていない」

の表現に改めます。 

2 ②解析実施

手法、実験

方法が適切

か。 

解析実施手法、実験方法は適切であ

ったと評価できます。 

 

3 ③解析結果

の 評 価 手

法、実験結

果の評価手

法 が 適 切

か。 

概ね適切と評価できます。ただし、

セメント試料に対する水銀圧入法、ガ

ス吸着は基礎的な実験であり、この結

果のみで、目標とした人工バリアの長

期性能評価（物質移行性との関連）を

議論することにはやや無理があると思

います。今後、体系立てた物質移行デ

ータの取得などで、セメント試料の内

 セメント硬化体の物質移行は、内部微

細構造に大きく影響すると考えており、

また、どの空隙形態に寄与するかも含め

て移行性を評価することを行います。内

部微細構造の把握に関しては主に水蒸気

吸着等を用いて、CSH 等の層間空隙から

毛細管空隙、AE 空隙等まで計測して移行

性を評価します。なお、これらの空隙構造

は、使用材料や配合、更に練混ぜ締め固め

別表 1-6 
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No. 評価項目 評価意見 回答 

部微細構造と移行性との関連を詳細に

検討されることが望まれます。 

に大きく影響を受けるので、空隙形成の

メカニズムに立脚した検討を行って、検

証として実際に供試体を作成して評価し

ます。 

また、３００年を超える長期評価が必

要であることを踏まえ、CSH ゲル等の構

造が時間経過や水分の存在等により形態

を変化させますので、この変化により層

間空隙の変化との移行性も評価対象とし

ております。 

一方、セメント硬化体は、体積変化によ

り拡散場から移流場へ移行することも踏

まえ、体積変化と移行性についても評価

します。 

このような背景から、拡散場、移流場及び

吸着について移行性を体系的に評価する

ことを考えています。 

4 ④重大な見

落とし（観

点の欠落）

がないか。 

重大な見落としは見当たりません。

ただし、瑞浪深地層研究所にて結晶質

岩を対象に実施された研究において今

後の課題とされたものについては、瑞

浪が埋め戻しとなり試験の実施が困難

となったことから、代替試験法などの

検討が必要と思われます。 

 埼玉大学、産総研と原子力規制庁の共

同研究で、岩石試料に 3 軸で応力を掛け

ながら力学特性と水理学的特性を取得す

る室内試験を進めており、原位置での試

験と合わせて検討を進めていく予定でご

ざいます。 

5 その他 人工バリア（ベントナイト）中のカ

リウムの拡散係数はこれまでに報告例

がない、新規の貴重なデータと思いま

すが、まだ委託先においても成果が発

表されていないようですので、今後、

積極的に公表されますことを期待して

います。 

拝承いたします。 

新堀 雄一 氏 

1 ①国内外の

過 去 の 研

究、最新知

見を踏まえ

ているか 

これまでの国内外の研究成果を踏ま

えた研究を展開している。なお、岩石

中の微小な空隙での特異的な収着反応

のメカニズムについては、得られたメ

ソポーラスシリカの結果の知見に加

え、さらなる検討が必要になる。また、

 核種の岩石への収着現象につきまして

は、多くの収着試験が行われている岩石

試料を粉砕し大きな液固比で接液したと

きの特性値から、将来想定される水質、鉱

物相等の環境条件の幅と、液固比が小さ

い岩盤中の条件における特性値に変換し
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No. 評価項目 評価意見 回答 

地形変化を伴う地下水流動・核種移行

評価について、規制の観点から今後の

継続的な検討が望まれる。 

て評価する必要があります。このため、収

着現象の化学的理解や、環境条件の長期

的な変化の予測が必要であり、これまで

多くの検討がなされてきていると理解し

ております。今回着目しているのは、この

うちの最初の収着特性の妥当性に関する

ものであると考えていますが、試験に用

いている空隙が均質な人工材料ですの

で、これが重要な感度があるということ

になれば、更に天然の岩石の空隙構造の

把握と、それを考慮した収着特性の理解

を進める必要があると考えております。 

 地形変化を伴う地下水流動・核種移行

評価につきましては、特に深度が大きく

なる処分概念において重要と考えており

ますが、報告書で提示しました評価手法

には、まだ、多くの仮定が含まれており、

容易に解決しないものも多いと考えてお

ります。このため、現象の理解の一方で、

現在の理解の範囲でどこまで使うことが

可能であるか（地下水の移行経路は変わ

らなさそうである、侵食は廃棄物埋設地

に至ることはない等）のロジックの構築

を検討したいと考えております。 

2 ②解析実施

手法、実験

方法が適切

か。 

解析手法および実験方法は適切であ

る。また、一連の研究では、解析およ

び実験手法自体の整理も行い、何れも

規制の観点から有用な成果を得てい

る。たとえば、中深度処分に関連して、

隆起速度の評価手法の比較・検討では、

既往の何れの手法でも概ね同程度の結

果を得ることを確認している。また、

地下水流動に関する評価手法の研究で

は、採取可能な間隙水の同位体比分析

から地下水年代の推定手法について、

実フィールド試験に基づいた検討を進

め、有用な手法を提示している。加え

て、細孔構造の変遷と物質移行性に関
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No. 評価項目 評価意見 回答 

連した間隙の定量化に関して、マトリ

ックスの強度が小さい試料の間隙径等

の測定の適切な手法を確認している。 

3 ③解析結果

の 評 価 手

法、実験結

果の評価手

法 が 適 切

か。 

評価手法は適切である。なお、地形

変化を伴う地下水流動・核種移行評価

については、地形の変化と地下水流動

や核種移行の速度との違いを整理し、

実効性のある評価手法を把握する必要

があり、前述のように、今後も継続し

た検討が必要になる。 

 No.1 参照 

4 ④重大な見

落とし（観

点の欠落）

がないか。 

重大な見落としはない。但し、前述

のように、岩石中の微小な空隙での特

異的な収着反応のメカニズムについて

は、多角的な視点から、さらに丁寧な

検討が必要と考えられる。 

 No.2 参照 

5 その他 国内外の研究機関の活用は有用であ

る。重要なことは、それらの知見を規

制の観点から自らの洞察力（技術力）

として取り入れることにある。一連の

研究はそのような観点からも着実に成

果を挙げている。今後も技術力の更な

る向上を目指すことを期待する。他方、

本安全研究では、成果の公表も積極に

行い、若手の育成にも大きく寄与して

いる。 

拝承いたします。 

山元 孝広 氏 

1 ①国内外の

過 去 の 研

究、最新知

見を踏まえ

ているか 

長期間の侵食量評価に宇宙線生成核

種を用いた測年技術，地下水流動評価

に同位体水文学的手法を適用するな

ど，比較的新しい手法が取り入れられ

ている． 

 

2 ②解析実施

手法、実験

方法が適切

か。 

解析手法，実験手法の詳細は報告書

にしめされていないものの，適切な手

法が採用されているものと考える． 

 

3 ③解析結果

の 評 価 手

法、実験結

・「物理探査による断層長さの認定フ

ロー」等が作成されているが，具体的

な適用例も提示されないと，これが評

具体的な適用については、今後の安全

研究での課題とさせていただきます。 
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No. 評価項目 評価意見 回答 

果の評価手

法 が 適 切

か。 

価に適切なフローなのかどうか判断

できない． 

・「不確かさを考慮した地形変化の評

価モデル」は，特に中深度処分では必

須の評価であろう．ただし，多様な現

象の「不確かさ」を具体的にどのよう

に取り扱っているのかの詳細記述がな

いため，評価手法が適切かどうか判断

できない．特に「将来の海水準変動の

不確かさ」の影響が大きいとの結論が

示されているが，そもそも「海水準変

動」自体がかなりの不確かさを内在し

た現象である．これをどのように数値

化して評価したのか中身を示す必要が

ある． 

 地形変化を伴う地下水流動・核種移行

評価につきましては、特に深度が大きく

なる処分概念において重要と考えており

ますが、報告書で提示しました評価手法

には、まだ、多くの仮定が含まれており、

容易に解決しないものも多いと考えてお

ります。このため、現象の理解の一方で、

現在の理解の範囲でどこまで使うことが

可能であるか（地下水の移行経路は変わ

らなさそうである、侵食は廃棄物埋設地

に至ることはない等）のロジックの構築

を検討したいと考えております。 

4 その他 ・規制当局として「人工バリア劣化評

価モデル」や「地形変化評価モデル」

を整備することは良いと考えるが，そ

のモデル骨子やバックデータについて

は論文として積極的に公表し，科学的

な正当性を担保していく努力が必要で

はないか？そのような過程を経たモデ

ルでないと，評価結果を正当に扱うこ

とが出来ず，使えないものになってし

まうことを危惧する． 

・安全研究成果をどのように中深度処

分の審査ガイドに落とし込んでいくの

か，展開が見えない．個々の研究項目

はまだまだ道半ばの印象がある中で，

担当からは早い時期でのガイドライン

作成の目標が示され，若干，違和感が

ある． 

従来、規制当局としての整理の発表が

足りていないことは御指摘のとおりでご

ざいます。原子力規制庁の方針といたし

まして、研究の技術的成果を規制へ反映

する立場で再整理して公表していくこ

と、また、規制庁の職員自身が技術的検討

を行い成果として取りまとめることを進

めることとしておりますので、今後、公表

を進めていきたいと考えております。 

 規則、審査ガイドにどこまで記述し、そ

れに対する適合性を判断する根拠をどこ

まで積み上げないといけないか、検討を

行っております。科学的に全てが解明さ

れないと審査できないわけではなく、実

用的な理解の範囲もありますが、やはり

その基礎となる科学的な理解が重要であ

ると考えております。 

井口 哲夫 氏 

1 ①国内外の

過 去 の 研

究、最新知

見を踏まえ

ているか 

引用されている参考文献等から、全

般的に国内外の関連既往研究の成果を

踏まえて研究計画・内容が設定されて

おり、最新知見が反映されていると評

価する 
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No. 評価項目 評価意見 回答 

2 ②解析実施

手法、実験

方法が適切

か。 

・中深度処分における隆起・浸食に関

する評価手法の研究では、既往研究の

調査レビューをもとに、隆起／浸食の

評価手法の適用性が対象と時間スケー

ルごとによく整理されている。また、

断層等に関する評価手法の研究では、

物理探査の手法が網羅的に調査され、

段階ごとの適用性評価が適切になされ

ている。 

・中深度処分における地下水流動に関

する評価手法の研究では、同位体水文

学的評価手法の有用性および妥当性が

示されている。 

・中深度処分における岩盤の力学・水

理特性に関する研究では、一般的な

BPI試験によるEDZ評価の妥当性が、

透水試験と弾性波探査試験を併用する

ことで多角的に検討されている。 

・人工バリアの長期性能評価手法の研

究では、ベントナイト系人工バリアの

劣化モデルと解析に資する見かけの拡

散係数のデーターベースの整備・拡充

が適切になされている。また、セメン

ト系人工バリアの長期性能評価に関し

て、細孔構造やセメント結晶変遷に伴

う物質移行性を計測する有効な手法の

検討がなされている。 

・天然バリアの自然現象を考慮した水

理特性の評価研究では、不確かさを考

慮した時系列的地形変化評価モデルと

手法が提示され、ケーススタディなが

ら、過去から将来にわたる地形変化と

地下水流動／核種移行の大変興味深い

評価結果例が提示されている。 

・地質環境及び水理環境モニタリング

に関する研究では、国内外の事例調査

により課題が明確化されており、長期

に渡る適切な地下水モニタリング法や
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No. 評価項目 評価意見 回答 

モニタリング孔の扱いが検討されてい

る。 

3 ③解析結果

の 評 価 手

法、実験結

果の評価手

法が適切か 

・中深度処分における隆起及び浸食に

関する評価手法の研究において、各評

価手法の留意事項が適切に指摘されて

いるものの、適否の判断根拠がやや漠

然としている感がある。 

 

 

 

・中深度処分における断層等に関する

評価手法の研究で、反射法地震探査法

の有効性を示し、断層長さの認定フロ

ーが示されたことは大きな成果と評価

するが、探査領域の設定法や探査精度

（観測地点からの位置依存性など）の

評価法についても、高度な専門的知識

が必要と逃げを打つのではなくて、一

般論でもよいから具体的な言及が欲し

いところ。 

・中深度処分における地下水流動に関

する評価手法の研究において、地域依

存ではあるものの、天水線から深度 13

ｍ以深で 10 万年間地下水流動が見ら

れないという知見は重要な成果と評価

する。今後、亀裂性媒体／多孔質媒体

の地下水流動モデルへの反映を期待す

る。 

・中深度処分の岩盤坑道の EDZ 評価

に関して、透水試験と弾性波探査試験

との比較から、BPI 試験の開口割れ目

観測による水みち評価の問題点が指摘

されているが、各試験法で見ている領

域の違いなど、結果の差異についても

う少し説明が欲しいところ。 

・セメント系人工バリアの細孔構造や

セメント結晶変遷に伴う物質移行性の

計測手法は予備的な研究ながら有効な

 御指摘ありがとうございます。隆起及

び侵食の研究は、地質学の分野で主に行

われており、放射性廃棄物処分想定した

研究は少ないのが現状です。地質学分野

の研究者の力をかりて得られた成果を処

分に適用する際どのような判断が必要と

なるかについては、別途、規制庁の研究と

してもまとめます。 

 御指摘ありがとうございます。可能な

範囲で、評価手法についても、具体的に示

すべきと考えます。今後の断層研究を進

める中でご期待に沿えるように対応いた

します。 

 

 

拝承いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ご指摘ありがとうございます。EDZ の

研究に関しましては、詳細な説明を、論文

発表の形で行いたいと考えております。

令和 3 年度中の公表を目標として執筆中

ですので、もう少々お時間をいただけれ

ばと思います。 

 

 細孔構造の評価では、水和反応の進展
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No. 評価項目 評価意見 回答 

手法の提示がなされているが、まずは

手法の適否を判断するための要求事項

等（例えば、層間空隙やゲル空隙の何

をどの程度の精度で測る必要があるの

かなど）を明確に示していただきたい。 

 

 

 

 

 

・天然バリアに関して過去の地形変化

の再現性を基にした地下水流動／核種

移行の将来予測のケーススタディで定

性的な説明と妥当性判断の留意点は納

得のいくものであるが、もう少し定量

的に入力パラメータの依存性（何が最

終結果に効いてくるのか）の感度解析

的な検討があるとよい。 

 

 

 

 

 

 

・地下水モニタリングに関する研究

で、廃棄物埋設施設のサイト周辺の３

D 地下水流動シミュレーションが例示

されているが、この結果をもとに、モ

ニタリング孔の設置場所や数を決める

ことになるので、その精度をどの程度

担保する必要があるのかの評価・検証

が気になるところ。 

等により変遷するCSHゲルの層間空隙及

びゲル空隙について、使用材料や配合等

によりどのように形成され、それがどの

ような外部環境によりどのように変遷す

るかを整理することにしております。し

たがって、これらの空隙を間接手法とし

て主に水蒸気吸着装置、直接手法として

中性子小角散乱を用いることにしており

ます。また、セメント結晶の変遷は、CSH

ゲルの構造安定性を評価するために、

TMS 法と NMR を用いて評価することに

しております。 

 地形変化を伴う地下水流動・核種移行

評価につきましては、特に深度が大きく

なる処分概念において重要と考えており

ますが、報告書で提示しました評価手法

には、まだ、多くの仮定が含まれており、

容易に解決しないものも多いと考えてお

ります。このため、現象の理解の一方で、

現在の理解の範囲でどこまで使うことが

可能であるか（地下水の移行経路は変わ

らなさそうである、侵食は廃棄物埋設地

に至ることはない等）のロジックの構築

を検討したいと考えております。 

拝承いたします。 

 モニタリング孔の設置場所や数は、予

測全体の検証、変動の検知、処分システム

が特に避けるべき流動方向の状態の確認

など、幾つかの観点があり、それに応じた

精度も決めていく必要があると考えてお

ります。 

4 その他 成果公表として、規制庁職員の方が

全くなしというのはいかがなものか？

規制業務が多忙と思うが、委託研究先

を含め、公的に研究投資された成果は、

途中段階であっても、世の中に成果発

 従来、規制当局としての整理の発表が

足りていないことは御指摘のとおりでご

ざいます。原子力規制庁の方針といたし

まして、研究の技術的成果を規制へ反映

する立場で再整理して公表していくこ

と、また、規制庁の職員自身が技術的検討
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No. 評価項目 評価意見 回答 

表や情報発信する積極的な姿勢が必要

ではないか？ 

を行い成果として取りまとめることを進

めることとしておりますので、今後、公表

を進めていきたいと考えております。 

中居 邦浩 氏 

1 ②解析実施

手法、実験

方法が適切

か。 

2.1 廃棄物埋設に係る自然事象の長期

評価に関する研究 

 中深度処分で考慮すべき深度、断

層、地下水、力学・水理について、

幅広く評価手法が調査されていると

思います。 

2.2 廃棄物埋設における性能評価手法

に関する研究 

 ベントナイトの変質、拡散係数、細

孔構造、塩分濃度等、性能評価で必要

な項目に対してモデル化、データ整理、

解析が行われていると思います。 

拝承いたします。 

2 ③解析結果

の 評 価 手

法、実験結

果の評価手

法 が 適 切

か。 

2.1 廃棄物埋設に係る自然事象の長期

評価に関する研究 

 中深度処分で考慮すべき深度、断

層、地下水、力学・水理について、

適切な評価手法が抽出されていると

思います。 

2.3 地質環境及び水理環境モニタリン

グに関する研究 

 2.3.2 地下水モニタリングに関する

研究  (2) 掘削制限区域設定に関す

る地下水モニタリング (p.48)に関し

て、「幾分低め（-1 m から-2 m まで）

の値で落ち着くこと」について、解析

時の収束条件が影響している可能性が

あると思います。 

拝承いたします。 

 

 

 

 

 

拝承いたします。 

 解析の収束条件、解析メッシュの適切

性等は重要ですので、注意いたします。ま

た、処分場の性能との関係で、どの程度ま

での影響を見る必要があるかも考慮して

検討したいと考えております。 

3 その他 廃棄物処分の性能評価手法の発展に

つながるこれらの各研究成果と評価手

法の詳細について、広く公開されるこ

とを期待します。 

 原子力規制庁の方針といたしまして、

研究の技術的成果を規制へ反映する立場

で再整理して公表していくこと、また、規

制庁の職員自身が技術的検討を行い成果

として取りまとめることを進めることと

しておりますので、今後、公表を進めてい

きたいと考えております。 
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No. 評価項目 評価意見 回答 

井口 幸弘 氏 

1 ①国内外

の過去の

研究、最新

知見を踏

まえてい

るか 

本研究分野については、当方に十分

な知見がないため判断できないが、国

外の中深度処分の知見について、規制

についての言及はあるが、研究に関す

る国外の事例の言及が少ないように

見受けられる。それだけ、国内の地質

は特殊なものということなのか。 

 個々の技術に関しては、関連するもの

が多くあります。具体的に中深度処分に

相当する処分場は、スウェーデン及びフ

ィンランドで操業しています。これらは、

いずれも花崗岩地域です。また、日本の花

崗岩地域と異なり地下水の湧出量が少な

い特性があります。 

2 ②解析実施

手法、実験

方法が適切

か。 

本研究分野については、当方に十分

な知見がないため判断できないが、地

下水流動履歴の指標となる地球化学的

評価手法の整備で、瀬戸内海沿岸地域

が選定されている理由がよくわからな

い。花崗岩主体の地域として代表的な

ものとして選定されているのか。 

 花崗岩主体の地域であることも選定理

由の一つです。加えて、瀬戸内海は氷期に

は陸化して海岸線が大幅に後退します。

このように、海水準変動の大きい地域に

おいては地下水流動場の変化がおおきい

と考えました。また、調査のしやすさとい

う観点から、既存坑井が多く、地下水の採

取がやりやすいというのも選定理由で

す。 

佐々木 泰 氏 

1 ②解析実施

手法、実験

方法が適切

か。 

◆38 ページ 細孔構造の変遷と物質

移行性 

水蒸気吸着法では試料の前処理によ

り結果が異なるため、前処理の状況に

ついての記載があると良いと思いま

す。 

 

 

 

 

 

 

◆39 ページ セメント結晶（非晶質含

む）の変遷による物質移行性 

NMR と TMS を組み合わせて解析

されているようですが、具体的にどの

ように組み合わせたのかの記載がある

と良いと思います。 

 

 

 御指摘のとおり、従来の前処理法では、

細孔構造が変化することは十分に認識し

ております。そこで、空隙構造の計測手法

の選定も重要ですが、前処理方法の選定

がより高い重要性を持っておりますの

で、前処理による影響も踏まえて適切な

手法の評価を行います。また、MIP のよ

うに破壊サンプルでは、空隙の方向性が

特定できませんので、そうした空隙の向

き等も踏まえて評価することを考えてお

ります。 

 セメント結晶の変遷は、主に NMR で

の評価が主流かと思いますが、NMR は、

マクロ的結合状態（単量体から〇量体の

平均値）の評価しかできませんので、実際

の結合状態をミクロ的に評価することは

できません。そこで単量体から６量体ま

での個々の結合を明確に示せる TMS 手

法を用いて NMR との関係性を含めて評

価することを考えております。 
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No. 評価項目 評価意見 回答 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆39 ページ 31 行目、41 ページ 27 行

目 地下水流動・核種移行評価 

地形変化評価は、過去におけるその

変動を外挿することで、将来の推論が

可能であるとしています。同様に、地

下水流動においても、将来の推定をす

る前に、過去の海水準変動等を考慮し

て現在の塩分濃度分布や地下水年代の

説明が可能かを検討し、その上で将来

の推定をしていただく方が良いと思い

ます。 

また、Ca の溶脱について、TMS 手法はそ

の原因の特定に寄与すると考えており、

こうした理由から TMS 手法の採用を行

っております。 

現在までの研究成果では、NMR と

TSM の関係性が明瞭に出せるところまで

研究が進んでいます。 

また、結晶構造の分析では、中性子小角

散乱等の手法も取り入れて自由水や結晶

水及びそれらの動き等を分析して総合的

に評価することを考えております。 

 

 地形変化を伴う地下水流動・核種移行

評価につきましては、特に深度が大きく

なる処分概念において重要と考えており

ますが、報告書で提示しました評価手法

には、まだ、多くの仮定が含まれており、

容易に解決しないものも多いと考えてお

ります。このため、現象の理解の一方で、

現在の理解の範囲でどこまで使うことが

可能であるか（地下水の移行経路は変わ

らなさそうである、侵食は廃棄物埋設地

に至ることはない等）のロジックの構築

を検討したいと考えております。 

 地下水流動につきましては、御指摘の

ような、過去の履歴の情報を用いて、現在

の観測を説明することによって、場の理

解をすることが主であると考えておりま

す。 

2 ③解析結果

の 評 価 手

法、実験結

果の評価手

法 が 適 切

か。 

◆18 ページ、6 行目 地球化学的評価 

Cl 濃度の高い深層地下水が縄文海

進時のものとされていますが、図 2.1.8

では、最終氷期以前の Cl 濃度の高い

深層地下水があるように見えます。同

じ試料によるものであるなら、18 ペー

ジの縄文海進時という説明は適切では

ないように思います。 

◆28 ページ、4-6 行目 岩盤の力学的

 

 

 P18 ページ 6 行目は縄文海進時の海水

もあるという意味であります。図 2.1.8 は

全てのデータをプロットしているわけで

はないので、齟齬はないのですが、誤解を

招きかねないので、記載を修正します。 
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No. 評価項目 評価意見 回答 

状態と水理的特性 

No.1 孔は、浅部では透水係数が低か

ったが、弾性波速度は遅かったと解釈

しました。 そうであれば、No,1 と

No2の透水係数の違いの考察が必要と

思います。また、浅部で弾性波速度が

どの程度低下したかの記載もあると良

いと思います。 

◆52 ページ 6 行目 ボーリング孔閉

塞 

ボーリング孔周辺のゆるみ域が影響

したとありますが、そのゆるみは、ボ

ーリング孔の掘削に伴うものと確認出

来ているのであれば、その根拠の記載

があると良いと思います。 

 御指摘ありがとうございます。透水性

の記述は特にNo.1孔について不十分だっ

たので報告書において追記しました。ま

た、弾性波速度についても定量的な詳細

を述べるべきだとは思いますが、報告書

完成後に、別に投稿論文として発表する

ことを予定しているため、この程度の記

載にとどめました。 

 

 「ボーリング孔周辺のゆるみ域が影響

した」につきまして、不正確な表現でござ

いました。申し訳ございません。以下のよ

うに、修正させていただきます。「測定精

度の範囲で、周囲の岩盤と同程度以下の

透水係数であると評価されたが、要求性

能に対して測定精度が十分であるか、ボ

ーリング孔周辺の緩み域の影響を把握で

きているか等について更に検討が必要で

ある。」 

 閉塞部の奥側を加圧して圧力降下を測

定することができないことから（測定後

に、加圧及び測定ラインを撤去する必要

があり、その孔の閉塞が再度必要になる

ため）、閉塞部の手前側の情報しか得るこ

とができません。非定常の圧力応答など、

どのような観測とデータの整理をすれば

よいか、検討しております。 

3 ④重大な見

落とし（観

点の欠落）

がないか。 

◆46 ページ 19 行目 掘削制限区域設

定 

掘削制限区域の妥当性の評価におい

て、埋設地周辺に掘削された井戸等の

影響範囲を考慮し評価方法を検討する

ことは理解できますが、その前に、掘

削制限区域外での人為事象に対して、

どの程度の事象に対して、どのような

評価基準を適用するかの検討を先にし

て頂いた方が良いと考えます。この評

価基準とサイトの状況に応じ掘削制限

 

 

 人の生活環境の状態設定は、当該地域

において、現在、一般的に行われている生

活習慣に基づくことが基本でございま

す。その上で、掘削制限区域においては、

深いボーリングなどの、必ずしも一般的

ではない生活習慣によって、廃棄物埋設

地が直接又は間接的に擾乱される行為ま

でを含めて制限がされます。 
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No. 評価項目 評価意見 回答 

区域の範囲や、必要な調査方法等が決

まるものと考えます。 

4 その他 ◆31 ページ、7-10 行目 人工バリア

の長期性能評価 

ベントナイトの変質に伴い生成する

二次的鉱物の物質移行特性への影響に

関しては、一次鉱物の溶解と二次的鉱

物の沈殿の影響度合いにもよります

が、多くの場合、拡散性や透水性を低

下させるので、それを明らかにして頂

けることは、出来るだけ確からしい状

態設定につながることから、引き続き

検討を進めて頂けることを要望いたし

ます。 

◆36 ページ、図 2.2-1 人工バリアの

長期性能評価 

De をベースとしたベントナイト系

人工バリア中の拡散モデルの出力は、

確率論的安全評価の入力情報として使

用されるようにも読めますが、確率論

的検討についての考え方があるのであ

れば、記載いただきたいと思います。 

 

◆誤字等 

1 ページ 審査ガイド等（→審査ガ

イド等、12 ぺージ 場所であることさ

れている→場所であることとされてい

る、21 ページ 小河原湖→小川原湖、

23 ページ ボーリング坑→ボーリン

グ孔、29 ページ 建設しときに→建設

したときに、46 ページ 掘削せいては

→掘削しては、49 ぺージ 水経→水径 

 

 

 ナチュラルアナログ研究や室内実験に

より、二次鉱物の沈殿により拡散性、透水

性が低下する場合があることは報告され

ております。一方、どのような条件であれ

ば、拡散性、透水性の低下が引き起こるの

かという点については、まだまだ不明な

点があるため、検討を進めていきたいと

思います。 

 

 

 

 

 人工バリア中のイオン等の拡散は、空

隙水中の拡散と固相への収着が合わさっ

た現象です。それぞれの現象を実効拡散

係数と収着特性に分解して把握しこれを

統合する考え方がありますが、その統合

の仕方についてまだ議論があります。そ

こで、両者の特性を合わせたものとして

測定された Da（見掛けの拡散係数）で整

理できれば、拡散現象の評価の扱いを簡

易化かつ適切化することができるのでは

ないかという問題意識で整理を行ってき

たものです。御指摘のような「確率論的安

全評価」を意図したものではございませ

ん。 

 

御指摘いただきましてありがとうござ

います。修正いたします。 
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放射性廃棄物等の放射能濃度評価技術に関する研究に対する外部専門家及び専門技術者の

評価意見並びにその回答 

 

No. 評価項目 評価意見 回答 

小崎 完 氏 

1 ①国内外の

過 去 の 研

究、最新知

見を踏まえ

ているか。 

いずれのテーマにおいても、国内外

の過去の研究事例を調査し、成果報告

書において参考資料として明示してお

り、最新知見を踏まえた内容になって

いると評価できます。 

 

2 ②解析実施

手法、実験

方法が適切

か。 

解析実施手法、実験方法は適切にな

されていると評価できます。ただし、

「2.4 長半減期放射性核種の分析にお

ける信頼性確保」において、樹皮に付

着した放射性セシウムマイクロ粒子の

みを対象とした理由が報告書からは読

み取れませんでした。福島第一原子力

発電所の事故由来の放射性セシウムの

うち Cs-135 を分析対象とするのであ

れば、樹皮に付着したマイクロ粒子よ

りは、汚染土壌や汚染コンクリートの

方がより多くの放射性物質を入手でき

ると思いますし、分析のニーズとして

も多いのではと思いました。今後、分

析対象を広げられることを期待してい

ます。 

樹皮に付着した放射性セシウムマイク

ロ粒子は、いくつかある分析対象の中の

一つであり、同一箇所において採取した

土壌についても分析するための前処理を

実施しているところです。汚染コンクリ

ートについては、環境試料として扱える

試料を採取できないため、実験室で調製

した模擬汚染コンクリート試料を用いて

検討する計画としていましたが、今後、当

該試料の採取等についても検討したいと

思います。 

3 ③解析結果

の 評 価 手

法、実験結

果の評価手

法 が 適 切

か。 

解析結果の評価手法、実験結果の評

価手法は適切になされていると評価で

きます。ただし、成果報告書 14 ページ

において、「塩素の回収率は安定した結

果が得られないものの、60%程度は確

保されていることから、動燃報告書を

基に作成した分析方法および分析操作

は妥当であると考えられる。」と結論し

た根拠が報告書からは読み取れません

でした。ここでは、どの程度の安定性

および回収率が妥当なのでしょうか。

難しい極微量分析であることはわかり

ますが、今後、回収率の安定化および

Cl-36 に係る「日本原燃（株）六ヶ所低

レベル放射性廃棄物埋設センターにおけ

る低レベル放射性廃棄物の線量評価と今

後の対応の報告について」に対する評価

と事業者に求める対応(平成２４年３月３

０日 原子力安全・保安院 放射性廃棄

物規制課)において、回収率が 50％未満と

なる分析方法は妥当ではないとの議論が

なされており、これを踏まえております。

ただ、御指摘のとおり回収率の向上等の

余地があり、今後の研究の中で引き続き

検討を進めていく予定でおりますので、

ここでは、検討した方法で検出下限値の

別表 1-7 

100
164



 

 

No. 評価項目 評価意見 回答 

回収率の向上の余地がないのか、など

今後の研究の方向性についても言及頂

けば、今回のご研究の成果がより明確

になると思います。 

分析に移ったという事実の記載として

「動燃報告書を基に作成した分析方法及

び分析操作による検討を進めた。」と修正

いたしました。 

4 その他 目的が明確に定められ、適切な手法

によって、着実に成果をあげられてい

ることは高く評価できると感じまし

た。 

 

新堀 雄一 氏 

1 ①国内外の

過 去 の 研

究、最新知

見を踏まえ

ているか。 

これまで研究による最新知見を踏ま

え、研究が展開されている。特に、ト

レンチ処分対象廃棄体について、廃棄

体内容物を個別要素法によりモデル化

し、非破壊測定による放射能濃度評価

について留意すべき点を現実的な観点

から整理しており、今後の更なる研究

の進展が期待できる。なお、クリアラ

ンス対象物の制限が撤廃されたこと

に、適切に対応して研究を進めている

ことも高く評価できる。 

 

2 ②解析実施

手法、実験

方法が適切

か。 

解析および実験手法は、これまでの

関連研究を踏まえ適切に設定されてい

る。たとえば、廃止措置終了確認に関

連した公衆被ばくの線量評価では、既

存のコードを活用し、室内実験等に基

づくモデルを加えるなど、適切な手法

がとられている。今後さらに進めるグ

レーデッドアプローチの考え方の導入

やいくつかの廃止措置の形態に対応し

た検討にもこれらの成果が適用できる

と考える。また、クリアランス評価の

モデル化についても高い成果を挙げて

おり、これらを基盤として、今後も、

不確かさの考慮について、国際的な議

論および国による運用の違いの背景を

踏まえ、想定されるいくつかの対象物

について規制の観点からの留意事項等

が更に整理されることが期待される。 

頂いたコメントを基に、後継の安全研

究において検討を進めてまいります。 
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No. 評価項目 評価意見 回答 

3 ③解析結果

の 評 価 手

法、実験結

果の評価手

法 が 適 切

か。 

研究を通じた結果についての評価手

法は適切と言える。なお、長半減期放

射性核種等の分析における信頼性確保

に係る研究では、今後に展開を考えて

いる核燃料物質等によって汚染された

試料の分析においても、これまでの手

法に関する知見およびノウハウが適切

に活用されることが望まれる。そのた

めには、これまでに得られた化学分離

に及ぼすフッ化水素酸の影響などのデ

ータについて、各元素（核種）の化学

形態に依存するメカニズムの整理に加

え、プロセスによっては速度論的な観

点からの考察も必要になる。これらへ

の取り組みも汚染された多様な試料の

分析の信頼性の更なる向上に今後寄与

すると考える。 

核燃料物質等によって汚染された試料

の分析に知見を活用するために、分析対

象核種や試料に含まれる元素等の化学形

態、吸脱着機構、溶出機構等の科学的現象

の理解も考慮した上で検討を進めていき

たいと思います。 

4 ④重大な見

落とし（観

点の欠落）

がないか。 

一連の研究において重大な見落とし

はない。なお、長半減期放射性核種等

の分析については、国内外の協力を得

つつ、効果的に科学的・技術的な知見

の更なる蓄積を期待したい。 

長半減期放射性核種等の分析について

は、共同研究等を通じて国内外の協力を

得つつ進めていきたいと思います。 

5 その他 規制に資する成果が確実に得られて

いる。そこでは、本研究に携わる若手

研究者による積極的な成果の公表も行

われ、人材の着実な育成にも配慮され

た取り組みとなっている。 

 

山元 孝広 氏 

1 その他 当初目的が予定通りに達成され，研

究成果が着実に公表されていることは

非常に評価できる． 

 

井口 哲夫 氏 

1 ①国内外の

過 去 の 研

究、最新知

見を踏まえ

ているか。 

4 項目の研究課題について、国内外

の関連既往研究の成果が適切に引用・

活用されており、最新知見が反映され

ていると評価する。 

 

2 ②解析実施 ・廃棄物確認の研究では、ドラム缶や  
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No. 評価項目 評価意見 回答 

手法、実験

方法が適切

か。 

角型容器に収納されたトレンチ処分対

象廃棄物の放射能濃度の非破壊測定手

法や自己吸収補正が困難な場合の保守

的評価法について、具体的な手順とと

もに留意事項が適切に示されている。

また、中深度処分対象廃棄物の放射能

濃度については、海外での実績調査を

もとに、Cl-36, Zr-93, Sn-126 など長

半減期の難分析核種の測定法に関する

有用な知見が適切にまとめられてい

る。 

・クリアランス確認について、マイナ

ーな物量ながら、一般廃棄物としても

取り扱いの厄介なアスベストや PCB

使用物品および形状の複雑なケーブル

／配電盤等の新規クリアランス対象物

の濃度上限や測定評価手法が適切に提

示されている。また、クリアランス検

認における放射線測定の不確かさの考

慮については、クリアランスレベル自

体が被ばく安全に関して十分な保守性

を有している観点からやや異論のある

ところながら、ISO 等の規定や（一部

の）諸外国の実例に則った妥当な手法

の提示がなされている。 

・廃止措置終了確認の研究では、サイ

ト開放のための一連の実施及び確認の

手順案が、具体的な計算コード群の統

合システムの形で、適切に整備されて

いる。 

・長半減期放射性核種等の分析におけ

る信頼性確保の研究について、規制の

観点から、主に環境試料中の微量長半

減期核種の分析に用いることが可能な

要素技術を概ね包括的に調査及び共同

研究を実施しており、分析精度や適用

限界などの知見と課題が適切に抽出さ

れている。 
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No. 評価項目 評価意見 回答 

3 ③解析結果

の 評 価 手

法、実験結

果の評価手

法 が 適 切

か。 

・廃棄物確認の研究において、トレン

チ処分対象廃棄物の放射能濃度の非破

壊測定で導入される粒状体挙動解析コ

ード PFC3D を用いる場合、廃棄物封

入状態の近似度が向上することは理解

できるが、粒状モデルの設定によって

後段の QUAD 計算に大きく影響する

ように思われ、実廃棄物に応じたモデ

ル設定の仕方やロバスト的な検出器配

置の指針について、もう少し丁寧な（幅

広の）検討が必要ではないか？また、

中深度処分対象廃棄物における Cl-36, 

Zr-93, Sn-126 など長半減期の難分析

核種の放射能濃度評価は、長期的な安

全評価（長半減期核種の濃度上限を満

たしていることの確認）において特に

重要であるので、合理的な分析プロセ

スにおける回収率や検出限界の改善に

繋がるさらなる知見の探索と集約に期

待したい。 

・クリアランス確認の研究において、

新規対象物の測定評価手法の整備は、

規制側の確認ためだけではなく、事業

者側にとっても有益な成果と評価す

る。ただ、クリアランス検認における

不確定性の考慮に関しては、当面現行

の考え方を踏襲するにしても、IAEA

の DS500 が発刊された暁には、必要

に応じて、国際的な考え方との整合性

の観点から見直しを期待したい。 

・廃止措置終了確認の研究において整

備された終了確認フローの統合システ

ムは素晴らしい成果であるが、数学的

に高度な内容を含んでおり、固有のサ

イト現場への適用において使いこなす

には、未だこなれていない感が強い。

今後、実際の運用を念頭において、保

守性を担保できるシステム入力パラメ

ご指摘のとおり、廃棄物封入状態をは

じめとする設定条件については様々な条

件での検討が必要と考え、引き続き検討

を実施しております。得られた成果につ

いては適切なタイミングで公開いたしま

す。 

同じく、微量元素の分析につきまして

も、回収率及びそれに伴う検出限界値の

向上に係る検討、その他の分析方法によ

る検討を引き続き行って参ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 クリアランス確認については、DS500

の審議内容を踏まえ、必要な検討を適宜

後継の安全研究にて実施していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ご指摘のとおり、委託事業の成果として

は研究開発的要素が強いものとなってい

ます。本成果の規制への適用に当たり、ご

指摘の点も踏まえて取りまとめる予定で

す。 
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No. 評価項目 評価意見 回答 

ータの合理化や評価結果の信頼性の検

証などのさらなる研究展開を期待す

る。 

・長半減期放射性核種等の分析におけ

る信頼性確保の研究において、取り扱

われている長半減期核種や共研に基づ

く分析手法の選定は妥当と思うが、そ

の成果（科学的・技術的知見）が規制

研究として、具体的にどのように活か

されるのか補足説明が欲しいところ。 

 

 

 

 

 

 

長半減期放射性核種等の分析における

信頼性確保の研究では、特定の規制活動

に直接的に活かすのではなく、「３．４ 

成果の活用等」において記載した（下記参

照）ように、規制に資するために必要な技

術基盤の構築及び維持に活用することと

しています。 

「３．４ 成果の活用等（抜粋） 

今後、特に、燃料破損が生じた又は 1F事

故のような事象を経験した原子力施設等

における廃棄物確認、クリアランスの確

認及び廃止措置終了確認における規制に

資するために必要な技術基盤の構築及び

維持に活用する」 

なお、この取組は、原子力規制に必要な

知見の整備及び研究職員の人材育成によ

り研究体制の充実化を図るため、令和元

年度より研究の在り方を見直して取り組

んでいる事業の一環です。 

4 ④重大な見

落とし（観

点の欠落）

がないか。 

本研究の実施内容において、重大な

見落としは特に見当たらないと判断す

る。 

ただ、あえて言うと、長半減期放射

性核種等の分析核種として、I-129 や

U 同位体も対象とするなら、AMS や

RIMS の調査も含めるべきではない

か？ 

 今後、AMS 及び RIMS に係る既往研究

の調査等を踏まえて研究を進めてまいり

ます。 

5 その他 成果公表として、査読付き論文 3 報

ということは、規制業務の中でまずま

ずの実績と思うが、国内外の学会発表

等でも成果の発表を積極的に行い、専

門家との議論等により、研究内容のよ

 今後、国内外の学会発表等を通じた専

門家との議論を進めてまいります。 
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No. 評価項目 評価意見 回答 

り深化や洗練化を図っていただきた

い。 

中居 邦浩 氏 

1 ②解析実施

手法、実験

方法が適切

か。 

2.1 廃棄物確認 

2.1.2 トレンチ処分対象廃棄物の

放射能濃度評価に係る検討 (2) 放

射能濃度評価に影響を与える要因

の検討 ①計算条件 b 容器高さ

方向に設置する検出器位置 で容

器高さ方向に 1 段から 5 段の評価

点を評価し、段数に応じた変化が

ないのもかかわらず、検討した最

大の段数とした理由は何でしょう

か。 

 

別の検討（コリメーション等）につなげ

ることを念頭に、便宜的に検出器段数を

多くして検討を進めていました。そのた

め本文中で「大きな変化は見られなかっ

たが、本検討では検出器段数を 5 段とし

た。」と限定して記載いたします。 

2 ③解析結果

の 評 価 手

法、実験結

果の評価手

法 が 適 切

か。 

2.1 廃棄物確認 

2.1.3 (2) ジルカロイ-4 に含まれ

る微量元素に係る分析試験 ①塩

素分析 ｂ 分析結果 (b) 検出限界

値 (p.14) において、試験の検出

限界値と目標値が 2 桁程度異なる

ことに対して、塩素の回収率だけ

ではギャップを埋められそうにな

いので、それ以外の改善案も記載

されればいいと思います。 

2.2 クリアランスの確認 

2.2.4 放射線測定の不確かさの考

慮 において、ISO11929 の考え方

が欧州のクリアランス制度で運用

されていると記載されています

が、測定の不確かさ以外の核種組

成比のばらつきなどの扱いについ

ても、国ごとに考慮している不確

かさの項目と考慮の方法について

具体的な記述があればわかりやす

いと思います。 

 

測定溶液の最終液量の設定などの測定

条件も工夫しなければ目標値に到達しま

せんが、分析手法で改善すべきものとし

て回収率が挙げられるので、代表して記

載しています。 

御指摘のとおり、回収率だけではないの

で「回収率を向上させる”等”」としてお

ります。 

 

 

 

 

本項で「測定値」としているものは項目

のはじめの部分に記載したように、「測定

を通じて得られた評価値」の意味で使用

しており、測定の不確かさについても単

なる測定行為から直接的に得られる値の

不確かさのみを考慮するものではありま

せん。 

また、今回確認したクリアランスに係

る測定の不確かさの考慮はその測定結果

を用いて行った各核種の放射能濃度の評

価値に対するものであり、御指摘のよう
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No. 評価項目 評価意見 回答 

な狭義な「測定の不確かさ」のみを示すも

のではありません。 

こうした意味をより明確にするため、本

項で「測定値」としていたものを、「測定

を通じて得られた評価値」と変更いたし

ます。 

3 その他 2.1 廃棄物確認 

2.1.2 の最後の a 小領域数 b 対

象物のかさ密度で、影響の検討を

継続するとまとめられていますの

で、今後、定量的な数値も含めてま

とめられることを期待します。 

2.3 廃止措置終了確認 

整備した廃止措置被ばくコードシステ

ム CDecom 等が公開コードとして登

録されることを期待します。 

 

 

 

 

引き続き検討を進めて成果を公表いた

します。 

 

 

 

委託先とのバイドール契約、また、その

適用性の検証の必要性から直ちに公開コ

ードとして登録することは難しいと考え

ておりますが、将来の公開の可能性につ

いて委託先と検討したいと思います。 

井口 幸弘 氏 

1 ①国内外の

過 去 の 研

究、最新知

見を踏まえ

ているか。 

①クリアランスの確認における不確か

さの検討においては、国際基準の動向

や各国の状況を詳細に調査し、現行の

判断基準が妥当であることを確認して

おり、評価できる。 

 

 

 

 

2 ②解析実施

手法、実験

方法が適切

か。 

クリアランスにおいて、新規クリア

ランス対象物について、シミュレーシ

ョン及び模型とチェックソースを組み

合わせた方法で評価、測定試験を行っ

ており、その実施方法は妥当であると

考えられる。 

 

3 ③解析結

果の評価

手法、実験

結果の評

価手法が

適切か。 

廃止措置終了確認の検討において、

BG 参照エリアとして、1 ㎞以内の地

点から選定するとあるが、この妥当性

についての根拠が明確に示されていな

い。近傍であればむしろ当該施設の直

接の影響が考えられる。適切な離隔距

廃止措置終了確認に関する記載ぶりは

将来の論文化、技術文書公表等において

二重投稿とならないよう、概要のみにと

どめております。御指摘頂いた１㎞の根

拠は技術文書として公表する際に明確化

する予定です。 
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No. 評価項目 評価意見 回答 

離があり得るのではないか。過年度の

報告で示されていればよいが。 

終了確認の核種移行評価手法の検討に

ついて、現状はシミュレーションコー

ドによる評価、および室内試験による

モデルの検証に止まっている。福島第

一の事故における環境での放射性核種

の移行における多様なデータとの比較

検証などは行うことはできないのか。

これは既往研究を踏まえたものという

ことで、妥当なのか。 

終了確認の検討で、カナダの処分場

の事例解析が挙げられているが、米国

などの実際の原子力サイトでの汚染

例、評価例とも直接比較検討すること

はできないのか。本報告書では、具体

的に触れられていないので、判断でき

ない。 

御指摘の点については、本研究を立ち

上げた時点で、福島第一の事故後の放射

性物質の環境動態の研究状況を踏まえた

上で、従来の放射性廃棄物処分の核種移

行評価では考慮してこなかった地表面流

による土砂移行の影響を廃止措置の評価

にも取り込むべく研究を行ったもので

す。検討会の委員には、福島第一の事故後

の放射性物質の環境動態の研究に尽力さ

れている恩田先生に委員として御参画頂

いており、御助言を受けております。 

汚染事例との比較については、データ

の利用可能性の観点からカナダの処分場

の事例を選定したものです。選定理由に

ついては、委託の報告書では正確に述べ

られておりますが、先述のとおり、二重投

稿を避ける観点で本安全研究成果報告書

は概要にとどめております。 

4 ④重大な

見落とし

（観点の

欠落）がな

いか。 

新規クリアランス対象物として、配

電盤や安定器を用いたシミュレーショ

ンや測定試験を実施している。個別の

ニーズに基づいた設定については理解

できるが、実機の対象はより複雑かつ

多様であることが考えられる。この点

については、次年度以降の課題として、

取り上げるべきものと考えられる。 

実際の機器のクリアランスを行う際

には、対象物の汚染の調査と汚染部分

の分離作業が行われる場合が多いと考

えられる。この検討は汚染の分離が不

可能な場合を想定していると考えられ

るが、今後はより現実的なシナリオも

考慮した、クリアランス及び NR の手

順も含めた考察が必要ではないか。 

後継のプロジェクトで検討を行ってい

く計画となっています。 

5 その他 今後の課題として、廃止措置工程の

リスク評価手法が挙げられている。規

制リソースの適切な配分を考えれば、

時宜にかなった適切な設定と考えられ

クリアランスにおけるリスクレベルに

応じた合理的な取扱いについては、共通

的な条件下で線量基準を満たすものとし

て規定された放射能濃度の基準値に対す
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No. 評価項目 評価意見 回答 

る。また、記載されている廃止措置工

程そのものだけでなく、クリアランス

の検認手法についてもリスクレベルを

考慮した規制関与の最適化が必要と考

えられる。 

る放射能濃度評価値の適合性評価とい

う、計測・計量分野で取られている標準的

な手段から外れることを許容するという

ようなことではなく、個別のケースにお

いてその条件下での線量基準を満たすこ

とを確認した上でのケースバイケースの

クリアランスとして共通的な条件とは異

なる放射能濃度の基準値を個別に設定す

ることを考えることが妥当であろうとい

うことが現在の国際的な場で議論されて

います。こうした国際的な議論も参考と

しつつ今後必要な検討を進めてまいりま

す。 

佐々木 泰 氏 

1 ②解析実施

手法、実験

方法が適切

か。 

◆49 ページ 被ばく評価コード 

「各コードの入出力情報を ArcGIS 上

で統合し、被ばく線量評価コードシス

テム CDecom として整備（右下図）」

とありますが、独自に種々の解析を一

体化するシステム化によって、他との

比較などが難しくなり、そのシステム

の中の解析の妥当性の評価が難しくな

るという懸念があります。また、使用

している計算コードは、公開コードで

あれば、多くのユーザーに使用され信

頼性が高まるとともに、第三者による

検証が可能になると思います。 

CDecom で使用するコードは市販のコ

ード又は過去に JAEA が開発したコード

を使用しています。 

一連のシステム化をすることで妥当性

の評価が難しくなるという御懸念はごも

っともであり、個々の入出力情報の受け

渡し時のマスバランスの維持が適切に扱

えているか等の観点で、検討会等を通じ

て確認しております。 
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No. 評価項目 評価意見 回答 

2 その他 ◆18 ページ、22 行目 クリアランス 

「濃度上限値を試算し、クリアランス

レベルと比較した」の“クリアランス

レベル”は、現行のクリランスレベル

を意味することを、自明であるとして

も明記いただきたい。3 ページ 9-11 行

目「新規クリアランス対象物のクリア

ランスの線量基準である 10 マイクロ

シーベルト／年に相当する放射能濃度

（以下「濃度上限値」という。）」との

用語の対応が明確ではないとの懸念で

あります。 

また、「濃度上限値」の用語について、

低レベル放射性固体廃棄物の埋設処分

に係る放射能“濃度上限値”との混同

による誤解を避けるため、見直しを検

討いただきたいと思います。 

◆34 ページ、18-20 行目 クリアラン

ス 

「クリアランス制度が実際に運用さ

れ資材の再利用が進められているヨー

ロッパにおいて、不確かさを用いた適

合性評価の考え方の下でクリアランス

制度が運用されている事例があること

を確認した。」について、具体的に、ど

の国の、どのような運用事例だったの

か、事業者の自主的な運用なのか、規

制者による制度としての運用なのか、

等の情報を明記いただきたいと思いま

す。 

御意見を取り入れ、以下の対応を取ら

せて頂きます。 

・「クリアランスレベル」は「現行のクリ

アランスレベル」と追記します。 

・「濃度上限値」は「クリアランス相当濃

度」に改めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

直前の個所に書かれているとおり国名

はスウェーデン、イギリス、ドイツで、対

応する事例を表す文書も明示してありま

すので、この部分はこの記載のままとさ

せて頂きます。 
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安全研究プロジェクトの事後評価の項目別評価⑥「成果の規制への活用の状況・見通し」の評価 

令和 3年 6月 4日 
原子力規制部 

 
No. プロジェクト名 評価担当課室等 評価コメント 課室等の評価 原子力規制部

の評価 

1 津波ハザード評価の信頼性向上に

関する研究（H29-R2） 

地震・津波審査部門 「津波地震による津波の特性化波源モデル

の構築」及び「海底地すべり起因要因の津波

の確率論的ハザード評価手法の整備」は、今

後の規制活動の参考知見となるものの、規

制への活用は限定的である。なお、今後、水

理実験で得られた知見についての適用範囲

等がより明確に示されれば、規制へ活用でき

ると考えられる。 

B B 

2 地震・津波及びその他の外部事象

等に係る施設・設備のフラジリティ評

価に関する研究（H29-R2） 

地震・津波審査部門 津波に対するフラジリティ評価手法の検討に

ついては、適合性審査において防潮堤に作

用する漂流物の衝突荷重及び津波波力を評

価するための技術的な知見として活用され、

今後とも活用される可能性が高い。地震に対

するフラジリティ評価手法の検討について

は、今後、適合性審査において建屋等の三

次元地震挙動及び埋立地盤の液状化の評価

に関する技術的知見として活用が期待され

る。 

A A 

別表１-8 
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No. プロジェクト名 評価担当課室等 評価コメント 課室等の評価 原子力規制部

の評価 

実用炉審査部門 本研究により、飛翔体等衝突時に建屋・設備

に生じる衝撃現象に関する知見が蓄積され

た。それらの知見は、実用炉審査に直ちに参

照可能な状態には至っていないが、衝撃試

験の追加実施等により技術的知見が拡充さ

れれば、今後の審査において、事業者が講じ

る衝撃破損防止対策等の妥当性を確認する

際に活用される見込みがある。 

B 

検査監督総括課 本研究により、耐震及び耐津波に係る設計情

報を用いて設計裕度の大きさにより施設、設

備に対する検査の優先度を評価する手法が

検討されており、耐震及び耐津波に係るリス

ク情報について、個別プラントの検査の現場

で活用できる形で整理、提供されれば、検査

対象の選定等において活用される見込みが

ある。 

B 

核燃料施設審査部

門 

飛翔体等の衝突による衝撃に対する設備の

フラジリティ評価については、再処理施設及

びMOX燃料加工施設の審査において直ちに

参照可能な状態には至っていないが、設備

の耐力を評価するための技術的知見として

活用される可能性がある。 

B 

本研究では、約 15 年前に海外で実施された

兼用キャスク実機大の試験体によるスラップ

B 
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No. プロジェクト名 評価担当課室等 評価コメント 課室等の評価 原子力規制部

の評価 

ダウン落下試験と同様のものを一つの設計

事例について実験を行っている。本研究の成

果から、審査において注視すべき事象が追

認されるとともに審査で考慮すべき新たな事

項がないことが確認された。 

3 火災防護に係る影響評価に関する

研究（H29-R2） 

火災対策室 本研究ではHEAFの影響評価、電気ケーブル

の熱劣化評価及び火災時の隣接区画への

熱・煙の影響の解析がされてきたが、これら

技術的知見を基に火災関係の各ガイドの見

直しが予定されている。また、今後の審査支

援における申請内容の妥当性の判断や火災

防護の検査にも活用することができる。 

A A 

技術基盤課 ＨＥＡＦ及び電気ケーブルの研究によるガイド

類の見直し要否の検討を行うことを予定して

いることから、今後、本知見がガイド改正等に

活用されることが期待される。 

B 

検査監督総括課 本研究により、電気ケーブルの熱劣化に係る

影響及び防火扉の損傷解析等に係る火災影

響評価手法等が整備され、得られた技術的

知見について、検査官向けの手引として、検

査・研修に関する技術資料が作成、提供され

れば、検査官が火災防護に係る検査におい

て活用できる見込みがある。 

B 
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No. プロジェクト名 評価担当課室等 評価コメント 課室等の評価 原子力規制部

の評価 

4 燃料健全性に関する規制高度化研

究（H19-R2） 

実用炉審査部門 本研究により蓄積された外面割れ破損及び

機械的性質低下に関する知見により、現在の

審査の妥当性を示す技術的根拠が拡充され

た。また、本研究により蓄積された、改良合金

被覆管の照射成長に関する知見は、実用炉

審査に直ちに参照可能な状態には至ってい

ないが、照射試験の追加実施等により技術

的知見が拡充されれば、改良合金被覆管燃

料導入時の審査において、事業者の申請内

容の技術的論点抽出や論点対応整理の際に

参照するなど、審査の有効性向上等に活用さ

れる見込みがある。 

B B 

5 加工施設及び再処理施設の内部火

災等に関するリスク評価手法に関す

る研究（H29-R2） 

核燃料施設審査部

門 

本研究の成果の一部を、日本原燃株式会社

再処理事業所再処理施設及び同事業所

MOX 燃料加工施設の新規制基準適合性に

係る審査のための技術的な判断材料として

活用した。また、再処理施設及び MOX 燃料

加工施設を対象に実施される原子力規制検

査等における確認のための技術的根拠の一

部として活用できるものと考えられる。 

B B 

検査監督総括課 本研究により得られる加工施設及び再処理

施設の内部火災等を対象としたリスク評価に

係る技術的知見、情報について、検査官用資

料として整理、提供されれば、リスク情報を活

B 
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No. プロジェクト名 評価担当課室等 評価コメント 課室等の評価 原子力規制部

の評価 

用した検査の実施及び検査指摘事項の重要

度評価手法の検討に必要なリスクの抽出と

定性的な評価基準の設定等において活用さ

れる見込みがある。 

6 廃棄物埋設に影響する長期自然事

象の調査方法及びバリア特性長期

変遷の評価手法に関する研究

（H29-R2） 

研究炉等審査部門 廃棄物埋設に係る自然事象の長期評価に関

する研究成果は、中深度処分に係る規制基

準等における要求事項（令和２年度第 17 回

原子力規制委員会資料２及び同年第 55回原

子力規制委員会資料３））を策定するに当た

り、中深度処分の自然条件等（火山等、深

度、鉱物資源等及び断層等）に関する技術的

情報として活用された。 

A A 

核燃料施設審査部

門 

既に申請されたピット処分の事業変更許可の

審査において、本研究により蓄積された科学

的・技術的知見を用いた基盤 G の技術支援

を受けた。 

また、将来の中深度処分の事業許可及び今

後のトレンチ処分の事業許可等において、本

研究により蓄積された科学的・技術的知見を

用いて行われる技術支援等を審査に活用す

る見込みである。 

B 

検査監督総括課 廃棄物埋設に係る自然事象の長期評価に関

する研究により得られる技術的知見につい

て、検査官用資料として整理、提供されれ

B 
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No. プロジェクト名 評価担当課室等 評価コメント 課室等の評価 原子力規制部

の評価 

ば、廃棄物埋設施設及び廃棄物を対象に実

施される原子力規制検査等における確認の

ための技術的根拠の一部として活用できるも

のと考えられる。 

7 放射性廃棄物等の放射能濃度評価

技術に関する研究（H29-R2） 

研究炉等審査部門 クリアランスの確認に関する研究成果は、放

射能濃度についての確認を受けようとする物

に含まれる放射性物質の放射能濃度の測定

及び評価の方法に係る審査基準（原規規発

第 1909112 号）の策定に当たり、不確かさを

考慮した放射能濃度の決定に活用された。 

A  A 

核燃料施設審査部

門 

既に申請されたクリアランス認可の審査にお

いて、本研究による放射線測定の不確かさの

考慮に関する科学的・技術的知見を用いた基

盤 Gの技術支援を受けた。 

また、将来の新規クリアランス対象物に関す

る認可等において、本研究により蓄積された

科学的・技術的知見を用いて行われる技術支

援等を審査に活用する見込みである。 

B 
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安全研究に係る中間評価結果（案） 
 

令 和 ３ 年 ６ 月 １ ６ 日 

原 子 力 規 制 委 員 会 

 

１．中間評価の進め方 

1.1 評価の対象 

原子力規制庁長官官房技術基盤グループで実施している安全研究プロジェクトの

うち、中間評価の対象となるプロジェクトは次に示す 2件である。 

 

中間評価対象プロジェクト 
No. プロジェクト名 実施期間（年度） 

1 大規模噴火プロセス等の知見の蓄積に係る研究 
R1 -  R5 

(2019 - 2023) 

2 事故時炉心冷却性に対する燃料破損影響評価研究 
R1 -  R5 

(2019 - 2023) 

 

1.2 評価方法 

評価実施要領（参考 1）に則って原子力規制庁が実施した自己評価（別添 2-1 及び

2-2）に基づき、評価プロセス及び評価結果の妥当性を確認した。 

 

２．中間評価結果 

上記 2 件の安全研究プロジェクトは、適切に管理され、研究が行われていることを確認

した。また、これまでの研究により一定の成果が得られ、成果の公表も適宜行われている

ことを確認した。今後の研究の進め方に関する技術的妥当性も確認できた。これらのこと

から、いずれも計画どおりに行うことが適切である。 

 

  

別紙２ 
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安全研究に係る中間評価結果（自己評価概要） 

 
令 和 ３ 年 ６ 月 １ ６ 日 

原 子 力 規 制 庁 

 

１．評価対象プロジェクト 

今回中間評価の対象としたのは、令和５年度に終了する安全研究プロジェクト２件であ

る。自己評価の全体概要を以下に、安全研究プロジェクトごとの評価結果を別添 2-2 に示

す。 

 

２．評価結果（自己評価概要） 

（１）「当初計画の適切性」について 

「大規模噴火プロセス等の知見の蓄積に係る研究」（別表の No.1）については、火山ガイ

ド等の改定の要否の判断に資する知見や火山の活動性評価の考え方に関する知見が得られ

つつある。また、「事故時炉心冷却性に対する燃料破損影響評価研究」（別表の No.2）につ

いては、規制基準見直しの要否の検討等に活用できるデータが取得できている。これらの

ことから、いずれのプロジェクトについても継続し、計画どおり研究を行うことが適切で

あると評価している。 

 

（２）「①研究の進め方に対する技術的適切性」、「②研究マネジメントの適切性」、「③業務

管理の適切性」について 

いずれのプロジェクトにおいても、適切な研究体制を構築する等により、研究管理及び

業務管理が行われるとともに、最新知見や外部専門家の意見を踏まえて技術的適切性をも

って研究が実施されている。 

 

（３）結論 

以上のことから、令和５年度に終了する安全研究プロジェクトについては、いずれも計

画的に実施され、計画どおりに行うことが適切であることの評価が得られている。 

  

別添 2-1 
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別表 安全研究に係る中間評価結果（自己評価概要） 

評価項目 
1. 大規模噴火プロセス等の

知見の蓄積に係る研究 

2. 事故時炉心冷却性に対す

る燃料破損影響評価研究 

当初計画の適切性 
計画どおりに行うことが 

適切である 

計画どおりに行うことが 

適切である 

研究の 

実施状況 

項目別評価 

※１ 

①研究の進め方に対する技術的適切性 A（3） A（3） 

②研究マネジメントの適切性 A（3） A（3） 

③業務管理の適切性 A（3） A（3） 

総合評価 

※２ 

項目別評価結果の総合点 9 9 

項目別評価結果の平均点 3 3 

評価結果（全体評語） A A 

※１ 項目別評価に示す括弧内の数字は、SABCによる項目別評価結果を数字に換算（Sを 4点、Aを 3点、Bを 2点、Cを 1点）したものを示す。 

※２ 総合評価の評価結果は、項目別評価結果の平均点が 3.3 点以上を S、3.0 点以上～3.3 点未満を A、2.0 点以上～3.0 点未満を B、2.0 点未

満を Cとする。 
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安全研究に係る中間評価結果（プロジェクトごとの自己評価） 

 
令 和 ３ 年 ６ 月 １ ６ 日 

原 子 力 規 制 庁 

 

Ⅰ．大規模噴火プロセス等の知見の蓄積に係る研究（R1～R5（2019～2023）） 

 

1. 研究プロジェクトの目的 

 本研究プロジェクトでは、巨大噴火を起こした火山を中心に、過去の大規模噴火

に至るまでの準備・開始プロセス、現在までの活動の詳細な活動履歴や噴火シー

ケンス及びマグマの変遷について調査し、過去のマグマ・火山活動に関するデー

タを蓄積する。さらに、国内の活動的なカルデラ火山の現在の地下構造やマグマ

活動に伴う種々の事象を観測し、現状の火山活動を捉えるための観測項目及び過

去の火山活動に関する蓄積された知見との関係についての考え方の整理・提案を

行うことを目的としている。 

 

2. 研究概要 

 地質学的手法による火山噴火準備及び進展過程に関する調査・研究として、過去

の火山活動に関する詳細な噴火履歴を調べるため、噴出物の分布や層序を地質調

査やボーリング調査から詳細に解析し、噴火進展プロセス等の火山の特性につい

て知見を蓄積する。また、降灰時の火山灰の空間密度、凝集効果と粒径に関する

特性を地質調査や観測から詳細に解析し、降灰時のプロセス等の知見を蓄積する。 

 岩石学的手法によるマグマプロセスに関する調査・研究として、過去に大規模な

噴火（カルデラ形成噴火）を起こした火山が噴火に至るまでのマグマプロセスを

解明するため、マグマの温度・圧力条件や組成の変化からマグマの時空間変化を

調べ、噴火の準備段階におけるマグマ状態の変化（深さ、滞留時間）に関する知

見を蓄積する。 

 地球物理学及び地球化学的手法による観測手法に関する調査・研究として、カル

デラ火山の観測手法に関する知見を蓄積する。具体的には、地震波トモグラフィ

やネットワーク MT（Magnetotelluric）法による地球物理学的手法と、深部流体

等の分析手法に基づく地球化学的手法に関する調査・研究を実施し、カルデラ火

山の観測に有効な探査手法に関する知見を蓄積する。また、地表で観測される地

殻変動からマグマの状態変化を評価するためのシミュレーションモデルを構築

する。さらに、海底下や湖底下の地下構造を観測する手法を検討する。 

 観測項目及び過去の火山活動に関する蓄積された知見との関係についての考え

方の検討として、上記の知見に基づいて、過去に巨大噴火を起こしたカルデラ火

山の長期的な活動を評価するとともに観測項目の検討及び火山活動に関する蓄

積された知見との関係についての考え方の検討を行う。 

別添 2-2 
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3. 現状の研究成果 

 過去に巨大噴火を起こした火山について、噴出物の分布や層序を地質調査やボー

リング調査から詳細に解析し、姶良カルデラ、洞爺・支笏火山エリア及び阿蘇カ

ルデラでの調査・研究を行った結果、巨大噴火に至る過程で、珪長質マグマが巨

大噴火の数千年前から断続的に噴出するパターン（入戸火砕流噴火）、巨大噴火

の直前に断続的に噴出するパターン（阿蘇 4 噴火）、巨大噴火直前には噴出しな

いようなパターン（洞爺噴火）について、先行研究での知見と併せて検討したこ

とで整理することができた。 

 過去に巨大噴火を起こした火山のマグマの温度・圧力条件や組成の変化から噴火

の準備段階におけるマグマ状態の変化（深さ、滞留時間）として、姶良カルデラ、

洞爺・支笏火山エリア、十和田カルデラ、阿蘇カルデラ及び鬼界カルデラでの調

査・研究の結果、巨大噴火に関連するマグマ溜まりの温度は、740～770℃（姶良）、

810℃以上ないし 890℃以上（鬼界）、圧力条件は、50-150 MPa（姶良）、100-230 

MPaないし 110-190 MPa（鬼界）が得られ、マグマ溜まりの深さとしてはいずれ

も深さ 10 kmより浅い位置に形成していたことが示唆された。 

 地球物理学的手法による地下構造探査、地殻変動シミュレーション及び深部流体

等の分析手法について調査・研究を実施した結果、姶良カルデラでの地震波観測

データから地震波低速度領域の体積推定の精度が向上した。また、姶良カルデラ

における長期の地殻変動データから、変動力源の時空間変化をシミュレーション

モデルにより体積変化率について検討した。地球化学的手法については、これま

でマグマの種別判別方法の一つとして提案されているマグマ起源の炭素・塩素比

法（C/Cl法）に、希土類元素組成分析等を組み合わせた方法を検討した。 

 令和 2年度までに得られた知見に基づいて、過去に巨大噴火を起こした火山の噴

火に至る準備過程の検討、過去に巨大噴火を起こした火山の現状評価の検討、カ

ルデラ火山の静穏な状態からの変化の有無を判断するための観測項目及び単成

火山群の活動評価に関する考え方の検討を行い、現時点での巨大噴火の準備過程

シナリオ、姶良カルデラを事例とした現状評価、観測項目及び単性火山群の活動

評価に関する考え方を示した。 

 

4. 技術評価検討会における主な意見及びその対応 

 巨大噴火に至る準備過程の検討では、単純化せずに多様なシナリオを提示するこ

とが必要であるとの意見があった。本研究では、巨大噴火に至る活動履歴につい

てはいくつかのパターンを示した。一方で、巨大噴火を起こす火山には特徴があ

ることを示唆する知見が蓄積されつつあることから、本研究を継続することによ

り巨大噴火に至る共通の事象を抽出し、評価のための考え方を検討していく。 

 種々の制約条件がある中でカルデラ火山の地下構造探査や観測は、難度が高く時

間を要すると考えられるため、本研究フェーズで得られる知見とさらに必要とな

る知見を得るための方策を本研究フェーズから検討してほしいとの意見があっ
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た。現在は、本研究フェーズの 2/5を経過した段階であるが、巨大噴火に至る準

備過程に関する知見や活動的なカルデラ火山において 10～15 km の深度のマグ

マ溜まりを捉えうる地下構造探査の事例が示されつつある。本研究の継続により、

観測項目及び過去の火山活動に関する蓄積された知見との関係についての考え

方をとりまとめることが期待できる。今後、さらに必要となる知見とそれらを得

るための方策を検討していく。 

 詳細は別表 2-1参照 

 

5. 中間評価結果 

（１）当初計画の適切性に関する評価 

① 技術動向の観点からの評価 

 巨大噴火に至る準備過程に関する知見や活動的なカルデラ火山において 100 km3

程度のマグマ溜まりを捉えうる地下構造探査の事例が示され、当初計画の目標を

着実に達成しつつある。研究を継続することにより、巨大噴火に至る準備過程（マ

グマプロセス）のより詳細な知見やカルデラ火山での観測項目に関する知見が得

られ、観測項目及び過去の火山活動に関する蓄積された知見との関係についての

考え方をとりまとめることが期待できると判断した。 

 

② 規制動向の観点からの評価 

 現状では規制に反映できる研究成果は極めて限定的であることから、個々の研究

項目について、当該安全研究で扱うべき研究であるかどうかという観点から再確

認を行うとともに研究の最終的な成果を明確化した上で原子力規制にどのよう

に結びつくのか検討をされたい。（関係する規制部門（地震・津波審査部門）に

よる評価） 

 

③ 上記評価を踏まえた当初計画の見直し等の要否に係る評価 

 評価結果： 計画どおりに行うことが適切である 

 評価コメント：本研究でこれまでに得られた知見については、直ちに規制に活用

できる状態には至っていないが、火山ガイド等の改定の要否の判断に資する知見

や火山の活動性評価の考え方に関する知見が得られつつあることから、計画どお

り研究を行うことが適切である。 

 

（２）研究の実施状況の評価（項目別評価） 

① 研究の進め方に対する技術的適切性： A 

 国内外の過去の研究や技術評価検討会の専門家意見を踏まえた上で、適切な実施

手法により必要な調査結果や解析結果が得られていることから、技術的適切性を

もって研究が進められたと判断した。 
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② 研究マネジメントの適切性： A 

 共同研究及び委託研究の相手も含め適切な実施体制を構築し、計画どおりに進捗

させ、目標を達成していることから、研究マネジメントは適切であると評価する。 

 

③ 業務管理の適切性： A 

 予算執行、進捗管理及び検収を含めた契約業務を、法令等を遵守して実施してお

り、適切に業務管理が行われたと判断した。 

 

（３）総合評価 

 評価結果： A 

 評価コメント：おおむね計画どおりの成果が得られていると評価できる。また、

研究マネジメント及び業務管理も適切に行われている。 

 

 

6. 研究計画（案）への反映 

 プラントの安全評価に資する知見を求める意見が出されており、降灰現象等の火

山事象に関する知見に基づいて次の研究フェーズでの計画を検討する。 

 現時点では、当初目標とする知見が得られる予定であるが、今後、さらに必要と

なる知見とそれらを得るための方策を検討していく。 

 

（主な成果の公表） 

 論文 

① K. Nishiki, N. Nagata, Y. Hiroi,“A Test of Methods for Estimating the 

Total Grain Size Distribution of Tephra-fall Deposits Using the Isopach 

Map”, Journal of Volcanology and Geothermal Research（投稿中） 

 

 口頭発表 

① 広井良美、安池由幸、「十和田火山八戸噴火のマグマ溜まりの温度圧力条件の推定」、

日本火山学会 2019 年秋季大会 神戸大学、令和元年 9 月（一部前フェーズの成果

を含む） 

② 西来邦章、永田直己、広井良美、「等層厚線図を利用したテフラの初生粒径分布の

推定手法の検討」、日本火山学会 2019年秋季大会 神戸大学、令和元年 9月（一部

前フェーズの成果を含む） 

③ 佐藤勇輝、広井良美、宮本毅、「十和田火山におけるマグマ活動史：その 1 カルデ

ラ形成期の岩石学的検討」、日本火山学会 2020 年秋季大会 オンライン、令和 2年

10月 

④ 広井良美、佐藤勇輝、宮本毅、「十和田火山におけるマグマ活動史：その 2 カルデ

ラ形成期の中規模噴火」、日本火山学会 2020 年秋季大会 オンライン、令和 2年 10

月  

123
187



 

 

 

Ⅱ．事故時炉心冷却性に対する燃料破損影響評価研究（R1～R5（2019～2023）） 

 

1. 研究プロジェクトの目的 

 事故時及びその後の炉心冷却性維持の評価をより確かなものとすることを目的

として、近年、事故模擬試験にて確認されている、現行指針類策定当時には観察

されていなかった燃料破損挙動について知見を取得するとともに、事故後の長期

冷却性等、研究事例が少ない状況下での燃料特性・挙動についても知見を取得す

る。 

 

2. 研究概要 

 冷却材喪失事故（Loss of Coolant Accident: LOCA）時の燃料ペレット細片化に

よる燃料ペレットの燃料棒内再配置及び棒外放出（ Fuel Fragmentation 

Relocation Dispersal: FFRD）に関するデータを取得するために、高燃焼度まで

使用された燃料の LOCA模擬試験等を実施する。 

 LOCA 後長期冷却中の燃料耐震性を評価するために、LOCA 時の温度履歴を経験し

た燃料被覆管を対象とした機械試験を実施する。また、地震を想定した燃料の振

動解析を実施する。 

 従来と異なる破損の発生原因を調べるために、原子炉安全性研究炉（NSRR）での

反応度事故（Reactivity Initiated Accident: RIA）模擬試験を行う。また、RIA

模擬試験時及びベース照射時の燃料挙動解析を行う。 

 NSRR実験での被覆管応力条件の把握や破損挙動の評価のために、RIA 時の被覆管

応力を模擬した被覆管多軸引張試験を実施する。 

 LOCA 基準の 1200℃を超えた温度条件での燃料損傷状態について、既往研究等を

調査するとともに、調査結果に基づき、NSRR を用いた燃料高温試験の条件等を検

討する。 

 

3. 現状の研究成果 

 FFRDを調べるための LOCA模擬試験装置をホットセルに設置し、性能確認試験を

実施した。今後、試験を継続し、データを取得していく。 

 地震時の振動を模擬した変形を被覆管試料に負荷する試験装置を製作し、コール

ドの実験室に設置した。また、地震を想定した振動時に、LOCA後被覆管に発生す

る応力を解析した。今後、解析結果を基に、試験条件を設定して、試験を実施、

データを取得していく。 

 NSRRでの RIA模擬試験及び試験後観察を実施した。今後も試験を継続し、データ

を取得していく。 

 高燃焼度被覆管を模擬した被覆管試料を作成し、多軸引張試験を実施した。試験

結果を基に、RIA 模擬試験での燃料破損原因を考察した。 

 既往研究の調査を行い、1200℃を超えた温度条件での燃料挙動について整理した。 
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4. 技術評価検討会における主な意見及びその対応 

 LOCA 時のペレットの細粒化については、FP ガス放出との関係を把握することが

重要との意見があった。本研究では、細粒化と FP ガス放出の関係に着目し、FP

ガス放出に関わるデータも取得していることから、引き続き、考察を進めていく。 

 海外知見の確認が若干物足りないとの意見があった。ペレットの細粒化について

は、海外の研究プロジェクトでも同様の試験が実施されおり、それらの結果と比

較し、FPガス放出の他、被覆管拘束等の影響についても考察していく。 

 プロジェクト名が「事故時炉心冷却性に対する燃料破損影響評価研究」となって

いるが、炉心冷却性への影響評価が分かりにくいとの意見があった。現在までは、

従来観察されていなかった燃料破損形態の発生原因等を中心に調べ、データを蓄

積したが、今後は、燃料破損形態の変化が炉心冷却性にどのような影響を与える

かについても考察していく。 

 被覆管破損の原因である半径方向水素化物について、その生成原因及び定量化方

法について、さらに検討を進めるようコメントがあった。生成原因については、

ベース照射中の応力が一因と考えられるが、今後、被覆管断面金相観察も進むこ

とから、それらの結果と併せて考察していく。定量化方法については、いくつか

異なる方法があるため、被覆管破損の評価に最適な定量化について、検討してい

く。 

 詳細は別表 2-2参照 

 

5. 中間評価結果 

（１）当初計画の適切性に関する評価 

① 技術動向の観点からの評価 

 平成 30 年度に実施した RIA 模擬試験において 10×10 型 BWR 燃料(OS-1)が PCMI

破損しきい値未満で破損した原因に関して、計画どおり、知見を取得できており、

今後得られる観察結果等と併せて、その原因を明らかにできる見込みである。 

 FFRDについては、個別試験として実施している加熱試験から、細粒化メカニズム

に関するデータが得られている。今後、ホットセルに設置した LOCA 模擬試験装

置を用いた試験を実施してデータを取得することにより、計画どおり、FFRD発生

条件や原因を明らかにできる見込みである。 

 上記以外の試験の準備や解析も計画どおりに進捗し、試験装置の設置完了や試験

結果を考察する上で有用な解析結果等、成果を得ている。 

 

② 規制動向の観点からの評価 

 規制基準の見直し要否検討等に活用できるデータが得られており、本プロジェク

トを継続して、OS-1の破損原因とともに、国内で使用されている燃料への影響を

技術情報検討会に報告することが望まれる。また、LOCA後の長期炉心冷却及び炉

心損傷判断に関係する研究結果についても、適宜共有することが望まれる。（基

準を所管する主管課（技術基盤課）による評価） 
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③ 上記評価を踏まえた当初計画の見直し等の要否に係る評価 

 評価結果： 計画どおりに行うことが適切である 

 評価コメント：現行指針類策定当時には観察されていなかった燃料破損挙動及び

規制基準値より低い条件での燃料破損について知見を取得できており、規制基準

等の見直し要否を検討するためには、研究事例の少ない、事故後の長期冷却性に

関する研究等も含め、計画どおりに研究を行うことが適切である。 

 

（２）研究の実施状況の評価（項目別評価） 

① 研究の進め方に対する技術的適切性： A 

 従来から実施している信頼性の高い試験、新たな試験装置を用いた試験及び解析

を実施して、多面的に課題解決に取り組んでおり、技術的観点から適切に研究を

進めている。 

 

② 研究マネジメントの適切性： A 

 委託先を含め適切な研究体制を構築している。また、コロナ禍の影響によりホッ

トセル試験では一部遅れが生じたが、今後の工程調整等を行い、全体当初計画の

5ヶ年内で完了できる見込みを得ており、適切にマネジメントを行っている。 

 

③ 業務管理の適切性： A 

 予算執行、進捗管理及び検収を含めた契約業務を、法令等を遵守して実施してお

り、適切に業務管理が行われている。 

 

（３）総合評価 

 評価結果： A 

 評価コメント：試験及び解析を通して、目標とした知見が得られつつあり、また、

新たな試験装置の設置も進んでいる。コロナ禍の影響により一部遅れが生じてい

るが、全体当初計画の 5ヶ年内で完了できる見込みを得ている。以上のことから、

技術的観点及びマネジメントの観点から適切に研究が進められ、成果が得られて

いると評価できる。 

 

6. 研究計画（案）への反映 

 実施内容については、評価委員等のコメントを参考にし、試験、解析及び結果の

考察において不足がないように研究を進めるようにする。工程については、今後

も、コロナ禍の影響があり得るので、委託先と緊密に連携して事業管理を行い、

当初計画の 5ヶ年内で完了できるよう努める。 

 

（主な成果の公表） 

 なし  
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大規模噴火プロセス等の知見の蓄積に係る研究に対する外部専門家及び専門技術者の評価

意見並びにその回答 

 

No. 評価項目 評価意見 回答 

 糸井 達哉 氏 

1 ①国内外の

過 去 の 研

究、最新知

見を踏まえ

ているか。

②解析実施

手法、実験

方法が適切

か。③解析

結果の評価

手法、実験

結果の評価

手法が適切

か。④重大

な見落とし

（観点の欠

落）がない

か。 

報告書の1.1背景の記載が理解できませ

ん。特に、原子力安全規制に関する研究と

いう意味での位置づけを明確にする必要

があるように考えます。例えば、審査ガイ

ドにおける課題認識、長期的な規制の改善

への貢献、及び、安全研究として実施され

ている「規制への PRA の活用のための手

法開発及び適用に関する研究」へどのよう

な情報が提供されるのかなどを明確にす

ることが必要と考えます。 

 

背景の記載を以下のように修正しま

す。 

火山影響評価ガイドでは、「巨大噴火

が差し迫っていない」と評価できるこ

とを求めており、過去に巨大噴火を起

こした火山の地下において大規模なマ

グマ溜まりを示唆する領域の有無が一

つの評価指標となる。これまでに、過去

に長期の休止期間があり大規模噴火を

起こした火山の活動評価手法を整備す

るための知見や国内外の巨大噴火を起

こした火山の噴火直前のマグマ溜まり

の深度、当該深度領域の地下構造を探

査する手法について知見が蓄積されつ

つある。 

一方、巨大噴火を起こすソースとな

る巨大なマグマ溜まり生成のプロセス

やマグマが蓄積する時間的なスケール

についての知見は海外の研究事例が基

本となっている。例えば、Costa(1)は、

鉱物生成年代を推定し、噴火年代と対

比することによりマグマ滞留時間を推

定する手法を解説し、Allan(2)ら、

Druitt(3)ら、Gualda(4)らは斑晶中元素

の固体内拡散速度から斑晶が高温のマ

グマに曝されていた時間を推定してい

る。 

過去に巨大噴火を起こした火山の地

下構造の探査については、主に自然地

震観測に基づく地震波速度構造や MT

法による低比抵抗構造の探査領域の空

間的な広がりを把握しうる解像度で探

査した海外での報告例(5),(6)ある。解像

度の高い構造を探査するためには、広

別表 2-1 

127
191



 

 

 

No. 評価項目 評価意見 回答 

域で周密な観測点を配置する必要があ

るが、巨大噴火を起こした火山の多く

はカルデラ地形大半が水没している

等、探査を行う際の障害となることか

ら事例は少ない（本当は無いと書きた

い）。 

2 報告書の 1.1の背景において、巨大マグ

マだまりの生成プロセスなどについて、海

外の研究事例に基づく点が問題という指

摘に対して、個別事例の調査をしたという

報告のみで、得られた成果が海外の研究事

例と比較してどうだったかという点に関

する記載がありません。 

 

No.1 と同様 

3 報告書 2.1.2 ①「今回提案する手法は、

偏りがあるようなケースにおいての活用

が期待される」とありますが、規制庁とし

ては、「今後の検討で用いるべきである」

とするか、「手法としてさらなる改良が必

要である」等の結論を定量的に示すか等の

記述にすべきで、一般的な記述を結論とす

るのは適切ではないのではないでしょう

か。 

 

いわゆる天然のものを用いて検討す

る場合、多かれ少なかれ不確実性を持

ってしまいます。本検討対象の場合、火

山灰が落下した数百㎞×数十㎞以上の

領域からサンプリングできる試料数

は、地理的要因や人為的要因等により

大きく左右されます。その上で、今回、

試料側にバラつきがあっても、既往の

手法と比べバラつきの少ない計算結果

が得られる手法を考案したということ

になります。従いまして、試料採取側で

の課題を包含できたという書きぶりと

しております。 

4 報告書 2.1.2 ②で「5cm 程度以下で

は、・・・コンタミネーションが多くなる傾

向にあった。ゆえに、これらの点を留意し、

調査を実施する必要がある」と記載があり

ますが、ここでいう「調査」とは何を指す

のでしょうか。「次年度以降の調査」でし

ょうか？ 

ここでの「調査」は、事業者が実施す

る「降下火砕物に関する火山影響評価

に資する調査」を指します。 

5 報告書 2.1.3について、文献調査が網羅

的であることが理解できるような報告書

の記載とすることが望ましいと考えられ

ます。 

拝承いたします。なお、本文献調査で

は東伊豆単成火山群や阿武単成火山群

など、日本国内の単成火山群に関する

文献を網羅的に調査したほか、海外で

128
192



 

 

 

No. 評価項目 評価意見 回答 

 研究が進んでいる Southwest Nevada 

volcanic field や Eifel volcanic field な

どの代表的な単成火山群に関する文献

を調査しています。 

6 報告書 2.4.1 の準備過程に関する結論

（巨大噴火を起こす火山では、・・・、巨大

噴火に至ると考えられる）については、自

然現象の記述としてはいささか単純化さ

れすぎている印象を覚えます。特に、発電

所の安全性を検討する上では、より多様な

シナリオを提示することが求められるの

ではないかと思います。 

 

これまでの巨大噴火に関する審査で

は火山ごとに個別評価が行われていま

す。本研究でも、活動履歴についてはい

くつかのパターンを示すことができた

と考えています。一方で、巨大噴火を起

こす火山には特徴があることを示唆す

る知見が得られつつあることも事実で

す。本研究では巨大噴火に至る共通の

事象を見出し、評価のための基準とす

ることを目指しています。 

7 報告書 2.4.2で「・・・考えられている。」、

「していることにある。」等の記述が散見

されますが、それぞれ根拠となる参考文献

の記載がなく散文的ですので、もう少し客

観的な記載にすることが望ましいと考え

られます。 

 

表現を修正するとともに、参考文献

を引用しまし以下のように修正しまし

た。 

姶良カルデラでは、地下 11～15 km

付近に推定体積 100 km3程度のマグマ

溜まりが定置していると推定される。

姶良カルデラで観測されている広域な

地殻変動データを基に、変動力源の解

析が行われ、カルデラの中心エリア内

の地下 11～14km の深さに変動力源の

存在が示されている。これまでは、姶良

カルデラの広域地殻変動は、1914年の

大正噴火や 1946 年の昭和溶岩の噴火

等桜島火山で起こったイベントと地殻

変動が関連付けられ解釈 71,74,75され

ているが、推定体積 100 km3程度マグ

マ溜まりの体積変化と解釈することも

できる。 

8 報告書 2.4.3の結論（最終的には地下の

マグマの状態を把握し評価することが重

要である）は、研究をする以前からわかっ

ていることではないかと推察されます。 

 

ご指摘のとおりであるのですが、「単

成火山」という専門用語は、「1 回の噴

火輪廻で形成された火山」という意味

です。つまり、富士山のような何度も噴

火を繰り返して成長する「複成火山」と

は異なります。他方、火山影響評価ガイ
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No. 評価項目 評価意見 回答 

ドでは、完新世に活動のない第四紀火

山に対して、過去の噴火履歴から活動

評価を行う方法を記載しています。こ

のような背景から、本節は、一回の噴火

輪廻しかない単成火山に対して、過去

の噴火履歴からどのように活動評価で

きるのかという観点で取りまとめてお

ります。 

9 報告書 3.1(1)の「検討したことで認識で

きた」という主観的な記載は、研究のまと

めとしては適切ではないように感じます。 

「認識できた。」を「整理することが

できた。」と修正しました。 

10 報告書 3.1(4)の結論が、規制研究として

は重要と思いますが、具体的な成果が記載

されていません。明確な記載が必要かと思

います。 

以下のように修正しました。 

令和２年度までに得られた上記の(1)

～(3)の知見に基づいて、過去に巨大噴

火を起こした火山の噴火に至る準備過

程の検討、過去に巨大噴火を起こした

火山の現状評価の検討及び単成火山群

の活動評価に関する考え方の検討を行

い、現時点での巨大噴火の準備過程シ

ナリオ、姶良カルデラを事例とした現

状評価及び単成火山群の活動評価の考

え方を示した。 

11 報告書 3.2については、当初目標と対比

した記載が望ましいと考えられます。 

本研究は５カ年計画の内２カ年分の

成果をとりまとめています。令和３年

度に一部計画を見直すことを想定して

おり、現時点ではこの見直しに向けて

得られた知見を整理した状況です。 

12 その他、報告書に誤記等不適切な記載が

散見されます。 

・P8 Uint → Unit 

・図 2.1.6 図の字が見えません。 

・図 2.1.7 字が見えません。 

・図 2.1.10 縦軸に単位がありません 

 

 

・P8 「地質学的にも古地磁気学的検討に

おいても短時間に形成された可能性があ

る」は、「地質学的検討、および、古地磁気

ご指摘ありがとうございます。誤字

および文字サイズにつきましては修正

いたします。 

 

 

図 2.1.10 につきましては、軸タイト

ルの最後に付してございます[φ]が単

位でございます。 

そのような意味で記載しておりま

す。 
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No. 評価項目 評価意見 回答 

学的検討のいずれからも短時間に形成さ

れた可能性があることが示唆された」とい

う意味でしょうか？ 

・P21 で「粒度分布の結果を図 2.1.10 に

示す」と書かれているが、図 2.1.10は平均

値（中央粒径）の距離依存性であり、粒度

分布ではありません。 

・2.1.2 の可用性という言葉ですが、

「availability（システムが継続して稼働

できる度合いや能力）」という工学用語か

と理解していましたが、本報告書に用いる

用語として適切でしょうか。 

・P61 密度を 2500kg/m3とした場合とあ

りますが、マグマの密度であれば、そのよ

うに明記が必要かと思います。また、マグ

マの供給量と密度の関係についても、教科

書的な内容なので、記載をしていないのか

もしれませんが、記載が必要かと思いま

す。 

 

 

 

ご指摘ありがとうございます。修正

いたします。 

 

 

地球科学分野では「availability」に

ついて特定の意味を持つことはなく、

ここでは一般的辞書にある「有用性」の

意で使用しています。 

 

一般的に用いる岩片の密度です。報

告書には 2500kg/m3（岩片密度）と記

載します。 

 

（以下 No.13～16は、上記 No.1～12の評価意見と回答を踏まえ、糸井達哉氏よりいただいた再評価。） 

13 ①国内外の

過 去 の 研

究、最新知

見を踏まえ

ているか。 

おおむね適切なのではないかと思われ

る 

拝承 

14 ②解析実施

手法、実験

方法が適切

か。 

おおむね適切なのではないかと思われ

る 

拝承 

15 ③解析結果

の 評 価 手

法、実験結

果の評価手

法 が 適 切

か。 

おおむね適切なのではないかと思われ

る 

拝承 

16 ④重大な見

落とし（観

研究項目ともかかわるので評価の範囲

外ですが、報告書の中でプラントの安全評

価に資する知見が得られていない点が欠

本研究では、原子力施設に深刻な影

響を及ぼす巨大噴火（設計対応不可能

な事象）の活動可能性の評価に資する
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No. 評価項目 評価意見 回答 

点の欠落）

がないか。 

落点として挙げられる。また、自然現象を

単純化して類型化しようという姿勢での

研究が多い。例えば、地震の震源過程の研

究を見ると、2011 年より前の我が国での

研究は、震源の複雑な過程を様々な調査に

より拘束しようという研究が志向されが

ちであったのに対して、東北地方太平洋沖

地震以降、そのような研究は少なくとも工

学的にはあまり重視されなくなった。一

方、本プロジェクトは無意識的に前者を志

向する傾向があるように見受けられ、観点

として欠落があるのではないかとの懸念

を覚える。 

知見を得ることが目的です。 

（設計対応不可能な事象とは、工学的

にプラントの防護が不可能な事象） 

巨大噴火は有史に発生していないた

め、どのような準備過程を経て噴火に

至るのか不明な点が多くあります。 

まずは過去の噴火について詳細な調

査を行い、噴火に至るまでの準備段階

においてどのような事象やマグマ活動

があったかを知見として蓄積します。 

また、現在の状態を把握するための探

査手法を調べています。 

立地の審査では巨大噴火が差し迫っ

ていないことを、既往の火山学的知見

を基に総合的に評価しています。 

最終的には、本研究で得られる知見

と既往の科学的知見を合わせて評価の

ための指標を検討します。 

火山活動が多様であり、同じ活動履

歴を繰り返すとは限らないことは多く

の火山学者により認識されています。 

火山学者が目標としているような噴

火を予測するためのシナリオではな

く、どのような状態であれば「巨大噴火

が差し迫っていない」と言えるかを示

す科学的な知見が得られることが求め

られていると認識しています。 

岩田 知孝 氏 

1 ①国内外の

過 去 の 研

究、最新知

見を踏まえ

ているか。 

報告書からは本内容に関して読み取る

ことが困難であるが，そうされていると考

える． 

ご確認いただきありがとうございま

す。より理解し易い表現を目指して善

処して参ります。 

2 ②解析実施

手法、実験

方法が適切

か。 

観測においては，社会的条件下におい

て，最大限の努力をされているのだと想像

するが，地震波トモグラフィーやネットワ

ークＭＴによる調査は，達成目標としてい

る分解能を十分に達成することができる

ご確認いただきありがとうございま

す。今後の報告方法、調査方法等につい

て検討して参ります。 
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No. 評価項目 評価意見 回答 

のであろうか？チャレンジングな課題で

あるので，結論を急ぐのではなく，本当に

わかったことを丁寧に報告としてまとめ

るとともに，将来的にそれを解決するよう

な方策を提示することが肝要と考える 

3 ③解析結果

の 評 価 手

法、実験結

果の評価手

法 が 適 切

か。 

②にも書いたが，社会的条件で限られた

観測しかできないといったことも含め，こ

のフェーズでできる（できた）ことと次の

フェーズがあるとした場合に，それを解決

するにはどういった方策があるのか，とい

うことを調査項目も含め十分に検討して

欲しい． 

ご確認いただきありがとうございま

す。今後の調査方法等について検討し

て参ります。 

4 ④重大な見

落とし（観

点の欠落）

がないか。 

現時点では特に気づかない． ご確認いただきありがとうございま

す。 

土志田 潔 氏 

1 ②解析実施

手法、実験

方法が適切

か。 

(3)b.地化学的手法について、②の観点から

コメントする。マグマの供給状況を検討す

る観点では、対象をカルデラ火山に限定せ

ず、噴火間隔が長い火山や最新活動時期が

古い火山、若い花崗岩体等を対象に、C/Cl

比を測定し、最新噴火からの経過時間との

関係を調べる、といった検討を行うことが

考えられる。 

ご指摘いただいた観点は本テーマの

目的達成の上で重要ですので、頂いた

観点も踏まえて検討したいと思いま

す。 

2 ①国内外の

過 去 の 研

究、最新知

見を踏まえ

ているか。

③解析結果

の 評 価 手

法、実験結

果の評価手

法 が 適 切

か。④重大

な見落とし

（観点の欠

(4)「考え方の検討」について、①・③・

④の観点からコメントする。 

 

マグマ溜まりの位置や深度の推定にお

いては、観測・推定手法に応じ、異なる結

果が得られることから、慎重に議論を進め

る事が望ましい。これに対し、スライド資

料の後半<過去に大噴火を起こした火山の

現状評価の検討>では、論理の飛躍が複数

の箇所に認められる。 

まず、「地下 11〜15km 付近のマグマ溜

まり」として、S波の低速度域(深度 15km)

と変動力源(深度 11km)を同じ物として扱

ご指摘の通り、現時点では新たな解

釈として位置づけ、以下のように修正

します。 

姶良カルデラでは、地下 11～15 km付

近に推定体積 100 km3 程度のマグマ溜

まりが定置していると推定される。姶

良カルデラで観測されている広域な地

殻変動データを基に、変動力源の解析

が行われ、カルデラの中心エリア内の

地下 11～14km の深さに変動力源の存

在が示されている。これまでは、姶良カ

ルデラの広域地殻変動は、1914 年の大

正噴火や 1946年の昭和溶岩の噴火等桜
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No. 評価項目 評価意見 回答 

落）がない

か。 

っている。変動力源の位置に近い深度

10km 付近には低速度領域が認められて

いない事を考慮すると、両者を同一と解釈

するためには、詳細な議論が必要と思われ

る。 

 

次に、従来の研究では、鹿児島地域の広

域的な地殻変動は桜島火山のマグマ供給

系に起因すると解釈されてきた。地殻変動

量と桜島火山の噴出量が等しいためであ

り、今回の報告でも項目(3)c.では同様の解

析結果が得られている。これに対し，項目

(4)では、見出されているマグマ溜まりに

ついて、桜島との関連を論じることなく、

姶良カルデラの活動と結びつけているよ

うに読める。従来の解釈を変更するには、

多角的な議論が必要と思われる。 

 

更に、(2)の岩石学的手法で行われた、入

戸噴火直前のマグマ溜まり深度推定では、

マグマが水に飽和していることを仮定し

た手法も用いられている。同手法では、水

に不飽和な場合には推定深度が異なる可

能性もある。 

島火山で起こったイベントと地殻変動

が関連付けられ解釈 71,74,75 されている

が、推定体積 100 km3程度マグマ溜まり

の体積変化と解釈することもできる。 

 

従来の解釈では、大正噴火の噴出量

（約 1.5km3）と地殻変動量（噴火前の

水準値はない）から推定した供給量が

およそ等しいとの理解です。また、変動

力源の位置とマグマ溜まりの位置が異

なることはあり得ると考えています。

姶良カルデラ下の地下構造が明らかに

なりつつあり、このことを踏まえた解

釈を今後検討していく予定です。 

 

 

 

深度推定については、メルト包有物

の含水量だけでなく、熱力学的な検討

も合わせて推定してます。 
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事故時炉心冷却性に対する燃料破損影響評価研究に対する外部専門家及び専門技術者の評

価意見並びにその回答 

 

No. 評価項目 評価意見 回答 

 有馬 立身 氏 

1 ②解析実施

手法、実験

方法が適切

か。 

・LOCA 時燃料破損の際燃料ペレットの細

粒化について、Xeや Krの FPガスの放出

を同時に測定されているのは、細粒化とFP

放出の関係性を明確にするうえで有用と

思います。試験条件の温度変化とこれらの

FP ガス原子かボイドの燃料中での細粒化

に至るまでの移行挙動について更に追求

していただければと思います。 

FP ガス測定に加えて、SEM による

ペレット片表面観察も進め、細粒化メ

カニズムを調査していきます。 

2 ③解析結果

の 評 価 手

法、実験結

果の評価手

法 が 適 切

か。 

・LOCA 時に細粒化した燃料がピン外に放

出される、あるいはピン内で崩落し蓄積す

ることによって、燃料の発熱状態は通常運

転時とは全く別なものになることが予想

されます。そのような状況で、炉心の事故

後の冷却性能がどう変化するのかについ

て言及が欲しい。 

被覆管の膨れた箇所に細粒化したペ

レット片が充填され、局所的に発熱量

が大きくなること等が考えられます。

現在までは、ペレット片を用いた加熱

試験しか実施していませんが、今後、燃

料棒を用いた試験を実施しますので、

放出量の検討と併せて、冷却性への影

響についても言及するようにします。 

3 ④重大な見

落とし（観

点の欠落）

がないか。 

・試験の内容が、破損事故が起きるか／起

きないか、あるいはその契機となる現象に

ついては詳細に検討されていると思いま

した。ただし、本プロジェクトは事故時炉

心冷却性に対する影響評価であるにも関

わらず、冷却性との関係が見えにくいと感

じます。「冷やす」という点で、どのように

炉心破損が冷却性に関係するのかを整理

して下さい。 

ご指摘のとおり、本研究は、破損挙動

に着目しておりますが、最終報告では、

破損挙動への変化（従来と異なる破損）

がどのように冷却性に影響するか、定

性的な影響について考察するようにい

たします。 

4 その他 ・コロナ禍の影響でプロジェクトが計画通

り進められるのか懸念しておりましたが、

期間内で目的は達成できるとの見通しで

あるとのことでしたので、鋭意進めていた

だければと思います。 

コロナ禍の影響については、今後も

不透明な部分はあると思いますが、当

初計画の 5 ヶ年の中で目的を達成でき

るように、鋭意進めて参ります。 

黒崎 健 氏 

1 ①国内外の

過 去 の 研

究、最新知

踏まえているといえる。しいて言うと、

海外における同様の研究の最新知見を十

分に確認しているかという点では、若干物

FFRD については、海外の研究プロ

ジェクトでも試験が実施されています

ので、関連する情報を漏れなく収集し、

別表 2-2 
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No. 評価項目 評価意見 回答 

見を踏まえ

ているか。 

足りなさを感じる。 最終報告では、それらの結果と比較し、

考察していきます。 

2 ②解析実施

手法、実験

方法が適切

か。 

適切であるといえる。ペレット加熱試験

に関しては、FP ガス放出と細片化の相関

を把握することが重要である。LOCA後被

覆管振動時応力解析に関しては、集合体体

系に対してきちんと解析をなすことが重

要である。 

細粒化については、SEMでも試料表

面観察も実施し、FPガス放出との関係

を考察していきます。被覆管応力解析

については、集合体体系での解析条件

等を確認するとともに、解析結果の妥

当性についても考察していきます。 

3 ③解析結果

の 評 価 手

法、実験結

果の評価手

法 が 適 切

か。 

適切であるといえる。RIA時燃料破損に

関して、破損エンタルピ低減の原因を半径

方向水素化物の生成に落とし込んでいる

が、今回の結果を見る限り、妥当なように

見える。一方、半径方向水素化物生成の原

因については、ベース照射中の引っ張り応

力が候補に挙げられているが、それで必要

十分なのか？さらなる調査が必要なよう

におもう。 

半径方向水素化物生成の原因につい

ては、今後、追加で RIA 模擬試験を実

施した燃料棒の被覆管金相観察結果が

でてきますので、ベース照射中の引張

応力のみで半径方向水素化物生成を整

理できるのか、考察していきます。 

4 その他 Crコーティング Zr合金被覆管といった

新しい材料について、積極的に研究を推進

すべきである。 

成果発表に関して、委託先だけでなく、

規制庁が主体的に成果発表することが重

要である。報告書の作成で終わるのではな

く、論文発表までつなげるべきである。論

文発表（論文執筆・査読者とのやり取り等）

を通じて、研究力は大きく強化される。 

Cr コーティング Zr 合金被覆管につ

いては、規制側の安全研究として、どう

ようなことを実施すべきか、本 5 ヶ年

計画の中で検討して、必要に応じて、今

後の研究プロジェクトにおいて、試験

等を実施していきたいと考えていま

す。 

「燃料健全性に関する規制高度化研

究」では、その成果を論文にまとめ、日

本原子力学会の論文賞を受賞しました

ので、本研究についても、規制庁として

論文作成し、積極的に公表していきた

いと思います。 

 大塚 康介 氏 

1 その他 OS-2 の試験後観察等の RIA 模擬試験の

今後の予定を示していただきたい。 

OS-1 燃料の運転中応力評価が示されて

いるが、この応力上昇は何に起因している

のか不明確なので言及されたい（何か特徴

的な運転履歴に起因しているのか等）。ま

た、関連して燃料棒内圧や FGR は測定さ

OS-2の試験後観察結果等は、学会等

で適宜発表していきます。 

OS-1の応力上昇については、ご説明

しましたとおり、添加型ペレットの焼

きしまりが小さく、PCMIが早期に開始

したことが主因と考えていますが、そ

の他にも運転履歴や添加型ペレットの
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No. 評価項目 評価意見 回答 

れているのであれば示していただきたい。 スウェリングも関係していると考えら

れ、今後、さらに整理して、学会発表等

で示していきたいと思います。ベース

照射後のFGR等は公表可能であるか確

認して、可能であれば、上記と併せて、

学会等で発表していきたいと思いま

す。 

 高畠 勇人 氏 

1 ③解析結果

の 評 価 手

法、実験結

果の評価手

法 が 適 切

か。 

①中間評価用資料本文５ページによると、

ペレット片を真空中で加熱しての試験と

いうことで、被覆管による拘束が模擬され

ていないので、その点、実機での挙動評価

へつなげる際には評価していただく必要

があると考えます。特に、燃焼が進んだ燃

料ではペレットのリロケーションや被覆

管との相互作用で径方向の拘束力が大き

くなっており、ペレットの細片化挙動への

影響が無視できない（細片化を防ぐ方向に

働くと推察）と考えます。 

②また、ＦＰガス放出挙動についても、実

機では被覆管内で飽和圧に至っている状

況からの追加放出になるため、試験で得ら

れる真空中での追加放出挙動とは異なる

可能性についても評価していただく必要

があると考えます。 

①ご指摘のとおり、リロケーションや

被覆管拘束の影響はあると考えてお

り、それらについては、燃料棒で実施す

る LOCA 模擬試験で確認します。また、

海外プロジェクトのハルデン炉プロジ

ェクトや SCIP の結果も参考にして検

討していきます。 

②本研究では、真空中で試験していま

すが、平成 30年度まで実施した事故時

燃料安全性に関する規制高度化研究で

は、加圧環境下の加熱試験も実施して

おり、今後は、その結果も併せて、細粒

化メカニズムについて考察していきま

す。なお、加圧環境下の加熱試験結果に

ついては、令和元年に開催した本評価

検討会で御説明しており、また、今後、

論文で公表予定です。 

2 その他 ①ppt８ページ：供試体の燃焼度を記載い

ただきたい。 

②ppt１３ページ：燃料健全性評価の研究

では「測定面積で規格化された水素化物の

長さ」を指標として整理しているが、本研

究では「径方向への投影長さの最大値」で

整理されている。その方がデータ整理がう

まくいったということだと思うが、前者で

整理した場合はどうなるのか、整理されて

いるのであれば、併記されてはいかがか。

RIA 時は急峻なエネルギー上昇現象なの

で、測定面積で規格化した値より、長さそ

のものの方が関連度が強い、という評価で

①報告書に記載しておりまとおり、ス

ペイン Vandellos-2 で照射された UO2 

燃料で、試料の燃焼度は81GWd/tです。 

②ご指摘のとおり、半径方向水素化物

の評価について、燃料健全性評価の研

究と評価方法が異なりましたが、最終

報告までには、追加で RIA 模擬試験を

実施した燃料棒の観察が進み、データ

も蓄積されますので、評価方法につい

ても比較、考察を行い、最適評価方法に

ついて提案したいと思います。 
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No. 評価項目 評価意見 回答 

あれば、その旨、追記されてはいかがか。 

平井 睦 氏 

1 その他 １） 解析結果、実験結果と炉心冷却性の

評価の関連をもう少し明示的に記載した

ほうが、研究全体のアプローチの妥当性

を、より明確に示せるのではないか。 

２） LOCA 時ペレット細片化について

は、通常運転時のペレット内応力状態も影

響する可能性が考えられるので、細片化機

構を議論する際には多面的な試験パラメ

ータの検討が望まれる。ただし、細片化が

安全性に与える影響に関する評価を先行

させることが重要ではないか。 

１） 重大事故に進展することなく、設

計基準事故にとどまるための判断基準

（要件）として、炉心燃料の冷却可能形

状維持があり、本来は、燃料の冷却可能

形状維持、さらに正確に言うと、高燃焼

度化に伴う破損形態変化に着目した研

究ですが、そこを炉心冷却性としたた

め、全体がわかりにくくなってしまい

ました。今後は、背景等で、炉心冷却性

の中でも、燃料の形状維持や破損形態

変化に着目していることを説明するよ

うにします。破損形態の変化が炉心冷

却性にどのような影響を与えるか、定

性的な影響については、本研究の中で

検討していきたいと思います。 

２） FFRDについては、被覆管膨れ部

に集積して局所的な発熱量が大きくな

る等、定性的な影響評価を先行して実

施していきます。また、細粒化メカニズ

ム検討のみならず、定量的評価にも、細

片の粒径や放出条件等が必要となりま

すので、ご指摘のとおり、可能な範囲で

多面的にパラメータを設定して、試験

を実施するようにします。 
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（別記１） 

中間評価における項目別評価基準 

 

中間評価のうち項目別評価における評価項目ごとの評価基準について、以下のとおり定

める。 

なお、安全研究プロジェクトの特性を踏まえて評価項目を追加するときの評価基準につ

いては、担当安全技術管理官等が別途定めることを可能とする。 

 

① 研究の進め方に関する技術的適切性 

研究手法（最新の知見が取り入れられているか、適切な研究実施手法が採られている

か）、成果の取りまとめ方法等についての技術的適切性を以下の区分に基づき評価する。

なお、評価に当たっては、外部専門家から意見等を聴取する目的で実施する技術評価検

討会における技術的な意見を参考とすること。 

Ｓ：技術的に優れている 

Ａ：技術的に適切である 

Ｂ：おおむね技術的に妥当であるが、一部見直しが必要である 

Ｃ：技術的に適切ではない 

 

② 研究マネジメントの適切性 

安全研究プロジェクトの実施に当たり、研究計画（状況変化を踏まえて適切に対応し

ているか）、研究体制（研究体制が有効に機能しているか、研究者が能力を発揮できて

いるか）、進捗管理（研究の遅れが生じた場合に適切に対応できているか、国内外の規

制動向を把握し、その影響を踏まえ適切に対応できているか）等のマネジメントの適切

性を以下の区分に基づき評価する。 

Ｓ：模範となる研究マネジメントの水準である 

Ａ：適切に研究マネジメントされている 

Ｂ：おおむね適切に研究マネジメントされているが、一部見直しが必要である 

Ｃ：研究マネジメントに問題がある 

 

③ 業務管理の適切性 

予算、契約等の執行管理を含む業務の遂行管理が適切に行われていることを以下の

区分に基づき評価する。 

Ｓ：模範となる水準で管理されている 

Ａ：適切に管理されている 

Ｂ：おおむね適切に管理されているが、一部見直しが必要である 

Ｃ：管理に問題がある 

  

参考１ 

（「評価実施要領」抜粋） 
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（別記２） 

中間評価における総合評価の方法及び評価基準 

 

総合評価における全体評語は、項目別評価した３つの評価項目の項目別評語（Ｓ、Ａ、

Ｂ、Ｃ）を数字に換算（Ｓを 4点、Ａを 3点、Ｂを 2点、Ｃを 1点）した上で、その平

均をとったもの（別記２及び様式３において「総合点」という。）及びそれを再度評語

に変換（3.3 点以上をＳ、3.0 点以上～3.3 点未満をＡ、2.0 点以上～3.0 点未満をＢ、

2.0点未満をＣ）したものを基礎とする。 

 

最終的な総合評価は、基礎とした総合点及び評語を基にして、以下の評価基準により

担当安全技術管理官等が実施する。この際、担当安全技術管理官等は、全体評語ととも

に、評価コメントを付すものとする。 

 

【総合評価の評価基準】 

Ｓ：模範となる水準で管理され、研究が行われている 

Ａ：適切に管理され、研究が行われている 

Ｂ：おおむね適切に管理されているが、一部見直しが必要である 

Ｃ：管理が不十分であり、研究体制も含め抜本的な見直しが必要である 
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事後評価における項目別評価基準 

 

事後評価のうち項目別評価における評価項目ごとの評価基準について、以下のとおり定

める。 

なお、安全研究プロジェクトの特性を踏まえて評価項目を追加するときの評価基準につ

いては、担当安全技術管理官等が別途定めることを可能とする。 

 

① 成果目標の達成状況 

原子力規制委員会が毎年度決定する「今後推進すべき安全研究の分野及びその実施

方針」及び「安全研究計画」で示される成果目標に対する達成状況について以下の区分

に基づき評価する。 

Ｓ：設定した目標を大きく超える成果が得られている 

Ａ：設定した目標を達成した成果が得られている 

Ｂ：設定した目標をおおむね達成した成果が得られているが、一部十分ではない 

Ｃ：設定した目標を達成した成果が得られていない 

 

② 成果の公表等の状況 

ＮＲＡ技術報告、国内外の査読付の論文又はそれらと同等と考えられる公表活動に

ついて、公表状況を以下の区分に基づき評価する。 

Ｓ：ＮＲＡ技術報告（２件以上）又は学術的価値が対外的に認められる査読付の論文

等を発行した 

Ａ：ＮＲＡ技術報告又は査読付の論文等を発行した 

Ｂ：ＮＲＡ技術報告又は査読付の論文等を発行していないものの、発行が確実に見込

まれる状況である 

Ｃ：ＮＲＡ技術報告又は査読付の論文等を発行しなかった上に、今後の見込みが不透

明である 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（別記３） 
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【項目別評価の目安】 

成果の公表等に関する項目別評価では、文書化された成果物5であるＮＲＡ技術報告、査読付の論文又

はそれと同等の公表活動（論文投稿で行われる査読と同等以上のレベルで行われる査読付の口頭発表等）

について評価し、そのうち上位の評価となったものを項目別評語として付すこととする。なお、Ｓ又は

Ａと評価される場合であって、複数の査読付の論文を発行したときには、1 点又は 2 点をその評価項目

に加算できるものとする。また、論文の作成につながった有益な口頭発表を行った場合には、その内容

を考慮した上で、適宜点数をその評価項目に加算できるものとする。 

（具体例） 

Ｓ：ＮＲＡ技術報告を２件以上発行した場合、論文が表彰を受ける等の学術的価値が認められた場合

又は原子力の安全規制に大きく貢献する成果を公表したと判断される場合 

Ａ：ＮＲＡ技術報告又は査読付の論文を発行した場合 

Ｂ：プロジェクトの終了時点において、ＮＲＡ技術報告又は査読付の論文が庁内手続中である場合 

Ｃ：プロジェクトの終了時点において、ＮＲＡ技術報告又は査読付の論文の作成が未着手又は作成中

であり発行に至っていない場合 

 

 

 

 

③ 研究の進め方に関する技術的適切性 

研究手法（最新の知見が取り入れられているか、適切な研究実施手法が採られている

か）、成果の取りまとめ方法等についての技術的適切性を以下の区分に基づき評価する。

なお、評価は、外部専門家から意見等を聴取する目的で実施する技術評価検討会におけ

る技術的意見を参考とすること。 

Ｓ：技術的に優れている 

Ａ：技術的に適切である 

Ｂ：おおむね技術的に妥当であるが、一部十分ではない 

Ｃ：技術的に適切ではない 

 

④ 研究マネジメントの適切性 

安全研究プロジェクトの実施に当たり、研究計画（状況変化を踏まえて適切に対応し

たか）、研究体制（研究体制が有効に機能したか、研究者が能力を発揮できたか）、進捗

管理（研究の遅れが生じた場合に適切に対応できたか、国内外の規制動向を把握し、そ

の影響を踏まえ適切に対応できたか）等のマネジメントの適切性を以下の区分に基づ

き評価する。 

Ｓ：模範となる研究マネジメントの水準である 

Ａ：適切に研究マネジメントされている 

Ｂ：おおむね適切に研究マネジメントされているが一部十分ではない 

Ｃ：研究マネジメントに問題がある 

 

                                                   
5なお、平成 31年度までに終了予定のプロジェクトについては、研究成果の文書化が確実に行われる見

込みが確認できれば、Ａと判断することができる。 
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⑤ 業務管理の適切性 

予算、契約等の執行管理を含む業務の遂行管理が適切に行われていることを以下の

区分に基づき評価する。 

Ｓ：模範となる水準で管理されている 

Ａ：適切に管理されている 

Ｂ：おおむね適切に管理されているが、一部十分ではない 

Ｃ：管理に問題がある 

 

⑥ 成果の規制への活用の状況・見通し 

規制課題への活用（規制基準、各種ガイド類等の整備・見直しの要否の判断、審査及

び検査への活用等）に通じる知見（新たに抽出された規制課題を含む。）が得られ、規

制に活用された実績・見込み及び関連部門との情報共有の状況を以下の区分に基づき

評価する。 

Ｓ：規制の高度化に大きく貢献し、又は今後大きく貢献することが確実に見込まれて

いる 

Ａ：規制活動に貢献する結果が得られた 

Ｂ：得られた結果による規制活動への貢献は限定的である 

Ｃ：規制活動に活用される結果が得られなかった 

  

【項目別評価の目安】 

成果の規制への活用の状況・見通しに関する項目別評価の具体例は以下のとおり。なお、Ｓ又

はＡと評価される場合であって、原子力の安全規制活動で引用されるような複数のＮＲＡ技術報

告等の成果物を発行した場合には、1点又は 2点をその評価項目に加算することができる。 

（具体例） 

Ｓ：安全研究で得られた最新知見に基づき、規制基準、基準解釈、ガイド等が改訂されるなど、

規制活動を大きく前進させるような成果が得られた場合 

Ａ：審査等で活用することのできる最新知見に基づいた判断根拠を整備するなど、期待していた

とおりの研究成果結果が得られ、規制活動に貢献した場合 

Ｂ：研究が計画どおりに進捗しなかった等の理由により、期待される成果の質又は量を満足せ

ず、規制活動への貢献が限定的である場合 

Ｃ：研究が大幅に遅延する等の理由により、期待していた成果が全く得られず、規制活動に活用

する見込みがない場合 

 

・  
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（別記４） 

 

事後評価における総合評価の方法及び評価基準 

 

総合評価における全体評語は、項目別評価した６つの評価項目の項目別評語（ＳＡＢ

Ｃ）を数字に換算（Ｓを 4点、Ａを 3点、Ｂを 2点、Ｃを 1点）した上で、その平均を

とったもの（別記４及び様式４において「総合点」という。）及びそれを再度評語に変

換（3.3 点以上をＳ、3.0 点以上～3.3 点未満をＡ、2.0 点以上～3.0 点未満をＢ、2.0

点未満をＣ）したものを基礎とする。 

ただし、特に留意すべき評価項目である②成果の公表等の状況及び⑥成果の規制へ

の活用の状況・見通しに対して良好な成果が得られた場合には、1点又は 2点をその評

価項目に加算できるものとする。 

 

最終的な総合評価は、基礎とした総合点及び評語を基にして、以下の評価基準により

担当安全技術管理官等が実施する。この際、担当安全技術管理官等は、全体評語ととも

に、評価コメントを付すものとする。 

なお、②成果の公表等の状況又は⑥成果の規制への活用の状況・見通しで最下位の評

語（Ｃ）がある場合の全体評語は、総合評価の基礎として算出した評語がＳ又はＡのと

きはＢへ、ＢのときはＣへそれぞれ下げるものとする。 

 

【総合評価の評価基準】 

Ｓ：模範となる水準で管理され、期待以上の成果があった※ 

Ａ：適切に管理され、期待どおりの成果があった 

Ｂ：おおむね適切に管理され、期待どおりの成果があったが、一部十分ではなかった 

Ｃ：管理が不十分であり、期待された成果が得られなかった 

 

※全体評語がＳとなる条件は、項目別評語のＳが２つ以上あることとする。 
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